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１ 議 事 日 程 

   〔平成19年太宰府市議会第１回（５月）臨時会〕          

                                    平成19年５月２日 

                                    午 前 1 0時 開 議 

                                    於 議 事 室 

 日程第１ 仮議席の指定について 

 日程第２ 議長の選挙について 

 日程第３ 議席の指定について 

 日程第４ 会議録署名議員の指名 

 日程第５ 会期の決定 

 日程第６ 副議長の選挙について 

 日程第７ 常任委員会委員の選任について 

 日程第８ 議会運営委員会委員の選任について 

 日程第９ 山神水道企業団議会議員の選挙について 

 日程第10 筑紫野太宰府消防組合議会議員の選挙について 

 日程第11 福岡都市圏南部環境事業組合議会議員の選挙について 

２ 出席議員は次のとおりである（２０名）                 

  １番   田 久美子 議員         ２番  藤 井 雅 之 議員 

  ３番  長谷川 公 成 議員         ４番  渡  美 穂 議員 

  ５番  後 藤  晴 議員         ６番  力 丸 義 行 議員 

  ７番  橋 本   健 議員         ８番  中 林 宗 樹 議員 

  ９番  門 田 直 樹 議員         10番  小  道 枝 議員 

  11番  安 部 啓 治 議員         12番  大 田 勝 義 議員 

  13番  清 水 章 一 議員         14番  安 部   陽 議員 

  15番  佐 伯   修 議員         16番  村 山 弘 行 議員 

  17番  田 川 武 茂 議員         18番  福 廣 和 美 議員 

  19番  武 藤 哲 志 議員         20番  不 老 光 幸 議員 

３ 欠席議員は次のとおりである 

   な   し 

４ 会議録署名議員 

  １番   田 久美子 議員         ２番  藤 井 雅 之 議員 

５ 地方自治法第１２１条により説明のため出席した者の職氏名（２１名） 

  市    長  井 上 保 廣        収  入  役  松 島 幹 彦 

  教  育  長  關   敏 治        総 務 部 長  平 島 鉄 信 

          石 橋 正 直        地域振興部長  松 田 幸 夫 
総務部政策統括 
担 当 部 長 
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          三 笠 哲 生        市民生活部長  関 岡   勉 
地域振興部地域コミュ 
ニティ推進担当部長 

  健康福祉部長  永 田 克 人                村 尾 昭 子 
健康福祉部子育て
支援担当部長 

  建 設 部 長  富 田   譲        上下水道部長  古 川 泰 博 

  教 育 部 長  松 永 栄 人        監査委員事務局長  木 村   洋 

  総 務 課 長  松 島 健 二        地域振興課長  大 藪 勝 一 

  市 民 課 長  藤   幸二郎        福 祉 課 長  新 納 照 文 

  建 設 課 長  大内田   博        上下水道課長  宮 原 勝 美 

  教 務 課 長        井 上 和 雄 

６ 職務のため議事室に出席した事務局職員の職氏名（６名） 

  議会事務局長  白 石 純 一        議 事 課 長        田 中 利 雄 

  書    記  伊 藤   剛        書    記  花 田 敏 浩 

  書    記  満 崎 哲 也        書    記  浅 田 裕 子 
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              開会 午前10時00分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

○議会事務局長（白石純一） 皆様、おはようございます。 

 一般選挙後最初の議会でございますので、議長が選挙されるまでの間、地方自治法第107条

の規定によりまして、年長議員が臨時に議長の職務を行うこととなっております。出席議員

中、安部陽議員が年長の議員となりますので、ご紹介申し上げます。 

 それでは、安部陽議員、恐れ入りますが、臨時議長をお願いいたします。 

○臨時議長（安部 陽議員） ただいま紹介されました安部陽です。 

 地方自治法第107条の規定によって、臨時の議長を務めさせていただきます。どうぞよろし

くお願い申し上げます。 

 皆さん、おはようございます。 

 ただいまの出席議員数は20名です。 

 定足数に達しておりますので、平成19年太宰府市議会第１回臨時会を開会します。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 議事日程は、お手元に配付しているとおりです。 

 議事に入ります。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第１ 仮議席の指定について 

○臨時議長（安部 陽議員） 日程第１、「仮議席の指定」を行います。 

 この際、議事の進行上、仮議席を指定します。 

 仮議席はただいまご着席の議席といたします。 

 ここで暫時休憩します。 

              休憩 午前10時02分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

              再開 午前10時13分 

○臨時議長（安部 陽議員） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 ここで、初議会に当たり、井上保廣市長のごあいさつを受けたいと思いますが、ご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○臨時議長（安部 陽議員） 異議なしと認めます。 

 それでは、ごあいさつをお願いします。 

 市長。 

              〔市長 井上保廣 登壇〕 

○市長（井上保廣） 皆様、おはようございます。 

 本日、平成19年太宰府市議会第１回の臨時会開会に当たりまして、一言ごあいさつを申し上
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げます。 

 議員各位におかれましては、去る４月22日に執行されました市議会議員選挙におかれまして

は、多くの市民の期待と信望を得られ、めでたく当選をされましたことを心からお祝いを申し

上げます。おめでとうございます。 

 そして、本日ここに初の議会を開会する運びとなりましたことは、今後の市政発展のために

誠に喜ばしい次第でございます。 

 私も、このたびの市長選挙におきましては、多くの市民の皆様や議員各位の温かいご支援、

ご支持をいただき、市政を担当させていただくことになりました。ここに深く感謝を申し上げ

ますとともに、その責任の大きさ、重たさを痛感しているところでございます。 

 さて、私は、昭和45年太宰府町役場に奉職をいたしまして、平成12年から７年間は佐藤前市

長のもとで助役を務めさせていただいておりました。この行政経験を生かしながら、「市民が

真ん中・もっと太宰府らしく」を基本姿勢とされた前市長の市政運営を継承し、「歴史とみど

り豊かな文化のまち」を将来像といたしました第四次太宰府市総合計画後期基本計画に基づき

まして、まるごと博物館推進プロジェクト、地域コミュニティづくり推進プロジェクト、福祉

でまちづくり推進プロジェクトをさらに充実し、積極的に展開してまいりたいと考えておりま

す。 

 今後も、少子・高齢化の進行、地方分権の推進や三位一体の改革によります地方交付税の削

減など、財源不足が予測され、市の財政状況は厳しいものはございますけれども、平成15年夏

の豪雨災害の復旧工事でありますとか、佐野土地区画整理事業、散策路整備事業等の社会資本

整備が一定の完了を見ましたので、私は、今後はソフト面を重視した３つのプロジェクトを事

業ごとに限りなく連携させながら総合的なまちづくりを進めていきたいと考えております。 

 具体的には、特に安全・安心の地域づくり、子育て環境と高齢者等の福祉の充実、学校教育

環境の充実などに軸足を置きながら、市民が参画できる市政、施策運営を目指し、施策の展開

につきましては常に市民の目線で考え、改善、改革を行い、行動していきたいと思っておりま

す。 

 また、地方分権時代に対応し、多種多様な市民ニーズに適切にこたえていくためにも、経営

資源を有効に活用し、簡素で効率的な身の丈に合った市政を推進していかなければならない。

このように考えております。 

 最後になりますが、このような重要な時期に市政担当させていただくことになりましたこと

は、身に余る光栄であると同時に、市民の信頼と期待に誠心誠意全力を尽くしてまいる覚悟で

ございますが、そのためには議員の皆様方の力添えがなければ、到底円滑な行政運営はできな

いものと考えております。 

 その意味からも、議員各位におかれましては、何かとご迷惑をおかけすることとは存じます

けれども、何かと温かいご理解をいただき、市民福祉の向上と市政のさらなる発展のために、

格別のご指導、ご協力を賜りますよう、重ねてお願いを申し上げます。 
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 なお、総合的な施策につきましては、６月定例議会におきまして、施政方針として説明を申

し上げたいと思いますので、いましばらくご猶予賜りたい。私のあいさつとさせていただきま

す。どうも本日はありがとうございました。 

○臨時議長（安部 陽議員） ここで理事者側の退席のため、暫時休憩します。 

              休憩 午前10時20分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

              再開 午前10時21分 

○臨時議長（安部 陽議員） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第２ 議長の選挙について 

○臨時議長（安部 陽議員） 日程第２、「議長の選挙」を行います。 

 お諮りいたします。 

 選挙の方法は、投票、指名推選のいずれの方法といたしましょうか。 

 指名推選は、一人でも異議があれば選挙の方法は投票によることになります。 

（仮20番武藤哲志議員「議長」と呼ぶ） 

○臨時議長（安部 陽議員） 20番武藤哲志議員。 

○仮２０番（武藤哲志議員） まず、私、今回、議長選挙がどういうふうになるか、内容的にもわ

かりませんし、長く議会活動をさせていただいておりますが、本日、大田議員、それから藤井

議員、私武藤哲志で、暫時休憩をですね、お願いする動議を提出させていただいて、できれば

今後の４年間の運営に対して、協議の場を設けていただくために動議の提出をさせていただき

たいと思います。お諮りを願います。 

○臨時議長（安部 陽議員） ただいま武藤議員から、休憩されたいとの動議が出されました。所

定の賛成者が２名以上ありますので、動議は成立しました。 

 したがって、休憩の動議を議題とし、採決いたします。 

 武藤哲志議員から提出された休憩の動議について、賛成の方の起立を求めます。 

（多数起立） 

○臨時議長（安部 陽議員） 多数起立。 

 よって、休憩されたいとの動議は可決されました。 

 ここで暫時休憩いたします。 

              休憩 午前10時24分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

              再開 午前10時50分 

○臨時議長（安部 陽議員） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 再度お諮りいたします。 

 選挙の方法は、投票、指名推選のいずれの方法といたしましょうか。 
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 指名推選は、一人でも異議があれば選挙の方法は投票によることになります。 

（「投票」と呼ぶ者あり） 

○臨時議長（安部 陽議員） 投票という声がありますので、選挙は投票によって行います。 

 なお、投票の結果、得票数が同数の場合は、地方自治法第118条第１項の規定により準用す

る公職選挙法第95条第２項の規定によって、くじで定めることになっています。 

 それでは、議場を閉鎖します。 

 議場閉鎖。 

（議場閉鎖） 

○臨時議長（安部 陽議員） ただいまの出席議員は20名です。 

 お諮りします。 

 会議規則第30条第２項の規定によって、立会人に１番田久美子議員及び２番藤井雅之議員

を指名したいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○臨時議長（安部 陽議員） 異議なしと認めます。 

 したがって、立会人に１番田久美子議員及び２番藤井雅之議員を指名します。 

 念のため申し上げます。 

 投票は単記無記名です。 

 なお、同姓の議員がおられますので、その方々の姓のみしか記載されなかったときには、国

会の先例では無効ということになっております。 

 投票に当たっては、姓名をご記入いただきますようお願いいたします。 

 それでは、投票箱を改めます。 

（投票箱点検） 

○臨時議長（安部 陽議員） 異常なしと認めます。 

 ただいまから投票を行います。 

 事務局長が仮議席番号と氏名を呼び上げますので、順番に投票をお願いします。 

（局長点呼、投票） 

○臨時議長（安部 陽議員） 投票漏れはありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○臨時議長（安部 陽議員） 投票漏れなしと認めます。 

 これで投票を終わります。 

 開票を行います。 

 １番田久美子議員及び２番藤井雅之議員の立ち会いをお願いします。 

（開  票） 

○臨時議長（安部 陽議員） 選挙の結果を報告します。 

   投票総数 20票 
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   これは先ほどの出席議員数に符合しております。 

   そのうち 

   有効投票 20票 

   無効投票 ０票 

   白票   ０票です。 

   有効投票中 

  不老光幸議員 11票 

  大田勝義議員 ９票 

 以上のとおりです。 

 この選挙の法定得票数は５票です。 

 したがって、不老光幸議員が議長に当選されました。 

 議場の閉鎖を解きます。 

（議場開鎖） 

○臨時議長（安部 陽議員） ここで理事者側の入場のため、暫時休憩します。 

              休憩 午前11時08分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

              再開 午前11時15分 

○臨時議長（安部 陽議員） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 ただいま議長に当選されました不老光幸議員が議場におられますので、本席から、会議規則

第31条第２項の規定によって、当選の告知をします。 

 ここで確認のため、不老光幸議員の議長当選承諾及びごあいさつをお願いします。 

 不老光幸議長、演壇の方にどうぞ。 

              〔仮９番 不老光幸議員 登壇〕 

○仮９番（不老光幸議員） 一言、議長就任のあいさつを申し上げます。 

 このたび、議員改選後の議会構成に当たり、不肖私が議長選挙において大方のご支援を得て

当選人となりましたことは、私自身にとりまして限りない光栄と存じておりますとともに、そ

の責任の重さをひしひしと感じる次第であります。 

 議会を円滑に運営、遂行するため、議員各位のご支援、ご協力をよろしくお願いいたしま

す。 

 議会は、それぞれに主義主張を異にする議員によって構成されていることは当然のことでは

ありますが、幸いにして、本市議会には、歴代の議長、議員各位によってつくられて、守られ

てきたよき伝統、すなわち数ではなく話し合いで、対立抗争ではなくて互譲の精神をモットー

として運営されてまいりました。私も、このよき伝統や尊重すべき先例を遵守するよう一生懸

命努力することをお誓い申し上げます。 

 議員各位のご支援とご協力を重ねてお願い申し上げ、粗辞ではありますが議長就任のごあい
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さつといたします。ありがとうございました。 

○臨時議長（安部 陽議員） これにて臨時議長の職務はすべて終了しました。ご協力ありがとう

ございました。 

 不老光幸議長、議長席にお着き願います。 

（議長交代） 

○議長（不老光幸議員） お諮りします。 

 お手元に配付しております追加議事日程のとおり、日程第３、「議席の指定について」から

日程第11、「福岡都市圏南部環境事業組合議会議員の選挙について」までを日程に追加し、議

題としたいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（不老光幸議員） 異議なしと認めます。 

 したがって、日程第３から日程第11までを日程に追加し、議題とすることに決定しました。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第３ 議席の指定について 

○議長（不老光幸議員） 日程第３、「議席の指定」を行います。 

 議席は会議規則第３条第２項により議長において指定します。 

 議員の皆様の氏名とその議席の番号を事務局長に朗読させます。 

○議会事務局長（白石純一） 朗読いたします。 

   １番   田 久美子 議員        ２番  藤 井 雅 之 議員 

   ３番  長谷川 公 成 議員        ４番  渡  美 穂 議員 

   ５番  後 藤  晴 議員        ６番  力 丸 義 行 議員 

   ７番  橋 本   健 議員        ８番  中 林 宗 樹 議員 

   ９番  門 田 直 樹 議員        10番  小  道 枝 議員 

   11番  安 部 啓 治 議員        12番  大 田 勝 義 議員 

   13番  清 水 章 一 議員        14番  安 部   陽 議員 

   15番  佐 伯   修 議員        16番  村 山 弘 行 議員 

   17番  田 川 武 茂 議員        18番  福 廣 和 美 議員 

   19番  武 藤 哲 志 議員        20番  不 老 光 幸 議員 

 以上でございます。 

○議長（不老光幸議員） ただいま朗読したとおり議席を指定しました。 

 ここで、ただいまの議席指定によって仮議席から議席番号の変更があった議員の方々は、席

の移動をお願いいたします。 

 ここで暫時休憩します。 

              休憩 午前11時21分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 
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              再開 午前11時22分 

○議長（不老光幸議員） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第４ 会議録署名議員の指名 

○議長（不老光幸議員） 日程第４、「会議録署名議員の指名」を行います。 

 今回の会議録署名議員は、会議規則第80条の規定によって、 

    １番、田久美子議員 

    ２番、藤井 雅之議員 

   を指名いたします。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第５ 会期の決定 

○議長（不老光幸議員） 日程第５、「会期の決定」を議題とします。 

 お諮りします。 

 本臨時会の会期は、本日１日間にしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（不老光幸議員） 異議なしと認めます。 

 したがって、会期は本日１日間と決定しました。 

 ここで、理事者側の退席のため暫時休憩します。 

              休憩 午前11時23分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

              再開 午前11時24分 

○議長（不老光幸議員） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第６ 副議長の選挙について 

○議長（不老光幸議員） 日程第６、「副議長の選挙について」を議題とします。 

 お諮りします。 

 選挙の方法は、投票、指名推選のいずれの方法にいたしましょうか。 

（19番武藤哲志議員「議長」と呼ぶ） 

○議長（不老光幸議員） 19番武藤哲志議員。 

○１９番（武藤哲志議員） また、先ほどのように……。 

○議長（不老光幸議員） ちょっとお待ちください。 

 指名推選は、一人でも異議があれば選挙の方法は投票によることになります。 

 武藤哲志議員、どうぞ。 

○１９番（武藤哲志議員） まず、その前に暫時休憩動議を、同じく大田議員、村山議員、藤井議

員と私が休憩動議を提出いたします。 
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○議長（不老光幸議員） ただいま武藤哲志議員から休憩されたいとの動議が出されました。この

動議に賛成される方の起立を求めます。 

（多数起立） 

○議長（不老光幸議員） 起立多数で、休憩いたします。 

              休憩 午前11時26分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

              再開 午前11時38分 

○議長（不老光幸議員） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 再度お諮りいたします。 

 選挙の方法は、投票、指名推選のいずれの方法にいたしましょうか。 

 指名推選は、一人でも異議があれば選挙の方法は投票によることになります。 

（「投票」と呼ぶ者あり） 

○議長（不老光幸議員） 投票という声がありますので、選挙は投票によって行います。 

 なお、投票の結果、得票数が同数の場合は、地方自治法第118条第１項の規定により、準用

する公職選挙法第95条第２項の規定によって、くじで定めることになっています。 

 それでは、議場を閉鎖します。 

（議場閉鎖） 

○議長（不老光幸議員） ただいまの出席議員は20名です。 

 お諮りします。 

 会議規則第30条第２項の規定により、立会人に３番長谷川公成議員及び４番渡美穂議員を

指名したいと思います。これに異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（不老光幸議員） 異議なしと認めます。 

 したがって、立会人に３番長谷川公成議員及び４番渡美穂議員を指名します。 

 念のため申し上げます。 

 投票は単記無記名です。 

 なお、同姓の議員がおられますので、その方々の姓のみしか記載されなかったときは、国会

の先例では無効ということになっております。 

 投票に当たっては、姓名をご記入いただきますようお願いいたします。 

 それでは、投票箱を改めます。 

（投票箱点検） 

○議長（不老光幸議員） 異常なしと認めます。 

 ただいまから投票を行います。 

 事務局長が議席番号と氏名を呼びますので、順番に投票をお願いします。 

（局長点呼、投票） 
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○議長（不老光幸議員） 投票漏れはありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（不老光幸議員） 投票漏れなしと認めます。 

 これで投票を終わります。 

 開票を行います。 

 ３番長谷川公成議員及び４番渡美穂議員の立ち会いをお願いします。 

（開  票） 

○議長（不老光幸議員） 選挙の結果を報告します。 

   投票総数 20票 

   これは先ほどの出席議員数に符合しております。 

   そのうち 

   有効投票 20票 

   無効投票 ０票 

   白票   ０票です。 

   有効投票中 

  橋本 健議員 ７票 

  福廣和美議員 10票 

  武藤哲志議員 ３票 

 以上のとおりです。 

 この選挙の法定得票数は５票です。 

 したがって、福廣和美議員が副議長に当選されました。 

 では、ここで議場の閉鎖を解きます。 

（議場開鎖） 

○議長（不老光幸議員） それでは、ただいま副議長に当選されました福廣和美議員が議場におら

れますので、本席から、会議規則第31条第２項の規定によって、当選の告知をします。 

 ここで確認のため、福廣和美議員の副議長当選承諾及びごあいさつをお願いします。 

 福廣和美副議長、演壇の方にどうぞ。 

              〔18番 福廣和美議員 登壇〕 

○１８番（福廣和美議員） 副議長就任のごあいさつを申し上げます。 

 このたび議員各位のご推挙により副議長に選ばれましたことは、この上なく光栄でありま

す。 

 不老光幸議長を補佐し、議会が公正に、しかも円滑に運営されますよう誠心誠意努力いたし

たいと存じております。皆様の絶大なるご指導、ご鞭撻を承りますようお願いを申し上げま

す。 

 誠に、私にとっても重責であるということを踏まえた上で、皆様との調和を図りながら、全
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力で頑張ってまいりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 誠に簡単でございますが、就任のあいさつとさせていただきます。ありがとうございまし

た。 

○議長（不老光幸議員） 自席へどうぞ。 

 それでは、13時まで休憩をいたします。 

              休憩 午前11時58分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

              再開 午後１時00分 

○議長（不老光幸議員） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第７ 常任委員会委員の選任について 

○議長（不老光幸議員） 日程第７、「常任委員会委員の選任について」を議題とします。 

 ここで暫時休憩します。 

              休憩 午後１時00分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

              再開 午後１時25分 

○議長（不老光幸議員） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 お諮りします。 

 常任委員の選任については、委員会条例第２条及び第５条第１項の規定によって、 

 総務文教常任委員会委員に 

   長谷川 公 成 議員       渡  美 穂 議員 

   門 田 直 樹 議員       小  道 枝 議員 

   清 水 章 一 議員       佐 伯   修 議員 

   武 藤 哲 志 議員 

 次に、建設経済常任委員会委員に 

   後 藤  晴 議員       力 丸 義 行 議員 

   橋 本   健 議員       大 田 勝 義 議員 

   村 山 弘 行 議員       田 川 武 茂 議員 

   福 廣 和 美 議員 

 次に、環境厚生常任委員会委員に 

    田 久美子 議員       藤 井 雅 之 議員 

   中 林 宗 樹 議員       安 部 啓 治 議員 

   安 部   陽 議員       私、不老光幸 

であります。 

 それぞれを指名したいと思います。これにご異議ありませんか。 

－12－ 



（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（不老光幸議員） 異議なしと認めます。 

 したがって、ただいま指名しました各議員をそれぞれの常任委員に選任することに決定しま

した。 

 ここで暫時休憩し、休憩中各委員会を招集しますので、委員会において正・副委員長の互選

をお願いします。 

 暫時休憩します。 

              休憩 午後１時27分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

              再開 午後３時45分 

○議長（不老光幸議員） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 各常任委員会の正・副委員長互選の結果を報告します。 

 総務文教常任委員会の委員長に清水章一議員、副委員長に小道枝議員、 

 建設経済常任委員会の委員長に田川武茂議員、副委員長に力丸義行議員、 

 環境厚生常任委員会の委員長に中林宗樹議員、副委員長に安部陽議員が決定されておりま

す。 

 以上で報告を終わります。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第８ 議会運営委員会委員の選任について 

○議長（不老光幸議員） 日程第８、「議会運営委員会委員の選任について」を議題とします。 

 お諮りします。 

 議会運営委員の選任については、委員会条例第３条の２第２項及び第５条第１項の規定によ

って、 

   議会運営委員会委員に 

   中 林 宗 樹 議員       小  道 枝 議員 

   大 田 勝 義 議員       安 部   陽 議員 

   清 水 章 一 議員       佐 伯   修 議員 

   村 山 弘 行 議員       田 川 武 茂 議員 

   福 廣 和 美 議員       武 藤 哲 志 議員 

をそれぞれ指名したいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（不老光幸議員） 異議なしと認めます。 

 したがって、ただいま指名しました各議員を議会運営委員に選任することに決定しました。 

 ここで暫時休憩し、休憩中議会運営委員会を招集しますので、正・副委員長の互選をお願い

します。 
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 暫時休憩をします。 

              休憩 午後３時46分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

              再開 午後４時40分 

○議長（不老光幸議員） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 お諮りします。 

 会議規則第８条第２項の規定によって、会議時間は午後５時までとなっていますが、終了ま

で時間を延長したいと思います。これに異議はありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（不老光幸議員） 異議なしと認め、終了まで会議時間を延長します。 

 議会運営委員会の正・副委員長互選の結果を報告します。 

 議会運営委員会の委員長に村山弘行議員、副委員長に武藤哲志議員が決定されております。 

 以上で報告を終わります。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第９ 山神水道企業団議会議員の選挙について 

○議長（不老光幸議員） 日程第９、「山神水道企業団議会議員の選挙について」を議題としま

す。 

 お諮りします。 

 選挙の方法につきましては、地方自治法第118条第２項の規定によって指名推選によりたい

と思います。これに異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（不老光幸議員） 異議なしと認めます。 

 したがって、選挙の方法は指名推選によることに決定しました。 

 お諮りします。 

 指名の方法については、議長において指名することにいたしたいと思います。これにご異議

ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（不老光幸議員） 異議なしと認めます。 

 したがって、議長において指名することに決定しました。 

 山神水道企業団議会議員に安部陽議員、田川武茂議員、武藤哲志議員を指名します。 

 お諮りします。 

 ただいま議長において指名しました各議員を山神水道企業団議会議員の当選人と定めること

にご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（不老光幸議員） 異議なしと認めます。 
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 したがって、ただいま指名しました安部陽議員、田川武茂議員、武藤哲志議員が山神水道企

業団議会議員に当選されました。 

 ただいま山神水道企業団議会議員に当選されました各議員が議場におられますので、本席か

ら、会議規則第31条第２項の規定によって、告知をします。 

 当選されました議員の承諾を当選者の起立によって行います。 

 承諾をされる議員は起立願います。 

（当選議員 起立） 

○議長（不老光幸議員） 以上のとおり決定しました。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第１０ 筑紫野太宰府消防組合議会議員の選挙について 

○議長（不老光幸議員） 日程第10、「筑紫野太宰府消防組合議会議員の選挙について」を議題と

します。 

 お諮りします。 

 選挙の方法につきましては、地方自治法第118条第２項の規定によって指名推選によりたい

と思います。これに異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（不老光幸議員） 異議なしと認めます。 

 したがって、選挙の方法は指名推選によることに決定しました。 

 お諮りします。 

 指名の方法については、議長において指名することにいたしたいと思います。これにご異議

ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（不老光幸議員） 異議なしと認めます。 

 したがって、議長において指名することに決定しました。 

 筑紫野太宰府消防組合議会議員に田久美子議員、後藤晴議員、門田直樹議員、小道枝

議員、佐伯修議員を指名します。 

 お諮りします。 

 ただいま議長において指名しました各議員を筑紫野太宰府消防組合議会議員の当選人と定め

ることにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（不老光幸議員） 異議なしと認めます。 

 したがって、ただいま指名しました田久美子議員、後藤晴議員、門田直樹議員、小道

枝議員、佐伯修議員が筑紫野太宰府消防組合議会議員に当選されました。 

 ただいま筑紫野太宰府消防組合議会議員に当選されました各議員が議場におられますので、

本席から、会議規則第31条第２項の規定によって、告知をします。 
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 当選されました議員の承諾を当選者の起立により行います。 

 承諾をされる議員は起立願います。 

（当選議員 起立） 

○議長（不老光幸議員） 以上のとおり決定しました。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第１１ 福岡都市圏南部環境事業組合議会議員の選挙について 

○議長（不老光幸議員） 日程第11、「福岡都市圏南部環境事業組合議会議員の選挙について」を

議題とします。 

 お諮りします。 

 選挙の方法については、地方自治法第118条第２項の規定によって指名推選によりたいと思

います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（不老光幸議員） 異議なしと認めます。 

 したがって、選挙の方法は指名推選によることに決定しました。 

 お諮りします。 

 指名の方法については、議長において指名することにいたしたいと思います。これにご異議

ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（不老光幸議員） 異議なしと認めます。 

 したがって、議長において指名することに決定しました。 

 福岡都市圏南部環境事業組合議会議員に藤井雅之議員、力丸義行議員を指名します。 

 お諮りします。 

 ただいま議長において指名しました各議員を福岡都市圏南部環境事業組合議会議員の当選人

と定めることにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（不老光幸議員） 異議なしと認めます。 

 したがって、ただいま指名しました藤井雅之議員、力丸義行議員が福岡都市圏南部環境事業

組合議会議員に当選されました。 

 ただいま福岡都市圏南部環境事業組合議会議員に当選されました各議員が議場におられます

ので、本席から、会議規則第31条第２項の規定によって、告知をします。 

 当選されました議員の承諾を当選者の起立により行います。 

 承諾をされる議員は起立願います。 

（当選議員 起立） 

○議長（不老光幸議員） 以上のとおり決定しました。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 
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○議長（不老光幸議員） お諮りします。 

 本臨時会において議決されました案件について、各条項、字句、その他整理を要するものに

つきましては、会議規則第42条の規定により、その整理を議長に委任願いたいと思います。こ

れにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（不老光幸議員） 異議なしと認めます。 

 したがって、本臨時会において議決されました案件整理について、これを議長に委任するこ

とに決定しました。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

○議長（不老光幸議員） 以上で今臨時会に付議されました案件の審議はすべて終了しました。 

 これをもちまして平成19年太宰府市議会第１回臨時会を閉会したいと思いますが、これにご

異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（不老光幸議員） 異議なしと認めます。 

 したがって、平成19年太宰府市議会第１回臨時会を閉会します。 

              閉会 午後４時47分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 
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   上記会議次第は事務局長の記載したものであるが、その内容が正確であることを証するため 

  ここに署名します。 
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              会 議 録 署 名 議 員   田 久美子 

 

 

              会 議 録 署 名 議 員  藤 井 雅 之 
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１ 議 事 日 程 

   〔平成19年太宰府市議会第２回（５月）臨時会〕          

                                    平成19年５月15日 

                                    午 前 1 0時 開 議 

                                    於 議 事 室 

 日程第１       会議録署名議員の指名 

 日程第２       会期の決定 

 日程第３ 議案第38号 専決処分の承認を求めることについて（太宰府市税条例の一部を改正す 

            る条例） 

 日程第４ 議案第39号 専決処分の承認を求めることについて（太宰府市国民健康保険税条例の 

            一部を改正する条例） 

 日程第５ 議案第40号 専決処分の承認を求めることについて（太宰府市都市計画税条例の一部 

            を改正する条例） 

 日程第６ 議案第41号 太宰府市副市長の選任につき同意を求めることについて 

 日程第７ 議案第42号 太宰府市監査委員の選任につき同意を求めることについて 

２ 出席議員は次のとおりである（２０名）                 

  １番   田 久美子 議員         ２番  藤 井 雅 之 議員 

  ３番  長谷川 公 成 議員         ４番  渡  美 穂 議員 

  ５番  後 藤  晴 議員         ６番  力 丸 義 行 議員 

  ７番  橋 本   健 議員         ８番  中 林 宗 樹 議員 

  ９番  門 田 直 樹 議員         10番  小  道 枝 議員 

  11番  安 部 啓 治 議員         12番  大 田 勝 義 議員 

  13番  清 水 章 一 議員         14番  安 部   陽 議員 

  15番  佐 伯   修 議員         16番  村 山 弘 行 議員 

  17番  田 川 武 茂 議員         18番  福 廣 和 美 議員 

  19番  武 藤 哲 志 議員         20番  不 老 光 幸 議員 

３ 欠席議員は次のとおりである 

   な   し 

４ 会議録署名議員 

  ３番  長谷川 公 成 議員         ４番  渡  美 穂 議員 

５ 地方自治法第１２１条により説明のため出席した者の職氏名（２１名） 

  市    長  井 上 保 廣        収  入  役  松 島 幹 彦 

  教  育  長  關   敏 治        総 務 部 長  平 島 鉄 信 

          石 橋 正 直        地域振興部長  松 田 幸 夫 
総務部政策統括 
担 当 部 長 

          三 笠 哲 生        市民生活部長  関 岡   勉 地域振興部地域コミュ 
ニティ推進担当部長 
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  健康福祉部長  永 田 克 人                村 尾 昭 子 
健康福祉部子育て
支援担当部長 

  建 設 部 長  富 田   譲        上下水道部長  古 川 泰 博 

  教 育 部 長  松 永 栄 人        監査委員事務局長  木 村   洋 

  総 務 課 長  松 島 健 二        税 務 課 長  古 野 洋 敏 

  地域振興課長  大 藪 勝 一        国保年金課長  木 村 裕 子 

  建 設 課 長  大内田   博        上下水道課長  宮 原 勝 美 

  教 務 課 長        井 上 和 雄 

６ 職務のため議事室に出席した事務局職員の職氏名（５名） 

  議会事務局長  白 石 純 一        議 事 課 長        田 中 利 雄 

  書    記  伊 藤   剛        書    記  花 田 敏 浩 

  書    記  満 崎 哲 也 
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              開会 午前10時00分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

○議長（不老光幸議員） 皆さん、おはようございます。 

 ただいまの出席議員数は20名です。 

 定足数に達しておりますので、平成19年太宰府市議会第２回臨時会を開会します。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 議事日程は、お手元に配付しているとおりです。 

 議事に入ります。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（不老光幸議員） 日程第１、「会議録署名議員の指名」を行います。 

 今回の会議録署名議員は、会議規則第80条の規定によって、 

    ３番、長谷川公成議員 

    ４番、渡美穂議員 

   を指名します。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第２ 会期の決定 

○議長（不老光幸議員） 日程第２、「会期の決定」を議題とします。 

 お諮りします。 

 本定例会の会期は、本日１日間にしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（不老光幸議員） 異議なしと認めます。 

 したがって、会期は本日１日間とすることに決定しました。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第３から日程第５まで一括上程 

○議長（不老光幸議員） お諮りします。 

 日程第３、議案第38号「専決処分の承認を求めることについて（太宰府市税条例の一部を改

正する条例）」から日程第５、議案第40号「専決処分の承認を求めることについて（太宰府市

都市計画税条例の一部を改正する条例）」までを一括議題にしたいと思います。これに異議あ

りませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（不老光幸議員） 異議なしと認めます。 

 したがって、日程第３から日程第５までを一括議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 市長。 
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              〔市長 井上保廣 登壇〕 

○市長（井上保廣） 皆様、おはようございます。 

 本日、平成19年太宰府市議会第２回臨時会を招集いたしましたところ、議員の皆様方におか

れましては、大変ご多忙の中をご参集を賜り、厚くお礼を申し上げます。 

 去る５月２日に、統一地方選挙後初の臨時議会が開催されました。正・副議長、各常任委員

会正・副委員長並びに３常任委員会それぞれの構成委員が決定をされまして初めての議会でご

ざいます。議員各位におかれましては、今後の市政運営に対しまして、温かいご支援とご理解

をいただき、市民福祉の向上と市政のさらなる発展のため、格別のご指導を賜りますようお願

いを申し上げます。 

 なお、総合的な施策につきましては、去る第１回臨時会で申し上げましたとおり、６月定例

会におきまして施政方針としてお示しをしたいと考えておりますので、よろしくお願いを申し

上げます。 

 さて、本日ご提案申し上げます案件は、専決処分の承認を求めるもの３件、人事案件２件、

合わせて５件のご審議をお願い申し上げるものでございます。 

 それでは、早速提案理由の説明を申し上げます。 

 議案第38号から議案第40号までを一括してご説明を申し上げます。 

 最初に、議案第38号「専決処分の承認を求めることについて（太宰府市税条例の一部を改正

する条例）」についてご説明を申し上げます。 

 今回の改正は、地方税法等の一部を改正する法律が本年３月30日に公布されたことに伴い、

市税条例の一部を改正するものであり、改正法の適用が本年４月１日の部分があるため、地方

自治法第179条第１項の規定により専決処分をさせていただいております。 

 改正の主な内容を申し上げますと、まず上場株式等の配当及び譲渡益に係る軽減税率の適用

期限が、配当につきましては平成21年３月31日まで、譲渡益につきましては平成20年12月31日

まで、それぞれ１年の延長となりました。 

 次に、住宅のバリアフリー改修に係る固定資産税の特例措置が創設をされております。高齢

者、障害者等の居住する既存住宅について一定のバリアフリー改修工事を行った場合、翌年度

の家屋部分固定資産税を、100㎡分までを限度として３分の１減額するものでございます。 

 この改正は、平成19年４月１日から平成22年３月31日までの間に行われたバリアフリー改修

が対象となります。 

 次に、議案第39号「専決処分の承認を求めることについて（太宰府市国民健康保険税条例の

一部を改正する条例）」について説明を申し上げます。 

 本件につきましても、地方税法等の一部が改正されたことに伴い、専決処分をさせていただ

いたものでございます。 

 改正の内容につきましては、国民健康保険税の医療保険分に係る課税限度額を現行の53万円

から56万円に引き上げております。 
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 次に、議案第40号「専決処分の承認を求めることについて（太宰府市都市計画税条例の一部

を改正する条例）」についてご説明を申し上げます。 

 本件につきましても、地方税法等の一部が改正されたことに伴いまして、専決処分をさせて

いただいたものでございます。 

 改正の内容につきましては、関係条文を整理したものでございます。 

 よろしくご承認賜りますようお願いを申し上げます。 

○議長（不老光幸議員） 説明は終わりました。 

 お諮りします。 

 日程第３から日程第５までは委員会付託を省略したいと思います。これにご異議ありません

か。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（不老光幸議員） 異議なしと認めます。 

 したがって、委員会付託を省略します。 

 直ちに質疑、討論、採決を行います。 

 議案第38号「専決処分の承認を求めることについて（太宰府市税条例の一部を改正する条

例）」について、これから質疑を行います。 

 通告があっていますので、これを許可します。 

 19番武藤哲志議員。 

○１９番（武藤哲志議員） まず、わかりやすく説明をいただきたいと思いますので、新旧対照表

に基づいて質疑をさせていただきたいと思います。 

 まず、１ページにありましたように、今回の地方税法の改正については、わずかバリアフリ

ーだけが市民にとって、ある一定のメリットがありますが、ほかは大企業に対する温存した税

制になっておりまして、まず２ページですが、この資本金等の額の均等割部分ですが、現在日

本道路公団、それからエーザイが太宰府にはあります、それから独立行政法人としての国立博

物館がありますが、こういう第31条の均等割の税率、法人等の区分の関係では太宰府市では該

当があるのかどうか、これが１点です。 

 それから、３ページになりますたばこ税が、3,064円が3,298円ですが、これが改正後どうい

う状況で税収の増額になるか。 

 それから次に、５ページですが、この附則の１から６は略しておりますが、この税制改正

で、バリアフリーを、200万円の工事をした場合、５年間で60万円を控除することができると

いうふうになっておりますが、この部分についても、税務署に申告をし、認定を受け、そうい

う手続をしなければならないという状況になりますが、こういう部分についての業務が大体ど

ういう状況になるのかもあわせて報告をいただきたい。 

 次に８ページですが、先ほど市長から説明がありましたように、この上場株式等を譲渡した

場合に、本来は20％の税金を納めなければならないのに、10％を延長するという内容であり、
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本来税金をもうかっているところが安くしてもらうなんていうのはもってのほかですが、こう

いう状況について、太宰府では該当があるのかないのかも含めて報告をいただきたい。 

 それから、11ページになりますが、保険料にかかわる個人市民税の課税の特例についてが新

たに設けられておりますが、この社会保険料とみなすという内容について、どういう状況にな

るのかも含めて説明いただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（不老光幸議員） 総務部長。 

○総務部長（平島鉄信） まず初めに、１番目の法人税の関係は後で説明をいたします。 

 たばこ税の引き上げについては、平成18年４月１日に附則で改正されておりますけども、今

回それを本文の方で改正しようということでございます。 

 増額になっているのかどうかというようなことでございますけども、値上げによりまして売

上本数が約５％ほど減少をいたしております。で、値上げによる増収分がそれに見合う分、多

少増えるかなというふうな形でございまして、同等か、若干たばこ税が決算で伸びるのかなと

いうふうな予想をいたしております。 

 それから、議員さんご指摘のバリアフリーの関係で、今回税の控除があるということでござ

いますが、これも書類の提出をお願いする、あるいは申告、それから工事をやったという証拠

書類等々が要るわけでございますけども、そういうものを提出いただいて、そして控除をして

いくと、そういうことでございますので、バリアフリーをなさる方については、多少事務的に

手続を煩わせますけども、確認のために、そういう決められた様式に従って申請をお願いした

いというふうに考えております。 

 それから、上場株式の譲渡益の配当に関する課税の税率でございますけども、従来ですと

20％というのが本来の考え方でございます。しかし、この制度が導入されたとき、平成14年か

ら平成15年の初めでございますけども、この時期は日経の平均株価が8,000円という非常に低

い状況でございました。日本経済が非常に停滞した時期でございまして、この景気回復のため

に、今まで貯蓄をしていたものを投資に向けようというようなことからこの税制が改正されて

おります。 

 現在では1万7,000円ほどの市場になっておりますけども、これを今もとに、20％に戻すとい

う意見もございましたけども、もうしばらくこの状況を見るべきではないかと、あと一年を限

度というふうな形の答申でございますけども、そういう形で景気の回復を本物にしようという

形で、引き下げたままの状況を続けようという形になっております。 

 それから、法人については課長の方から説明をさせます。 

○議長（不老光幸議員） 税務課長。 

○税務課長（古野洋敏） 件数については正式に把握していません。該当数は具体的に把握してい

ませんけど、数社該当がございます。 

 以上でございます。 
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○議長（不老光幸議員） 19番武藤哲志議員。 

○１９番（武藤哲志議員） その数社は該当があると。だから、当然この、まず２ページですが、

道路公団という、大変民営化されて、エーザイの横にありますが、これが資本金の額、大変な

部分ですが、こういう状況について、道路公団、それからエーザイについても株式が一部上場

になっていますし、独立した営業本部になっておりますし。それから、国立博物館というか、

九州大学も独立行政法人になっていまして、直ちに国立博物館の職員だとか九州大学の職員

は、同じ公務員でありながら、やめた後直ちに失業保険が受けられるようになったと。国家公

務員と地方公務員は退職しても失業保険はないのに、そういう独立行政法人の職員は直ちに退

職と同時に失業保険がもらえる。ただし、税金も、そういう会社として、独立行政法人ですか

ら、税金を納めなきゃなりませんが、ある一定この資本金の法人税額については、太宰府では

数社あるという形で、今の段階でははっきりしないけど、後で答えられるということでいいで

しょうか。 

 それから、今回答を総務部長の方からいただきましたが、再質問の部分で、この３ページの

たばこ税の部分で、５％たばこの消費が減っているから、この分、引き上げた分でわずかとい

うことですが、この金額的なものについては、この実施段階から見て、ある一定経過を見ない

とわからないという形でいいでしょうか。 

○議長（不老光幸議員） 総務部長。 

○総務部長（平島鉄信） 約２％弱ぐらい、現在たばこ税が全体で3億7,000万円ですので、その

２％弱ぐらいが増収になるのではないかと、そういうふうな予想を立てております。 

○１９番（武藤哲志議員） それから、ちょっと質疑漏れが１点あったんですが、その下に、組合

施行の区画整理、この特別土地保有税については全く該当ないのかどうかというのも、もう質

問はしておりませんでしたから、後で聞きます。 

 それから、最後の質問の回答漏れがありましたが、11ページ、保険料にかかわる個人の市民

税の課税の特例という形で、当然次の国保の関係がありますが、社会保険料とみなしてこの条

例の規定を適用するというのが新規に上がってきたんですが、これに対する内容的なものにつ

いてはどういう内容かというのを質疑したところですが。 

○議長（不老光幸議員） 総務部長。 

○総務部長（平島鉄信） ３ページの土地区画整理事業についての特別土地保有税については、該

当はございません。 

 それから、最後の回答漏れがあったということでございますけども、11ページ、外国で社会

保険を払ったという場合について、従来はその規定がございませんで、国とのやりとりで今回

はっきりしようという形になりまして、外国で社会保険料を支払った場合については、その分

については税額控除にしようというふうに、平成19年度から適用するというふうになっており

ます。 

 以上です。 
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○議長（不老光幸議員） ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（不老光幸議員） これで質疑を終わります。 

 討論を行います。 

 通告があっていますので、これを許可します。 

 19番武藤哲志議員。 

○１９番（武藤哲志議員） まず、議案第38号ですが、市長の提案理由もありましたように、この

地方税法の改正については、資本金の額の多いところについても、それから株式で利益を得て

も税金を安くするという状況で、こういう地方税法の改正の中で、ただバリアフリーについて

のみ60万円を５年間控除する内容、ほかは大変大企業に対してとか、そういういろんな部分に

ついての特例を生かして税を安くして延長している内容ですので、この議案第38号については

賛成できないことを表明しておきます。 

 以上です。 

○議長（不老光幸議員） ほかに討論ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（不老光幸議員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 議案第38号を承認することに賛成の方は起立願います。 

（大多数起立） 

○議長（不老光幸議員） 大多数起立です。 

 したがって、議案第38号は承認されました。 

              〈承認 賛成17名、反対２名 午前10時22分〉 

○議長（不老光幸議員） 次に、議案第39号「専決処分の承認を求めることについて（太宰府市国

民健康保険税条例の一部を改正する条例）」について、これから質疑を行います。 

 通告があっていますので、これを許可します。 

 19番武藤哲志議員。 

○１９番（武藤哲志議員） まず、市長から提案理由の説明がありましたが、53万円が56万円、最

高額が３万円上がると、そして介護保険料の部分が９万円ですから、大変この国民健康保険

と、それから64歳までですか、40歳から介護保険がこういう形で、65万円近くもなるわけです

が、まず３万円の最高額、これについては該当世帯が大体どのくらいぐらいになるのかどう

か。 

 それから、３万円が引き上がるということですが、この３万円になる世帯といいますか、大

体400万円の申告をすれば、全部この３万円は引き上がるんじゃないかというふうに考えてお

りますが、大体所得区分で申告額がどのくらいで３万円の増額になるのか、申告の部分と、そ

れから該当世帯とこの３万円が該当する額について、まず報告をいただきたいと思います。 
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○議長（不老光幸議員） 総務部長。 

○総務部長（平島鉄信） 今回、53万円から56万円に最高限度額が引き上げられました。その世帯

は約328世帯というふうに考えておりまして、３万円の引き上げですと、約980万円の増収にな

るのではないかというふうに考えております。 

 で、この所得分が400万円で最高限度額になるんではないかなというご質問ですけども、も

う少し所得が上がるようでございまして、所得割率が７％ですので28万円、それに均等割、平

等割、家族の多寡によって違いますけども、400万円を上回る所得というふうに考えておりま

す。 

 詳しくは課長の方から説明をさせます。 

○議長（不老光幸議員） 税務課長。 

○税務課長（古野洋敏） 今総務部長が申しましたように、国民保険税の試算につきましては、所

得割が７％、それと均等割、１人当たりですけど2万8,500円、それと人数分ですね、それに平

等割額というのが2万8,500円、これを計算いたしまして最高限度額56万円という形になってき

ますので、今総務部長が申しましたように、状況でいろいろ異なりますけど、大体400万円過

ぎた段階で限度額の方に達するという形で考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（不老光幸議員） ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（不老光幸議員） これで質疑を終わります。 

 討論を行います。 

 通告があっていますので、これを許可します。 

 19番武藤哲志議員。 

○１９番（武藤哲志議員） この国民健康保険税条例の一部を改正する議案第39号ですが、本来は

国が補助金を出さなければならないのに、国民健康保険税に対する国の補助金を毎年削ってき

ております。それから、社会保険も国民健康保険も３割負担分になりました。以前は社会保険

と国保との保険給付に格差があったわけですが、一体となる。しかも、今国民健康保険税には

様々な形で、当然社会保険で事業主負担が必要な部分がありますが、こういうものをしないた

めに、国民健康保険に次から次に加入してきているという状況で、国保財政を圧迫をしており

ます。その上に保険税を引き上げるということは、より一層滞納を増加し、様々な形で国保運

営にも逆に悪循環を繰り返す結果になるんじゃないかというふうに考えております。今でさえ

滞納額が大変大きくて、徴収に努力をされておりますが、こういう形で３万円引き上げること

によって、逆に滞納も増加もするし、またこういう負担が積もることについては賛成できない

という態度表明をしておきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（不老光幸議員） ほかに討論ありませんか。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（不老光幸議員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 議案第39号を承認することに賛成の方は起立願います。 

（大多数起立） 

○議長（不老光幸議員） 大多数起立です。 

 したがって、議案第39号は承認されました。 

              〈承認 賛成17名、反対２名 午前10時28分〉 

○議長（不老光幸議員） 次に、議案第40号「専決処分の承認を求めることについて（太宰府市都

市計画税条例の一部を改正する条例）」について質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（不老光幸議員） これで質疑を終わります。 

 討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（不老光幸議員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 議案第40号を承認することに賛成の方は起立願います。 

（全員起立） 

○議長（不老光幸議員） 全員起立です。 

 したがって、議案第40号は承認されました。 

              〈承認 賛成19名、反対０名 午前10時29分〉 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第６ 議案第４１号 太宰府市副市長の選任につき同意を求めることについて 

○議長（不老光幸議員） 日程第６、議案第41号「太宰府市副市長の選任につき同意を求めること

について」を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 市長。 

              〔市長 井上保廣 登壇〕 

○市長（井上保廣） 議案第41号「太宰府市副市長の選任につき同意を求めることについて」ご説

明を申し上げます。 

 地方自治法第161条の規定により、本年５月18日から平島鉄信氏を副市長に選任したいの

で、同法第162条の規定により議会の同意を求めるものでございます。 

 平島氏は、昭和41年に当時の太宰府町に入庁され、これまで41年もの長きにわたり、市の職

員として市の重要施策に直接関係する部署でご活躍されてきております。平成６年に総務部企
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画課長、平成８年に、現在の建設部になりますが、建設経済部長に昇任、平成12年から現在ま

で総務部長を歴任されております。人格、識見にすぐれ、また行政職員としての経験も豊富で

あり、副市長として最適任であると考えております。 

 履歴書を添付いたしておりますので、ご参照の上、よろしく同意を賜りますようにお願いを

申し上げます。 

○議長（不老光幸議員） 説明は終わりました。 

 お諮りします。 

 本案は委員会付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（不老光幸議員） 異議なしと認めます。 

 したがって、委員会付託を省略します。 

 直ちに質疑、討論、採決を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（不老光幸議員） これで質疑を終わります。 

 討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（不老光幸議員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 議案第41号を同意することに賛成の方は起立願います。 

（全員起立） 

○議長（不老光幸議員） 全員起立です。 

 したがって、議案第41号は同意されました。 

              〈同意 賛成19名、反対０名 午前10時32分〉 

○議長（不老光幸議員） ここで新しく副市長に就任されます平島鉄信氏のごあいさつをお受けし

たいと思います。 

 総務部長。 

○総務部長（平島鉄信） 議長より発言のお許しをいただきましたので、一言お礼のあいさつを述

べさせていただきます。 

 ただいま副市長の選任について、議員皆様のご高配によりご同意を賜りまして、厚く御礼を

申し上げます。 

 副市長という重責を考えますと、身の引き締まる思いでいっぱいでございます。この上は、

皆様のご厚情を忘れることなく、毎日の仕事を通して自己研さんに励み、市長を補佐し、ふる

さと太宰府のまちづくりのため、懸命に努力する所存でございます。 
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 私、もとより浅学非才でございますので、議員皆様のさらなるご指導、ご鞭撻を賜りますよ

うお願い申し上げまして、簡単でございますけども、あいさつにかえさせていただきます。あ

りがとうございました。 

○議長（不老光幸議員） ありがとうございました。よろしくお願いいたします。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第７ 議案第４２号 太宰府市監査委員の選任につき同意を求めることについて 

○議長（不老光幸議員） 日程第７、議案第42号「太宰府市監査委員の選任につき同意を求めるこ

とについて」を議題とします。 

 ここで、地方自治法第117条の規定により、安部啓治議員の退場を求めます。 

（11番 安部啓治議員 退場） 

○議長（不老光幸議員） 提案理由の説明を求めます。 

 市長。 

              〔市長 井上保廣 登壇〕 

○市長（井上保廣） 議案第42号「太宰府市監査委員の選任につき同意を求めることについて」ご

説明を申し上げます。 

 平成19年４月29日付をもって議員選任の監査委員清水章一氏が任期満了となり、その後任委

員として安部啓治氏を選任いたしたく、地方自治法第196条第１項の規定により議会の同意を

求めるものでございます。 

 安部啓治氏は、平成７年の市議会議員選挙において初当選以来、今期で通算３期目を迎えら

れ、太宰府市政発展のためにご活躍されているところであります。 

 人格、識見にすぐれ、また人望も厚く、監査委員として最適任であると考えますので、履歴

書をご参照の上、よろしくご同意賜りますようにお願いを申し上げます。 

○議長（不老光幸議員） 説明は終わりました。 

 お諮りします。 

 本案は委員会付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（不老光幸議員） 異議なしと認めます。 

 したがって、委員会付託を省略します。 

 直ちに質疑、討論、採決を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（不老光幸議員） これで質疑を終わります。 

 討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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○議長（不老光幸議員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 議案第42号を同意することに賛成の方は起立願います。 

（全員起立） 

○議長（不老光幸議員） 全員起立です。 

 したがって、議案第42号は同意されました。 

              〈同意 賛成18名、反対０名 午前10時36分〉 

○議長（不老光幸議員） ここで安部啓治議員の入場を求めます。 

（11番 安部啓治議員 入場） 

○議長（不老光幸議員） 安部啓治議員に申し上げます。 

 ただいまの議案第42号「太宰府市監査委員の選任につき同意を求めることについて」は同意

されましたので、お知らせいたします。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

○議長（不老光幸議員） ここで、今期限りで退任されることになりました松島収入役のごあいさ

つをお受けしたいと思います。 

 収入役。 

○収入役（松島幹彦） ただいま議長よりお許しをいただきましたので、退任に当たりまして一言

お礼を申し上げます。 

 私は、今月末をもちまして収入役の任期を満了することができました。在任中は、議員の皆

様方から公私とも格別なご指導、ご厚情を賜りまして、おかげをもちまして職務を全うするこ

とができましたことを深く感謝し、心からお礼を申し上げます。 

 退任後も変わらぬご交誼を賜りますよう、よろしくお願いを申し上げます。 

 終わりになりましたが、議員皆様方の今後ますますのご活躍とご健勝、ご多幸を祈念いたし

ますとともに、なお一層の本市の市政発展を祈念いたしますとともに、職員の皆様方にお礼を

申し上げたいと思っております。 

 簡単ではございますが、退任のあいさつとさせていただきます。本当に長い間ありがとうご

ざいました。 

○議長（不老光幸議員） 松島収入役につきましては、長い間お疲れさまでした。ありがとうござ

いました。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

○議長（不老光幸議員） お諮りします。 

 本臨時会において議決されました案件について、各条項、字句、その他の整理を要するもの

につきましては、会議規則第42条の規定によって、その整理を議長に委任願いたいと思いま

す。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
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○議長（不老光幸議員） 異議なしと認めます。 

 したがって、本臨時会において議決されました案件整理について、これを議長に委任するこ

とに決定しました。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

○議長（不老光幸議員） 以上で本臨時会に付議されました案件の審議はすべて終了しました。 

 これをもちまして平成19年太宰府市議会第２回臨時会を閉会したいと思いますが、これにご

異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（不老光幸議員） 異議なしと認めます。 

 したがって、平成19年太宰府市議会第２回臨時会を閉会します。 

              閉会 午前10時39分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 
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１ 議 事 日 程（初日） 

   〔平成19年太宰府市議会第２回（６月）定例会〕          

                                    平成19年６月４日 

                                    午 前 1 0時 開 議 

                                    於 議 事 室 

 日程第１       会議録署名議員の指名 

 日程第２       会期の決定 

 日程第３       諸般の報告 

 日程第４       施政方針 

 日程第５ 報告第１号 平成18年度太宰府市一般会計予算繰越明許費について 

 日程第６ 報告第２号 平成18年度太宰府市一般会計予算事故繰越しについて 

 日程第７ 報告第３号 平成18年度太宰府市介護保険事業特別会計予算繰越明許費について 

 日程第８ 報告第４号 平成18年度太宰府市下水道事業会計予算繰越について 

 日程第９ 報告第５号 太宰府市土地開発公社の経営状況報告について 

 日程第10 報告第６号 財団法人太宰府市国際交流協会の経営状況報告について 

 日程第11 報告第７号 財団法人太宰府市文化スポーツ振興財団の経営状況報告について 

 日程第12 議案第43号 筑紫公平委員会委員の選任につき同意を求めることについて 

 日程第13 議案第44号 字の区域の変更について 

 日程第14 議案第45号 太宰府市特別職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例につ 

            いて 

 日程第15 議案第46号 教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部を改正する 

            条例について 

 日程第16 議案第47号 太宰府市附属機関設置に関する条例の一部を改正する条例について 

 日程第17 議案第48号 太宰府市行政財産使用料条例の一部を改正する条例について 

 日程第18 議案第49号 太宰府市社会教育委員に関する条例の一部を改正する条例について 

 日程第19 議案第50号 太宰府市立運動公園条例の一部を改正する条例について 

 日程第20 議案第51号 太宰府市体育センター条例の一部を改正する条例について 

 日程第21 議案第52号 太宰府市立太宰府史跡水辺公園条例の一部を改正する条例について 

 日程第22 議案第53号 太宰府市立大宰府跡遺構保存覆屋条例の一部を改正する条例について 

 日程第23 議案第54号 太宰府市文化ふれあい館条例の一部を改正する条例について 

 日程第24 議案第55号 太宰府市公園条例の一部を改正する条例について 

 日程第25 議案第56号 太宰府都市計画太宰府市地区計画の区域内における建築物の制限に関す 

            る条例の一部を改正する条例について 

 日程第26 議案第57号 太宰府市自動車駐車場条例の一部を改正する条例について 

 日程第27 議案第58号 太宰府市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例につ 
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            いて 

 日程第28 議案第59号 太宰府市女性センタールミナス条例の一部を改正する条例について 

 日程第29 議案第60号 平成19年度太宰府市一般会計補正予算（第１号）について 

２ 出席議員は次のとおりである（２０名）                 

  １番   田 久美子 議員         ２番  藤 井 雅 之 議員 

  ３番  長谷川 公 成 議員         ４番  渡  美 穂 議員 

  ５番  後 藤  晴 議員         ６番  力 丸 義 行 議員 

  ７番  橋 本   健 議員         ８番  中 林 宗 樹 議員 

  ９番  門 田 直 樹 議員         10番  小  道 枝 議員 

  11番  安 部 啓 治 議員         12番  大 田 勝 義 議員 

  13番  清 水 章 一 議員         14番  安 部   陽 議員 

  15番  佐 伯   修 議員         16番  村 山 弘 行 議員 

  17番  田 川 武 茂 議員         18番  福 廣 和 美 議員 

  19番  武 藤 哲 志 議員         20番  不 老 光 幸 議員 

３ 欠席議員は次のとおりである 

   な   し 

４ 会議録署名議員 

  ５番  後 藤  晴 議員         ６番  力 丸 義 行 議員 

５ 地方自治法第１２１条により説明のため出席した者の職氏名（２２名） 

  市    長  井 上 保 廣        副  市  長  平 島 鉄 信 

  教  育  長  關   敏 治        総 務 部 長  石 橋 正 直 

  地域振興部長  松 田 幸 夫                三 笠 哲 生 地域振興部地域コミュ
ニティ推進担当部長 

  市民生活部長  関 岡   勉        健康福祉部長  永 田 克 人 

          村 尾 昭 子        建 設 部 長  富 田   譲 
健康福祉部子育て 
支援担当部長 

          古 川 泰 博        教 育 部 長  松 永 栄 人 会計管理者併 
上下水道部長 

  監査委員事務局長  木 村   洋        総 務 課 長  松 島 健 二 

  地域振興課長  大 藪 勝 一        まちづくり企画課長  神 原   稔 

  環 境 課 長  蜷 川 二三雄                津 田 秀 司 
人権・同和政策課長
兼人権センター所長

  福 祉 課 長  新 納 照 文        建 設 課 長  大内田   博 

  施 設 課 長  轟     満        教 務 課 長        井 上 和 雄 

６ 職務のため議事室に出席した事務局職員の職氏名（５名） 

  議会事務局長  白 石 純 一        議 事 課 長        田 中 利 雄 

  書    記  伊 藤   剛        書    記  花 田 敏 浩 

  書    記  満 崎 哲 也 
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              開会 午前10時00分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

○議長（不老光幸議員） 皆さん、おはようございます。 

 ただいまの出席議員は20名です。 

 定足数に達しておりますので、平成19年太宰府市議会第２回定例会を開会します。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 議事日程はお手元に配付しているとおりです。 

 議事に入ります。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（不老光幸議員） 日程第１、「会議録署名議員の指名」を行います。 

 今回の会議録署名議員は、会議規則第80条の規定によって、 

    ５番、後藤晴議員 

    ６番、力丸義行議員 

   を指名します。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第２ 会期の決定 

○議長（不老光幸議員） 日程第２、「会期の決定」を議題とします。 

 お諮りします。 

 本定例会の会期は、本日から６月26日までの23日間にしたいと思います。これに異議ありま

せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（不老光幸議員） 異議なしと認めます。 

 したがって、会期は本日から６月26日までの23日間に決定しました。 

 なお、会期内日程については、お手元に配付しております会期内日程表によって運営を進め

たいと思います。また、本会議、委員会とも改めて通知を差し上げませんので、よろしくご協

力をお願いします。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第３ 諸般の報告 

○議長（不老光幸議員） 日程第３、「諸般の報告」を行います。 

 お手元に報告事項の一覧表を配付しております。監査関係、議長会関係及び行政視察関係の

資料につきましては、事務局に保管しておりますので、必要な方はごらんいただきたいと思い

ます。 

 これで諸般の報告を終わります。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 
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  日程第４ 施政方針 

○議長（不老光幸議員） 日程第４、「施政方針」に入ります。 

 市長の「施政方針」を受けることにいたします。 

 市長。 

              〔市長 井上保廣 登壇〕 

○市長（井上保廣） 皆様、おはようございます。 

 本日ここに、平成19年第２回定例議会を招集いたしましたところ、議員各位には大変ご多用

の中をご参集賜り、厚くお礼を申し上げます。ありがとうございます。 

 このたびの議会は、平成19年度の予算案を初め、主要施策並びに条例案を審議いただく重要

な議会でございます。 

 議案提案に先立ちまして、今後の市政運営に臨みます私の所信の一端をご説明申し上げ、議

員各位並びに市民の皆様のご理解とご支援を心からお願いを申し上げる次第でございます。 

 私は、さきの統一地方選挙において、佐藤善郎前市長から後継指名を受けまして、太宰府の

よさを継承しつつ、「改善・改革・発展」、「確かな第一歩・確かな前進」の考え方のもと

に、一層魅力ある町をつくるとの強い信念で、市長に立候補いたしました。 

 おかげをもちまして、市民の皆様方のご支援をいただき、向こう４年間市政をお預かりする

ことになりました。誠に、感慨もひとしおでございます。と同時に、市長としての責任の重さ

を痛感し、身の引き締まる思いでいっぱいでございます。 

 私は、今回の選挙期間中、実に多くのことを学ばせていただきました。「財政状況が心配で

す」、「ハードよりソフトを重視してほしい」、「福祉と教育に力を入れてほしい」、「市施

設の使用料を減免してほしい」、「もっと市民の声を聞いてほしい」などなど、市民の皆様方

の生の声をお聞きいたしました。市長選挙が20年ぶりであったことから、マスコミを初め、多

くの注目を集めた中、当選の栄に浴した次第でございます。しかしながら、私自身の選挙運動

の中で、公民権停止中のおじが選挙違反をなしましたことに対しまして、議員各位並びに市民

の皆様に深くおわびを申し上げます。また、市政運営に対しまして一部には批判の声もあった

現実を謙虚に受けとめるとともに、肝に銘じ、今後の市政運営の中で信頼の回復に努めてまい

りたい、このように考えております。 

 本市は、千数百年という悠久の歴史が織りなした豊かな自然と大野城跡、大宰府跡、水城跡

の特別史跡を初め、観世音寺、戒壇院や太宰府天満宮などの数多くの歴史的文化遺産が、市内

のいたるところで原風景と渾然一体となり、連綿と今に引き継がれております。 

 中国の古典をひもとけば「温故知新」という言葉がございます。私は、太宰府の新たなかじ

取り役として、古きよき時代の太宰府の歴史的文脈の中にこそ未来の太宰府があるとの確信の

もと、先人たちがたゆまぬ努力と情熱によって営々と築かれてこられました太宰府の歴史、文

化や伝統をしっかりと受け継ぎ、そして新たな太宰府への歴史を紡いでまいる所存でございま

す。 
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 また、論語には「仁」、すなわち「ぬくもり」という考え方がございます。政策は総合力で

ございますから、行政のすべての領域にこの「ぬくもり」の考え方を浸透させ、丹念な目配り

を欠かすことができないと思っております。 

 さらに、陽明学では私の座右の銘であります「知行合一」という言葉がございます。これは

「“知”は必ず“行”を伴うものであり、知っているのに実践をしないのは、真の“知”では

ない」、こういった意味でございます。知る、“知”を見える形にしなければならないと思っ

ております。それには、まず動くこと、実践、行動が何より大切であるということにほかなり

ません。 

 これら一つ一つの言葉は、私の政治哲学の底流をなしております。 

 私は、これらの言葉を心に深く刻み、市民の皆様の信頼をかち取ることを第一義といたしま

して、「まちづくりに“仁”のぬくもりを」、「市民との協働のまちづくり」を行政運営の基

本姿勢に据えまして、生まれ育った我が愛する「ふるさと太宰府」の限りない発展と、市民の

皆様の幸せを願いながら、「誰もが安全で安心して暮らせるまち」、「市民が元気で輝きを放

つまち」、そういった町をつくるんだという気概を持ち、太宰府市の一層の市政発展に全身全

霊を傾注してまいる所存でございます。 

 そして、「市役所はサービス産業」であるとの認識のもと、小さな行政で大きなサービスを

目指し、市民の力や地域の力を引き出せるように、行政のあらゆる領域において、「現場主

義」を徹底し、私自身はもとより、職員が市民の皆様の暮らしの現場に出向き、初めに結論あ

りきではなく、「市民の皆さんとともに語らい、ともに考え、ともに行動する」というプロセ

スを大切にしながら、わがまち太宰府の将来ビジョンを共有しつつ、市民の声を市政に反映で

きるように、全力を投入してまいりたいと思っております。 

 さて、世界情勢に目を転じれば、世界を震撼させた「９・11同時多発テロ」に端を発し、イ

ラク戦争やその後の戦後復興の問題、また北朝鮮による拉致問題や核開発問題など、国際的緊

張が今日まで続いておりまして、混迷の度を増しております。一刻も早く、世界じゅうから国

際紛争やテロ攻撃が一掃され、すべての人々が安心して暮らせることのできる平和な世界が訪

れることを願うばかりでございます。 

 一方、国内に目を転じれば、少子・高齢化が予想を超えたスピードで進行し、社会保障や経

済対策が大きな課題となっております。また、社会構造の変化による格差社会が生み出される

のではと、こういった不安が広がっております。 

 子供を取り巻く環境も大きく変化し、親による児童虐待、いじめを苦にした子供たちの自殺

など、悲惨な事件が後を絶たない状況でございます。 

 また、昨年には、地方自治体の首長による一連の汚職等により、地方自治体の信頼を揺るが

し、さらに福岡での公務員による飲酒運転で幼子３人が命を落とすといった痛ましい事件も起

こっております。世間から公務員に厳しい目が注がれております。改めて、公務員は全体の奉

仕者としての自覚を持ち、公私ともに常に襟を正すことが強く求められております。 
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 日本経済は平成14年を底として、長引くデフレ傾向の不況を克服し、正常な状況に戻りつつ

あり、政府の平成19年度の経済見通しでは、物価安定のもとで自律的・持続的な経済成長が実

現すると見込まれています。その一方で、景気回復の実感に乏しく「実感なき景気回復」とも

報道され、地域間格差や低い経済成長率などに、地方経済への影響が懸念をされております。 

 国においては、現下安倍政権は、小泉前首相の改革路線を継承し、「美しい国、日本」を標

榜され、次の50年、100年の時代の荒波に耐え得る新たな国家像を描くという理念のもと、教

育再生を最重要課題と位置づけられ、教育改革や公務員制度の改革、イノベーション、再チャ

レンジ支援、さらには地方分権などの推進など、一段と改革の加速の度を増しております。 

 平成19年度一般会計の政府予算は、平成18年度当初予算比４％増の82兆9,088億円となりま

したが、地方財政計画の規模は、前年度よりマイナス247億円の83兆1,261億円で６年連続の減

となり、地方にとっても大変厳しい状況が続いております。 

 とりわけ、地方財政につきましては、財政健全化に向けた「経済財政運営と構造改革に関す

る基本方針2006」に沿って、国の歳出の徹底した見直しと歩調を合わせつつ、地方団体の自助

努力を促すとともに、地方歳出の削減に取り組むこととし、特に地方公務員の人件費や地方単

独事業の徹底した見直しを求められているところでございます。 

 本市におきましても、平成18年度は前年度に引き続き、地方交付税及び臨時財政対策債の減

額により、収入に大きな打撃を受けました。 

 平成17年度の経常収支比率は98.6％と、前年度と比べて0.1％減少したものの、一般財源の

減少や扶助費の増加などにより、依然として財政は硬直化しておりまして、公債費、人件費な

どの義務的経費を初めとする経常経費のさらなる削減を迫られているような状況でございま

す。 

 こうしたことから、平成19年度の予算編成に当たりましては、先ほども申し上げましたけれ

ども、「まちづくりに“仁”のぬくもりを」、「市民との協働のまちづくり」の基本姿勢のも

と、「選挙公約（マニフェスト）」の実現を図ることを最優先課題として、ハード事業からソ

フト事業に軸足を移しつつ、成果を検証する行政評価と連動し、施策や事業に優先順位をつ

け、多面的・複眼的視点を持って、市民活動にかかわる部分は手厚く対応するとともに、「福

祉」、「教育」の分野に重きを置くなど、めり張りをつけた予算編成に意を尽くしたところで

ございます。 

 そして、制度や施策の抜本的な見直しを行うなど、行政経費全般において徹底した節減合理

化を図り、限られた財源の有効活用に努め、経常収支比率の改善に取り組みました。 

 今後の財政状況といたしましては、国の取り組みと歩調を合わせて歳出削減に取り組み、職

員の定員純減による人件費の削減、市債発行の抑制による公債費の減少、並びに歳入につきま

しては、近年の市街地整備による固定資産税の伸びが見込まれることもあり、徐々にではあり

ますが、経常収支比率は下がってくるものと見込んでおります。 

 それでは、本年度における市政運営の重点施策及び主要施策につきまして、私の「選挙公約
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（マニフェスト）」と「第四次総合計画後期基本計画」の大綱に沿って概要を説明いたしま

す。 

 市民の皆様にお約束をいたしました「選挙公約」の５つの政策を向こう４年間最重要課題と

位置づけ、また総合計画に掲げた５つの目標を柱とした施策や事業を総合的に展開することに

よりまして、あらゆる領域におきまして、本市ならではの施策、地域資源を活用しながら、個

性と活力あふれる「歴史とみどり豊かな文化のまち」の実現に、全力を傾注してまいります。 

 まず、「選挙公約」に掲げました５つの政策からであります。 

 第１点の「太宰府を第２の夕張市にしない」、簡素で効率的市政運営の推進についてでござ

います。 

 簡素で効率的な市政運営は、地方自治体の究極の目標となっております「持続可能な地域社

会」の構築に欠かすことのできないものでございます。 

 本市においては、平成17年度の経常収支比率が98.6％となっております。しかしながら、こ

れは、土地区画整理事業による新市街地の整備を初め、道路や公園といった都市の基盤整備な

ど将来への投資を行った結果でございまして、また市域面積の15％を占めます史跡地の公有

化、加えてその時折の多様な行政需要に的確に対応してきたためでございます。確かに、北海

道夕張市の財政破綻は、決してよその町の話にとどまらないと、厳しい財政状況に置かれた全

国の自治体にその波紋を広げておりますが、本市においては、そのようなことには決してなり

ません。漫然と行財政運営をしたためではなくて、そのすべてが未来の太宰府の基礎を築くた

めのものでございました。 

 現在、ハード事業等の基盤整備に一定のめどがついたことから、今後はソフト事業に軸足を

移しつつ、「福祉」と「教育」に重きを置いて、行財政改革を積極的に推し進め、財政の健全

化に向け、全力を挙げて取り組んでまいります。 

 しかしながら、目先にとらわれたコスト論を優先し、単に経費の削減のみを行うことによっ

て行政が萎縮してはなりません。やはり、大局的見地に立ち、かつ長期的な展望のもとで予算

づけのめり張りが大切であり、将来の太宰府に重要な意義を持つ事業につきましては積極的に

仕掛けていく。未来の夢に向かって思い切って投資できるものがあってこそ、経費削減も生き

てくるものと確信をいたしております。 

 まず、その指標となる経常収支比率についてでございます。この経常収支比率を平成19年度

決算までに98％に、また平成24年度決算までに89.0％にすると公約いたしましたが、可能な限

り前倒しをし、改善してまいります。 

 このため、歳入、歳出の両面から、行政経費の全般にわたり、大胆な見直しを徹底し、身の

丈に合った行財政運営に努めてまいります。 

 歳入面につきましては、新市街地の未利用地など定住化を促進するとともに、滞在型観光に

誘導し産業と観光の振興を図ることにより、観光交流人口の増加を図るなど、税収増につなが

る環境を整えてまいりたいと思っております。また、太宰府市にふさわしい企業や産業の誘致
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を図るとともに、広告収入等の強化・増加策に努めてまいります。さらには、民間団体や意欲

ある市民の方々にご参加をいただき、仮称ではございますが「もっと元気に・がんばる太宰府

委員会」を設置するなど、行政のあらゆる領域において、活発な議論を通して歳入増の検討を

していただく、こういった考え方を持っております。 

 歳出につきましては、行政改革の観点から事務事業の統廃合を含め、徹底した見直しを行っ

てまいります。また、行政経費全般につきましても、市民活動にかかわる部分については手厚

く対応するなど、めり張りをつけながら、少数精鋭主義を堅持しつつ、公債費、人件費などの

経常経費の徹底した削減を行うなど、民間委託の推進、補助金の整理合理化など、限られた資

源を有効に活用することを基本に、経費削減を断行してまいります。 

 次に、簡素で機動的な組織に改めることについてでございます。 

 地方分権が具体的に進展していく中、福祉の増進と地域社会の活性化を図り、地域の特性を

生かしたまちづくりを進め、より質の高い公共サービスを迅速に提供するためには、簡素で効

率的かつ機動的な組織に改めていく必要があると、このように思っております。 

 このため、行政組織機構につきましては、本年10月をめどに、同質集中、異質分散の考え方

のもと、市民の皆様にわかりやすいものにしてまいります。また、行政施策の迅速な意思決定

を図るため、組織横断的で柔軟かつ機動的な組織に改めてまいりたい、このように思っており

ます。 

 また、私の意を体して、行政全般の最前線において業務を遂行するのは、職員一人一人でご

ざいます。このため、「人材育成基本方針」に基づきまして、「人が最大の資源である」との

考え方のもと、将来ビジョンや施策など、情報を迅速かつ的確に共有できるような組織の風通

しをよくしながら、職員の意欲を高める仕掛けづくりや職員の能力の向上を図るなど、なお一

層職員の育成に努めてまいりたいと思っております。 

 一方で、職員一人一人が、みずからが目標を持って市民サービスを行っているという自覚と

使命感に燃え、自己研さん、自己啓発していくことも重要でございます。また、「評論家では

なく、実践家たれ！」とのスローガンのもと、どうしたら施策や事業が具現化できるのか、机

上の空論ではなく実践を通した考え抜く力、そして何よりも行動力が求められると思っており

ます。 

 次に、市役所の開庁時間の延長及び休日の開庁についてでございます。まさに市民の目線に

立ったより質の高い市民サービス、窓口業務を目指し、転入や転出の多い繁忙期における開庁

時間の延長、さらには休日の受け付け業務など、関係部門が相互に連携し、今年度中に可能な

部分からまず試行してまいりたいと、このように思っております。 

 次に、市長給料の10％減額についてでございます。厳しい財政状況を乗り切りますための第

一歩として、また私自身が、市民の皆様を初め職員に対して率先垂範するという観点から、市

長給料を10％減額いたします。また、副市長及び教育長の給料につきましても５％減額いたし

ます。この第一歩の差が後の千里の差につながるものと確信をいたしております。 
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 次に、「歴史と文化の環境税」についてでございます。 

 この「歴史と文化の環境税」につきましては、歴史や文化を生かしたまちづくりや観光活性

化のため、施策や事業に活用するため、平成15年５月に導入したものでございます。まちづく

りのための貴重な財源を確保する観点からも、ぜひとも必要なものと認識をいたしておりま

す。この税につきましては、市民の皆様の一定の賛意は得られておりますものの、議会から、

仮称でございますが、「太宰府みらい基金」の創設の提起もあっておりますので、議員の皆様

を初め、関係機関や関係者の議論の推移を見きわめながら、慎重に判断をしてまいりたいと、

このように考えております。 

 第２点の子育て環境の整備と高齢者・障害者の福祉の充実についてでございます。 

 太宰府の次代を担う子供たちを健やかに育てることは私どもの使命でございます。 

 少子化の問題は、子供を産み育てる場である地域の問題でもあるとの認識のもと、安心して

子育てが楽しめるよう、地域全体で子育てを支援していくことが求められております。 

 また、高齢者が増えることは決して憂うることではありません。むしろ、高齢者が人生で培

ってこられた経験や知識などは、大変貴重な財産でございます。その財産を生かして元気に長

生きができることは、人生最大の幸福でありますので、住みなれた地域でいつまでも元気で暮

らしていただくための介護予防を重視した施策を強化することが求められております。 

 さらに、障害を持つ方々につきましても、住みなれた地域で、その一員として自立するため

の積極的な支援が求められます。 

 まず、子育て支援環境の整備についてでございます。 

 「待機児童ゼロ作戦の推進」の方針のもと、市立南保育所の定員数を60人から90人に増員す

るなど、認可保育所の定員拡充を図ります。また、出前保育、子育てサロンや育児支援のため

の保健センターと連携した家庭訪問の実施など、「子育て支援センター」の充実を図ります。

さらに、３人以上の児童が保育所に入所している世帯では、３人目から保育料を無料とし、子

育て負担の軽減を図ってまいります。 

 次に、高齢者福祉の充実についてでございます。 

 高齢者の外出に際しての移動支援など、実施するとともに、平成18年３月に策定した「太宰

府市高齢者保健福祉計画」に基づきまして、高齢者の生きがいづくりとして、「プラチナパソ

コン教室」や「シルバーいきいきサロン」などの開催するなど、高齢者の社会参加促進のため

の施策や事業をなお一層充実し、総合的に展開してまいります。また、成年後見制度の利用を

促進するため、その周知を図ってまいります。 

 さらに、県立看護専門学校跡地に社会福祉施設を設置し、地域社会福祉協議会の機能を担う

本市の西部地域における地域福祉の拠点として、また介護ヘルパーの拠点として、関係機関や

関係団体との連携のもと、在宅介護サービスや地域福祉の増進を図ってまいります。 

 今後、団塊の世代が定年を迎える時期にありますことから、市内に居住されている団塊の世

代の方々が地域での活動に参加していただくことも期待をされております。そこで、今後も、

－43－ 



地域に住んでおられる高齢者はもとより、団塊の世代の方々のこれまで培ってこられた経験や

知識を生かした社会参加の促進を図るため、「福祉でまちづくり」と「地域コミュニティづく

り」との緊密な連携のもと、市民の皆様との語らいを通して、地域の実情に応じた環境を整え

てまいります。 

 次に、障害者福祉の充実についてでございます。 

 障害のある方々につきましては、地域での自立した生活と社会参加を支援するため、本年度

新たに、重度障害者を対象とした給付事業を創設し、障害者福祉のサービスの充実を図ってま

いります。また、障害者自立支援法に基づき、きめ細やかな福祉サービスを図りつつ、障害者

のニーズに沿った地域に密着したサービスに努めるなど、手厚い自立支援を行ってまいりま

す。 

 第３点の学校教育環境の充実についてでございます。 

 学校教育では、子供たちの学びの環境が大きく変化する中、未来を担う子供たちには、主体

的な行動やこれからの社会を支える意思と実践力が求められております。そして、確かな基礎

学力を身につけさせ、子供たち一人一人の個性や能力を伸ばし、豊かで、人間性をはぐくむこ

とが重要な課題となっております。 

 まず、学校支援人材バンクの構築についてでございます。 

 今の教師は多忙なため、子供と向き合う時間を十分にとれない現状にあります。学校教育の

根幹は、何よりも教師が子供と向き合う時間を十分に確保することに尽きます。学力向上もい

じめ防止も、そこが基本だと思っております。そこで、学校支援の人材を各学校に登録し、学

校を支援する、仮称でありますけれども「学校支援人材バンク」などにより、教師の負担を軽

減することができるシステムの構築を急いでまいりたいと思っております。 

 次に、「子どもの安全と命を守るネットワーク」の確立についてでございます。 

 子供たちが悲惨な事件や事故に巻き込まれることが後を絶ちません。一方、いじめの防止や

通学路の安全確保などは個々の学校では限界がございます。行政、学校、保護者、そして地域

が一体となった総合的な取り組みが強く求められています。こうしたことから、「子供は社会

の宝」を合い言葉に、子供の命は地域ぐるみで守らなければならないと思っております。その

ため、関係機関や関係団体との緊密な連携のもとに、仮称でありますけれども「子どもの命を

守るネットワーク」を構築していきたいと考えております。 

 次に、安全・安心な教育環境の整備の一環といたしまして、水城小学校校舎の耐震改修工事

に着手してまいります。また、太宰府南・水城西・太宰府西の各小学校と学業院中学校の校舎

の耐震診断を実施してまいります。 

 第４点の「まるごと博物館（まちぐるみ歴史公園）」についてでございます。 

 私は、今回の選挙であえて「まちぐるみ歴史公園」という考え方を提唱をいたしました。こ

れは、「まるごと博物館」の目標、手法と何ら変わるものではございません。「まちぐるみ歴

史公園」の方がよりわかりやすいということで提唱した次第でございます。今後とも、「まる
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ごと博物館（まちぐるみ歴史公園）」として、進めてまいる所存でございます。 

 本市には、宝満山や四王寺山というすばらしい自然を初め、数多くの歴史的文化遺産が市内

の至るところに点在をいたしております。 

 そこで、市内全域をフィールドとし、市全体をあたかも「まるごと博物館」あるいは「まち

ぐるみ歴史公園」と思われるようにしていきたいというふうに思っております。「九州自然歩

道」と「歴史の散歩道」を市内の回遊機軸として、市民の皆様方はもちろん、来訪者の方々に

も、市内のどこでも、歴史や文化、そして自然を五感で感じてもらおうというものでございま

す。 

 また、九州国立博物館の周辺地域をコアミュージアムとし、大宰府展示館や文化ふれあい館

など、サテライトミュージアムの機能を持たせながら、市民の皆様や来訪者の方々が、ご夫婦

や、あるいは恋人同士、お子様連れで、あるいはお一人でといった多様な形態に対応して、

「見る」、「食べる」、「買う」、「学ぶ」、「憩う」ことのできる回遊の仕掛けを随所にち

りばめ、「市内のどこでも楽しみながらめぐることができる」といった、そういったまちづく

りをイメージしながら行ってまいりたいというふうに思っております。 

 さらに、「市民一人一人が誇りと愛情を持てるまちが、来訪者にとっても魅力のあるまちで

ある」という考え方のもと、市民の皆様に「住んでよかった」と、また来訪者の方々には「ぜ

ひ、もう一度来たい」と言われるような、そういった太宰府ならではの個性と魅力あふれるま

ちづくりを進めてまいりたいと、こう思っております。 

 このようなまちづくりは一朝一夕にできるものではありません。また、行政だけでなし得る

ものでもございません。まさしく、市民と事業者と行政との協働による遠大なまちづくりその

ものでございます。 

 まず、本市の玄関口であります水城跡周辺につきましては、万葉集にも詠まれました特別史

跡「水城跡」と一体的に整備を図る取り組みといたしましたゲートサイン、史跡解説板の整

備、また大型バスの駐車場機能を有した多目的広場の整備など、市民の皆様の潤いと憩いの空

間と、魅力あふれる観光空間の創出のため、今年でございますけれども、財団法人空港環境整

備協会の補助をいただいております。本年度と来年度の２カ年で整備をしていきます。 

 次に、「太宰府の景観と市民遺産を守り育てる条例」についてでございます。 

 景観づくりにつきましては、歴史景観や自然景観など太宰府ならではの空間の広がりを生か

し、市全域を視野に入れ、50年後、100年後の太宰府の未来を見据えて、良好な景観の形成

と、文化遺産を基軸に物語を持たせ、市民遺産の取り組みとあわせて、市民参画のもとで協働

のまちづくりとして展開をしてまいります。 

 このため、景観によるまちづくりの制度のかなめとなります「（仮称）太宰府の景観と市民

遺産を守り育てる条例」を市民の皆様と語り合いながら、平成20年度をめどに制定してまいり

たいと思っております。その最初の取り組みとして、意欲ある地方自治体の景観づくりに対し

ましては、国や県などから支援措置が講じられますことから、「景観行政団体」になる手続を
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まず始めたいと思っております。 

 次に、地域再生計画についてでございます。 

 地域再生計画につきましては、「太宰府市まるごと博物館（まちぐるみ歴史公園）」の基盤

を整備するものとして、交通の円滑化、交通混雑の緩和のための道路整備や障害者などの安全

を考慮したバリアフリー化、さらには道路や側溝の整備など生活環境の向上を目指し、総合的

に事業を展開するものでございます。今般、内閣府から地域再生計画の認定を受けました。

「地域再生基盤強化交付金」、道整備交付金でございます、そういった交付金をいただきなが

ら、本年度から５カ年の事業として進めてまいります。本年度は、市道「高雄中央通り線」、

「五条・太宰府駅前線」など整備に着手してまいります。 

 次に、交通渋滞の緩和と「まほろば号」路線の拡充についてでございます。 

 太宰府天満宮周辺の交通渋滞の緩和等、喫緊の課題であるとの認識のもと、交通規制や公共

交通の利用促進、バス路線の拡充、パーク・アンド・ライドの充実など、できることから実行

に移してまいります。 

 コミュニティバス「まほろば号」は、「人・まち・環境にやさしいコミュニティバス」の理

念のもと、市民の皆様が社会活動に安心して積極的に参加するための移動手段になるよう、平

成10年４月、運行を開始したものでございます。本年１月には延べ乗客数が300万人を突破す

るなど、多くの市民の皆様方を初め来訪者の方々の足として定着をいたしております。今年度

は、地域密着型の公共交通のサービスの一環の向上を図るため、高雄地域や東観世地域への新

規乗り入れに向けて、交通混雑の緩和や高齢社会に対応した福祉バスとしての観点、また財政

事情を考慮した合理的・効率的な事業運営の観点から、今までの取り組みを検証しつつ、総合

的に勘案して検討を行ってまいります。 

 次に、「（仮称）ＪＲ太宰府駅」の設置についてでございます。 

 初めに“駅”ありきとは考えておりません。佐野東地区につきましては、「（仮称）ＪＲ太

宰府駅」を交通の核として、交通・商業・住宅等の都市機能が集積する本市の西部拠点と位置

づけていることから、周辺地域の面的整備を第一義として、「歴史と観光のまち・太宰府」に

ふさわしい青写真を描き、地元の皆様の意向や財政状況を総合的に勘案し、平成20年度までに

見通しをつけてまいりたいと思っております。 

 第５点の市民が参画できる市政運営についてでございます。 

 今日の地方自治体を取り巻く状況は、急激な社会経済情勢の変化に加え、市町村の合併や地

方分権の進展など、その変化の度合いを増しております。また、財政や人的資源など限りある

資源の中、持続可能な地域づくりをしていくことが地方自治体に強く求められております。 

 まちづくりの担い手は市民であります。市民、ボランティア、ＮＰＯ、学校、事業者など多

様な主体と行政とが協働したまちづくりを推し進め、地域の実情に応じた地域の個性と、魅力

と活力ある太宰府をつくるための制度を構築していきたいと、このように考えております。そ

の具現化のため、行政のあらゆる領域において、市民参画の場や機会をつくる仕組みなど、徹
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底した情報公開を進め、透明性の確保を図り、市民ニーズに的確に対応しつつ開かれた行政を

展開しながら、市民の声を市政に反映した行政運営を行い、市民の皆様の信頼を得られるよう

に心血を注いでまいります。 

 まず、各種審議会の委員の女性の登用、30％についてでございます。 

 各種審議会につきましては、政策や方針などの意思形成の場への女性の参画を積極的に図る

観点から、一般公募枠を設け、女性の登用率30％を実現してまいります。そして、市民一人一

人が個性と能力を十分発揮できる地域社会の実現を目指してまいります。 

 次に、「パブリック・コメント制度」の導入についてでございます。 

 市民の皆様がまちづくりに自由にアプローチができる環境を整える第一歩といたしまして、

政策・施策・計画等の策定に当たりましては、市民の皆様の意見を積極的にお聞きするととも

に、そのプロセスを公表し、市政に市民の声を反映する仕掛けとして、「パブリック・コメン

ト制度」を本年度中に導入をいたします。 

 次に、公共施設使用料の減免についてでございます。 

 市民の皆様のスポーツ活動や文化活動などを総合的に支援する観点から、体育協会、文化協

会加盟団体等に対する公共施設の使用料等を減免いたします。 

 次に、「福祉でまちづくり」と「地域コミュニティづくり」とが連動した協働のまちづくり

についてでございます。 

 「安全、安心、福祉のまちづくり」につきましては、市民を初め、ＮＰＯ、市民ボランティ

アなど多様な主体と行政との協働のまちづくりを推し進め、市民一人一人が地域で能力を発揮

でき、お互いに支え合い、住みなれた地域で元気に暮らすことができる町を目指した取り組み

を進めてまいります。 

 そして、「福祉でまちづくり」に「地域コミュニティづくり」を絡め、車の両輪として機能

させながら、行政と市民の皆様との本音の議論を通して、具体的な筋道をつけながら、実践を

積み重ね、市民の皆様の知恵や力が存分に発揮できる仕組みなど、目に見える成果を生み出せ

る「市民との協働のまちづくり」の制度を平成22年度までに構築してまいります。そして、

「真に豊かさを実感できる地域社会」の実現を目指してまいりたいと思っております。 

 その実践の第一歩といたしまして、市民の皆様と懇談会を開催いたします。私自身が市民の

皆様が暮らす現場に出向く機会を増やし、ともに考え、ともに行動するための具体策といたし

まして、仮称ではございますが「市長と語ろう未来の太宰府・ふれあい懇談会」を行政区ごと

に設置し、１回とは言わず何回でも開き、地域に出向き、地域の課題や問題をともに語り合

い、その成果を市政に反映できる努力を、職員一丸となって積み重ねてまいります。 

 次に、総合計画に定めました５つの柱を説明申し上げます。 

 第１の施策、「人を大切に豊かな心を育むまちづくり」からであります。 

 まず、人権尊重のまちづくりについてでございます。 

 人権は、人間の尊厳に基づき各人が持っています固有の権利であり、社会を構成するすべて
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の人々が個人として生存と自由を確保し、社会において幸福な生活を営むために欠かすことの

できないものでございます。本年度新たに、様々な差別の解消に向けた取り組みを一元化し、

一般行政施策で総合的な展開をするため、関係機関や関係団体と連携しながら、仮称でありま

すが、「人権尊重のまちづくりのための行政指針」の策定に向けて取り組みを進めてまいりま

す。 

 次に、生涯学習社会の創造についてでございます。 

 生涯学習につきましては、社会的背景に配慮しつつ、市民ニーズや時代の要請に対応した講

座や教室の開催など、関係機関や関係団体と連携をしながら、学習プログラムの充実を図って

まいります。また、地域資源としての大学・短大・専門学校と、地域との交流を促進し、協働

のまちづくりの側面からも、キャンパスネットワーク事業の一層の充実に努めてまいります。 

 第２の施策「健やかで安心して暮らせるまちづくり」についてでございます。 

 まず、健康づくりと保健予防についてでございます。 

 健康で長生きできることはすべての市民の願いでございます。保健センターを市民の皆様の

健康づくりの拠点として、総合的保健サービスの提供や、検診、相談業務など、引き続き市民

の皆様の各種ニーズに応じ、安心と信頼を得られる事業を、保健・福祉・医療とが一体となっ

て展開してまいります。 

 次に、社会保障制度についてでございます。 

 急速な高齢化社会を見越して、国において社会保障制度の見直しが続けられております。高

齢者の医療制度は大きく変わり、平成20年度から、75歳以上の後期高齢者を従来の制度から切

り離し、新たに誕生する都道府県単位の広域連合が、後期高齢者医療制度を担うことになりま

す。国民健康保険制度につきましては、生活習慣病の予防を促進するため、特定健診・特定保

健指導を実施することになりました。様々な制度改革のもと、いつでも、どこでも、安心して

受けられる医療制度を通して、市民の皆様が地域の中で健康で活力に満ちた暮らしを続けられ

るよう取り組みを進めております。 

 介護保険制度につきましては、平成12年４月に施行し、今日で８年目を迎えております。次

に、昨年４月に大幅な改正が行われ、新たに介護予防という概念が組み入れられました。今後

とも「第３期太宰府市介護保険事業計画」に基づき、高齢者に係る施策や事業を総合的に展開

するとともに、事業の円滑運営に努めてまいります。 

 次に、安全なまちづくりについてでございます。 

 防災や防犯は、市民の皆様のかけがえのない生命、財産にかかわる極めて重要な課題であ

り、安全・安心に暮らせる市民生活を確保することは行政の大きな使命でもございます。 

 防災につきましては、市域全域をエリアとした全国初の取り組みとして、一斉放送の機能を

有した「太宰府コミュニティ無線」を昨年度に全行政区に設置をいたしました。市民の皆様の

安全・安心のための情報基盤が整備されたものと確信をいたしております。今後は、災害時や

地域コミュニティ活動での迅速な情報の伝達など、その活用を図ってまいります。 
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 防犯につきましては、筑紫野警察署管内においての街頭犯罪発生件数は減少傾向にあるもの

の、子供たちの安全を確保することを喫緊の課題と位置づけ、本年度も引き続き、関係機関や

関係団体と連携して「防犯パトロール」や「安全パトロール」など、防犯活動に努めてまいり

ます。地域においても、行政区、ＰＴＡ、補導連絡協議会などによる安全見守り隊や「防犯ボ

ランティア『ついで隊』」による防犯活動が展開されておりまして、これらの取り組みを側面

から積極的に支援をしてまいります。 

 第３の施策「自然と環境を大切にするまちづくり」についてでございます。 

 まず、緑の保全と創造についてであります。 

 史跡地や公園などの豊かな緑は、美しい景観、潤いと安らぎの場、災害時の避難所ともなる

オープンスペースなど、多角的な機能を有しております。 

 公園につきましては、「高雄公園」を地域住民の憩いの場となるよう、地区公園として早期

に供用開始すべく造成工事に本格的に着手してまいります。また、通古賀地区土地区画整理事

業地内の「落合浄水場跡地」につきましては、「落合公園」として、御笠川の親水公園と一体

となった公園整備を進めてまいります。 

 次に、生活環境の向上についてでございます。 

 ごみの適正な処理は、市民生活に直結した極めて重要な課題でございます。本年度も引き続

き、「一般廃棄物処理基本計画」に基づきまして、福岡都市圏域を機軸とした広域行政での取

り組みを進めつつ、ごみの減量化、分別の徹底、リサイクルの促進など、ごみの適正処理に努

めてまいります。 

 火葬場につきましては、本市の将来を見据え、広域行政や財政の健全化の観点から、筑紫

野・春日・筑前筑慈苑施設組合への加入が適切であると総合的に判断をいたしております。こ

のため、関係機関や関係団体との慎重な協議を重ねながら、本年度中に結論を出していきた

い、このように考えております。 

 第４の施策「快適で魅力のあるまちづくり」についてでございます。 

 まず、土地利用計画についてでございます。 

 都市を健全で効率的に機能させていくために、都市全体の土地の使い方についての方針を定

めるなど、土地利用計画は都市計画のいわば根幹をなすものでございます。 

 国においては、昨年度、「大店立地法」、「中心市街地活性化法」、「都市計画法」のいわ

ゆる「まちづくり三法」が改正をされました。この法改正を受けて、県においては、少子・高

齢化社会に対応した「コンパクトな都市づくり」の方針のもと、中心市街地の活性化を目的と

いたしまして、県の権限で郊外部での大規模集客施設等の立地の抑制を図るとともに、土地利

用の秩序を図るために、県下の都市計画区域外を準都市計画区域に一斉に指定する計画でござ

います。本市といたしましても、山並み景観や緑地の保全など、宝満山系の豊かな緑を守り、

歴史的景観と調和した秩序ある土地利用を促進する観点から、地域住民の皆様のご理解とご協

力をいただきながら、慎重を期して進めてまいりたいと思っております。 
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 次に、土地区画整理事業などによる新市街地の形成についてでございます。 

 通古賀・吉松東・国分川原地区につきましては、通古賀地区都市再生整備計画のもと、本年

度も引き続き、市道「関屋・向佐野線」、「関屋・正尻線」、「水城駅・口無線」の整備な

ど、御笠川を基軸とした一体的なまちづくりを進め、多様な世代が集うゆとりある良好な住宅

形成に努めてまいります。 

 吉松東土地区画整理事業については、既に事業が完了し、住宅が建ち並びつつあります。ま

た、通古賀土地区画整理事業につきましては、事業の円滑な促進を図るため、技術的な側面か

ら可能な限り支援してまいります。さらに、新市街地の形成が人口増を含めて都市の活力に直

結することから、両地区の定住化促進に向け、全力を挙げて取り組んでまいります。 

 次に、交通体系の整備についてでございます。 

 交通体系につきましては、人と環境が共生した持続可能な地域社会構築の観点から、本市の

将来の望ましい都市交通の実現を目指し、国土交通省や県を初め、ＪＲや西鉄、さらには太宰

府天満宮など、関係機関や関係団体を構成員とした「（仮称）総合交通対策懇話会」を設置

し、ご意見をお聞きしながら、必要となる交通施設整備や交通の円滑化など、ハード・ソフト

両面を網羅する「（仮称）総合交通計画」を策定をいたします。 

 県道「筑紫野・古賀線」の４車線拡幅と「観世音寺・二日市線」の延伸・拡幅につきまして

は、いずれも県が昨年度から着手をいたしております。本市といたしましても、交通の円滑化

の観点から、地元説明会や用地協議など、早期に実現に向け支援をしてまいります。 

 次に、上下水道についてでございます。 

 安心で良質な水を安定供給することは、市民生活におけるライフラインを確保する上で極め

て重要な課題でございます。福岡地区水道企業団において大山ダムの平成24年度完成をめどに

事業が推進されていますことから、その環境を整えるために、第６次拡張事業として、配水管

の増設整備を進めてまいります。 

 そして、本年度も引き続き、福岡都市圏域における取り組みと緊密な連携をとりながら、水

の安定供給に力を注いでまいります。 

 下水道につきましては、北谷地区の下水道整備に向けた実施設計に着手してまいります。ま

た、常襲浸水地域における浸水対策の一環といたしまして、五条・坂本両地区の雨水排水整備

に努めてまいります。 

 次に、観光基盤の整備についてでございます。 

 平成17年10月に九州国立博物館がオープンして以来、太宰府天満宮参道を初め、周辺地域で

は大変なにぎわいを見せております。本年３月には、来館者が早くも300万人を突破するとい

う快挙をなし遂げました。また、こうした背景のもとに、平成18年度には本市の年間来訪者数

が732万人を超えるといううれしいニュースも飛び込んでまいっております。今後は、歴史的

文化遺産を初め、この九州国立博物館を生かした取り組みを積極的に展開し、産業や観光の振

興に結びつけるとともに、太宰府の特色と魅力を全国に発信してまいります。また、来訪者の
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方々が市内を楽しく回遊できるよう、わかりやすく統一感のある公共サイン整備に努めてまい

ります。 

 国民年金保養センター跡地に、全国にホテル事業を展開する「ルートインジャパン株式会

社」が、「ホテルグランティア」の名称で、この６月に装いも新たに開業いたします。宿泊に

とどまらず、おふろに、お食事どころに、一日くつろいでいただける空間であり、滞在型観光

を目指す本市といたしましては大いに期待をいたしております。 

 第５の施策「文化の香り高いまちづくり」についてでございます。 

 まず、歴史と国立博物館を生かしたまちづくりについてでございます。 

 「太宰府市まるごと博物館（まちぐるみ歴史公園）」の推進についてでありますが、本年度

は地域の歴史や伝統文化を学ぶなど、多彩な講師陣をお迎えして、太宰府の価値・地域の魅力

を再発見する「第二期太宰府発見塾」の講座を開催いたします。また、「太宰府市まるごと博

物館」を支える市民ネットワークの構築の一環として、本年度から、第１期太宰府発見塾の修

了生を対象といたしまして、県事業でございます「個性ある地域づくり推進事業制度」におけ

る「モデルソフト事業の人材育成事業」として県補助金をいただき、市民の皆様がまちづくり

活動に参画できる機会の提供など、実践的展開を図ってまいります。 

 観光協会、商工会、太宰府天満宮、そして本市とで構成する「太宰府ブランド創造協議会」

において、太宰府の伝統行事である「千灯明」と連携し、門前町一帯が「光」に包まれる光の

イベントとして「古都の光」を開催いたします。これも県事業であります「個性ある地域づく

り推進事業制度」における「モデルソフト事業の地域戦略イベント」として県補助金をいただ

いて開催するものでございます。 

 本市の長い歴史の中で、生まれ、はぐくまれ、そして今日まで守り伝えられてきた文化財

は、私たちの貴重な財産であり、末永く後世に継承していかなければなりません。本年度は、

景観づくりと連動した仕組みとして、「文化財保存活用計画」に基づいた、文化遺産から始ま

る市民遺産のまちづくりを総合的に展開できる道筋をつけてまいります。また、市域面積の約

15％に当たる453haの史跡地の公有化事業を引き続き進めてまいります。 

 以上、平成19年度の市政運営に臨む私の所信の一端並びに主要な施策と事業の概要につい

て、ご説明をいたしました。 

 21世紀初頭、時代の荒波の中で、地方自治体はみずからの責任と判断で、個性的で活力あふ

れる町の創造に向けて、しっかりとかじをとっていかなければならないと思っております。 

 このような中、太宰府の歴史的文脈を通して、未来をしっかりと見据え、「まちづくりに

“仁”のぬくもりを」、「市民との協働のまちづくり」を基本に、積極的に情報を発信し、何

事においても市民と語り合いながら、絶えず市民の目線に立った市民本位の政治を展開してま

いる所存でございます。 

 このため、私自身が先頭に立ち、「知行合一」、「現場主義」を合い言葉に、必ずやり遂げ

るという気概と実現力を持って、未来の夢を全職員とともに描きながら、英知を結集し、市民
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とともに知恵を絞り、ともに汗を流す「市民との協働のまちづくり」を推し進め、「歴史とみ

どり豊かな文化のまち」の実現に向け、総力を結集して邁進してまいる所存でございます。 

 どうか、議員の各位におかれましても、私の意とするところをお酌み取りいただきまして、

予算案を初めとする全議案に対しまして、慎重なる審議の上、ご賛同賜りますように重ねてお

願いを申し上げ、私の施政方針といたします。ありがとうございました。 

○議長（不老光幸議員） 以上で「施政方針」を終わります。 

 ここで11時30分まで休憩をいたします。 

              休憩 午前11時16分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

              再開 午前11時30分 

○議長（不老光幸議員） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第５から日程第１１まで一括上程 

○議長（不老光幸議員） お諮りします。 

 日程第５、報告第１号「平成18年度太宰府市一般会計予算繰越明許費について」から日程第

11、報告第７号「財団法人太宰府市文化スポーツ振興財団の経営状況報告について」までを一

括議題にしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（不老光幸議員） 異議なしと認めます。 

 したがって、日程第５から日程第11までを一括議題とします。 

 報告を求めます。 

 市長。 

              〔市長 井上保廣 登壇〕 

○市長（井上保廣） 先ほど述べさせていただきました「施政方針」に続き、平成19年第２回太宰

府市市議会定例会初日にご提案いたします案件につきましてご説明を申し上げます。 

 本日ご提案申し上げます案件は、報告７件、人事案件１件、字の区域の変更１件、条例の一

部改正15件、補正予算１件、合わせて25件でございます。 

 それでは、早速提案理由の説明を申し上げます。 

 報告第１号から報告第７号までを一括してご説明をさせていただきます。 

 最初に、報告第１号「平成18年度太宰府市一般会計予算繰越明許費について」ご説明を申し

上げます。 

 平成18年度の繰越明許費は、計５件の事業について設定をしておりましたが、繰越額が確定

しましたので報告させていただきます。 

 繰越総額2億9,082万1,369円で、財源内訳は、国庫補助金や市債などの特定財源が2億

3,173万8,019円、一般財源が5,908万3,350円でございます。 
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 次に、報告第２号「平成18年度太宰府市一般会計予算事故繰越しについて」ご説明申し上げ

ます。 

 平成18年度につきましては、観光宣伝事業、御垣野・隈野線道路改良事業、二日市・五条間

雨水管新設事業など４件の事故繰り越しを行っております。繰越総額は3,670万4,800円でござ

います。 

 次に、報告第３号「平成18年度太宰府市介護保険事業特別会計予算繰越明許費について」ご

説明申し上げます。 

 平成18年度の繰越明許費は、介護保険システム電算委託事業について設定しておりました

が、繰越額が確定しましたので報告させていただきます。 

 繰越総額は808万5,000円で、財源内訳は、特定財源が98万5,000円、一般財源が710万円でご

ざいます。 

 次に、報告第４号「平成18年度太宰府市下水道事業会計予算繰越について」ご説明申し上げ

ます。 

 平成18年度の建設改良費の公共下水道整備費のうち、雨水幹線築造工事３件、通古賀区画整

理事業工事委託１件、下水道設計図書管理業務委託３件、計７件、総額1億9,788万8,000円の

繰り越しを行っております。 

 次に、報告第５号「太宰府市土地開発公社の経営状況報告について」ご説明申し上げます。 

 まず、平成18年度の事業と決算について報告いたします。 

 公有地取得事業では、高雄中央通り線道路改良事業用地の取得を行っております。また、処

分として、同じく高雄中央通り線道路改良事業用地の処分を行っております。 

 決算につきましては、収益的収入1億1,436万192円に対しまして、収益的支出は1億1,534万

7,007円となり、差し引き98万6,815円の当期純損失を生じております。 

 次に、平成19年度の事業計画についてでありますが、公有地取得事業では平成18年度からの

繰越事業を除き、現在のところ具体的に公社による取得を依頼されているものはありません。 

 また、処分につきましては、公有用地として高雄中央通り線道路改良事業用地を計画をいた

しております。 

 以上、簡単でございますが、太宰府市土地開発公社の経営状況を報告いたします。 

 次に、報告第６号「財団法人太宰府市国際交流協会の経営状況報告について」のご説明を申

し上げます。 

 まず、平成18年度の事業と決算について報告いたします。 

 事業としましては、広報啓発事業として広く協会事業の紹介を行い、国際交流促進事業とし

てのＰＴＡ等が行った自主的交流活動を支援しています。 

 また、国際交流事業として、アジア太平洋こども会議のこども大使の受け入れ、太宰府市民

政庁まつり参加、セカンドファミリー事業、フレンズベル倶楽部メンバーのつどい、国際文化

体験講座、史跡散策交流会、国際交流茶房、韓国講座を開催し、姉妹都市扶餘邑との交流訪
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問、民間国際交流団体が行う事業への助成や後援及び在住外国人を対象とした日本語教室を委

託して実施をいたしております。 

 決算の収入につきましては、基本財産２億円の運用収入280万円及び会費収入46万5,700円の

ほか、前年度繰越金を合わせて合計729万4,116円となっており、支出につきましては自主事業

費及び一般管理費を合わせて363万5,955円で、繰越額が365万8,161円となっております。 

 次に、平成19年度の事業計画と予算でございます。 

 事業につきましては、平成18年度同様に、広報啓発事業、国際交流促進事業、国際交流事

業、国際ボランティア事業を継続して実施し、市民団体の自主的交流活動を支援していくとと

もに、アジア太平洋こども大使の受け入れのほか、市民と外国人との交流によって国際理解が

深まる事業を積極的に展開していく予定です。 

 予算につきましては、収入として654万2,000円を見込み、支出として自主事業費を203万

1,000円、一般管理費を451万1,000円見込み、一般管理費のうち予備費として173万2,000円を

計上いたしております。 

 以上、簡単でございますが、財団法人太宰府市国際交流協会の経営状況を報告いたします。 

 次に、報告第７号「財団法人太宰府市文化スポーツ振興財団の経営状況報告について」ご説

明申し上げます。 

 まず、平成18年度の事業と決算について報告いたします。 

 主な事業といたしましては、10施設の管理運営の受託と文化・スポーツ振興に関する事業を

行い、各種教室、講座、イベント、展示事業の開催及び主催事業や他団体の開催事業の積極的

情報提供を行ったところでございます。この結果、文化施設とスポーツ施設を合わせ、全施設

の利用者数は約63万3,000人と、多くの方に利用していただきました。今後も、多様化する市

民のニーズにこたえるため、施設の管理運営により一層力を注いでまいります。 

 決算につきましては、一般会計としての主な収入は、基本財産運用収入、指定管理料収入、

補助金収入、施設利用料収入、自主事業収入等を合わせて、合計3億488万827円となっており

ます。 

 支出につきましては、いきいき情報センター費、文化ふれあい館費、市民図書館費を合わ

せ、合計2億8,108万7,418円で、差し引き2,379万3,409円となっております。 

 次に、平成19年度事業計画と予算についてでございます。 

 事業につきましては、生涯学習支援事業として、あるいはスポーツ振興事業といたしまし

て、いきいき情報センター、文化ふれあい館、女性センタールミナス、市民図書館の４施設で

合計168の教室や講座等を計画いたしております。 

 次に、予算につきましては、９施設の指定管理料収入と施設利用料収入や自主事業収入等に

合わせ、一般会計として収入2億7,976万3,000円を見込み、支出につきましては、いきいき情

報センター費、文化ふれあい館費等で収入と同額を計上いたしております。 

 以上、簡単でございますが、財団法人太宰府市文化スポーツ振興財団の経営状況を報告をい
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たします。 

○議長（不老光幸議員） 報告は終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 報告第１号「平成18年度太宰府市一般会計予算繰越明許費について」質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（不老光幸議員） 次に、報告第２号「平成18年度太宰府市一般会計予算事故繰越しについ

て」質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（不老光幸議員） 次に、報告第３号「平成18年度太宰府市介護保険事業特別会計予算繰越

明許費について」質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（不老光幸議員） 次に、報告第４号「平成18年度太宰府市下水道事業会計予算繰越につい

て」質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（不老光幸議員） 次に、報告第５号「太宰府市土地開発公社の経営状況報告について」質

疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（不老光幸議員） 次に、報告第６号「財団法人太宰府市国際交流協会の経営状況報告につ

いて」質疑はありませんか。 

（19番武藤哲志議員「議長」と呼ぶ） 

○議長（不老光幸議員） 19番武藤哲志議員。 

○１９番（武藤哲志議員） 私は、この太宰府市国際交流協会については、理事だとか評議員との

かかわりがありませんから、あくまでもこの報告書を見て判断をせざるを得ないわけでありま

す。 

 その中で、まず平成18年度事業報告書の２ページに、国際交流促進事業として第25回太宰府

少年の船受入事業が平成18年７月27日から29日、訪韓事業として平成18年８月３日から７日ま

で韓国扶餘邑、こうありますが、私のところに太宰府少年の船協会から、今年の案内で、こう

いう形で天満宮でやりたいという案内が来ておりました。毎年、太宰府少年の船協会について

も100万円だったのが現在85万円、今年の予算も計上されております。ところが、太宰府少年

の船協会として今日まで育成をしてきた経過がありますが、なぜ太宰府少年の船協会という独

自の協会をわざわざ図書館の入り口に、施設に事務所まで無償で提供し、そういう事業を行っ

ているわけですが、なぜ国際交流協会がこういう形の報告をせざるを得ないのかを説明をいた

だきたい。 

 それから、決算、予算を見ておりまして、まず決算書の中で７ページになりますが、ここで

４団体に対する補助金の支出が出されておりまして、16万3,260円です。それから、支出につ
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いて、８ページ、それから今年度の平成19年度の予算書の８ページ、ここでは国際交流活動団

体助成金が５万円の７団体として、今年は昨年よりも大変増額になっております。35万円で

す。そういう状況の中で、この財団法人太宰府市国際交流協会には、歳入歳出を見ておってコ

ピー機の利用関係がないわけですね。このコピーというのはリースになっているならばリース

料が上がるはずですが、これだけの年間の職員配置して、嘱託職員ですが、事業やっている中

で、コピーはどこからか借りて使っているのか、ほかの課の部分をしているのか、その辺がわ

からないというのが１点です。 

 それから、決算書で８ページにですね、特別旅費として45万円が計上されております。こう

いう特別旅費として計上されていますが、今年はそういう大きな金額が計上されておりませ

ん。普通旅費として１万円だけの内容になっております。これは予算書の９ページです。この

辺を報告承認に当たっては、説明を求めておきたいと思います。 

○議長（不老光幸議員） 地域振興部長。 

○地域振興部長（松田幸夫） ただいま国際交流協会関連で３点についてのご質疑をいただきまし

たので、順を追ってご説明を申し上げます。 

 まず、１点目の太宰府少年の船協会の補助金とのかかわりでございます。 

 お手元の報告書、平成19年度の事業計画書の２ページをごらんいただきたいと思います。 

 この国際交流協会の中に、まず助成金交付要綱というのがございまして、そこに基準を示し

ております。それの概要と申しますのが、この平成19年度の事業計画書の２ページの２番、国

際交流促進事業(1)のところに、活動助成の一つの基準、目的をそこに書いております。 

 つまり、平成18年度につきましては、少年の船協会がこうした事業に該当したという経過が

ございます。つまり、平成18年７月27日から29日の間に、扶餘邑の「百済青少年の星」という

団体が太宰府少年の船協会に表敬訪問されました。そして、その事業の中で、一緒になって交

流をしたという予算で、太宰府少年の船協会予算の中に60万円の交流事業費がございました。

その内容につきまして、この国際交流協会の方に交流事業としての補助申請がございましたの

で、５万円を限度に交流費として補助金を支給いたしました。それが１つです。 

 次に、コピー機の賃借料につきましてですけども、国際交流協会の事務局といいますのが、

いきいき情報センターの２階、つまり地域振興課の文化振興係内に事務局を設置いたしており

ます。その国際交流協会の中には、スタッフ、協会の職員がおりますし、あわせて文化振興係

の職員も兼ねてその国際交流事業関係の事務をやっておりますので、ご指摘のとおり、確かに

国際交流協会のコピー機としては保有しておりませんで、たまたまそこに文化振興係の専用の

コピー機がございますので、それらを一緒に使用しているという状況でございます。 

 ただ、この文化振興係がコピー機をリースで契約している中での使用料をちょっと点検をし

てみますと、年間に約８万円ほどの賃借料を支払っております。そしてさらに、担当者に内容

を精査分析をさせましたところ、国際交流協会専用としてのコピー関係は、この８万円のうち

に約２割から３割程度をコピーとして使っていると。つまり、年間８万円の賃借料の中で２万
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円から2万5,000円程度を国際交流協会の資料に使っているということもございました。 

 現在、こういうふうで、併用して使わせておりますが、今後いろんな活動の中で経費がまだ

まだ増えるというふうな状況もございますので、時期を見てこういう区別というのを今後して

いきたいというふうに思います。 

 それから、３点目の特別旅費の関係でございますけども、実は昨年の９月28日から30日、つ

まり２泊３日で韓国扶餘邑の方に14名表敬訪問をいたしました。この訪問の理由といたしまし

ては、扶餘邑、百済地域の第52回の百済文化祭という催しがございまして、市の方に正式な訪

問団の案内が参りました。そこで、先ほど言いました14名が参加したわけですけども、市とし

ての公式訪問団は、市長、議長以下５名で参りました。それとあと、この国際交流協会の役員

として９名の理事あるいは評議員が参りました。 

 市は当然公式訪問ですので市の特別旅費の中から支出をさせてもらいましたけども、この国

際交流協会の９名の旅費につきまして、本来ですと１人当たりの旅費、滞在費含めて約７万円

が必要でしたけども、協会からは一定の補助金ということで１人当たり５万円を支出し、９名

分として45万円の支出をさせていただきました。つまり、この協会の理事さん、評議員さんに

ついては２万円だけ個人負担をしていただいたということです。この事業につきましては毎年

行っておりませんで、今回に限り平成18年度に特別に訪問をしたということになります。 

 以上でございます。 

○議長（不老光幸議員） 19番武藤哲志議員。 

○１９番（武藤哲志議員） まず、やはり財政はやっぱりその独自性を待たなきゃならないんで

ね、同じ事務所にあるからじゃなくて、そこはそこで、やはり２割であれ３割であれ使用があ

れば、それは支出として出さないことには、やはりその補助を出しているのは別の団体ですか

らね。そこはぴしっとこの支出として、コピー使用料として上げるというのは、それはぴしっ

とした財政ですよ。そういういいかげんなことをすると、こちらから指摘されるわけですか

ら。そこはそこでぴしっと指導してください。 

 それから、やはり国際交流としてこういう45万円で、行政は、私どもは後の決算の中で、５

名の方が行った財政をどういう形で使ったかというのは、ここが今明らかになったからわかる

わけであって、ところがこういう内容について、国際交流で行政職員５名は公費で行った。そ

ういうことでしょう。ところが、あとの９名は少なくとも５万円ということで45万円をここか

ら出して、２万円は個人負担した。果たして、そういう内容については、議会で報告を求めて

くる内容であれば、そういう状況で扶餘邑との国際交流をやるためにこういう状況ですよとい

うのは、報告は事後報告ですから。議会に報告しましたか。 

 私ども、そういう市長や理事がこういう形で韓国扶餘邑に国際交流で行ったというのはここ

の内容見てしかわからないんですから、そういうのは事前に報告すべきです。 

 以上。 

○議長（不老光幸議員） 次に、報告第７号「財団法人太宰府市文化スポーツ振興財団の経営状況
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報告について」質疑はありませんか。 

（19番武藤哲志議員「議長」と呼ぶ） 

○議長（不老光幸議員） 19番武藤哲志議員。 

○１９番（武藤哲志議員） まず、ここも、私も太宰府市文化スポーツ振興財団については全くか

かわりがありませんから、報告について質疑をせざるを得ません。 

 まず、ここには５名の職員が配置をされてこの財団の仕事を行っております。少なくとも５

名、以前は６名だったですが、１名退職、課長職が退職されておりますが、この現在人件費と

して少なくとも様々な部分がありますが、5,000万円近く一般財源からその職員５名の給与は

全額負担をしているわけであります。 

 こういう財政負担をしておりますが、当然、今法律で職員の再任用の問題がされても、全く

行政内で週３日ぐらいしか勤務ができない状況もありますが、こういう財政的な負担を軽減す

るために、再任用がなぜ活用できないのかというのが１点です。 

 それから、もともと財団は以前つくった経過がありまして、ここに正式な職員を以前３名採

用しておりましたが、そこで１名文化財の史跡の技師が退職をして、現在２名おります。とこ

ろが、この財団の中には、毎年2,328万4,000円の補助金が支出をされております。 

 それで、これは平成18年度の、22ページに、補助金収入、市補助金として出された内容がこ

こに書かれております。そうすると、少なくとも市が2,328万4,000円と現在派遣している５名

の職員の人件費、大変な額が出されているわけですが、この決算内容を見てみますと、いずれ

総務文教常任委員会で本年度の補正予算の関係が出てきますが、基本財産としては、32ページ

に１億円、そしてこの利息の関係がありまして、しかもこの財団については１億円の資産と、

それから流動資産の部と負債の部を差し引いてみて実質的な2,394万3,377円、こういう財政的

に安定をしているところもありますし、今後のこの太宰府市文化スポーツ振興財団については

指定管理者であります。指定管理者として、市の様々な事業を引き受けてきているわけであり

ます。 

 だから、そういう指定管理者団体に対して、少なくとも５名の人件費、そして市の補助金、

こういう問題について具体的に、市長の先ほども施政方針でありましたが、財団の運営につい

て、市の大変な財政支出をしていることについてはどう改善していくのか。 

 また一方では、こういう指定管理者に出しているこの団体が経費削減の折、体育センターと

女性センターの受付窓口を一本化させている。そういう状況の中で体育センターの利用が、利

用者が、この一人しかしない、しかも体育センターの利用のところに、余りよくない傾向のた

まり場になっておって入りにくいという、利用者から不安の声が出てきている。また、その指

定管理者の職員の臨時職員も１人で対応するのにも大変不安があると。こういう問題も出てき

ておりますが、まずこの３点、人件費について、現在の５名を引き揚げて再任用職員で対応し

て、今の行政内部の職員の不足分をどう補うのかという問題。 

 ２点目は、そういう人件費や財団に2,328万4,000円の補助金を出していること。こういう状
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況でどう財源を、財団の財政については良好でありますので、その辺をどうするかという問

題。 

 それから、やはり体育センター、女性センターの受付窓口がやはり１人というのは問題があ

る。やはり、管理を委託しているところとしてぴしっとした指導を要請をしたい。 

 この３点について、わかる範囲、報告いただきたい。 

○議長（不老光幸議員） 総務部長。 

○総務部長（石橋正直） まず、１点目の再任用の活用についてでございますが、平成19年度末か

ら、ご存じのとおり、退職者が、平成20年、平成21年へと大量退職ということがありますの

で、十分ご提言のとおり再任用の活用等を利用しまして、財団職員として勤務していただきた

いというふうに考えております。 

○議長（不老光幸議員） 19番武藤哲志議員。 

○１９番（武藤哲志議員） まず、正規の職員を５名配置すると、少なくとも大変な金額ですよ。

四千五、六百万円ぐらいな金額になるわけですが、再任用者ははっきり言って給与を、様々な

形で一般職と再任用は大変な格差があるわけですが、すばらしい能力を持っているわけですか

ら、まずそういうことについて今総務部長が検討するということですから、それで了承してお

きます。どういう結果になるかは、結果を見てからまた質問いたします。 

 以上です。 

○議長（不老光幸議員） 地域振興部長。 

○地域振興部長（松田幸夫） ２点目の経費、補助金の内部努力の必要性についてでございます

が、武藤議員さんがご質疑されますとおり、そのとおりでございます。基本はやはり経費の節

減を行いながら、効率よい運営をしていただくのが当然財団としての義務でございます。 

 私どもも、事務局を預かってといいましょうか、担当している関係上、やはりそうした視点

で毎年中身の精査を行っております。 

 平成17年度決算を見てみますと、確かに2,300万円ほどの補助金を出しておりますが、やは

り平成18年度につきましても、この報告書にありますように、毎年いろんな多彩な事業を市の

できない部分でもいろいろやっていただいておりまして、この利用者につきましても63万人の

利用者があったというふうな報告もありますし、年々、やはり内容の充実を含めながら、この

事務局に対する経費につきましてもやはり一定の補助はしなきゃならないという観点もござい

ますけども、やはりご指摘のとおり、ぴしっとした内容を精査しながら経費節減になるよう

に、こっちの方から、市の方としても指導をしていきたいというふうに思います。 

○議長（不老光幸議員） ３点目の回答は。 

 教育部長。 

○教育部長（松永栄人） ３点目の体育センターと女性センタールミナス、これは隣接した施設で

あり、両施設とも太宰府市の文化スポーツ振興財団に指定管理を行っております。 

 平成19年４月から、昼間の利用につきましては、受付を両施設とも女性センタールミナスの
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方で行っております。午後５時からは別々に行っております。 

 ご指摘の窓口の減少は、経費節減の観点から行ったものでございます。体育センターの利用

の皆様にはご不便をおかけしておる面もあろうかと思います。所管の社会教育課の方では、ご

指摘のような苦情については聞いていないという報告を受けております。 

 しかしながら、ご指摘の内容につきましては、詳細を調べまして、改善すべき点は改善を加

えていきたいというふうに考えております。 

○議長（不老光幸議員） ほかに質疑ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（不老光幸議員） これで質疑を終結し、報告を終わります。 

 ここで13時まで休憩をいたします。 

              休憩 午後０時03分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

              再開 午後１時00分 

○議長（不老光幸議員） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第１２ 議案第４３号 筑紫公平委員会委員の選任につき同意を求めることについて 

○議長（不老光幸議員） 日程第12、議案第43号「筑紫公平委員会委員の選任につき同意を求める

ことについて」を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 市長。 

              〔市長 井上保廣 登壇〕 

○市長（井上保廣） 議案第43号「筑紫公平委員会委員の選任につき同意を求めることについて」

ご説明申し上げます。 

 筑紫公平委員会は、筑紫地区の４市１町及び８つの一部事務組合で共同設置しており、委員

は関係市町の持ち回りにより候補者を推薦することといたしております。 

 このたび春日市推薦の尾木信芳氏が本年７月19日付で任期満了となることに伴い、次の推薦

団体である大野城市から山田浩氏の推薦がありましたので、筑紫公平委員会設置規約第３条第

１項の規定により、議会の同意を求めるものであります。 

 山田浩氏は、昭和15年５月19日生まれの67歳で、現在大野城市に居住されております。昭和

39年から35年間、福岡県に在職されておりますが、人事課及び人事委員会等の業務経験も豊富

であり、公平委員として適任であると考えております。経歴等をご参照の上、よろしくご同意

賜りますようお願いを申し上げます。 

○議長（不老光幸議員） 説明は終わりました。 

 質疑は６月11日の本会議で行います。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

－60－ 



  日程第１３ 議案第４４号 字の区域の変更について 

○議長（不老光幸議員） 日程第13、議案第44号「字の区域の変更について」を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 市長。 

              〔市長 井上保廣 登壇〕 

○市長（井上保廣） 議案第44号「字の区域の変更について」ご説明申し上げます。 

 本案件は、現在施工中の太宰府市吉松東土地区画整理事業に関連するものであります。 

 当該区画整理事業により、従来の行政区画の一つである字界が原形をとどめなくなったた

め、この区域の小字を変更する必要を生じたことから、地方自治法第260条第１項の規定によ

り、議会の議決を求めるものであります。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（不老光幸議員） 説明は終わりました。 

 質疑は６月11日の本会議で行います。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第１４から日程第２８まで一括上程 

○議長（不老光幸議員） お諮りします。 

 日程第14、議案第45号「太宰府市特別職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例

について」から日程第28、議案第59号「太宰府市女性センタールミナス条例の一部を改正する

条例について」までを一括議題にしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（不老光幸議員） 異議なしと認めます。 

 したがって、日程第14から日程第28までを一括議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 市長。 

              〔市長 井上保廣 登壇〕 

○市長（井上保廣） 議案第45号から議案第59号までを一括してご説明申し上げます。 

 最初に、議案第45号「太宰府市特別職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例に

ついて」と議案第46号「教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部を改正す

る条例について」、関連がございますのであわせてご説明を申し上げます。 

 今回の改正は、今日の財政状況の厳しさを受け、市長、副市長及び教育長の給料につきまし

て、本年７月１日から当面の間として、平成20年３月31日まで市長について10％、副市長及び

教育長について５％の減額を行うものであります。これにより、市長につきましては現行の月

額「91万9,000円」を「82万7,000円」に、副市長につきましては「76万4,000円」を「72万

5,000円」に、教育長につきましては「68万4,000円」を「64万9,000円」といたすものであり

ます。太宰府市の財政状況健全化は、よりよいまちづくりに向けての重要な課題であり、市民

福祉の向上と市政のさらなる発展のため、市長として覚悟を持って取り組んでいきたいと考え
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る次第でございます。 

 なお、議案第45号につきましては、国会議員の選挙の執行経費の基準に関する法律が一部改

正されたことに伴い、投票管理者や開票管理者の報酬をあわせて改正するものでございます。 

 次に、議案第47号「太宰府市附属機関設置に関する条例の一部を改正する条例について」ご

説明を申し上げます。 

 今回の改正は、生涯学習推進本部を廃止し、生涯学習推進協議会の設置を行うものでありま

す。生涯学習推進協議会につきましては、昨年７月に策定いたしました第２次生涯学習推進基

本計画をより実効あるものとするため、生涯学習に関する総合的施策の調査、審議を行う附属

機関として設置するものでございます。 

 なお、現在附属機関として設置しております生涯学習推進本部につきましては、これを行政

の内部組織に改め、生涯学習推進体制の一層の充実を図る考え方でございます。 

 次に、議案第48号「太宰府市行政財産使用料条例の一部を改正する条例について」ご説明を

申し上げます。 

 今回の改正は、地方自治法第238条の４の一部改正によります項の繰り下げに伴いまして条

例の一部を改正する必要が生じましたので、地方自治法第96条第１項第１号の規定により議会

の議決を求めるものであります。 

 次に、議案第49号「太宰府市社会教育委員に関する条例の一部を改正する条例について」ご

説明を申し上げます。 

 社会教育委員の委嘱者に、家庭教育の向上に資する活動を行う者を加えることにより、幅広

く人材登用し、社会教育推進体制の充実を図るため、条例の改正を行うものであります。 

 次に、議案第50号「太宰府市立運動公園条例の一部を改正する条例について」ご説明を申し

上げます。 

 国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律（平成17年５月20日法律第43号）が平成19年

１月１日から施行されたことに伴い、条例を改正する必要が生じましたので、地方自治法第

96条第１項第１号の規定により議会の議決を求めるものであります。 

 次に、議案第51号「太宰府市体育センター条例の一部を改正する条例について」ご説明を申

し上げます。 

 国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律（平成17年５月20日法律第43号）が平成19年

１月１日から施行されたことにより、条例を改正する必要が生じましたので、地方自治法第

96条第１項第１号の規定により議会の議決を求めるものであります。 

 次に、議案第52号「太宰府市立太宰府史跡水辺公園条例の一部を改正する条例について」ご

説明を申し上げます。 

 国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律（平成17年５月20日法律第43号）が平成19年

１月１日から施行されたことにより、条例を改正する必要が生じたので、地方自治法第96条第

１項第１号の規定により議会の議決を求めるものでございます。 
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 次に、議案第53号「太宰府市立大宰府跡遺構保存覆屋条例の一部を改正する条例について」

ご説明を申し上げます。 

 今回の改正は、平成19年１月に、国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律が施行さ

れ、太宰府市展示館の休日日の表記を改正する必要が生じたことから、太宰府市立大宰府跡遺

構保存覆屋条例の一部を改正するものであります。 

 次に、議案第54号「太宰府市文化ふれあい館条例の一部を改正する条例について」ご説明を

申し上げます。 

 今回の改正は、平成19年１月に、国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律が施行さ

れ、文化ふれあい館の休日日の表記を改正する必要を生じたことから、太宰府市文化ふれあい

館条例の一部を改正するものであります。 

 次に、議案第55号「太宰府市公園条例の一部を改正する条例について」ご説明申し上げま

す。 

 今回の改正は、国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律が平成19年１月１日から施行

されたことに伴い、条例の一部を改正するものであります。 

 次に、議案第56号「太宰府都市計画太宰府市地区計画の区域内における建築物の制限に関す

る条例の一部を改正する条例について」ご説明を申し上げます。 

 今回の改正は、太宰府都市計画用途地域の変更及び太宰府都市計画国分川原地区地区計画の

決定を都市計画法第20条第１項の規定により平成19年５月２日に告示されたことに伴い、条例

の一部を改正するものであります。 

 次に、議案第57号「太宰府市自動車駐車場条例の一部を改正する条例について」ご説明を申

し上げます。 

 平成13年に開設いたしました国道３号関屋高架下パーク・アンド・ライド自動車駐車場の駐

車の期間の明確化と駐車の制限または拒否の条項に、市税等滞納者への行政サービスの制限を

する項目を追加し、あわせて開設以来据え置きとしておりました駐車料金の見直しをするもの

でございます。 

 次に、議案第58号「太宰府市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例につ

いて」ご説明を申し上げます。 

 本案件は、事業所用の指定ごみ袋の料金につきまして近隣市町との料金の均衡を図るととも

に、事業系一般廃棄物の減量促進を目的といたしまして、１枚当たりの単価を消費税等を除き

ました料金で、可燃専用袋の特大を現行の「90円」から「135円」に、可燃専用袋の大、不燃

専用袋及びペットボトル、白色トレー専用袋を「40円」から「85円」に料金を改定するもので

す。 

 これとあわせまして、不燃ごみの少量排出家庭に対する公平な負担を確保するために、１枚

当たり単価の消費税等を除いた料金で「25円」の家庭用不燃専用袋の小サイズを新たに作成す

るものでございます。また、特定家庭容器廃棄物指定シールにつきましては、特定家庭用機器
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再商品化法、家電リサイクル法でございますが、一般的に普及してきましたことから、市環境

美化センターでの受け入れの必要がなくなりましたので、これを廃止するものであります。 

 次に、議案第59号「太宰府市女性センタールミナス条例の一部を改正する条例について」ご

説明を申し上げます。 

 今回の改正は、国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律が平成19年１月１日から施行

されたことに伴い、条例の一部を改正するものであります。よろしく審議賜りますようにお願

いを申し上げます。 

○議長（不老光幸議員） 説明は終わりました。 

 質疑は６月11日の本会議で行います。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第２９ 議案第６０号 平成１９年度太宰府市一般会計補正予算（第１号）について 

○議長（不老光幸議員） 日程第29、議案第60号「平成19年度太宰府市一般会計補正予算（第１

号）について」を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 市長。 

              〔市長 井上保廣 登壇〕 

○市長（井上保廣） 議案第60号「平成19年度太宰府市一般会計補正予算（第１号）について」ご

説明を申し上げます。 

 今回の補正予算は、当初予算を骨格予算として編成いたしておりましたことから、政策的経

費などの追加計上を行っております。 

 その内容は、先ほど施政方針でも述べさせていただきましたように、公約どおり、市長給料

10％減額、水城跡東門周辺整備、その他重度障害者に対する福祉手当の新設、身体障害者用ト

イレにオストメイト対応設備の設置、総合交通計画策定、景観地区調査及び各種補助金などに

要する経費の追加、並びに事業所用ごみ袋料金及び西鉄都府楼前駅前パーク・アンド・ライド

駐車料金改定に伴う歳入の計上をいたしております。 

 またあわせまして、公用車賃借料、学校機械警備業務委託料など債務負担行為についても補

正をさせていただいております。 

 これらの補正に要します財源につきましては、当初予算では計上しておりませんでしたの

で、固定資産税や基金繰入金などを充当いたしております。 

 この結果、今回の補正額5億2,739万1,000円を加えた一般会計予算総額187億5,493万6,000円

となり、これを前年度当初予算と比較しますと、1億2,685万6,000円、率にいたしまして0.7％

の伸びとなっております。よろしくご審議賜りますようにお願いを申し上げます。 

○議長（不老光幸議員） 説明は終わりました。 

 質疑は６月11日の本会議で行います。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 
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○議長（不老光幸議員） 以上で本日の議事日程はすべて終了しました。 

 次の本会議は６月11日午前10時から再開します。 

 本日はこれをもちまして散会いたします。 

              散会 午後１時17分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 
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１ 議 事 日 程（２日目） 

   〔平成19年太宰府市議会第２回（６月）定例会〕          

                                    平成19年６月11日 

                                    午 前 1 0時 開 議 

                                    於 議 事 室 

 日程第１       福岡県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙について 

 日程第２ 議案第43号 筑紫公平委員会委員の選任につき同意を求めることについて 

 日程第３ 議案第44号 字の区域の変更について 

 日程第４ 議案第45号 太宰府市特別職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例につ 

            いて 

 日程第５ 議案第46号 教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部を改正する 

            条例について 

 日程第６ 議案第47号 太宰府市附属機関設置に関する条例の一部を改正する条例について 

 日程第７ 議案第48号 太宰府市行政財産使用料条例の一部を改正する条例について 

 日程第８ 議案第49号 太宰府市社会教育委員に関する条例の一部を改正する条例について 

 日程第９ 議案第50号 太宰府市立運動公園条例の一部を改正する条例について 

 日程第10 議案第51号 太宰府市体育センター条例の一部を改正する条例について 

 日程第11 議案第52号 太宰府市立太宰府史跡水辺公園条例の一部を改正する条例について 

 日程第12 議案第53号 太宰府市立大宰府跡遺構保存覆屋条例の一部を改正する条例について 

 日程第13 議案第54号 太宰府市文化ふれあい館条例の一部を改正する条例について 

 日程第14 議案第55号 太宰府市公園条例の一部を改正する条例について 

 日程第15 議案第56号 太宰府都市計画太宰府市地区計画の区域内における建築物の制限に関す 

            る条例の一部を改正する条例について 

 日程第16 議案第57号 太宰府市自動車駐車場条例の一部を改正する条例について 

 日程第17 議案第58号 太宰府市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例につ 

            いて 

 日程第18 議案第59号 太宰府市女性センタールミナス条例の一部を改正する条例について 

 日程第19 議案第60号 平成19年度太宰府市一般会計補正予算（第１号）について 

 日程第20 意見書第３号 異常気象による災害対策や地球温暖化対策の強化・拡充を求める意見書 

２ 出席議員は次のとおりである（２０名）                 

  １番   田 久美子 議員         ２番  藤 井 雅 之 議員 

  ３番  長谷川 公 成 議員         ４番  渡  美 穂 議員 

  ５番  後 藤  晴 議員         ６番  力 丸 義 行 議員 

  ７番  橋 本   健 議員         ８番  中 林 宗 樹 議員 

  ９番  門 田 直 樹 議員         10番  小  道 枝 議員 
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  11番  安 部 啓 治 議員         12番  大 田 勝 義 議員 

  13番  清 水 章 一 議員         14番  安 部   陽 議員 

  15番  佐 伯   修 議員         16番  村 山 弘 行 議員 

  17番  田 川 武 茂 議員         18番  福 廣 和 美 議員 

  19番  武 藤 哲 志 議員         20番  不 老 光 幸 議員 

３ 欠席議員は次のとおりである 

   な   し 

４ 地方自治法第１２１条により説明のため出席した者の職氏名（２５名） 

  市    長  井 上 保 廣        副  市  長  平 島 鉄 信 

  教  育  長  關   敏 治        総 務 部 長  石 橋 正 直 

  地域振興部長  松 田 幸 夫                三 笠 哲 生 地域振興部地域コミュ
ニティ推進担当部長 

  市民生活部長  関 岡   勉        健康福祉部長  永 田 克 人 

          村 尾 昭 子        建 設 部 長  富 田   譲 
健康福祉部子育て 
支援担当部長 

          古 川 泰 博        教 育 部 長  松 永 栄 人 会計管理者併 
上下水道部長 

  監査委員事務局長  木 村   洋        総 務 課 長  松 島 健 二 

  地域振興課長  大 藪 勝 一        まちづくり企画課長  神 原   稔 

  産業・交通課長  山 田 純 裕        観 光 課 長  木 村 甚 治 

  環 境 課 長  蜷 川 二三雄                津 田 秀 司 人権・同和政策課長
兼人権センター所長

  福 祉 課 長  新 納 照 文        子育て支援課長  和 田 敏 信 

  建 設 課 長  大内田   博        上下水道課長  宮 原 勝 美 

  教 務 課 長        井 上 和 雄 

５ 職務のため議事室に出席した事務局職員の職氏名（５名） 

  議会事務局長  白 石 純 一        議 事 課 長        田 中 利 雄 

  書    記  伊 藤   剛        書    記  花 田 敏 浩 

  書    記  満 崎 哲 也 
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              再開 午前10時00分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

○議長（不老光幸議員） 皆さん、おはようございます。 

 定刻になり、出席議員も定足数に達しておりますので、ただいまから休会中の第２回定例会

を再開します。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 議事日程はお手元に配付しているとおりです。 

 議事に入ります。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第１ 福岡県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙について 

○議長（不老光幸議員） 日程第１、「福岡県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙について」

を議題とします。 

 お諮りします。 

 選挙の方法につきましては、地方自治法第118条第２項の規定によって指名推選によりたい

と思います。これに異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（不老光幸議員） 異議なしと認めます。 

 したがって、選挙の方法は指名推選によることに決定しました。 

 お諮りします。 

 指名の方法については、議長において指名することにいたしたいと思います。これにご異議

ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（不老光幸議員） 異議なしと認めます。 

 したがって、議長において指名することに決定しました。 

 福岡県後期高齢者医療広域連合議会議員に井上保廣太宰府市長を指名します。 

 お諮りします。 

 ただいま議長において指名しました井上保廣太宰府市長を福岡県後期高齢者医療広域連合議

会議員の当選人と定めることにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（不老光幸議員） 異議なしと認めます。 

 したがって、ただいま指名しました井上保廣太宰府市長が福岡県後期高齢者医療広域連合議

会議員に当選されました。 

 ただいま福岡県後期高齢者医療広域連合議会議員に当選されました井上保廣太宰府市長が議

場におられますので、本席から会議規則第31条第２項の規定によって告知をします。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 
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  日程第２ 議案第４３号 筑紫公平委員会委員の選任につき同意を求めることについて 

○議長（不老光幸議員） 日程第２、議案第43号「筑紫公平委員会委員の選任につき同意を求める

ことについて」を議題とします。 

 お諮りします。 

 本案は委員会付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（不老光幸議員） 異議なしと認めます。 

 したがって、委員会付託を省略します。 

 直ちに質疑、討論、採決を行います。 

 これから質疑を行いますが、ただいまのところ通告がありませんので、質疑なしと認めま

す。 

 討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（不老光幸議員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 議案第43号を同意することに賛成の方は起立願います。 

（全員起立） 

○議長（不老光幸議員） 全員起立です。 

 したがって、議案第43号は同意されました。 

              〈同意 賛成19名、反対０名 午前10時03分〉 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第３ 議案第４４号 字の区域の変更について 

○議長（不老光幸議員） 日程第３、議案第44号「字の区域の変更について」を議題とします。 

 これから質疑を行いますが、ただいまのところ通告がありませんので、質疑なしと認めま

す。 

 議案第44号は建設経済常任委員会に付託します。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第４から日程第１３まで一括上程 

○議長（不老光幸議員） お諮りします。 

 日程第４、議案第45号「太宰府市特別職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例

について」から日程第13、議案第54号「太宰府市文化ふれあい館条例の一部を改正する条例に

ついて」までを一括議題にしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（不老光幸議員） 異議なしと認めます。 
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 したがって、日程第４から日程第13までを一括議題とします。 

 これから質疑を行います。 

 議案第45号から議案第54号までについて、ただいまのところ通告がありませんので、質疑な

しと認めます。 

 議案第45号から議案第54号までは総務文教常任委員会に付託します。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第１４から日程第１６まで一括上程 

○議長（不老光幸議員） お諮りします。 

 日程第14、議案第55号「太宰府市公園条例の一部を改正する条例について」から日程第16、

議案第57号「太宰府市自動車駐車場条例の一部を改正する条例について」までを一括議題にし

たいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（不老光幸議員） 異議なしと認めます。 

 したがって、日程第14から日程第16までを一括議題とします。 

 これから質疑を行います。 

 議案第55号、議案第56号について、ただいまのところ通告がありませんので、質疑なしと認

めます。 

 次に、議案第57号について通告があっていますので、これを許可します。 

 ４番渡美穂議員。 

○４番（渡美穂議員） 議案第57号について質問を行います。 

 この議案書の中にありますこの条例案と、それから別表の部分ですが、新旧対照表を比較し

た場合に若干文言が違っておりまして、この部分につきまして、もし新旧対照表どおりの文言

になりますと、これは年間5,000円という駐車料金になるように解釈ができます。したがいま

して、これはまず値上げなのか、値下げなのかということを確認させていただきたいと思いま

す。 

○議長（不老光幸議員） 地域振興部長。 

○地域振興部長（松田幸夫） 今回資料の部分で一部誤りがありましたので、ここで一部修正のご

説明を申し上げます。 

 46ページ、議案書の46ページの下の方になりますが、別表第４を次のように改めるという項

目がございまして、この条例の改正案では月額5,000円というふうに明記をいたしておりまし

て、参考資料で添付しております条例改正新旧対照表の19ページの一番下になりますけども、

ここの表の金額5,000円という欄が月額の誤りでございます。大変申しわけありませんでし

た。 

○議長（不老光幸議員） ４番渡美穂議員。 

○４番（渡美穂議員） ということは、値上げということで解釈をさせていただきまして、質問
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をさせていただきます。 

 それでは、一番近々のこのパーク・アンド・ライドの利用台数、そして第13条の改正部分

(6)に該当する方がいらっしゃるとしたら、その台数。また、今回年間1万2,000円の値上げを

行うようになると思うんですが、その具体的な理由。そして、利用者への説明方法とこれまで

何かアクションを起こされていたのなら、その説明経過についてお伺いをいたします。 

○議長（不老光幸議員） 地域振興部長。 

○地域振興部長（松田幸夫） まず、１点目でございますけども、駐車台数は全部で68台分ござい

ます。そのうちに、一般利用者用の駐車台数が64台でございます。これはすべて契約済みでご

ざいます。それから、障害者用ということで４台確保をいたしておりますけども、現在は１台

が空きの状態でございます。 

 ２点目につきましては、この該当者はありません。 

 ３点目につきましては、１つに近隣の賃貸駐車場が月額5,000円から7,000円程度でございま

して、その均衡をとるための一つがあります。それからあわせて、ご承知のとおりこの駐車場

は平成13年２月に設置をいたしました。つまり、今日まで６年間この使用料金を据え置きのま

まいたしておりましたので、今回あわせて改定を予定いたしております。 

 次に、４点目につきましては、議会の議決、承認をいただいた後に、直ちにこの関係利用者

に対しまして10月から改定する旨の事前予告の文書を差し上げる予定にしております。 

 以上です。 

○議長（不老光幸議員） ４番渡美穂議員。 

○４番（渡美穂議員） この(6)に該当する税金の滞納がある場合に、その駐車を拒否するケー

スがあるということですけれども、これはどのくらいの滞納がある場合を考えておられるので

すか。また、市民がなぜ税金を滞納したのかという、そういった理由をしんしゃくせずに、単

に滞納があるということで駐車拒否を行うのか、こういったその駐車拒否を行う場合の具体的

な基準をお示しいただきたいと思います。 

○議長（不老光幸議員） 地域振興部長。 

○地域振興部長（松田幸夫） 滞納期間につきましては、この駐車場料金のみならず、市のすべて

のそういう使用料関係については平均してすることにしておりますので、ちょっと私今現在そ

の何カ月滞納したかという基準を持っておりませんので、後ほど報告はしたいと思いますけど

も。 

 それから、１つの……済みません、もう一点は何でしたか。 

（４番渡美穂議員「駐車拒否を行う具体的な基準。どういった場

合にその……。今答えられた内容だと思いますけど」と呼ぶ） 

○議長（不老光幸議員） これで質疑を終わります。 

 議案第55号から議案第57号までは建設経済常任委員会に付託します。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 
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  日程第１７と日程第１８を一括上程 

○議長（不老光幸議員） お諮りします。 

 日程第17、議案第58号「太宰府市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例

について」及び日程第18、議案第59号「太宰府市女性センタールミナス条例の一部を改正する

条例について」を一括議題にしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（不老光幸議員） 異議なしと認めます。 

 したがって、日程第17及び日程第18を一括議題とします。 

 これから質疑を行いますが、ただいまのところ通告がありませんので、質疑なしと認めま

す。 

 議案第58号及び議案第59号は環境厚生常任委員会に付託します。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第１９ 議案第６０号 平成１９年度太宰府市一般会計補正予算（第１号）について 

○議長（不老光幸議員） 日程第19、議案第60号「平成19年度太宰府市一般会計補正予算（第１

号）について」を議題とします。 

 これから質疑を行います。 

 通告があっていますので、これを許可します。 

 19番武藤哲志議員。 

○１９番（武藤哲志議員） まずは、補正予算書の６ページの第２表債務負担行為からお聞きをし

ていきます。 

 まず、債務負担行為の２項目め、公用車賃借料として通古賀地区都市再生整備事業として平

成20年度から平成21年度まで192万円の債務負担行為ですが、公用車を債務負担行為という形

になりますが、これは台数がまずここでは何台なのか。また、これを割りますと96万円という

金額が出てきます。ここでの部分、まず説明をいただきたい。 

 それから、そこの部分のかかわりがあるかどうかわかりませんが、変更という形で公用車賃

借料として地域再生基盤強化事業として平成20年度から平成21年度までの270万円が、平成

20年度から平成23年度までの４年間として469万6,000円で変更がなされております。これをこ

の数字だけで見ますと、まず１年間が117万4,000円という金額が出てきます。これは台数が何

台かというような問題がありますが、まずこのリースという形になりますと、公用車の場合に

ついては当然取得する場合は取得税がかからないというふうに考えておりますが、そういうリ

ースの方と購入との関係、それから当然リースの場合は強制賠償保険から任意保険という形に

なりますが、そういう事故を起こしたときについてはどういうふうに対応が、リース会社がす

るからという利便性があるからこういうリースにしたのかどうか。ところが、リースというの

は当然経費に算入されるという問題が出てきます。ところが、公共機関の場合に、こういう公

用車の賃借料をどういう形で経費に算入するのかどうか。もともと公用車を取得すれば、軽自

－73－ 



動車、普通車どういう車両かわかりませんが、当然取得は公有財産として計上されますが、こ

ういうリースというのはリース会社の所有ですので、そういう１台にしてみて年間39万

1,000円ぐらいの金額になります。ところが、車両価格にしますと、この限度額でも117万

4,000円という金額が出てきますが、どういう形で公用車を賃借料として行ったのか。その辺

を具体的に説明をいただきたい。まず、この辺から。 

○議長（不老光幸議員） 建設部長。 

○建設部長（富田 譲） ご回答申し上げます。 

 まず、事務費でございますけども、国の補助事業を受けてやる場合には、その事業が円滑に

進むということで、事業費に対しまする割合で事務がおおむね大体６％前後を認められている

というところでございます。今回、そこにお示ししておりますように、都市再生整備事業と地

域再生基盤強化事業、国庫補助事業で行いますことから、事務費の中の一部を使用料及び賃借

料として今回賃借料を補正するということでございます。 

 お尋ねの第１点につきましては、都市再生整備事業、これが２台を予定いたしております。

それから、地域再生基盤強化事業につきましては３台を予定いたしておるところでございま

す。 

 それで、まず地域再生基盤強化事業の方の変更ということでございますけども、これは当初

予算の方で既にそこにお示ししている補正前ということで、平成20年度から平成21年度という

ことで３台分を計上しておったわけでございますけども、できるだけ公用車、こういう部分を

この補助事業で使おうということで、平成20年度からぎりぎり平成23年度までということで補

正で変更をいたしたところでございます。車の内容につきましても、同じものを３台ではなく

て、２ＷＤと４ＷＤというところで、２ＷＤを２台、４ＷＤを１台といたしたところでござい

ます。 

 それから、保険の分につきましてもこの当然リース中につきましては、会社の方で負担とい

うことになっておると思います。 

 それから、この公用車を２年、３年リースしますことで、大体残存価格がゼロに近いように

なるということでございますので、その分につきましては業者とどうするかということで話し

合うというような、これは財政サイドの問題ですけども、そういうふうになっているというふ

うに思うところでございます。 

 以上でございますが。 

○議長（不老光幸議員） 19番武藤哲志議員。 

○１９番（武藤哲志議員） 質疑ですからあれなんですが、事務費６％、その範囲内で処理ができ

るという問題がありますが、当然その事務費６％の枠内でその車両が取得できるならば、公有

財産として残した方がいいんじゃないかというふうに考えておりますが、この所管の委員会で

具体的にこの公用車２台と、それから地域再生基盤強化事業で３台、どういう状況かを、具体

的に委員会でも審議もしていただいて、私も車両があそこにとまっているのを見てみました。
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ただし、そういうこの残存したときには、このリース会社が引き揚げてしまえば、もうそれで

終わりますしね。当然公用車として今車も５年でというような、市がそういう廃棄処分するよ

うなことはありませんし、以前も公用車についても10年、20年近く使った経過もありますが、

どういうメリットがあるのかどうか。所管ではこの問題について具体的に審議もしていただい

て、報告をいただきますよう。 

 次に入ります。 

 10ページ、11ページ、歳入でこれは説明があっておりましたが、13款２項の手数料の衛生手

数料のごみ処分手数料として当初1億6,610万円計上しておりました。そして、昨年の部分の決

算も関係ありますが、平成17年度大体決算で見ますと1億6,145万1,000円、その上に今年はま

だ増額になった上に889万4,000円の増額です。これが具体的に事業用の袋の関係があると思う

んですが、どのくらいのごみ処分手数料としての889万4,000円が増額になる見込み、こういう

補正の第１号で当初はもう以上に計上されていたのに、また889万4,000円の増額について説明

をいただきたい。 

○議長（不老光幸議員） 市民生活部長。 

○市民生活部長（関岡 勉） 衛生費、ごみ処分手数料につきましてご回答を申し上げたいと思い

ます。 

 ご案内のとおり、今回議案第58号「太宰府市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改

正する条例について」の中で提案させていただいております、先ほどから申されております事

業所用のごみ袋、可燃専用袋、不燃専用袋及びペットボトル、白色トレイ専用袋の料金改定に

よりますごみ処分手数料の増収分を見込んだものでございます。 

 条例改正によります増収見込み、補正額は改正後の条例の施行が本年10月１日で、10月１日

からの頒布分から新単価となりますが、買い置きなどを考慮いたしまして、今年度の事業所用

ごみ袋の販売見込み数から年度分増収見込み額3,557万6,000円の４分の１の889万4,000円を計

上しているものでございます。 

 以上でございます。 

○議長（不老光幸議員） 19番武藤哲志議員。 

○１９番（武藤哲志議員） まず、こういう金額的に今事業用として3,557万円6,000円ですか、

10月からということになりますと、10、11、12、１、２、３、この６カ月という部分もありま

すが、現在６月ですし、６、７、８、９、10、この５カ月、こういう状況の中で６カ月間でこ

ういう金額的なものが10月１日実施されて、889万4,000円も増収になる見込みというのを具体

的な根拠で出されているようですが、周知徹底をどうするのか。また、その10月実施からこう

いう状況の金額が実績として月割りでどういう状況になったのかは所管で調査されますので、

これは本会議で報告を受けたいと思います。 

 次に、12ページ、13ページ。15款の県支出金２項２目の認可外保育施設職員健康診断費補助

金として３分の２、8万4,000円が計上されておりまして、歳出では23ページになると思うんで
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すが、ここで県の補助金が8万4,000円に対して、３款２項２目、保育所費のその他の諸費の

19節で合計の12万6,000円計上をされておりますが、この県の補助金の関係で健康診断、そう

すると現在認可外保育所は７カ所というふうに考えておりますが、大体認可外保育所の保育士

さんといいますか、そこに働く人たち、いろんな形があると思うんですが、どの範囲で健康診

断の補助金を出そうというのか。その辺を報告いただきたいと思います。 

○議長（不老光幸議員） 健康福祉部子育て支援担当部長。 

○健康福祉部子育て支援担当部長（村尾昭子） まず、全体の説明をさせていただきたいと思いま

す。 

 認可外保育施設職員健康診断費補助金は、認可外保育施設に対して補助金を交付するもので

ございます。保育従事者及び調理職員を対象とした保育診断を実施し、認可外保育施設を利用

している児童の安全及び衛生の確保を図ることを目的といたしております。職員１人につき年

額4,200円を限度として、全体で30人程度の申請を想定いたしております。予算額12万6,000円

に対しまして、県の負担が３分の２となっております。 

 今ご質問のどういった職員が対象になるのかということでございますが、認可外保育施設に

も施設長さん、そして保育士さん、あるいはその他の職員の方々、調理員という方がいらっし

ゃいますので、こういったところの職員の方々に対して助成をしていく予定でございます。 

 以上でございます。 

○議長（不老光幸議員） これで質疑を終わります。 

（19番武藤哲志議員「歳出は言っておりませんが。今歳入です」と

呼ぶ） 

○議長（不老光幸議員） 質疑は３回でございますので、３回もう終わりました。 

（19番武藤哲志議員「議長、それじゃ、一遍で全部言えばいいとい

うことですか」と呼ぶ） 

○議長（不老光幸議員） そういうことです。 

（19番武藤哲志議員「そうすると、今私がほかにもいっぱい通告を

出しているんですが、それじゃ初めから全部言うと１時間近くなり

ますが、それでもいいということですか。通告をしているんです

よ。私が出している通告、今からですね、だから補正予算ですか

ら。一つの議案だけじゃないんですよ。歳入、歳出全般にあるわけ

ですね。だから、今から出そうとしているのは、今歳入の問題を言

ったんですが、まちづくり推進事業補助金、特別障害者手当関係

費、人権・同和問題給付関係費、保健衛生負担補助金、ごみ処理地

元負担金、し尿処理関係費、太宰府館イベント委託料、都市計画変

更委託料として通告を出しているんですが、これは一切認めない

と。暫時休憩を要求します」と呼ぶ） 
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（「休憩しよう」と呼ぶ者あり） 

○議長（不老光幸議員） 暫時休憩します。 

              休憩 午前10時30分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

              再開 午前10時58分 

○議長（不老光幸議員） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 ここで11時10分まで休憩します。 

              休憩 午前10時58分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

              再開 午前11時10分 

○議長（不老光幸議員） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 先ほどの19番武藤哲志議員の質疑で質疑漏れがありましたので、今回特別に質疑の許可をい

たします。 

 19番武藤哲志議員。 

○１９番（武藤哲志議員） 正・副議長、それから議会運営委員で調整をいただきまして、今回大

きな課題として今後補正予算の質疑内容については、次回に検討いただくということで、私に

再度通告に基づく発言漏れという形で質疑を許可いただきました。ありがとうございます。 

 それでは、一括して今回は質疑をさせていただきます。 

 19ページ、２款２項の地域コミュニティ支援事業として100万円計上されておりますが、ど

ういう内容で地域コミュニティ支援事業として100万円を計上されたのかを報告いただきたい

と思います。 

 20ページの３款１項４目障害者自立支援費の関係で、新たに特別障害者手当等の給付金で条

例上出ておりましたが、年間2万5,000円、これは何名で1,809万6,000円になるのか、その辺の

説明をいただきたいと思います。これは新規事業なのか、独自でやるのか、法的な根拠があり

ましたら説明いただきたい。 

 22ページになりまして、同じく３款１項の10目人権・同和政策費ですが、これは一般質問を

出しております。こういう状況の中で、当初予算に出てきませんでしたが、再三この問題につ

いては出しております。ところが、自動車技能取得訓練補助金として30万円、敬老年金として

144万円、こういう同和地区に対する敬老年金の問題、それから一方では、今福岡県も知事の

公約では出ておりますが、ここでは就学前の知事の公約もありますが、現在まだ太宰府市では

市民全体には５歳未満になっておりませんが、ここで５歳未満。それから、運動団体に対する

補助金は平成17年度から見直しをというふうにしておりましたが、運動団体の補助金について

はこういう平成17年度、平成18年度、平成19年度として1,046万1,000円計上されております。

支部運営学習費補助金については、340万円が170万円に減額されております。全国各地で同和

対策に対する部分については廃止、終結宣言が出されておりますが、歳入を見ますと1,400万
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1,000円の全額が市民の税金であります。こういう補正予算の計上に至った内容について説明

をいただきたい。 

 それから、26ページ。４款１項の保健衛生費の７目の公害対策費の部分ですが、福岡空港住

宅騒音防止対策事業の中で、福岡空港の航空騒音についてですが、こういうテレビ受信障害対

策費補助金として101万8,000円、当然国の責任でやらなきゃいけないのに、この歳入を見ます

と国が96万7,000円、諸収入が23万6,000円、一般財源を20万円計上しておりますが、この航空

騒音による部分について市がなぜ負担をしなければならないのか説明をいただきたい。 

 同じく４款２項の２目のごみ処理費の関係で、美化センター関係費として地元協力金430万

円ですが、平成18年度も出されております。余り記憶はありませんが、この地元協力金を出す

根拠的なもの、そしてその地元協力金をどこが受け入れて、平成18年と同額で860万円近くの

金額になりますが、どういう使い方をするのか。そういう美化センターの最終処分場の埋め立

て補償金としての部分については、これはいつまで出すのか。具体的な内容は所管でも審議は

されますが、わかる範囲でお答えいただきたい。 

 同じく３目のし尿処理費関係費で、合併処理浄化槽設置整備事業補助金として追加になって

おります。当初予算117万円に183万6,000円増額され、合計300万6,000円です。この部分につ

いては、今までの合併処理浄化槽の設置数と今後の処理数、そして施政方針の中にもあります

が、北谷に浄化槽が設置されるまでの事業として、その後にこれを浄化槽につないだ場合につ

いては、そういう費用もまた太宰府市が負担をするのかも含めて説明をいただきたい。 

 それから、28ページになりますが、７款１項の４目観光費の中で、太宰府館の管理運営費と

して13節の委託料、イベント委託料として計上をされております。イベント委託料の部分につ

いては35万円ですが、どういうイベントをするために委託を出すのかを説明いただきたい。 

 同じく30ページ、８款４項１目の中での都市計画決定及び変更委託料ですが、当初408万

6,000円計上されておりましたが、今回また300万円、そういう都市計画決定及び変更委託料、

しかも準都市計画区域の部分についての説明もあっておりましたが、このこういう都市計画決

定という形で平成17年度と平成18年度と、こういう毎年毎年計画決定の変更委託料が出されて

おりますが、そういう長期的な決定を当然もう以前から行っておるわけですが、なぜ毎年

300万円近くを出してきたのに、今回は780万6,000円も出さなければならないのか。そういう

根拠について報告をいただきたいと思います。 

 あとは所管分がたくさんありますので、所管分は所管委員会でお聞きします。 

○議長（不老光幸議員） 地域振興部地域コミュニティ推進担当部長。 

○地域振興部地域コミュニティ推進担当部長（三笠哲生） 補正予算書19ページの地域コミュニテ

ィ支援事業補助金につきましてご説明いたします。 

 この本補助金につきましては、太宰府市地域コミュニティ推進事業支援補助金交付規則に基

づきまして、地域コミュニティを推進するために、おおむね小学校区での地域活動を今進めて

いるところですけれども、その協議会結成に向けての支援補助金であります。 
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○議長（不老光幸議員） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（永田克人） 次に、21ページ、特別障害者手当等関係費についてご説明申し上げ

ます。 

 この補助金につきましては、重度身体障害者と言われる方々に対しまして、重度障害者福祉

手当を支給し、福祉の増進を図るものでございます。その対象となります本市の重度身体障害

者の数につきましては、身体障害者手帳１、２級所持者、療育手帳Ａ判定所持者、精神保健福

祉手帳１級所持者の約1,100人分を予算計上いたしております。なお、この福祉手当の支給に

つきましての規則等につきましては、現在検討中でございます。 

 以上です。 

○議長（不老光幸議員） 市民生活部長。 

○市民生活部長（関岡 勉） 人権・同和政策費の給付関係費については、政策的要素を含んでい

たことから、当初予算には計上せず、今回の補正予算に計上しているところでございます。 

 給付対象ごとにご説明申し上げます。 

 19節自動車技能取得訓練補助金につきましては、15万円の２人分、30万円を計上いたしてお

ります。昨年まで基本教習課程に必要な３分の２を補助していましたが、本年度は補助率を２

分の１に縮減しています。 

 次に、敬老年金につきましては、１人当たり4,000円掛ける30人掛ける十二月、144万円を計

上しております。この分につきましても、対象年齢を１歳引き上げ71歳とし、支給額も月額

5,000円から4,000円に縮減をしております。 

 次に、５歳未満児医療費につきましては、一月4,100円の２人の十二月、10万円を計上いた

しております。これにつきましては、昨年まで保健医療費外の自己負担額を全額扶助しており

ましたが、本年度は自己負担の７割を扶助するようにしております。 

 それから、運動団体につきましては、これにつきましては平成13年度の70％ということで、

平成17年度、平成18年度、平成19年度は同額でございます。本年度平成19年度にこの運動団体

につきましての見直しの時期に来ております。これにつきましては、４市１町で協議して決定

をさせていただくことになっております。 

 最後に、支部運営学習費補助金につきましては、平成13年度を100％として、その後激減緩

和しながら毎年縮減しているところで、本年度は平成13年度額の20％、170万円を補助すると

いうことで計上をしております。 

 次に、保健衛生負担金補助金交付金についてでございます。 

 今回、補正予算に計上しておりますテレビ受信障害対策費補助金は、福岡空港周辺における

航空機騒音対策の一環として平成18年度から実施されたもので、ＮＨＫと放送受信料契約を結

んだ者に対して財団法人福岡環境整備協会がＮＨＫ放送受信障害対策事業として受信料の減額

措置を行う場合に、空港環境整備協会に対して補助金を交付するものでございます。カラー契

約の単価5,655円に1,800円を掛けた金額を見込みまして、101万8,000円を計上いたしておりま
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す。なお、空港環境整備協会に交付します補助金の95％は国からの補助がありますので、歳入

の14款２項２目衛生費国庫補助金、２節の公害対策費補助金に96万7,000円を計上いたしてお

ります。市の実質負担率は５％となります。 

 次に、ごみ処理地元協力金についてでございます。 

 今回、補正予算を計上しております地元協力金は、平成18年３月に環境美化センターの地元

高雄区と高雄農事水利組合と施設の設置継続の協定等を締結いたしておりますことに伴います

区及び両組合への協力金でございます。高雄区には協定期限の平成32年度まで毎年100万円、

高雄農事水利組合には来年度までの３年間について年330万円となっておりまして、430万円を

今回補正をさせていただくことでございます。 

 続きまして、し尿処理関係費についてでございます。 

 今回の補正予算は、本年度事業の対象となります北谷、内山区域の合併処理浄化槽設置につ

いて、骨格予算では６月までの申請に対応するため、５人槽１基、７人槽２基分、金額にしま

して117万円を計上しておりましたが、今回年度分の見込みとして５人槽１基、７人槽１基、

10人槽２基分の金額にしまして183万6,000円を追加補正させていただくものでございます。 

 以上でございます。 

○議長（不老光幸議員） 地域振興部長。 

○地域振興部長（松田幸夫） 補正予算29ページになりますけども、太宰府館管理運営費のイベン

ト委託料35万円についてご説明をいたします。 

 これにつきましては、例年開催いたしております太宰府館主催による様々な事業あるいはイ

ベント、さらには地域活性化や観光客へのもてなしを含めて回遊や滞在を目的としたいわゆる

周辺地域の方々との、関係団体を含めますけども、共催あるいは協賛などをしながら開催する

イベント等を支援するための予算でございます。具体的に事例を申し上げますと、梅見の時期

に開催されます門前祭り、あるいは小鳥居小路のひな祭り、そして端午の節句祭り等の支援、

協力をしております。また、もう一つは財団法人のアクロス福岡という団体がございますけど

も、これらと共催をいたしまして音楽会なども開催をいたしております。 

 次に、31ページの都市計画区域変更関係費の300万円についてご説明をいたします。 

 福岡県におきまして、今年の11月に県の権限によりまして、県内すべての市町村の都市計画

区域外を準都市計画区域に一斉に指定をするという計画がございます。その趣旨あるいは概要

につきましては、さきの施政方針の中で市長がご説明を申し上げましたとおりでございまし

て、今般その事務作業に係る委託料を計上いたしております。その内容につきましては、１つ

に土地利用の現状、状況の確認、あるいは産業の分類調査等も行います。そして、今一つは現

在建っているいわゆる既存の建築物にかかわる接道、道路と建物の状況、あるいはそのために

基礎資料となるものなどを作成いたします。その質問の中で、都市計画関連の予算が幾つかあ

るということですけども、特に当初予算で計上いたしておりますのは、５年ごとに開催されま

す法によりますところの市内全域の都市計画関連の見直し作業でございまして、当初は480万
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円ほど、内容は違いますけども計上をさせていただいております。 

 以上です。 

（19番武藤哲志議員「再々質問、１点だけ」と呼ぶ） 

○議長（不老光幸議員） 19番武藤哲志議員。 

○１９番（武藤哲志議員） 今具体的にいただきましたが、所管の委員会でも審議をされると思う

んですが。 

 １点だけですが、20ページ、21ページの大変障害者に対して１級、２級、それから育成医

療、精神障害者に対して1,100人に年間2万5,000円という形でなされるわけですが、一番問題

なのはこういう給付の規則を内部検討というのがありましたが、やはり規則はあなた方の権限

ですけど、こういう条例、規則の関係では、やはり補正が先で条例が後というか、規則が後と

いうのはちょっと問題があるんじゃないかというような感じがするんですが、委員会ではこう

いう規則の内容、条例とのかかわりについて審議をいただくようにお願いしておきます。 

 以上です。 

○議長（不老光幸議員） これで質疑を終わります。 

 議案第60号は各常任委員会に分割付託します。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第２０ 意見書第３号 異常気象による災害対策や地球温暖化対策の強化・拡充を求める 

               意見書 

○議長（不老光幸議員） 日程第20、意見書第３号「異常気象による災害対策や地球温暖化対策の

強化・拡充を求める意見書」を議題とします。 

 提出者の説明を求めます。 

 13番清水章一議員。 

              〔13番 清水章一議員 登壇〕 

○１３番（清水章一議員） お手元にあります「異常気象による災害対策や地球温暖化対策の強

化・拡充を求める意見書」について説明をさせていただきます。 

 提出者は、私清水章一、賛成者は福廣和美議員でございます。 

 理由といたしましては、異常気象による災害対策や地球温暖化を防止するための抜本的な施

策を国に求めるためでございます。 

 案文を朗読させていただきまして説明にかえさせていただきます。 

 異常気象による災害対策や地球温暖化対策の強化・拡充を求める意見書。 

 本来であれば、数十年に一度というレベルの異常気象がこのところ頻発をしております。温

帯低気圧が台風並みに猛威をふるい、それに伴う洪水や土砂災害、さらには集中豪雨や竜巻の

頻発などにより多くの人命が失われ、家屋や公共施設、農作物にも甚大な被害がもたらされて

おります。また、海岸侵食の進行や夏の猛暑も例年化している。こうした異常気象や猛暑は、

地球温暖化による疑いが濃厚であると多くの識者が指摘をしているところでございます。 
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 このような状況下、環境立国を目指す日本は、海岸保全や防災のための施策はもちろん、確

実に地球環境をむしばんでいる地球温暖化を防止するための抜本的な施策を構ずべきでありま

す。 

 こうした観点から、下記の事項について政府に要望をするものでございます。 

 １、集中豪雨等による災害に強い堤防や道路等の基盤整備、まちづくりの推進と海岸侵食対

策を積極的に進めること。 

 ２、集中豪雨や竜巻等の局地予報体制の充実のために、集中豪雨や竜巻発生の短時間予測が

可能なドップラーレーダーを計画中のところ以外にも増やすと同時に、緊急避難が無事できる

よう体制を確立すること。 

 ３、学校施設や事業所等の屋上緑化、壁面緑化（緑のカーテン）のほか、環境に優しいエコ

スクールの推進、自然エネルギーの活用を組み合わせて教室や図書館等への扇風機やクーラー

等の導入を図ることなどを積極的に進めること。 

 ４、森林資源などのバイオマスや太陽光、風力、小水力などの自然エネルギーの積極的利用

を進めるとともに、バイオマスタウンの拡大や関係の法改正等に取り組むこと。 

 ５、今国会で成立した環境配慮契約法を実効性のあるものとするため、まず国、政府が率先

して温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進を積極的に行うこと。 

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出するものでございます。 

 あて先は、内閣総理大臣安倍晋三様、以下環境大臣若林正俊様でございます。 

 以上、説明を終わらさせていただきます。 

○議長（不老光幸議員） 説明は終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（不老光幸議員） これで質疑を終わります。 

（13番清水章一議員「よろしくお願いします」と呼ぶ） 

○議長（不老光幸議員） 意見書第３号は環境厚生常任委員会に付託します。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

○議長（不老光幸議員） 以上で本日の議事日程はすべて終了しました。 

 次の本会議は６月21日午前10時から再開します。 

 本日はこれをもちまして散会します。 

              散会 午前11時33分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 
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１ 議 事 日 程（３日目） 

   〔平成19年太宰府市議会第２回（６月）定例会〕          

                                    平成19年６月21日 

                                    午 前 1 0時 開 議 

                                    於 議 事 室 

 日程第１ 一般質問 

一般質問者【代表質問】及び質問項目一覧表 
 

順位 

【会派名】 

質 問 者 氏 名 

( 議 席 番 号 ) 

     質     問     項     目 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

【日本共産党 

太宰府市議団】 

武 藤 哲 志 

（19） 

◇施政方針に関することについて 

1. 経常収支比率の改善方針について 

  ６年間で、89％にすると言っているが、そのための大胆な見直し

 方針と行財政運営を明らかにしていただきたい。 

2. （仮称）もっと元気に・頑張る太宰府委員会について 

  設置し活発な議論で、歳入増の検討をするとなっているが、どの

 ような方向なのか。 

3. 市役所の開庁時間や、休日の開庁計画について 

  具体的にはどのような形で取り組むのか明らかにしていただきた

 い。 

4. 歴史と文化の環境税について 

  市長は、ぜひとも必要であると認識されているが、推移を見極め

 ながら判断するとはどのような考え方なのか明らかにしていただき

 たい。 

5. （仮称）学校支援人材バンクについて 

  今教育現場で求められている内容であり、実施時期についての協

 議期間はどのくらいなのか。 

6. コミュニティバス乗り入れについて 

  地域要求にどのようにこたえられるのか。新規乗り入れを検討し

 ているのか明らかにしていただきたい。 

7. （仮称）ＪＲ太宰府駅について 

  平成20年度までに、どのような見通しを立てるのか。今までの経

 過の結果を踏まえて明らかにしていただきたい。 

8. 公共施設使用料の減免について 

  以前の議会で論議された内容を白紙に戻すのか、具体的に減免内

 容を明らかにしていただきたい。 

9. （仮称）市長と語ろう未来の太宰府・ふれあい懇談会について 

  市民の声を聞くことはすばらしいことだが、具体的な日程を年間
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 計画で明らかにすることができるか。 

10. 火葬場について 

  以前も質問したが、筑紫野・春日・筑前筑慈苑施設組合に受け入

 れられない場合の対応について明らかにしていただきたい。 

11. 上下水道について 

  水源確保に今後投資は必要ないと思う。また黒字続きの上下水道

 料金の見直し時期がきているが、今後の方針について明らかにして

 いただきたい。 

２ 

【平成の会】 

安 部   陽 

（14） 

◇施政方針に関することについて 

1. 経常収支比率の改善についての具体的な考え方について 

  ハード面の基盤整備に一定のめどがつき、ソフト面の福祉と教育

 に重点をおいた行財政改革を積極的に行われる場合の本年度の経常

 収支比率の数値はどのようになるのかを伺う。 

2. 機構整備の改善について 

  福祉、教育に重点がおかれる施策であるが、技師がまちづくり技

 術開発課に集中しており、専門的分野の見方が薄らいだ感がある。

 命令系統が即決できる体制に改善すべきと思うが、その見解につい

 て伺う。 

3. 歴史と文化の環境税について 

  観光のまちづくりのためには、貴重な財源確保のために欠かせな

 い政策と思う。ボタンの掛け違いの修正のため、問題点解決の用意

 があるのかを伺う。 

4. 福祉の重点施策について 

  子供から高齢者まで、福祉の施策は広範囲にわたっている。特に

 高齢者の医療費は毎年増加の一途をたどっている。医療費増加スト

 ップへの政策をどのように考えているのか。また、高齢者対策につ

 いて伺う。 

5. 教育環境の充実について 

  安心、安全な教育環境は、学校、家庭に限らず不安定な要素が多

 すぎる。本市独自で道徳教育ができないのかを伺う。 

6. 公共施設使用料の減免時期について 

  文化・体育協会加盟団体等に対する公共施設使用料等の減免率と

 時期について伺う。 

◇施政方針以外に関することについて 

7. ありがとうのまちづくりについて 

  保育料や給食費等、未納者が多くなっているのは、感謝の気持で

 ありがとうが言えないからではないのか。感謝とありがとうのまち

 づくりにより克服できると思うが、その見解を伺う。 
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３ 

【新風】 

佐 伯   修 

（15） 

◇施政方針に関することについて 

1. 選挙公約について 

 （１） 「太宰府を第２の夕張市にしない」簡素で効率的な市政運

    営について 

 （２） 学校教育環境の充実について 

 （３） まるごと博物館（まちぐるみ歴史公園）について 

 （４） （仮称）ＪＲ太宰府駅について 

2. 総合計画について 

  第４の施策の快適で魅力あるまちづくりについて 

４ 

【宰光】 

小  道 枝 

（10） 

◇施政方針に関することについて 

1. 簡素で効率的な市政運営について 

 （１） 今後の財政運営についての基本的な考えについて 

     ① 組織・機構改革について 

     ② 部長制について 

2. 学校教育環境の充実について 

  人材バンク、子どもの安全と命を守るネットワークについて 

3. まるごと博物館について 

 （１） 文化財保存活用計画について 

 （２） 太宰府の景観と市民遺産を守り育てる条例について 

4. 市民が参画できる市政運営について 

 （１） 公共施設使用料の減免について 

 （２） 市長と語る会の開催について 

 （３） 生涯学習社会の創造について 

 （４） 「福祉でまちづくり」「地域コミュニティづくり」との連

    携した協働のまちづくりについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【太宰府市民ネット】 

村 山 弘 行 

（16） 

◇施政方針に関することについて 

1. 滞在型観光に誘導した産業と観光の振興を図ることについて 

  具体的中身、滞在には宿泊ということも考えられるが、ホテル等

 の誘致は考えているのか。また、具体的に動きがあっているのか伺

 う。 

2. 職員の意欲を高めることについて 

  現在、初任者研修等が行われているが、特に部や課及び係で具体

 的な研修を計画するのか。育成の具体的取り組みについて伺う。 

3. 歴史と文化の環境税について 

  引き続き本税を徴収していくのか。（仮称）太宰府みらい基金が

 創設された場合、歴史と文化の環境税は廃止するのか。いわゆる担

 保とは何なのかを伺う。 

4. （仮称）ＪＲ太宰府駅設置について 
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  はじめに駅ありきとは考えていないとあるが、はじめに駅ありき

 であるべきと考える。平成20年までに見通しを立てるとあるが、着

 工予定はいつなのかを伺う。 

5. 公共施設の減免について 

  新市長の政策であると思うが、前市長の指名（後継者）を受けた

 のであれば、なぜ今回減免をするのか。減免廃止からどのように状

 況が変わり再び減免にする理由は何かを伺う。 

6. 市役所の開庁時間の延長や休日受付について 

  労使での協議はどうなったのか、今からするのか。労使協議につ

 いて、お互いに誠意を持ち交渉することが市民サービスに繋がるの

 ではないか。労使協議のあり方について伺う。 

  

◇施政方針に関することについて 

1. 「太宰府を第２の夕張市にしない」簡素で効率的な市政運営の推

 進について 

 （１） 地方分権と活力あるまちづくりについて 

     ① 個性と活力あるまちづくりのために、市民、職員の知

      恵と工夫を総結集する施策の展開について 

     ② 財政見通しについて（主要財政指標から） 

       経常収支比率、実質公債費比率、起債制限比率、財政

      力指数等の平成22年度末までの見通しについて 

     ③ 今後の財源確保について 

      ・ 区画整理事業や魅力あるまちづくりによる人口増加

       策について 

      ・ 予算消化から広告収入や市有地の活用などによる稼

       ぐ市役所への脱皮について 

     ④ 国の支援事業の活用について 

       まちづくり交付金、地域再生事業、頑張る応援プログ

      ラム（企業誘致、少子化対策など）等についての取り組

      みについて 

     ⑤ 市役所開庁時間の延長及び休日の開庁について 

2. 子育て環境の整備と高齢者・障害者の充実について 

 （１） 子育て支援について 

     国・県の上乗せや待機児童解消等について 

 （２） 高齢者施策について 

     医療費、介護保険料の負担が年々上昇をしているなか、い

    かにして生きがいを持ち健康で長生きをしていくかが今後の

    重要な施策になる。先進地等を参考にした今後の施策につい

    て 
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【公明党太宰府市議団】 

清 水 章 一 

（13） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （３） 障害者施策（障害者プラン）について 

     バリアフリーや障害者自立支援法について 

3. 学校教育環境の充実について 

 （１） 学校支援人材バンクの構築について 

 （２） 子供の安全と命を守るネットワークについて 

 （３） 安全・安心な教育環境の整備について 

4. 「まるごと博物館（まちぐるみ歴史公園）」について 

 （１） 観光客を活かしたまちづくりについて 

     ① 産業・観光活性化プランの見直し充実について 

       730万人の観光客を活かした経済効果を高める施策に

      ついて 

       （産業関連分析～経済波及効果等の推定等） 

     ② 小鳥居小路を歩行者天国に（滞在型観光の推進） 

 （２） 地域再生計画について 

     今回の選挙で側溝や道路舗装等の市営土木に関する要望が

    最も多く寄せられた。その予算配分の見直しについて 

 （３） まほろば号の路線拡充について 

     高雄、東観世地区の乗り入れと連歌屋・万葉台方面につい

    て 

5. 市民参画の市政運営について 

 （１） 公共施設使用料の減免について 

     施設使用料の減免措置が廃止され、生涯学習を進めていく

    中で様々な支障が生じている。減免措置は生涯学習や生きが

    いづくりを促進していくためにも必要ではないかとの声があ

    るがいかがか。 

6. 健やかで安心して暮らせるまちづくりについて 

 （１） 安全・安心のまちづくりについて 

     防災・防犯にかかわらず、いじめによる自殺やあってはな

    らないジェットコースター事故など、予期せぬ出来事が市民

    生活に様々なところで影響を及ぼす事例が増加している。今

    こそ市民が安心して暮らせる総合的な危機管理体制の整備が

    求められているが、市の考えについて 

 （２） ごみ処理費の削減と省エネルギーの活用について 

     ① 無駄なごみを削減するためにマイバックや量り売り店

      舗の推進やもったいない運動等の展開について 

     ② 太宰府市地域省エネルギービジョンの実施状況につい

      て 
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７ 

【太宰府新政会】 

大 田 勝 義 

（12） 

◇施政方針に関することについて 

1. 行財政改革の推進について 

 （１） 平成24年度までに経常収支比率を89％にまで改善されるこ

    とを公約にされているが、その根拠となる財政の中期的な展

    望を伺う。 

 （２） 一般会計から他会計への繰出金の考え方について 

 （３） 組織機構改革について 

     ① 組織機構検討メンバーはどうなっているのか。 

     ② 意見聴取の必要性はどう考えているのか。 

     ③ 統廃合や人事異動の活性化による適材適所の人員配置

      はどう考えているのか。 

2. 子育て支援と高齢者福祉について 

 （１） 次世代育成支援対策行動計画の進捗状況について 

 （２） 高齢者の力を子育て支援に活かすことについて 

 

一般質問者【個人質問】及び質問項目一覧表 
 

順位 
質 問 者 氏 名 

( 議 席 番 号 ) 
     質     問     項     目 

１ 
中 林 宗 樹 

（８） 

1. 貸借対照表の作成、他財政について 

  財政状況の実態について、資産がどのくらいあり、また負債がど

 のくらいあるのかということを正確に表すための貸借対照表の作成

 は民間では当たり前のことである。本市においても貸借対照表を作

 成し、財政状況について開示すべきと思う。その見解について伺

 う。 

2. 高雄地区のまちづくりについて 

  平成18年４月に市道家の前・今王線が開通し、高雄中央通り線も

 拡幅工事が進められているが、高雄地区にはまだまだ未整備の箇所

 が多くある。これら未整備の箇所の整備をこれからどのように進め

 ようと考えているのか伺う。 

  

1. シルバー人材センター前の「市の上」踏み切りの拡幅について 

  平成13年12月議会で「雨水幹線の改修計画もあるので関係課並び

 にＪＲ等と協議をしていきたい」と答弁をされているが、その後の

 進捗状況について伺う。 

2. 高雄地域について 

 （１） 市道家の前・今王線とその周辺について 

     ① 道路の名称について（愛称名はできないのか） 

     ② 高雄台側の四つ角に点滅信号の設置について 

     ③ 高雄台への上り坂の舗装について 

 （２） 高雄中央通り線の整備について 
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２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

清 水 章 一 

（13） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     市民の願いであった拡幅工事が完成に近づいてきた。完成

    予定は平成19年度末と聞いているが、その見通しについて 

 （３） 高尾川の氾濫防止策について 

     平成18年12月議会で「平成18年度に改修工事を行いたい」

    等答弁をされているが、その後の進捗状況について 

3. ＪＲ都府楼南駅前の駐輪場について 

  平成16年９月議会で「早い時期に対応していきたい」と答弁をさ

 れているが、その後の進捗状況について 

4. 君畑交差点から高雄交差点までの歩道への街路灯設置について 

  国道３号線（南バイパス）沿いの歩道は星ヶ丘交差点等に街路灯

 が一部設置されているのみで、車の通行がなければ「暗くて危険で

 ある」との市民の声がある。国への設置要望について伺う。 

３ 
武 藤 哲 志 

（19） 

1. 同和行政について 

  当初予算は骨格予算であり、新市長は６月定例会に給付関係費及

 び運動団体への補助金1,400万円、同和教育研究協議会373万２千

 円、及び解放子ども会補助金32万円、合計1,805万３千円の補正予

 算を上程している。施政方針にも反するのではないか。法的根拠が

 ないため、全額一般財源で補助を行うことについて、再三にわたり

 廃止見直しを要求してきた。今後の方針を具体的に明らかにしてい

 ただきたい。 

２ 出席議員は次のとおりである（２０名）                 

  １番   田 久美子 議員         ２番  藤 井 雅 之 議員 

  ３番  長谷川 公 成 議員         ４番  渡  美 穂 議員 

  ５番  後 藤  晴 議員         ６番  力 丸 義 行 議員 

  ７番  橋 本   健 議員         ８番  中 林 宗 樹 議員 

  ９番  門 田 直 樹 議員         10番  小  道 枝 議員 

  11番  安 部 啓 治 議員         12番  大 田 勝 義 議員 

  13番  清 水 章 一 議員         14番  安 部   陽 議員 

  15番  佐 伯   修 議員         16番  村 山 弘 行 議員 

  17番  田 川 武 茂 議員         18番  福 廣 和 美 議員 

  19番  武 藤 哲 志 議員         20番  不 老 光 幸 議員 

３ 欠席議員は次のとおりである 

   な   し 

４ 地方自治法第１２１条により説明のため出席した者の職氏名（３２名） 

  市    長  井 上 保 廣        副  市  長  平 島 鉄 信 

  教  育  長  關   敏 治        総 務 部 長  石 橋 正 直 

  地域振興部長  松 田 幸 夫                三 笠 哲 生 地域振興部地域コミュ
ニティ推進担当部長 
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  市民生活部長  関 岡   勉        健康福祉部長  永 田 克 人 

          村 尾 昭 子        建 設 部 長  富 田   譲 
健康福祉部子育て 
支援担当部長 

          古 川 泰 博        教 育 部 長  松 永 栄 人 会計管理者併 
上下水道部長 

  監査委員事務局長  木 村   洋        総 務 課 長  松 島 健 二 

  政策推進課長  宮 原   仁        地域振興課長  大 藪 勝 一 

  まちづくり企画課長  神 原   稔        産業・交通課長  山 田 純 裕 

  観 光 課 長  木 村 甚 治        環 境 課 長  蜷 川 二三雄 

          津 田 秀 司        福 祉 課 長  新 納 照 文 
人権・同和政策課長 
兼人権センター所長 

  子育て支援課長  和 田 敏 信        すこやか長寿課長  木 村 和 美 

  国保年金課長  木 村 裕 子        建 設 課 長  大内田   博 

          大江田   洋        上下水道課長  宮 原 勝 美 
まちづくり技術 
開 発 課 長 

  施 設 課 長  轟     満        教 務 課 長        井 上 和 雄 

  学校教育課長  花 田 正 信        社会教育課長  藤   幸二郎 

５ 職務のため議事室に出席した事務局職員の職氏名（５名） 

  議会事務局長  白 石 純 一        議 事 課 長        田 中 利 雄 

  書    記  伊 藤   剛        書    記  花 田 敏 浩 

  書    記  満 崎 哲 也 
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              再開 午前10時00分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

○議長（不老光幸議員） 皆さんおはようございます。 

 定刻になり、出席議員も定足数に達しておりますので、ただいまから休会中の第２回定例会

を再開します。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 本定例会での一般質問通告書は、代表質問７会派、個人質問11人から提出されております。

そこで、一般質問の日程は、さきの議会運営委員会におきまして、２日間で行うことに決定し

ておりますことから、本日は代表質問７会派、個人質問３人とし、２日目の22日は個人質問８

人で行います。 

 議事日程はお手元に配付しているとおりです。 

 議事に入ります。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第１ 一般質問 

○議長（不老光幸議員） 日程第１、「一般質問」の会派代表質問を行います。 

 会派日本共産党太宰府市議団の代表質問を許可します。 

 19番武藤哲志議員。 

              〔19番 武藤哲志議員 登壇〕 

○１９番（武藤哲志議員） 日本共産党太宰府市議団を代表して、施政方針に対して市長に通告い

たしております11項目について回答を求めます。 

 １項目めは、平成17年度の経常収支比率が98.6％、これは佐野区画整理、国立博物館関連事

業、同和対策地区道路整備事業などにより経常収支比率が98％と上昇しましたが、内容はさき

の一般質問でも行ったように、実質公債費比率、起債制限比率、財政力指数に対して、私の分

析結果に対して当局は、太宰府市は安定した自治体と回答いたしております。それもそのはず

です。太宰府市はこの10年間に他市と比べて行政改革の名のもとに公共施設の民間委託、指定

管理者等推進し、現在職員が直接配置されているのは、小学校の給食調理職員配置校は２校、

公立保育所２カ所だけであります。市職員の採用については、毎年見送り、欠員状況であり、

人口比率に対しても職員数は少ない結果であります。特に経常収支比率が向上した内容は、同

和対策特別措置法の期限切れに駆け込み事業を行ったことや、集中豪雨による災害復旧事業や

国立博物館開館に合わせた事業を短期的に地方債の活用等を行ったことや、また国の方針で三

位一体改革に基づく臨時特例債、減税補てん債など含まれておりますが、太宰府市の特徴とし

て、文化財公有地先行取得事業債など、これまでの様々な投資的事業としての公債費総額の約

250億円のうち、交付税措置により国、県の負担責任があり、地方債残高の４割近くが国が認

めた優良地方債で保証されている内容です。その結果、年々経常収支比率が安定してくること

は間違いありませんが、市長は行政経費の全般にわたり大胆な見直しを徹底し、身の丈に合っ
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た行財政運営に努めると言っていますが、市民増税は毎年強まる中、福祉、教育行政は、ハー

ドやソフト事業も必要と考えられますが、一方大胆な見直しを実行する結果は、予算の削減に

よって行政の施策に対してひずみも出てきますが、どのように検討しているか回答いただきた

い。 

 ２項目めは、「（仮称）もっと元気に・がんばる太宰府委員会」設置について回答を求めま

す。 

 市長は、民間団体の意欲のある市民の方々に参加をいただき、行政のあらゆる領域、活発な

議論を通じた歳入増の検討をいただく所存と言っておられますが、歳入増が先か、今まで以上

に市民負担を強める行政改革を重視し、その上職員に対して今まで以上に仕事量の増大を強め

るのか、市長の諮問によって大きく変わると思います。今日まで様々な行政改革推進にかかわ

る審議会が設置され、答申を受けてきました。その答申が長期間にわたり実施され、小学校給

食の調理業務の民間委託、公立保育所の民間移譲、コスモス学園の譲渡、あらゆる公共施設の

民間委託などを行ってまいりましたが、一方では民間委託の施設で働く職員の身分は嘱託、パ

ートなど、不安定な雇用状況を行政がつくり出しております。このような中、（仮称）もっと

元気に・がんばる太宰府委員会を設置されれば、行政が攻撃の的になるのではないか、民間は

厳しい、行政は民間を見習えという審議になり、本来の行政責務を合理化の対象にしてしま

い、結果は公共サービスの低下につながるのではないかと考えられます。特に市長の方針で

は、歳出について、行政改革の観点から統廃合を含め経費全般、少数精鋭主義、経常収支の徹

底した削減、民間委託の推進、補助金の整理合理化を基本に削減を断行すると述べていること

に対し、問題も発生すると思われますが、（仮称）もっと元気に・がんばる太宰府委員会の設

置時期についてと、設置された場合に対して歳入歳出の検討課題に対する諮問の内容を明らか

にしていただきたい。 

 ３項目めは、市役所の業務時間の延長及び休日の開庁について回答を求めます。 

 市民サービスの向上では当たり前であります。転入、転出手続等や、勤務者のための保育所

入所手続の申請等、その時間的な延長や休日に受け付け業務を行うことは評価をいたします。 

 市民要望として、日常的なニーズにどのようにこたえていくのか課題もたくさんあると思い

ます。戸籍、住民票、印鑑証明、所得証明、就学援助の手続、転入転出に対する国保、年金、

上下水道、教育委員会等の手続や高額療養費還付請求、納税相談等に対して、市民要望にこた

えるために窓口の統一化、人員配置計画等予算計上の必要性も求められます。 

 春日市、大野城市でも実施されておりますが、問題点も様々あると思います。休日に市役所

に来たが対応できなかった場合などの問題点もある以上、ある一定の要望集約を行う必要があ

ると思います。また、実施に当たって持続的啓発が必要です。どのような対応を行うのか、検

討課題を含めて回答を求めます。また、特色のある自治体では、市職員の自宅において、いつ

でも戸籍、住民票等の申請を受け付けていて、住民とのコミュニケーションを図っている自治

体もあります。このような取り組みを検討する必要があるのではないかと、あわせて回答くだ
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さい。 

 ４項目めは、歴史と文化の環境税についてです。 

 様々な意見があり、関係者の理解を得るためには大変な議論を尽くして４年前に実施されま

した。３年の期限が来て、更新時、事業者の意見を聞き問題点も明らかになり廃止を求める要

求、一方、市民からは引き続き実施を望む声もあり、議会で審議の結果、継続を承認しまし

た。前議会の任期終了の間際に、（仮称）太宰府みらい基金創設のための特別委員会が設置さ

れましたが、結論は明らかになっていません。今回の施政方針の中では、市長は、貴重な財源

を確保する観点からもぜひ必要なものと認識している、また環境税については市民の皆様の賛

意が得られているものの、前の議会では特別委員会が設置された経過があり、今回は関係機関

や関係者との議論、推移を見きわめながら慎重に判断をしてまいりますと言っていますが、市

長として環境税を引き続きいただくことを望むのか、それとも前市長が環境税の廃止に当たっ

てそれにかわる担保が提起されましたが、その方針を引き継ぐのか、また様々な問題も抱えて

いる歴史と文化の環境税に対して、今後の対応に対する考え方を明らかにしていただきたい。 

 ５項目めは、同じく、（仮称）学校支援人材バンクについて回答を求めます。 

 この構想については、同じような内容について再三一般質問を行ってきました。特に、小学

校１年生、中学校３年生に対して30人学級をぜひ実現させていただきたいと要求してきまし

た。また、県の加配職員制度の活用を要求し、一部実現いたしました。教育の充実を求めて教

職員退職者の雇用も要求してまいりましたが、実現いたしておりません。市長は、現在置かれ

ている教師の実態を把握され、子供と向き合う時間の確保、学力向上、いじめ防止のために学

校支援の人材を各学校に登録し、学校を支援する制度を検討されておりますが、教育委員会、

教職員との意見交換を初め、協議を行ったのか回答いただきたい。教師の負担軽減と言うなら

ば、具体的には教育上、児童・生徒の配慮も必要であり、数日間の配置では問題の解決になら

ないと思いますが、どのような学校支援対策システムを検討しているのか回答いただきたい。 

 ６項目めは、コミュニティバスの乗り入れについて質問をいたします。 

 県下の中で市民要求をいち早く行政が企画し、議会に承認を求めてきたまほろば号について

は、一定の成果が出ていると評価いたします。運行開始から再三にわたって市民要望が強く、

その都度議会に説明を行い、協議を重ねてきました。その一方、財政負担も増大していること

は事実ですが、利用率の高い路線や見直しを行う路線も出てきております。運行から９年間経

過しました。その間、地域住民から乗り入れに対する要望等各行政区から出ており、一般質

問、決算予算委員会などでも論議になっており、行政は見直しを含め検討すると回答いたして

おりますが、一度新設した路線を廃止するというのは大変困難な問題が起きてまいります。今

回市長は、地域密着型の公共交通としてのサービスの一層の向上を図るために、高雄地域や道

幅の狭い東観世地域の新規乗り入れを検討し、高齢社会に対応した福祉バスとしての観点と財

政事情を考慮し、合理的、効果的な事業運営の観点から今日までの取り組みを検証しつつ、総

合的に勘案して検討を行ってまいりますと明らかにしておりますが、市民に期待を持たせて、
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それが実現しない場合など問題にもなりかねません。特に、西鉄東口の乗り入れ要望を初め、

連歌屋、石坂等の乗り入れ要望も強く、今後の検討課題として問題が発生します。 

 今、全国各地で取り組まれているコミュニティバスについては、タクシー会社に委託、10人

乗りのバスでの運行、予約制度等様々な取り組みが行われています。以前も財政負担の軽減を

図るために運転業務の雇用方法の見直しや、佐賀県基山町のコミュニティバスの運行について

も発言いたしておりました。道路の拡幅で乗り入れできない地域や行政区の要望についてどの

ように検討しているかをご回答ください。 

 ７項目めについては、（仮称）ＪＲ太宰府駅について質問します。 

 市長は、初めに駅ありきとは考えていません、と施政方針で述べておりますが、この問題に

ついては長期間にわたり行政と議会も（仮称）ＪＲ太宰府駅についての設置を検討し、ＪＲに

陳情、その結果待避線もつくられております。各議員からも一般質問を初め、各委員会でも質

問が再三なされております。議会では、特別委員会が２期にわたり設置され、議論がなされて

きました。ある一定の青写真も検討された経過があります。その間の財政事情も含め、筑紫野

市と隣接している用地の問題や佐野東地区の区画整理について検討した結果がありますが、財

政上の問題で棚上げとなっております。市長として周辺地域の面的整備を第一義として、歴史

と観光のまち太宰府にふさわしい青写真を描き、平成20年には見通しをつけると言っておられ

ますが見通しをつけるだけで終わるのか、それとも（仮称）ＪＲ太宰府駅をつくる方針であれ

ば、完成年度を明らかにすべきでないかと回答を求めます。 

 ８項目めについては、公共施設使用料の減免について質問します。 

 前市長と当時の助役である市長は、外郭団体を初め、社会教育、文化団体については補助金

を交付しているので市民の方々の利用料の協調性を保つために公共施設の利用料の減免につい

ては廃止を行うと議会に説明してきました。議会の中でも反対がありましたが、実施がなされ

ました。その間、様々な問題も発生して、行政は一部予算対応してきたことも事実です。新市

長になられ、減免制度を復活することに評価いたしますが、市の外郭団体を初め、生涯学習、

社会教育、後援団体等、市内外には様々な市民団体がありますが、この団体に対して減免制度

をどのように適用するのか明らかにしていただくよう回答を求めます。 

 ９項目めについては、「（仮称）市長と語ろう未来の太宰府・ふれあい懇談会」について質

問いたします。 

 市長が市民の声を聞くことはすばらしいことです。元市長さんのお二人も市長への手紙や市

民との懇談会を企画し、地域に出かけて市民の意見を聞いてこられました。新市長は、行政区

ごとに設置し、１回とは言わず何回でも地域に出向き、地域の課題や問題をともに語り合い、

その成果を市政に反映させる努力を職員と一丸となり積み重ねてまいりますと言っておられま

すが、行政44区、小学校７校あり、具体的な日程調整を行わない限り、一時的なものに終わっ

てしまうような感じがいたしますが、年間計画など事前に明らかにすることができるのか、回

答ください。 
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 10項目めについては、火葬場問題について質問をさせていただきます。 

 この質問については、一般質問で平成18年９月14日に行っております。佐藤前市長は、事業

費総額の軽減、年間維持費の低減や自治体間の広域的処理において、筑紫野・春日・筑前筑慈

苑施設組合に加入を依頼していると回答、担当部長としては開発委員会に受け入れの検討をお

願いをいたしておりますと、少し時間がかかりますが意見が集約されると伺っておりますと報

告されておりますが、私は質問として、北谷区に建てかえ協議を平成13年10月20日に行い、平

成60年までに3億8,505万9,000円の地元要望事業と年間330万円の地元協力金の支出を議会に承

認を受けて現在まで支出を行っております。その後、調印から３年が経過しました。本来、地

方自治体の事業として利便性や財政負担問題を考えるならば、北谷区に建てかえの場合は建設

に対して国の地方債が認められますが、既設施設の加入については筑慈苑建設費約29億円、周

辺環境整備費約18億円、合計約47億円を２市１町で負担しております。太宰府市、大野城市が

加入すると、その財政負担が求められますが、加入に対して財政計画は検討されているのか報

告をいただき、市長は筑紫野・春日・筑前筑慈苑施設組合の加入が適切であると判断、本年中

に結論を出したいと考えておりますと言っておられますが、受け入れられない場合の対応と受

け入れられた場合の北谷区の補償問題はどうなるのかをあわせて回答いただきたい。 

 最後の質問は、上下水道について質問します。 

 太宰府市の水道受水状況は、平成17年度では総受水量453万4,000、その内容を見ますと、

松川・大佐野ダム101万、山神ダム98万、福岡水道企業団253万で、総受水量の56％を福

岡水道企業団の高い水道水を購入しております。１立方メートル当たり122円、福岡水道企業

団の料金です。一方、山神水道企業団は、１立方メートル当たり77円。福岡水道企業団の海水

淡水化事業供用開始に伴う受水費は、平成13年度1億5,000万円が平成17年度は倍に近い3億

700万円となっております。平成24年度完成予定の大山ダムの給水権利によって、高い福岡水

道企業団の水道水を買う結果になります。市長は、福岡水道企業団に対し、高い水道の引き下

げを要求する考え方がないかを伺います。 

 また、平成19年度当初、水道事業会計の現金預金に対しては、国債５億円を含み、約19億円

を保有しております。下水道会計についても、約18億円の預貯金があります。福岡市を初め、

各地からのこの太宰府に転入者の方々は、太宰府の水道、下水道料金は高い、引き下げていた

だきたいとの強い要望に対して、私は以前にも質問いたしました。特に問題点として、事業用

上下水道料金は経費算入をされますが、一般市民の方々が使う家庭水道下水道料金は経費算入

されません。このような同じ料金体系になっていることに対し、見直しを要求しておりました

が、見直し時期については審議会にも諮れず、佐藤前市長の決裁で料金が据え置かれておりま

す。市長は、家庭用の水道下水道使用料の軽減を図るためにも、料金の見直しを検討する考え

方がないかをお答えください。 

○議長（不老光幸議員） 統括答弁。 

 市長。 
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○市長（井上保廣） おはようございます。 

 ただいま施政方針に関しまして市議会会派日本共産党太宰府市議団を代表されまして武藤哲

志議員よりご質問をいただきましたので、順次ご回答を申し上げます。 

 最初に、経常収支比率の改善方針についてのご質問にお答えをいたします。 

 財政構造の弾力性を測定いたします指数であります経常収支比率は、本市において平成17年

度98.6％という硬直した数値となっており、平成19年度決算までに98.0％、平成24年決算まで

に89.0％という目標を設定いたしまして改善してまいりたいと思っております。 

 経常収支比率を0.1ポイント変動させますためには、約1,200万円の経常一般財源収入額を増

額または税金等の一般財源を充当する経常的な経費を減額しなければなりません。したがいま

して、平成17年度98.6％を平成19年度に98.0％にするためには、約7,200万円、平成24年度

89.0％にいたしますためには、さらに約10億8,000万円の歳入の確保もしくは歳出の削減を図

っていくことを数値目標といたしております。 

 歳入面におきましては、経常的な支出は経常的な収入をもって充てるという財政原則のもと

に、市税を初め、使用料・手数料、負担金、普通交付税といった経常的収入を高めていくこと

が重要であると考えております。 

 市税におきましては、公平性を図る観点からも、人材育成を初め、徴収システムの充実によ

りまして徴収率を高め、安定した税収を適正に維持する努力を行っていきました。また、使用

料・手数料、負担金につきましても、公平な受益者負担の立場から適正な水準への見直しを図

ってまいりたいと、このように思っております。 

 また、経常的な一般財源となります普通交付税につきましては、算定の中で重要なウェート

を占める起債について、算入率の高い起債を優先して借り入れ、普通交付税への算入強化を図

っているところでございます。 

 歳出面におきましては、義務的経費のうち、まず人件費につきまして、平成20年度以降、職

員の大量退職が始まります。平成17年度を基準といたしまして、平成23年度末までには約70人

の退職者が見込まれまして、必要な職員採用を行っていきましても人件費のうち経常一般財源

は、平成17年度決算で約31億400万円が、平成24年度には4億6,000万円の減の約26億4,200万円

となると見込んでおります。 

 また、公債費、市債の発行につきましても、公債償還金よりかなり抑えた20億円以下に抑制

することによりまして、公債費のうち経常一般財源は、平成17年度決算で約24億7,400万円

が、平成24年度には6億8,000万円減の約17億9,700万円になると、このように見込んでおりま

す。 

 しかし一方では、扶助費でありますとかその他の経常経費の伸びが見込まれますので、常に

将来にわたって財政の健全性や弾力性を確保するために、経常収支比率をより一層低減させて

いくことが重要でありまして、歳入歳出の両面からあらゆる方策をとっていく必要があると、

このように認識をいたしております。 
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 また、最少の経費で最大の効果を上げるという財政の効率的運営に努めながら、職員の時間

外手当を初め、賃金を含めた人件費や消耗品費、食糧費といった需用費、旅費等におきまして

も、予算編成、執行時におきまして全庁的に経常経費の削減に努めておるところでございま

す。 

 今後、経常収支比率を注視しながら、経常収支比率の削減に向けての努力を続けまして、少

しでも多く投資的経費へ振り分けることができるように努力してまいりたいと、このように思

っております。 

 次に、「（仮称）もっと元気に・がんばる太宰府委員会」につきましてのご質問にお答えを

いたします。 

 新たな財源確保を図るため、昨年から庁内関係課で検討を重ね、広報紙、ホームページ、納

税通知書用封筒等を媒体とした有料広告事業を開始をいたしております。このことによりまし

て歳入の確保に努めておるところでございます。 

 まずは、自主財源にできるものはないかなど、内部組織で十分なる論議を尽くすことが第一

義的と考えておりますが、今後はさらに外部のご意見、あるいは民の発想、手法をご提言いた

だくことができるような、そういった委員会の設置も一つの方策であると思っております。そ

うした中から、その知恵を行政に生かし、まさに官民協働のまちづくりを行っていきたいと、

このように考えております。 

 次に、市役所の開庁時間や休日の開庁計画についてのご質問にお答えをいたします。 

 市民の目線に立った、より質の高い市民サービス、窓口業務を目指し、転入、転出の多い繁

忙期における開庁時間の延長、さらには休日の受け付け業務などの対応につきましては、関係

部門が相互に連携し、来年２月をめどに可能な部分からまず試行してまいりたいと、このよう

に考えております。 

 窓口サービスの分野といたしましては、住民票、印鑑証明、税務関係諸証明のほか、転入・

転出、印鑑登録、国民健康保険、上下水道、児童手当、保育所等の業務が考えられます。ま

た、開庁時間につきましては、年末年始、年度がわり、平日の夜間、土曜・日曜といろんな方

法があろうかと思っております。 

 ご質問では、具体的にはどのような形で取り組むのか明らかにされたいとのことでございま

すが、よりスムーズな体制づくりのためには内部におけます十分な調整が必要でございます。

また、現在本年10月をめどといたしまして進めております行政機構改革を踏まえる必要もござ

いますので、いましばらく時間をいただきたいと思います。 

 なお、試行にあわせまして市民ニーズ調査を行いながら、より市民の目線に立った、質の高

い行政サービスを目指してまいりたい、このように思っております。 

 次に、歴史と文化の環境税についてのご質問にお答えをいたします。 

 この税は、地方分権一括法に基づく課税自主権の行使、自主財源の確保の観点から、平成

15年５月から導入をいたしております。 
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 税収は、平成18年度実績で約6,400万円の収入がございました。導入時から平成19年３月徴

収分まで、約1億9,000万円の収入となっておりまして、本市のまちづくりのための貴重な財源

となっておりまして、基本的には継続したいと、このように考えております。 

 基金について、一定の財源が確保されるのか、将来への継続性は見込めるのか、アンケート

において修正も含めて約８割の方が継続を示されている市民に対して理解が得られるかどうか

という視点に基づいて、今後とも推移を見守り、税制審議会の意見を踏まえ、法定外普通税で

あります歴史と文化の環境税につきまして判断してまいりたいと、このように考えておりま

す。 

 次に、（仮称）学校支援人材バンクについてのご質問にお答えをいたします。 

 学校への支援につきましては、多くの方々に様々な形で行っていただいておりますことに大

変感謝をしているところでございます。しかしながら、そのような中で現場の先生は、学力向

上や発生した問題解決のために奔走し、多忙な日々とお聞きをいたしております。 

 このことから、学校、先生へのサポート、支援を行っていただく方々の把握、管理を学校ご

とに行うのではなく、市で整理し、校長の派遣申請などに基づいて対処すれば、先生方の負担

も軽減され、発生した問題の解決や学校が目指します学力の向上などに結びつくのではないか

と、このような考えから、選挙公約に掲げたところでございます。 

 議員お尋ねの実施時期、協議期間につきましてでございますが、どのような内容が市全体の

制度として望ましいのか、学校現場の考えや状況、先進地、近隣市町の例などを調査研究させ

ていただきたいと考えております。 

 実施には、いましばらく時間を要すると考えておりますので、よろしくお願いを申し上げま

す。 

 次に、コミュニティバス乗り入れについてのご質問にお答えをいたします。 

 現在運行しておりますコミュニティバスにつきましては、本年秋ごろをめどにより、合理

的、効率的な運営も含めた全体的な見直しを行いたいと考えております。 

 また、新規乗り入れの地域についてでございますが、高雄地区や東観世地区を初め数地区で

既に要望がなされておりますけれども、新たな路線の開設につきましては、今後運行経費や利

用者数等を含めた費用対効果や運行するための課題、問題点を明らかにし、関係地区住民の意

見を十分拝聴しながら結論を出していきたいと、このように考えております。 

 次に、（仮称）ＪＲ太宰府駅についてのご質問にお答えをいたします。 

 本駅につきましては、第四次総合計画及び都市計画のマスタープランにおきまして、同駅を

交通の拠点として交通、商業、業務施設並びに住宅地が集積する本市の西部拠点と位置づけ、

新しい市街地を形成することといたしております。したがいまして、本駅の設置につきまして

は極めて重要な政策課題と位置づけておりまして、地元住民の皆様の意向を尊重しつつ、周辺

のまちづくりの青写真を描きながら、民間資本を投入するのか、整備範囲はどの程度とすべき

か、都市機能の集積はどの程度が望ましいのかと、こういった諸問題につきまして逐一検証を
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行いながら、実施するとすればいつまでにどのように実施するのか、また周辺地域のまちづく

りの中で駅をどう位置づけるのかといった具体的な動きを示すことができますよう、平成20年

度を目途にその見通しをつけてまいりたいと、このように思っております。 

 次に、公共施設使用料の減免についてのご質問にお答えをいたします。 

 公共施設使用料の減免の見直しにつきましては、公平な受益者負担の原則から一般利用者と

の公平性を図るため、また指定管理者制度の導入等に伴うことから市の方針として、平成18年

１月から市民の皆さんにご理解とご協力をいただきながら実施して１年数カ月が経過をいたし

ました。 

 しかしながら、今回市民の皆様方にお会いする中で、文化協会や体育協会等の団体の会員の

皆さんなど、数多くの市民の皆さんから、使用料や利用面でのご不満やご意見をいただいたと

ころでございます。そういった減免問題につきまして、再度原点に返って見直す必要があると

いう思いに至った次第でございます。 

 このことから市民の皆様が利用しやすい施設にしていく検討や、あるいはスポーツ活動への

参加促進、また文化活動などを総合的に応援していくという観点に立って、現在受益者負担の

原則としながら、負担のあり方について関係課によります調整会議を進めておりまして、減免

対象、減免率及び実施時期など、さらには指定管理料への影響などを含めて検討しているとこ

ろでございます。 

 一定の方向性が決まりました折には、議会に対しましてご報告をしていきたいと考えており

ます。 

 次に、「（仮称）市長と語ろう未来の太宰府・ふれあい懇談会」についてのご質問にお答え

をいたします。 

 これまで広聴活動の一環といたしまして、平成17年度におきまして施政方針や財政状況、主

な事業について地域に出向いて直接市民に対しまして説明を行い、市政やまちづくりについて

市民と積極的に対話して共通認識を持つことによりまして、市民と行政との協働のまちづくり

を推進していくため、市長と語ろう～まちづくり懇談会を総合計画の７つの地域づくりにあわ

せて、各小学校区ごとに７回実施してきております。 

 今回のご質問の件につきましては、私が進めております協働のまちづくりに福祉でまちづく

りを取り込みながら推進するために、地域に出向いて直接市民と懇談をし、市政やまちづくり

について意見交換を行い、市民の率直な意見、提言を市政運営に反映させていくとともに、行

政と市民との協働のまちづくりを推進していくため、現在実施要領等を策定中でございます。 

 次に、火葬場についてのご質問にお答えをいたします。 

 太宰府北寿苑の改築計画につきましては、筑紫野・春日・筑前筑慈苑組合への加入に向けた

協議をさせていただくことになっておりますが、筑慈苑組合では、その前提となります地元、

山家地区開発委員会の了解を事前に得て進めたいとのことで、地元の協議を進めておられま

す。 
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 地元協議はまとまる状況になってきているようでございまして、組合間の事務協議開始も遠

くないというふうに思っております。現時点では、この事務協議をしっかりと行うことが大事

だと考えておりまして、協議が円満にまとまるよう努力してまいる所存でございます。 

 最後に、上下水道についてのご質問にお答えを申し上げます。 

 まず、福岡地区水道企業団に対し、料金の引き下げを要求する考えはないのかとのご質問で

ございますが、福岡地区水道企業団では、平成20年度から財政収支計画策定のための長期財政

収支予測に着手されております。同企業団の平成18年第２回議会決算特別委員会及び平成19年

第１回議会予算特別委員会の中で、料金の見直しについて検討し、構成団体の負担軽減に努め

るべきであるという要望、意見が一部にあっておりまして、大山ダムからの供給開始時期前に

は今後の財政収支計画等で分析、検討されると聞き及んでおりますので、運営協議会の中でも

意見を述べていきたいと、このように考えております。 

 次に、家庭用の上下水道使用料の軽減を図るために料金の見直しを検討する考え方はないか

とのご質問でございますが、水道料金につきましては、市民の皆さんが高い関心を示されてい

ることは、今回の私の選挙期間中にも強く感じております。水道事業につきましては、平成

16年度に一般会計高料金対策補助金を廃止した後、平成16年、平成17年に純損失を生じる赤字

決算となりましたことから、平成18年度には加入負担金を予算第４条の資本的収入から組み替

えを行いまして、収益的収支の財源不足を補うという厳しい経営状況にございます。 

 下水道事業につきましては、繰り出し基準に基づく一般会計の繰出金に左右されますが、財

政収支計画に基づき、毎年度一定の利益を確保する努力を行っておりまして、平成17年度末で

154億円を超える企業償還金を含め、資本的収支の不足額を将来的に補てんする大切な財源と

なるものでございます。 

 上下水道料金につきましては、今後も一層の経費節減に努め、現行料金を据え置く努力を続

けながら、議員ご指摘の料金体系の見直しも含めて、引き下げの可能性について模索していき

たいと考えておりますので、ご理解をいただきたいと思います。 

 以上のとり、ご質問の件につきましては答弁をしてまいりましたが、ただいま承りました貴

重なご意見あるいは要望につきましては、これからの市政運営に当たりまして十分に参考にさ

せていただき、一層の努力をしてまいる所存でございます。 

 以上でございます。ありがとうございました。 

○議長（不老光幸議員） ここで11時まで暫時休憩をします。 

              休憩 午前10時50分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

              再開 午前11時00分 

○議長（不老光幸議員） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 １項目めについて再質問はありませんか。 

 19番武藤哲志議員。 
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○１９番（武藤哲志議員） 市長、11項目について回答いただきましてありがとうございます。な

お、私の質問と各会派の質問が重複しておりまして、ほかの会派の質問にも回答すると思うん

ですが、この１項目の財政、市長が経常収支比率を89％まで下げたいという、この部分につい

ては大変評価をいたしますが、やはり太宰府の特徴としては、今まで行ってきた議会の経過を

見ますと、やはり安定した行政運営をするために地方債についても慎重かつそれなりの国の保

証があるような形、それから文化財についても40億円近く、全額に近い国の保証がなされてお

りますが、一つは今後ほかの質問項目とも関連しますが、やはり市民からハードやソフトの面

も要望が出てくると思うんですね。そういう状況の中にどう対応していくかというのもありま

す。そういう状況の中で、やはり市民ニーズにやっぱりどうこたえていくかというのがありま

すので、その辺も財政と結びつけてですね、やはり行政として対応していくようにお願いをい

たします。 

 私、１項目めはこれで終わります。 

 それから、２項目めの問題ですけれど、この問題についてちょっと私が一番心配するのは、

この民間の意見を市長として聞きたいということで言っておられますが、やはり皆さん方一生

懸命仕事されていること、私評価はします。ところが、行政の仕事というのは簡単じゃないと

私も言いましたように、皆さんがそこに座るまでというのは30年近くあるわけですよ。で、い

ろんな形で責務があります。執行権持ってます。ところが、外部から見ると、職員はよっぽど

民間と比べて楽をしているという方の受けとめ方があると思うんですが、やはりこの市役所の

業務というのは100以上の業務がある。それに責任を持たなきゃならないというのがあるんで

すね。ところが、民間は一生懸命苦労しているんだけど、行政は楽をしているという受けとめ

方があるようですが、その中でここにも書いているように、やはり私は今までの内容を見てお

りまして、指定管理者にした、そういう中で嘱託、臨時の方、パートの方をお願いした、そこ

に矛盾点も出てきているわけですよ。だから、そこは市長としてやはり行政の責務、行政の仕

事、こういう状況の中で財政確保すると言うならば、そこの行政の仕事の内容だけは明確にし

て、この（仮称）もっと元気に・がんばる太宰府委員会の設置をしないことには、私ども議会

や行政が批判を受けることになりかねませんので、その辺はどうでしょうか。明確にですね、

行政の仕事、この辺を明らかにちょっと１点していただけませんか。 

○議長（不老光幸議員） 市長。 

○市長（井上保廣） 今、ご指摘のように、私はもっと元気に・がんばる太宰府委員会を開催して

いきたいと思っております。これは、将来とも太宰府市が市民協働のまちづくりをし、そして

太宰府市住んでよかったと言われるようなまちづくりにしていくためでございます。現時点だ

けではなくて将来にわたってやっていくためには、今何をどういうふうな形の中で制度設計で

ありますとか全般的な行政をどういうふうに見直していく必要があるか、基本をどこにつくっ

ておく必要があるかというような視点で私は提唱し、頑張っていきたいというふうに思ってお

ります。基本的には、私は今まではスクラップ・アンド・ビルドでございましたけれども、私
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の考え方は、ビルド・アンド・スクラップ。やはり、太宰府市にとって必要な事業、市民にと

って必要な財源等については私は確保していく考え方でございます。市民の要望あるいは志の

芽をつむような縮み指向は持っていないというようなことにつきましても、私は選挙期間中に

訴えてきております。そのために、あれもこれもできませんから、身の丈に合う財政運営を心

がけていきたいと。市民にとっての不利益になるようなことについては決して考えておりませ

ん。 

○議長（不老光幸議員） ２項目めについて再々質問はありませんか。 

 19番武藤哲志議員。 

○１９番（武藤哲志議員） ３項目めについて入っていいでしょうか。 

○議長（不老光幸議員） はい。２項目めは終わりました。 

 19番武藤哲志議員。 

○１９番（武藤哲志議員） ３項目めについて、以前も休日だとか、そういう論議もしてきて、今

度市長になられまして、そういう市民ニーズにこたえたいということで休日だとかそういう転

入、転出時期に時間延長ということについては評価をしますが、今やはり太宰府も以前と違っ

てオンライン化されてます。そのオンラインについては、だれが使ったというのはきちっとコ

ンピューターを見るときには出てくると思うんですよ。だから、そういうコンピューターを

様々な形で、今市役所にお見えになると本当各課を回らなきゃいけない状況があるんですね。

そういうのをどう見直していくのか。住民票の転出の場合については国保年金課に行きなさ

い。そして、税金の滞納があればどうするのかという形で税務課に行く。学校の転入があれば

教育委員会に行くとかですね、水道、下水道の休止の問題があれば行くという問題があります

が、そういう窓口をやっぱり一本化して、市民があっちに行く、こっちに行くというのはちょ

っと、やはりそういう問題も見直していく必要があると思うんですね。 

 それと、私はやっぱり太宰府市はですね、見ておりまして市民の方がお見えになりますが、

以前も質問したように、職員というのは今も行政に来たときにどう対応するかというのはです

ね、やはり今のカウンターは下げるべきですよ。市民にお座りくださいと。来ていただいて座

っていただいて、そして業務をするぐらいの、何かそういうものが必要ですよ。今、外国では

皆それが当たり前。戸籍とか住民票いただくときには手数料を払っていただくわけですから、

そのお金は払うわ、立ったままで業務を受け付けるという状況じゃなくて、そういう発想の転

換、こういう状況も必要じゃないかなと。今、座っていただいて相談を受けるのは納税課で

す。ほかは座る場所は福祉事務所と子育て支援課もありますかね。やっぱり一番窓口、住民票

あたりのところも、もう少しカウンターを下げて、職員が対応するとかですね、コンピュータ

ーも一元化をして、あっちこっちに市民が行ったり来たりしないように、異動届に確認をもら

ってきてくださいというのを、どこの自治体でもコンピューターを一本化して、コンピュータ

ーを見れば、水道に加入しているのか、下水道があるのか、井戸なのか、学校があるのかどう

かとかですね、そういうのは全部一本化するような方法は今後の検討課題としてすべきじゃな
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かと思いますが、この辺どうでしょうか。 

○議長（不老光幸議員） 市長。 

○市長（井上保廣） 本市におきましては、皆様方もご承知のように、コンピューター、パソコン

を職員１人１台配置しての業務管理をいたしております。やはり市民の目線に立った窓口業務

の必要性を私は痛感をいたしております。そのためには、前提として今武藤議員がご指摘され

ておりますように、コンピューターデータの一元化をしていく必要があると。今は、恐らく私

は中身まで詳細には存じませんけれども、データが入っておるわけですから一元化することに

ついては可能だと。そしてまた、総合窓口を置いて行うというあらゆる方策を練りながら、市

民のサービスの向上に向けて、休日あるいは繁忙期の開庁に向けて、私はまず試行から行って

いきたいと。そして、問題点の整理をしながら本格実施というような形につなげていきたいと

いうふうに思っております。 

○議長（不老光幸議員） 再々質問はありますか。 

 19番武藤哲志議員。 

○１９番（武藤哲志議員） ありません。４項目めをお願いします。 

○議長（不老光幸議員） ４項目めの再質問に移ります。 

 19番武藤哲志議員。 

○１９番（武藤哲志議員） 私も以前この環境税の問題については付託を受けまして大変論議を

し、参考人招致までして論議をしていました。今市長としては環境税、当初6,400万円が今1億

9,000万円近くの歳入になっている。議会としても基金創設調査特別委員会も出されておりま

すが、現在のところ以前の特別委員会も結論を出しておりませんが、相当この問題について市

長としては精力的に動かないことには解決にならないと思うんですね、この事業者の方々、こ

ういう方に対しても。だから、以前の市長としても担保として、それはもう基金で１億円か２

億円ぐらい基金があったって、今財団だとかスポーツ振興財団見てもたった１億円、２億円と

いう、金額は大きいですが利息としてはわずかですよ。だから、その担保があればというのが

以前からありまして、毎年6,000万円から7,000万円の収入が得られるかどうかという大きな問

題もありますし、また事業者は何で私ら28業者だけがこういう税金集めなきゃならないかとい

うのがありますが、引き続きこの問題については、市長を始めですね、副市長、担当者がやっ

ぱり精力的に動いて、問題を解決させる、環境税をいただくならばその努力をする。もしいた

だかなければ、どんな状況で財源を確保するのか、市長の方針をやるのはやはり精力的に動か

なければ解決しないと思いますが、そういう努力はなされますか。これだけで回答いただいて

終わります。 

○議長（不老光幸議員） 市長。 

○市長（井上保廣） 私は、まず行動ありき、現場主義を行っていきたいというふうに思っており

ます。この環境税につきましては、マニフェストの中におきましても示しておりますように、

私はまちづくりのための財源確保のために必要であるというふうに思っておりますので、継続
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が基本の考え方でございます。 

 また、今、議会を初めといたしまして（仮称）太宰府みらい基金の提起もあっておりますの

で、そのありようを推移を見ながら最終的な判断をしてまいりたいというふうに思っておりま

す。その場合の努力は当然、執行部のあるいは首長として私は行っていく所存でございます。 

（19番武藤哲志議員「再々質問」と呼ぶ） 

○議長（不老光幸議員） 再々質問を許可します。 

 19番武藤哲志議員。 

○１９番（武藤哲志議員） もう一つはですね、やはり環境税をいただく以上は事業者に対して、

やっぱりどういただいたとか、徴収業務だとかいろんな部分がありますが、やっぱり太宰府の

この貴重な財源で句碑を建てたり仮設トイレを設置したりしていますが、この環境税をいただ

いている事業者に対し、そのいただいた税金をどう事業者の環境整備に充てるかを最重点に考

えていただかないとご理解いただけないと思いますが、見ておりまして余りにも集めた金額の

5,000万円、6,000万円のうち返す金額が少ないような感じがしますが、この辺をもう少し見直

す考え方がありますか。 

○議長（不老光幸議員） 市長。 

○市長（井上保廣） 今、特別徴収義務者として事業者にお願いをしておるわけでございまして、

私ども6万7,000人の気持ちといたしましては、ありがたいといいましょうか、そういったご労

苦に対しますお骨折りに対しましては、そういった感謝の念は持っておるところでございま

す。また、その負担金といいましょうか、報償といいましょうか、報いといいましょうか、そ

ういった謝金等は一人一人には支給できませんので、その組織に対しますところの今金額、財

政面でバックをしておりますけれども、現時点においてはその金額については変える考え方は

ございませんが、今の状況が不備とかいろんな問題点等があれば考えていきたいというふうに

思います。 

○議長（不老光幸議員） ５項目めについて再質問ありませんか。 

 19番武藤哲志議員。 

○１９番（武藤哲志議員） 私は、市長がこういう提起されたことについては大変評価しますが、

後で結構ですが、今、先生たちというのは大変な状況ですが、現在、昔と違って今の教育とい

うのは大変厳しい状況ですが、病気による休職者が現在この過去３年の間、いろんな体の不調

を含めて休職者が何人あるのか。それから、学校を見ておりましても８時、９時、10時と職員

室に電気がついておりますが、小学校７校、中学校４校の先生たちが勤務時間が終わっても仕

事が残っておる。また、研究指定校の関係でいろんな形でそういう仕事がありますが、先生の

勤務時間の実態ですね、こういうものを出していただいて、それからやはり特に私ども総務文

教委員会では不登校の問題、こういう問題で先生たちも苦労されているようですし、こういう

不登校問題を対策するためには、その子に当たれば教室がなかなか運営できないという問題が

ありますし、どのぐらいの教育の支援、人材バンクのために要るのかはですね、ここでは回答
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を求めませんが、ちょっと後で私の方に報告もいただきたいし、所管の委員会でも資料を出し

ていただくようにお願いをいたしておきます。この５項目めはこれで終わります。 

 議長、６項目めを許可いただきたいと思います。 

○議長（不老光幸議員） ６項目めについて再質問はありませんか。 

 19番武藤哲志議員。 

○１９番（武藤哲志議員） それじゃあ、市長は秋には大体見直しをしたいということで、新たに

高雄、観世だとか新設路線で、どういう効果があるかという部分がありますが、やはりこの問

題については行政の発想で、行政が大変努力をし、全国的でも一、二番目にこういう市民のニ

ーズにこたえる、議会の発議じゃなくてあなた方が出してきた内容です。これに対しても大変

な税金も使われていることは評価します。ただし、今全国的にもこの何日かの新聞に載ってま

すが、ああいう西鉄だとかバス会社には国の補助金が出て、太宰府は特別に始まったために交

付税措置がなされた経過がありますが、今後地方自治体に対する補助金は大変厳しくなりま

す。こういう状況の中で新設する場合の難しさもありますし、小型化とかそういう問題につい

ても、あなた方が提案をし、議会で承認した経過がありますので、今後私が提起している内容

について議会にも諮っていただくようにお願いをいたしておきます。 

 じゃあ、６項目終わりまして、議長、７項目の質問に入らせていただきたいと思います。 

○議長（不老光幸議員） ７項目めの再質問に入ります。 

 19番武藤哲志議員。 

○１９番（武藤哲志議員） やはり、私ども８年間にわたってＪＲ太宰府駅をどうするか。以前、

伊藤市長さんの段階でＪＲ都府楼南駅ができるときに、太宰府の顔、国立博物館設置に伴う駅

の開設としてやってきました。ところが、あの辺は市街化調整区域で筑紫野市に隣接をしてま

すし、道路もない、どうするかという中で論議をしてきたことですので、できればこの問題は

大きな太宰府の課題です。ぜひひとつ見通しをつけるというか、私どもも駅もどういう状況の

駅がいいかという形で何カ所も駅も見に行きましたし、周辺も調査もしておりますので、やは

り財政的な規模、どうするかも含めて今後も提案を議会の方に説明をいただくことをお願いを

いたしておきます。 

 ７項目めは終わります。 

○議長（不老光幸議員） ８項目めの再質問に入ります。 

 19番武藤哲志議員。 

○１９番（武藤哲志議員） 公共施設の問題について、今の市長の説明でよくわかりました。とこ

ろがですね、やはりこの減免というのは、早く言えば文化協会だとか吹奏楽団とか体育協会と

いうだけじゃありません。いろんな形で外郭団体もありますし、ＰＴＡもありますし、それか

ら太宰府市が後援する団体もありますので、あれだけ議会で論議されましたので、今後どうい

う形であり方を検討すると、利用しやすいようにするか方向性を明らかにするということです

ので、この問題について改めて議会の方にも、見通し、内容、また減免の条例が以前ありまし
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たが、その減免条例を新たにどうするかを含めて議会との協議をしていただきたいと思います

が、この点どうでしょうか。 

○議長（不老光幸議員） 市長。 

○市長（井上保廣） この説明の中でもご説明いたしましたように、私が選挙期間中を通して市民

の声を聞き、そしてお教えをいただきました。その中で一番多かったのが、この公共料金の減

免の問題。これは、文化協会あるいは体育協会だけではございませんで、小・中学校が公の施

設を使う場合でありましてもそういった声を聞いてまいりました。私は、平成18年にこういっ

た市の方針として減免制度の廃止を行いましたけれども、結果として私はその政策を覆し、そ

して元に戻すというふうなことを決断をいたしました。今からも、行って、やった結果とし

て、時としてそういった施策が出てまいった場合については再検討をし、そして勇気を持って

元に戻すというようなことも今後もあり得るのではないかなと、私も100％ではありませんの

で、間違ったときについては改めて率直に謝り、そして元に戻すというふうな勇気を持ってい

きたいと、このように思っております。 

○議長（不老光幸議員） 再々質問ありませんか。 

 19番武藤哲志議員。 

○１９番（武藤哲志議員） ありません。 

 ９項目に入りたいと思います。 

 大変、市長と語ろう会についてですが、以前も長い歴史を見ておりましてね、やっぱり４年

間という期間があります。市長としての公務というのは大変です。いろんな催しもあります

し、日曜も祭日もありません。そういう状況の中で、やはり具体的に年間計画をして、そして

事前に広報だとかそういうものも含めてやっていただかないと、当初だけの部分では、解決し

ませんので、できるだけ年間計画を出していただいて、やっぱり市民の要望だとか意見とか、

そういうものもですね、もともと太宰府市には出前講座というのはあるんですよ。ところが、

すばらしいものがあっても、それがやっぱり当初は大変充実していますが、時間がたつにつれ

て薄れていく経過があります。それをどう市長がみずから市民の中に入っていくかという問題

は、やはりその努力をしないと断ち切れてしまいますよということを指摘をいたしておきま

す。 

 それじゃあ、議長、10項目めの質疑に入らせていただきたいと思います。 

○議長（不老光幸議員） 10項目めの再質問を許可します。 

 19番武藤哲志議員。 

○１９番（武藤哲志議員） では、10項目めですが、私は一番懸念しているのは、以前もこの質問

しておりますが、火葬業務というのは本来固有の業務です。北谷にはもう本当私も建設時から

の経過を知っておりまして、大変な内容です。北谷の地元も努力もいただいておりまして、そ

して当然建てかえようと思う中に急遽筑慈苑の方に加入の問題が出てきますと、そこでは借金

もすることもできない、また加入に対して建設して借金を払うというのをやめて一時的な問題
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もあると思うんですが、もしやっぱり判断を誤ればね、やはり大変なことになりますので、結

論を出したいということになっておりますが、精力的にして、だめならだめで直ちに北谷にや

っぱり建てかえを行うと。そうすると、市民も利便性、筑紫野市まで大野城市から行かなくて

もいいわけですから、その判断は明確にしていただくようにお願いをいたしておきますが、結

論を早急に出していただきたい。北谷の部分の補償はしなきゃいかん。筑慈苑に加入すると加

入金や運営費や出さなきゃいかんという二重の負担をするような行政であってはならないと思

いますが、この点いかがでしょうか。 

○議長（不老光幸議員） 市長。 

○市長（井上保廣） この件については、後戻りすることなく、前に前に進むように努力してまい

ります。 

○議長（不老光幸議員） 11項目めの再質問を許可します。 

 19番武藤哲志議員。 

○１９番（武藤哲志議員） それじゃあ、最後の上下水道問題ですが、本当に福岡水道企業団の水

は高い。先ほども言いましたように、太宰府の水源としては101万㎥、山神ダムが98万㎥、そ

して福岡水道企業団から太宰府の水の56％を受水してますが、この太宰府の水と山神水道企業

団の水の倍近くを払ってますので、市長としてもこの水道の、それかといって海水ができたか

らといって太宰府持ってきているわけじゃありません。筑後川の水をその分だけの海水の権利

をもらうとか、それから大山ダムの権利についても福岡水道企業団の水をもらうわけですが、

この水はほかの自治体と比べて高いと、ただしもう福岡水道企業団の水ができて30年近くなる

わけですから、圧送して送られてきている部分については、それなりのリスクを、理由とか内

容を含めてですね、下げさせないと、地方自治体に対しての負担は余りにも大きいですよ。そ

れと同時に、私もさっきも言うように、やっぱり経費に入る水道は、はっきり言って申告のと

きはその分だけ安くなるんですから。ところが、家庭で使う水はひとっつも経費にも入れられ

ないという問題。それから、メーターの使用料の問題もありますが、やはりこの料金の見直し

時期にぱっと市長の決裁だけで据え置いたという問題もあるし、やっぱり論議が必要です。私

どものこの水道料金改定とか、見直しとか引き上げの問題もあると思うんですが、それなりの

ものはぴしっとすべきだと思います。今後の問題についても明確に対応していただくとか、福

岡市に水道企業団の水を下げていただきたいとか、こういう要望についても議会に説明いただ

きたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（不老光幸議員） 市長。 

○市長（井上保廣） この水問題につきましては、これまた私が選挙期間中の中におきましても高

いというふうな声、何とかならんかというふうな声も聞きました。私もＱ＆Ａという、その選

挙期間中に市民の皆さんから出ました意見をまとめてつくりました。つくりながらもそう思い

ました。どうしたら軽減できるのかなと、広域になったらできるのかなと、あるいは一般会計

から繰り入れるというような形が可能なのかなと、その時点の中においても考えました。今議
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員がご指摘されました。事業所用、家庭用。事業所用は、なるほど経費にもなります。そうい

った負担の軽減、格差がございます。今後課題として、私どもはこのことについても中心テー

マとして考えていきますし、また福岡水道企業団の方の推計等もいろいろ方策が練られており

ます。その際におきましても、私も加入の一員として適切な意見を述べてまいりたいというに

思っております。 

○議長（不老光幸議員） 再々質問はありますか。 

 19番武藤哲志議員。 

○１９番（武藤哲志議員） それでは、大変貴重な時間をいただきまして、私の一般質問、11項目

に市長から回答いただきましてありがとうございます。これで私の代表質問は終わらせていた

だきます。どうもありがとうございました。 

○議長（不老光幸議員） 以上で会派日本共産党太宰府市議団の代表質問は終わりました。 

 次に、会派平成の会の代表質問を許可します。 

 14番安部陽議員。 

              〔14番 安部陽議員 登壇〕 

○１４番（安部 陽議員） ただいま発言の許可を得ましたので、平成の会を代表し、質問をいた

します。 

 まず第１点目は、選挙公約で第２の夕張市とならない、経常収支比率を平成24年度までに

89.0％にすると公約されております。市民の方も大きな関心と期待が持たれていると思われま

す。この収支比率の比率減の理由として、現在ハード面の基盤整備に一定のめどがつき、ソフ

ト面の福祉と教育に重点を置いた行財政改革を積極的に行うとありますが、本年度の収支比率

はどのようになるのか。経費削減にのみとらわれた際、萎縮された政策となり、ますます貧弱

な都市に移行する場合もあり、５年先、10年先を見越した計画と政策が大事だと思われます。

市民にわかりやすい政策と経常収支比率の考え方について伺います。 

 ２点目は、機構整備の改善について伺います。 

 マニフェストでは、福祉、教育について重点を置いた政策を進めたいとありますが、今私

は、今後の社会づくりにおきまして本当に重要な施策だと思っております。現在の機構の組織

を見てみますと、技術関係者がまちづくり技術開発課に集中されておりまして、福祉施策の面

におきまして専門的分野の見方が薄らいでいる感があります。このため、現在推し進められて

おります家庭での介護施設、すなわちバリアフリー化が、全然使用できないような、また必要

でない部分の部品をつけたりされた家庭もあり、むだな公金支出となっております。その分野

に没頭でき、命令系統が即決できる体制に改善すべきと思われますが、その見解を伺います。 

 また、本市におきましては、九州国立博物館が大変なにぎわいを見せ、まちのあり方も徐々

に変わりつつあると思われます。したがいまして、観光産業の推進、企業の誘致など、マニフ

ェストのみにかかわらず、時代に即した機構整備を行うべきと思量いたしますが、その見解を

あわせて伺います。 
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 ３点目は、歴史と文化の環境税について伺います。 

 観光のまちづくりには、今や歴史と文化の環境税は貴重な財源確保には欠かせない政策とな

っていると思います。本当に駐車場経営者の皆様には心から感謝申し上げます。一方、他の自

治体を見てみますと、唐津市では美化協力金として200円、武雄市でも中学生以上200円が徴収

されております。また、５月10日付では、五条区長、五条西区長、観世音寺区長から歴史と文

化の環境税の継続に関する陳情書が提出されております。 

 また、前議会では、（仮称）太宰府みらい基金の創設について議論されましたが、議会任期

満了とともに消滅となっております。私は、このみらい基金につきましての前文については理

想的な趣旨で、このような思想と気持ちが皆様に伝われば本当に喜ばしいことでありますが、

この政策がいざ実行となりますと不安とかなりの難題があるようで、また確実な予算が読めな

いのではないかと危惧しております。確かな財源確保、また将来の観光政策を打ち立てるため

には、事業者の方々の協力と気持ちの切りかえが必要だと思います。したがいまして、ボタン

のかけ違い修正のため問題点解決の用意があるのか伺います。 

 ４点目は、福祉の重点施策についてであります。 

 福祉の政策は、「ゆりかごから墓場まで」と言われておりますように、広範囲にわたって事

業が進められております。いろいろな年代や健康づくり、医療対策に大変なお骨折りをいただ

いておりますが、特に高齢者の医療費は毎年増加の一途をたどっております。私は常々、ビタ

ミンＣの効用や軽運動あるいは文化、体育などのサークル活動に力こぶを入れるべきととなえ

てまいりましたが、人員不足かわかりませんが、なかなか対応がなされていないのではないか

と思われてなりません。これ以上保険の負担を増加されることは許されません。医療費増加を

ストップする政策と高齢者対策について、どのように考えてあるのか伺います。 

 ５点目は、教育環境の充実についてであります。 

 安心・安全な教育環境は、学校、家庭に不安定な要素が多いようであります。私は、お父さ

ん、お母さんに孝行する、兄弟やお友達と広く仲よくする、自分たちのまなびやはきれいに掃

除する、公共施設は大事にするなど、また武道や華道、茶道の精神を広め、ボランティア精神

等を含めた明るい教育環境ができないか、また明るい社会づくりができないか、本市独自の道

徳教育ができないか伺います。 

 ６点目は、公共施設使用料の減免についてであります。 

 私は、常々健康と、認知症にならない施策として文化、体育関係の輪を広げ、明るい社会を

推し進めるべきと提案してまいりました。昨年の公共施設利用料減免措置が廃止され、協会に

加入、未加入でも変わりがないということになりました。体育関係、文化サークル関係に加入

していても何もメリットがないという理由で、５サークルぐらいが解散されました。私は、目

的を持ち、皆様とともに語り合うことで、寝たきりや認知症になりにくく、医療費も予算的に

軽減されると思量しております。今回、スポーツ活動や文化活動を支援する観点から公共施設

の減免をするとあります。一日も早く、メリットがある協会強化、また明るい社会づくりのた
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め、使用料の減免率と時期について伺います。 

 ありがとうのまちづくりについて伺います。 

 日本の言葉で失われた言葉に大事な、先生や先輩を敬う、いろいろの方たちや物事に対する

感謝、また感謝の心に対するありがとうという言葉が失われているのではないかと思います。

私たちは、いろいろな方々のお世話になって生きております。また、いろいろなものをつく

り、それをいただくことにより生きております。このように、いろいろな方々、あるいは物に

対する感謝とありがとうの気持ちがあらわれないことによって、保育料や給食費の未納者が多

くなっているものと思量いたします。 

 したがいまして、市民一人一人の方が感謝、ありがとうと言えるまちづくりを推進すること

により、このような保育料を払わない、給食費を払わない未納者が減少すると思いますが、こ

のありがとうのまちづくり推進についてどのような考えか伺います。 

 あとは、自席にて再質問をいたします。 

○議長（不老光幸議員） 市長。 

○市長（井上保廣） ただいま施政方針に関することにつきまして６項目及び施政方針以外に関す

ることにつきまして１項目と、会派平成の会を代表されまして安部議員よりご質問をいただき

ましたので、順にご回答申し上げます。 

 最初に、経常収支比率の改善についての具体的な考え方についてのご質問にお答えを申し上

げます。 

 財政構造の弾力性を測定する指数であります経常収支比率は、本市において平成17年度

98.6％という数値となっており、平成19年度決算までに98.0％、平成24年決算までに89.0％と

いう目標を設定をいたしました。改善してまいりたいと考えております。 

 経常収支比率を0.1ポイント変動させますためには、約1,200万円の経常一般財源収入額を増

額、または税金等の一般財源を充当する経常的な経費を減額しなければなりません。したがい

まして、平成17年度98.6％を平成19年度98.0％にするために約7,200万円、平成24年度89％に

するために、さらに約10億8,000万円の歳入の確保もしくは歳出の削減を図っていくことを数

値目標といたしております。 

 収入面におきましては、経常的な支出は経常的な収入をもって充てるという財政原則のもと

に、市税を初め、使用料・手数料、負担金、普通交付税といった経常的収入を高めていくこと

が重要であると考えております。 

 市税におきましては、公平性の確保を図る観点からも、人材育成を初め徴収システムの充実

によりまして徴収率を高め、安定した税収を適正に維持する努力を行っていき、また使用料・

手数料、負担金につきましても、公平な受益者負担の立場から適正な水準への見直しを図って

まいります。 

 また、経常的な一般財源となります普通交付税におきましては、算定の中で重要なウエート

を占める起債につきまして、算入率の高い起債を優先して借り入れ、普通交付税への算入強化

－110－ 



を図っているところでございます。 

 歳出面につきましては、義務的経費のうち、まず人件費につきましては、平成20年度以降職

員の大量退職が始まり、平成17年度を基準といたしまして、平成23年度末までには約70人の退

職者が見込まれておりまして、必要な職員採用を行っていきましても、人件費のうち経常一般

財源は平成17年度決算で31億400万円が、平成24年度には4億6,000万円の減、約26億4,200万円

となると見込んでおります。 

 また、公債費でございますけれども、市債の発行につきましても公債償還金よりかなり抑え

た20億円以下に抑制することによりまして、公債費のうち経常一般財源は、平成17年度決算で

約24億7,400万円が、平成24年度までには6億8,000万円減となりまして約17億9,700万円となる

見込みをいたしております。 

 しかしながら、一方では、扶助費でありますとかその他の経常経費の伸びが見込まれますの

で、常に将来にわたって財政の健全性や弾力性を確保するためには、経常収支比率をより一層

低減させていくことが重要でありまして、歳入歳出両面からあらゆる方策をとっていく必要が

あると、こういった認識でございます。 

 また、最少の経費で最大の効果を上げるという財政の効率的運営に努めながら、職員の時間

外手当を初め、賃金を含めた人件費や消耗品、食糧費といった需用費、旅費等におきまして

も、予算編成あるいは執行時におきまして全庁的に経常経費の削減に努めているところでござ

います。 

 今後、経常収支比率を注視しながら、経常収支比率の削減に向けて努力を続けて、少しでも

多く、やはり投資的経費へ振り向けることができるような、そういった方法を講じてまいりた

いと、このように思っております。 

 次に、機構整備の改善についてのご質問にお答えを申し上げます。 

 組織機構の改善に係ります介護保険制度の住宅改修に伴う技術職員の配置につきましては、

福祉施策や事務量を勘案した検討を行っていきたいと考えております。 

 また、時代に即した機構整備につきましても、限られた人員でございますので、いずれも職

員間の連携の強化を図り、対応してまいりたいと、このように思っております。 

 次に、歴史と文化の環境税についてのご質問にお答えを申し上げます。 

 この税は、地方分権一括法に基づきまして、課税自主権の行使、自主財源の確保の観点から

平成15年５月から導入をいたしております。税収は、平成18年度実績で約6,400万円の収入が

ございました。導入時から平成19年３月徴収分まで、約1億9,000万円の収入でございます。本

市のまちづくりのためにも貴重な財源となっておりまして、基本的には私は継続したい考え方

でございます。 

 基金について、一定財源の確保をされるのか、将来への継続性は見込めるのか、アンケート

において修正も含めて約８割の市民の皆さん方が継続を示されている市民に対し、理解が得ら

れるかどうかといった視点に基づきまして、今後とも推移を見守り、税制審議会の意見も踏ま
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えながら、法定外普通税でございます歴史と文化の環境税について判断していきたいと、この

ように考えております。 

 次に、福祉の重点施策についてのご質問にご回答を申し上げます。 

 医療費増加をストップする政策でございますが、医療費の増加を抑制していくためには、一

人でも多くの健康な市民をつくっていくことが肝要であると私も思っております。 

 平成20年度からは、生活習慣病に着目した特定健診や特定保健指導が各医療保険者に義務づ

けられました。確実に成果を上げることが求められております。現在保健センターで取り組ん

でおります保健事業とつなげていきながら、市民の皆様の健康づくりを進めることで医療費の

抑制を図ってまいりたいと思っております。 

 高齢者対策としては、65歳以上の高齢者を対象といたしまして、より元気になるための介護

予防事業を実施しております。内容は、毎月１回、健康、栄養、口腔に関する相談を受ける健

やか応援相談室と、筋力向上を目指した体操レクリエーションを行う「健やか筋力アップ教

室」を行っております。 

 また、身体能力等を測定し、自分自身の体力に合った運動についての指導を受け、元気な体

と心をつくることを目的といたしまして、年３回、「元気応援学習会」を実施しております。 

 そのほか、長寿クラブ連合会のご協力をいただきながら、各区の長寿クラブ主催の学習会の

中に、年１回栄養、口腔、運動のテーマのうち１つを計画していただきまして、保健師、栄養

士、健康運動指導士等が地域に出向いて行う「いきいき元気教室」の事業を実施しておりま

す。 

 また、生きがい対策といたしましては、「シルバーいきいきサロン」や「プラチナパソコン

教室」も引き続き行ってまいりたいと、このように考えております。 

 次に、教育環境の充実についてのご質問にお答えを申し上げます。 

 昨年12月に約60年ぶりに行われました教育基本法の改正や教育関連の３法につきまして法改

正に向けた審議が国でも始まるなど、教育改革、教育再生に向けた取り組みが進んでおり、教

育現場を取り巻く環境が大きく変わろうとしております。 

 このような状況の中、議員が申されますように、道徳教育につきましては、後ほど教育長の

方からも回答させていただきますので、よろしくお願いを申し上げます。 

 次に、公共施設使用料の減免についてのご質問にご回答を申し上げます。 

 公共施設使用料の減免の見直しにつきましては、受益者負担の原則から、一般利用者との公

平性を図る理由から、さらには指定管理者制度の導入等に伴うことから、平成18年１月から実

施してきたところでございます。 

 ご質問があっておりますとおり、体育協会あるいは文化協会等の加盟団体の中におきまし

て、幾つかの団体が脱会されたと私も聞き及んでおるところでございます。私も市民の皆様方

にお会いする中で、多くの市民や団体の皆さん方からそういった不満を直接お聞きいたしまし

た。 
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 そういったことから、減免問題について、再度原点に返って考える必要があるというふうに

思ったわけでございまして、そういった中から市民の皆さんが利用しやすい施設にするため

に、スポーツ活動への参加促進、さらには文化活動などへの総合的に支援するという観点に立

って、現在関係課におきまして受益者負担の原則としながらも、負担のあり方について調整会

議を進めておりまして、その中から問題点、課題等の整理、減免対象や減免率及び実施時期な

ど含めて検討しているところでございます。一定の方向が決まり次第、議会の方にも報告をし

ていきたいと考えております。 

 最後に、ありがとうのまちづくりについてのご質問にお答えを申し上げます。 

 今日の地域社会では、都市化、核家族化、少子高齢化の進展によりまして、地域の連帯感で

ありますとか相互扶助意識が薄れてきている状況でございます。議員が申されますように、感

謝とありがとうの気持ちがあらわれるようなまちづくりを、地域コミュニティづくりの推進を

通して広めてまいりたいと私も思っております。 

 以上のとおりご質問の件につきましては答弁してまいりましたけれども、ただいま承りまし

た貴重なご意見や要望につきましては、これからの市政運営に当たりまして十分に参考にさせ

ていただき、なお一層努力してまいる所存でございますので、よろしくお願い申し上げたいと

思います。 

 以上でございます。 

○議長（不老光幸議員） 教育長。 

○教育長（關 敏治） 私の方から教育環境の充実についての道徳教育についてのご質問について

お答えいたします。 

 市内各小・中学校での道徳教育は、学習指導要領に基づき適切に実施されております。中で

も、福祉活動や公共施設の清掃活動、他国の方々との交流など、様々な形での体験活動を行う

などし、活動のすばらしさやよさを児童・生徒に味わわせ、学習を深めておるところでござい

ます。 

 今後の道徳教育のあり方につきましては、その重要性はますます大きく、また教育再生会議

の第２次報告でも徳育として提案されております。また、ニュースによりますと、昨日学校教

育法が成立したと聞いております。このようなことから、今後の推移を見守っていきたいと考

えておるところでございます。 

 以上のとおりご質問につきまして答弁してまいりましたが、ただいま承りました貴重なご意

見やご要望につきまして、これからの市政運営に当たりまして十分に参考にさせていただき、

一層努力をしてまいる所存でございます。 

 以上でございます。 

○議長（不老光幸議員） ここで休憩をします。 

 13時から再開をいたします。 

              休憩 午前11時53分 
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            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

              再開 午後１時00分 

○議長（不老光幸議員） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 １件目について再質問はありませんか。 

 14番安部陽議員。 

○１４番（安部 陽議員） 武藤議員に対しましていろいろとご丁寧な答弁があっておりましたの

で私言うことないんですけれども、１つだけお願いしときます。それは、余りにも経常比率改

善に向かわれまして貧弱な都市になってはならないと思いますので、やはり投入すべきところ

には投入するという覚悟はしていただきたいと思っております。それで第１点目は終わりま

す。 

○議長（不老光幸議員） ２点目について、再質問はありませんか。 

 14番安部陽議員。 

○１４番（安部 陽議員） 機構整備でございますけれども、先ほどの答弁で検討するという回答

を得ております。私考えますと、やはり福祉は福祉での専門的な知識が必要ではないかと、や

はり総合的な技術屋だけではだめだという、いろんなケースによって知恵がわいてくると思い

ますので、材料の使い方だとかそういうことも含めてやっていただければ、この機構整備のよ

さというものが出てくるんじゃないかと。余りにも１課集中というものがちょっと弊害を生ん

だんじゃなかろうかと私は思っておりますので、その点重々今後も考慮しながら機構整備をし

ていただきたいと。そして、やはり観光都市なりの時代に即応した機構整備をお願いしたいと

いうことでございますので、２点目はこれによって終わります。 

○議長（不老光幸議員） ３点目について再質問ありますか。 

 14番安部陽議員。 

○１４番（安部 陽議員） はい。３点目の歴史と文化の環境税でございますけれども、やはりボ

タンのかけ違いが現在まで来ておるということで、これは本当に本市の財源に欠くことのでき

ない財源でありますので、現在税制審議会等でこの事業者の方も五、六人入ってあると思いま

す。そういう方との会合も一、二回じゃなくていろんな角度で協議をもたれまして、そのボタ

ンのかけ違いを早い時期に、やはり先ほど市長も現場に行ってやりたいということでございま

すので、現場を問わず、そういう協議会の場ででもやはり協議をしていただきたいと、これは

いろいろ問題が出てきますので、極力事業者の方との会合を持っていただきたいということを

要望しておきます。 

○議長（不老光幸議員） ４件目について再質問ありますか。 

 14番安部陽議員。 

○１４番（安部 陽議員） ４点目が一番重要じゃなかろうかと思っております。これは、なぜこ

れをいつも質問で出すかということは、余りにもこれが特別会計で賄われているというところ

に皆さんが隠れた負担っていいますか、この特別会計の国民健康保険、介護保険、老人保健、
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これ３つだけで155億円の予算を持っているということです。これに対しまして、一般会計は

人件費だとか土木、いろんな福祉政策、そういうものを含めてでも187億円。もうその差が

30億円ぐらいしかないんですね。それで、やはりこれだけのたった３つの高齢者向けのような

感じの保険でいろんな事業ができますので、やはりこの福祉の伸びを別の形で、先ほど言われ

ましたことを健康づくりだとか、そういうものにやはり目を通していただきまして、このゆり

かごから墓場までの長い大きなスパンを頑張っていただきたいと思っております。 

 したがいまして、いろんな形で現在職員の方頑張っていただいております。これをやはりデ

スクで行うんじゃなくって、先ほど出前という言葉が出ておりました。やはり長寿クラブの会

合だとか、そういうことには一緒になって保健センターの方からできるだけ行っていただい

て、軽運動でもする、あるいは頭の切りかえをしていただくために、いろんな勉強といったら

おかしいですけど、健康についてのそういうアドバイスをしていただくというような機会を持

っていただきたい。それで、出前講座を今後積極的にやっていただきたいと、これも要望して

おきます。 

 それから、次よろしゅうございますか。 

○議長（不老光幸議員） はい、５件目についての再質問を許可します。 

 14番安部陽議員。 

○１４番（安部 陽議員） 教育環境の充実について、ちょっと一言申し上げます。 

 実は私、10日ぐらい前ですかね、太宰府小学校、ここの裏道がやはり暗くて、ちょうど学校

の枝が街灯にかかって、ここは痴漢も出たケースもある道でございます。それについて教育委

員会の方にお願いに行ったわけです。切られなければボランティアでやりますがということで

ございましたけれど、このときにはすぐに職員の方対応していただきまして、３日もかからな

いうちにこの枝を切っていただいて、本当にありがとうございました。そういうふうで、職員

の方がやろうと思えばできる範囲のことはやれるわけですね。そういうことで、できるだけ職

員の方も知恵を絞っていただいて、そういう積極的な環境づくりにお願いしたいと思います。

本当にそれによって市民の方、大変夜道が明るくなって助かりますという言葉をいただいてお

りますので、今後とも教育委員会のこういう方、職員に見習って、ほかの課でもやっていただ

きたいと思っております。 

 それから、もう一つ、ちょっとこれに関連しますけれども、教育関係という立場で申し上げ

ますと、民放テレビで太宰府中学が放映されました。私もこれには見に行きまして、傷んでお

る場所等について見させていただきましたら、本当もう30年たってこんなに傷むもんだろうか

と思うような工事でございました。それで、やはり台風が来たときには、あの窓ガラスは支え

切れないんじゃなかろうかというようなところもありますので、これは予算の関係も出てきて

おりますが、大体太宰府中学はああいうふうで放映されましたので特に注目の的になっている

と思いますが、安心して授業が受けられるような施設にできないかと。私もタイルなんかを見

ましたら、トイレは座るわけですね。そしたら、それよりも１ｍぐらい上のタイルが膨れ上が
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っているんですよ。あれはもう金づちでたたかなくてもどうかしたときにはもう落ちてくるん

じゃないか。それによってけが人が出たら、また補償という問題も出てきますので、そういう

ところについて、そういう目に見えるところについての処置について、今後どういうふうにさ

れるのか。予算計上がなされるのか、なされないのか。やはり緊急度に加えて、経常収支にと

らわれずにやるべきだと思っておりますが、その点についてご回答お願いします。 

○議長（不老光幸議員） 教育部長。 

○教育部長（松永栄人） 太宰府中学校の傷んだ箇所ということでございますが、６月補正予算に

計上をいたしております。また、昨年も一部実施をいたしております。今後も財政当局の方に

は強く要望してまいりたいと思います。 

○議長（不老光幸議員） 再々質問ありますか。 

 14番安部陽議員。 

○１４番（安部 陽議員） 学生の皆さんが安心して勉強できるように、ひとつ頑張っていただき

たいと思っております。 

 次、よろしゅうございますか。 

○議長（不老光幸議員） はい。６件目について再質問ありませんか。 

 14番安部陽議員。 

○１４番（安部 陽議員） ６点目の公共施設利用の減免について、先ほど回答を得ておりますの

で私から申し上げることはないようでございますが、１つだけ、９月の議会ではこれのはっき

りとした線を出していただいて、遅くとも10月には実施できるような体制にできないか。とい

うのは、やはりこういうサークルの皆さん、あるいはほかの団体の方が利用するということに

よって、寝たきりだとか認知症の方が少なくなる。一人でも少なくなれば100万円、200万円は

すぐ出てくるんですよ。そういう健康な市民をつくるためには、やはりこういう施設は大事だ

と思いますので、そういう点で９月の議会にはぜひとも出していただいて、10月からでも、そ

れ以前でもできればそういうふうにお願いしたいと思いますが、その点の考え方、お願いしま

す。 

○議長（不老光幸議員） 市長。 

○市長（井上保廣） 公共料金の使用料の減免につきましては、なるべく早い時期、９月めどぐら

いに私も行っていきたい。そのことによって、やはり今ご指摘があっておりますように、市民

の皆さん方の健康増進につながる。今日の朝も卓球の太宰府近郊レディース卓球大会が体育施

設であっておりましたけれども、300人を超える多くの皆さん方が集まってらっしゃいまし

た。やはりそれぞれの人、それぞれのやり方、あり方あろうと思いますけれども、卓球も一つ

でありますし、文化の面も一つでありますので、そういった支援をしながら、そして市民の方

が健康になっていただく、結果として医療費が削減できるというような形を、やはり私も願っ

ておりますので、そういった面からも公共施設の減免等々も早い時期に行っていきたいという

ように思っております。 
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○議長（不老光幸議員） 再々質問はありませんか。 

 14番安部陽議員。 

○１４番（安部 陽議員） ありません。 

○議長（不老光幸議員） では、７件目について再質問ありませんか。 

 14番安部陽議員。 

○１４番（安部 陽議員） ありがとうのまちづくりについてでございます。これは、なぜ今私が

取り上げるかといいますと、やはり一番問題になっているのが、先生あるいは先輩に対しての

敬う心、それから給食に至りましては、やはり生産者、あるいは給食をつくっていただく調理

員の皆さん、そういう皆さんに対する感謝とありがとうという気持ちが出てくれば、今保育料

でも1,700万円ぐらいの未納者があったりしておると思うんですが、そういう方たちが感謝の

気持ちがないからこういうものが出てきておるんじゃなかろうかと。やはり日本の古来の本当

のよさというものが失われているということで私はこれを叫びたいと思っております。市長

も、今回は人と人のぬくもり、これを進めたいということでございます。これはやはり同じよ

うな気持ちになってくると思うんです。やはりこういう温かい気持ち、それからそういう感謝

する、ありがとうと言えるまちづくりをすべきだと思います。 

 ちょっと私、今回このありがとうという問題について、私も若い人が好きですからこの筑紫

女学園大学の生徒さんがレポート書いてあるのをちょっと読ませていただきます。今の若い人

たち、どんな考えを持っておるかということをご披露したいと思います。 

 『生きることは、つらいことも悲しいこともあるけれども、その中で感じられる喜びや幸せ

がある。悲しい思いをした分、得られる幸せは大きいのだということを知った。また、先生も

おっしゃったように、人と接するときには、人を恨まず、いつも心を穏やかにし、老病死苦を

恐れずに受けとめることができる人。私もそういう人になりたいと思う。また、生きていく上

で人々への感謝の気持ちを忘れてはいけないと思う。私たちは、「ありがとう」「あなたのお

かげ」という言葉がなかなか言えない。それは、恥ずかしい気持ち、照れくさい気持ちがある

かもしれない。しかし、「ありがとう」という言葉はとても大切な言葉で、とてもすばらしい

言葉であると思う。素直にありがとうということができるのは、人間だけである。それは、人

間に生まれてきた喜びでもあると思う。それをわかっているのに、うまく伝えられない私は情

けないと思う。だから、これからはありがとうと心から人に伝えたいと思う。そして、周りの

人のおかげで今を生きているということに感謝したい。過去を振り返ると、昔からずっと周り

の人に支えられてきた自分がいる。自分一人では何もできないが、周りの支えによって前に進

んでいる。そのことに感謝するとき、心から幸せだと思う。そのほかに私が幸せだと感じる瞬

間は、友達とおなかが割れるように痛くなるまで笑い転げるときだ。人の笑い声を聞くと、自

分も元気になるような気がする。そして、幸せをもらう。また、悲しいことがあったときなど

に友達に助けられたとき、友達に感謝し切れないほどの感謝の気持ちでいっぱいになる。そし

て、幸せを感じる。人はどんなことからも幸せを感じることができると思う。また幸せだと感
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じる人は人それぞれである。だから、幸せはその人の心の中にあると思う』と、こういう大学

生の方が感想を述べられている。 

 それからもう一つ、私は今回の西日本新聞が130周年記念で「ありがとうの手紙」のイベン

トをされたわけですね。私もエルガーラに行ってそれを聞いたんです。これは下条アトムの朗

読と平松愛理の音楽、「ありがとうの手紙」これがあったわけですが、この中でやはり父親だ

とか母親、それからおばあちゃん、あるときには犬にも感謝したいというような手紙がたくさ

ん、このイベントされて879通からの手紙が来たそうです。そういうふうで、今忘れられよう

としているありがとうという言葉をこういうまちづくり、市長も人という人の温かみを進めた

いということでございますが、先ほどもこれは一応進めたいということでございますけど、再

度その覚悟のほどをよろしくお願いします。 

○議長（不老光幸議員） 市長。 

○市長（井上保廣） ありがとうという基本的なことであろうというふうに思います。 

 私も政策の中に人と人への仁、母親のような優しさ、そういった仁をそれぞれの施策の中に

本当にあるかどうか、入り口から出口のところまで検証する必要があるというふうに思ってお

ります。この辺のところ等については、職員の接遇アンドマナーでありますとか、一人一人の

職員に徹底をしていきたいと思いますし、そういった気づきをやはり機会をどうしてつくり上

げていくかというようなことが大事だろうというふうに思っております。 

 １つご披露申し上げたいと思うんですが、このありがとうの中で、６月18日の夕刊に載って

おりました。これは職員を褒めてやりたいなあというふうに思っております。 

 「側溝に落とした小銭入れ」ということで、太宰府市の無職の男性の79歳の方が西日本新聞

に投書されております。 

 『６月６日の夕方、自宅そばでタクシーを下車した際にポケットから道路側溝の穴に小銭入

れを落としました。現金はともかく、革製の小銭入れは友人からもらった大切にしているもの

です。コンクリート側溝は手で引っ張っても全く動きません。午後５時を過ぎていましたが、

わらにもすがる思いで市役所に電話をいたしました。時間外で回された施設課の職員は、「わ

かりました、すぐ行きます」と快く受け付けてくれました。やってきた若い男性職員２人は、

金テコでコンクリートふたを持ち上げ、小銭入れを回収しました。笑顔とてきぱきとした作業

態度に感激しました。ありがとう。』というふうな、市民の方からこういった気持ちの投書を

いただきました。 

 やはりこの何でもない、通常当たり前ではないかということができている職員、やはりこう

いった職員が多くいるということについてもご承知おきいただきたいなと、さらに私どもはあ

りがとうというふうなことをやはり基本とした職場といいましょうか、そういったことを市民

にとっても、顧客は市民であるわけですから、その辺のところの感謝されるような満足度がい

くような行政運営を目指していきたいというふうに思っております。 

○議長（不老光幸議員） 再々質問はありますか。 
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 14番安部陽議員。 

○１４番（安部 陽議員） ありがとう、それからいろんな質問につきまして親切に回答していた

だきましてありがとうございました。今後とも明るい太宰府市をつくるために人のぬくもりと

ありがとうのまちづくりについて頑張っていただきたいと思います。 

 これをもちまして平成の会の代表質問を終わります。 

○議長（不老光幸議員） 以上で会派平成の会の代表質問は終わりました。 

 次に、会派新風の代表質問を許可します。 

 15番佐伯修議員。 

              〔15番 佐伯修議員 登壇〕 

○１５番（佐伯 修議員） ただいま議長より代表質問の許可をいただきましたので、通告いたし

ておりました２件について、新風を代表して質問いたします。 

 さて、今回の統一地方選挙では、市議選においては定数20を21人で戦う少数激戦で、３票差

で当落が決まるという厳しいものでした。また、20年ぶりという市長選では３名の立候補者が

あり、その厳しい戦いを勝ち抜かれて市長に初めて当選されました井上市長、誠におめでとう

ございます。初めて選挙をされ、全市域を回られ、そして市民一人一人の声をしっかりと受け

とめられ、その結果、見事当選、感激もひとしおと思われます。施政方針にも述べられている

ように、市民の生の声を直接聞かれて現実の市の状況を肌で感じ取られ、その現状を真摯に受

けとめ、市政運営に反映していただきたいと思います。 

 まず、市長が選挙戦において選挙公約を上げられました５点の中の３点についてお伺いしま

す。 

 １点目の太宰府を第２の夕張にしない、簡素で効率的な市政運営を推進すると言われていま

すが、私は太宰府市の財政が破綻するような事態に陥ることは考えておりません。それより

も、市長はハード事業の基盤整備に一応のめどがつき、今後はソフト事業に軸足を移していく

と言われていますが、私は本市の最後のハード事業として総合体育館が必要だと思われます

が、市長の考え方をお伺いいたします。 

 それから、簡素で機動的な組織に改めることについては、ぜひ実行してほしいと思います。

特にだらだらと長い部課名はやめてほしい、市民にすぐわかる短い部課名に変えていただきた

い。また、施政方針に述べられている「評論家でなく、実践隊たれ」は同感するところであり

ます。一般職員だけでなく、部課長も率先垂範していただきたい、そして現場主義に徹しても

らいたいと思います。 

 重ねてお願い申しますが、市民の声をたらい回しにするようなことはやめてほしいと思いま

す。10月をめどに組織横断的で、柔軟かつ機動的な組織に改めるとのことですが、どのように

改めていくのか、わかる範囲で結構ですので教えていただきたい。 

 次に、選挙公約の第３点目の学校教育環境の充実についてであります。 

 太宰府市の将来を担うのは、太宰府市に生まれてくる子供たちと言っても過言ではありませ
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ん。そういった意味からも、自分たちが育った町の教育環境は特に重要になってくると思いま

す。スポーツ選手、文化人などの有名人を育てることは市の発展にもつながってくると思われ

ますので、力を入れていただきたい。例えば歌手の天童よしみさんは東大阪市に年間１億円も

の市民税を納入されているとのことです。 

 そこで、安全・安心な教育環境の整備の一環として、水城小学校校舎の耐震改修工事、また

太宰府南、水城西、太宰府西の各小学校と学業院中学校の校舎の耐震診断をすると言われてい

ますが、他の校舎、体育館はどのようになっているのですか、また全学校の診断が必要と思わ

れますが、市長の所見をお伺いいたします。 

 全協でも質問いたしておりました太宰府西中学校の体育館天井の修理はどのように考えてい

るのか、お伺いいたします。 

 次に、「まるごと博物館」、要するに「まちぐるみ歴史公園」についてでありますが、施政

方針の中にも言われている全市域を視野に入れた50年、100年後の未来を見据えた良好な景観

の形成と文化遺産を基軸に物語りを持たせるために想像してみると、私の考えはその中心にな

るべきものは（仮称）ＪＲ太宰府駅だと思います。いろいろな方々からＪＲ太宰府駅のことに

ついて尋ねてみますと、昭和53年から話が持ち上がり、このことは何度となく議会でも質問さ

れてまいりました。市長は、施政方針の中で西部拠点と位置づけると言われていますが、太宰

府の50年から100年後のことを考えるならば、（仮称）ＪＲ太宰府駅が中心でなければならな

いと思われます。市長の見解はいかがなものですか、そして平成20年までに見通しをつけると

言われますが、何をどのようにするのか、もう少し詳しく聞かせていただきたい。 

 最後に、総合計画についてでありますが、第４の施策「快適で魅力あるまちづくり」の中の

交通体系の整備について、市長は人と環境が共生し、持続可能な地域社会構築の観点から、本

市の将来の望ましい都市交通の実現を国、県、ＪＲ、西鉄、天満宮などの関係機関や関係団体

を構成員とした（仮称）総合交通対策懇話会を設置すると言われていますが、その内容につい

てもう少し聞きたいし、その設置時期についてもお伺いいたします。そして、総合交通計画を

策定するということですが、いつまでにつくる考えなのか、お聞きいたします。 

 私は、その中で、特に西校区の交通体系について考えていただきたいと思います。 

 私が議員になって何度となく質問いたしましたが、吉松地域は住宅が無造作に建ち並んでい

るため、区画整理が望めない、いやこれからもなされない地域になってしまいました。そして

また、区画整理がなされた西校区域で増え続けている住宅の影響で人口も増え、交通量も増え

ている。その流れは吉松を通っての都市圏への流れとなり、集中してくるのであります。そこ

で、市民の安全のためにも吉松地域の道路整備をいち早く検討していただきたい。特に吉松地

域の交通の流れは通学・通勤のため、ＪＲ水城駅、西鉄下大利駅への利用者が大半を占めてい

る現状であります。その利用者が集中するのが百田商店前の交差点です。この交差点は、踏切

と一体化していて道路も狭く、交通量も多いため、特に朝の通勤・通学のラッシュ時には列車

の通過も多く、遮断機がおりたままになり、非常に危険な状態となっております。現に、頻繁
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に事故も発生しているので、何とか早く解決策を考える必要があるのだが、市長はどのように

考えているのか、お伺いいたします。 

 回答は項目ごとにお願いします。 

 再質問は自席にていたします。 

○議長（不老光幸議員） 市長。 

○市長（井上保廣） ただいま施政方針に関することにつきまして、市議会会派新風を代表されま

して佐伯修議員よりご質問をいただきましたので、順にご回答申し上げます。 

 最初に、太宰府を第２の夕張市にしない、簡素で効率的な市政運営の最後のハード事業の総

合体育館の必要性についての質問にお答えをいたします。 

 総合体育館につきましては、多くの方々の要望がございます。私といたしましても総合体育

館の必要性につきましては十分認識をしておりまして、第四次総合計画の後期基本計画にも掲

げております。 

 また、大きな大会等の開催につきましては、「福岡都市圏におけるスポーツ施設広域利用に

関する協定書」も整備させていただきましたので、その促進をしているところでございます。 

 ご承知のように、市民のご期待に沿うように早くつくりたい気持ちはいっぱいでございます

けれども、今日の厳しい財政事情もございまして、基金を積み立ててまいりました。総合体育

館は市民スポーツの拠点となり得る施設でございますので、引き続き基金を積み立てながら財

源の確保と総合体育館の建設に向けて調査研究を進めてまいります。 

 次に、簡素で機動的な組織に改めることについてのご質問にお答えをいたします。 

 組織機構につきましては、簡素で効率的な組織を基調といたしまして、市民の皆様にわかり

やすい組織編成とすることが必要であると考えております。 

 また、選挙公約の推進を図りますとともに、平成20年度から職員の大量退職時期を控えてお

りますため、将来を見据え、部及び課の再編・統合を行うなど、職員構成にも配慮し、進めて

まいりたいというように思っております。 

 次に、学校教育環境の充実についてのご質問にお答えをいたします。 

 教育環境の整備、耐震補強工事についてでございますが、初めに災害時などの緊急避難場所

になります体育館の状況から説明をさせていただきます。 

 小・中学校11校のうち、昭和56年の建築基準法の改正前に建築されました体育館７校が耐震

診断の対象でございますので、平成13年度に２校、残り５校につきましては平成17年度に耐震

診断を行い、補強工事が必要になりました５校につきまして平成15年度に１校、昨年度、それ

から平成18年度に４校の補強工事を行ったところでございます。 

 一方、校舎棟及び管理棟につきましては、11校中７校が耐震診断を行う必要がありましたの

で、太宰府小学校、水城小学校、それから太宰府中学校の３校につきまして、平成13年度に耐

震診断を行い、残りました４校につきまして、本年度耐震診断を行うことにいたしておりま

す。 
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 本年度で校舎棟の耐震診断が終了いたしますけれども、診断の結果、耐震補強工事が必要と

なります学校につきましては、年次計画により対処してまいりたいと、このように考えており

ます。 

 次に、太宰府西中学校の体育館についてでございますが、天井の状態につきましては、私も

実情を承知いたしております。しかし、太宰府西中学校の体育館に限らず、他の学校の施設状

況も多くが老朽化をしておりまして、改修を要する状況でございます。改修等の必要性は理解

しております。限られた予算で各学校の補修等を行っている状況でございます。どうかご理解

を賜りたいと、このように思っております。 

 次に、まるごと博物館（まちぐるみ歴史公園）の（仮称）ＪＲ太宰府駅についてのご質問に

お答えを申し上げます。 

 本駅につきましては、本市の第四次総合計画及び都市計画のマスタープランにおいて、同駅

を交通の拠点として交通、商業、業務施設並びに住宅が集積する本市の西部拠点と位置づけ、

新しい市街地を形成することといたしております。 

 本駅の設置につきましては極めて重要な政策課題として位置づけておりまして、地元住民の

皆様の意向を尊重しつつ、周辺のまちづくりの青写真を描きながら、民間資本を投入するか、

整備範囲はどの程度とすべきか、あるいは都市機能の集積はどの程度が望ましいか、こういっ

た諸問題につきまして逐一検証の必要性があるというふうに思っておりますし、実施するとす

ればいつまでにどのように実施するのか、また周辺地域のまちづくりの中で駅をどう位置づけ

るかといった具体的な動きを示すことができますように、平成20年度を目途にこういった背景

のもとに見通しをつけてまいりたいというふうに思っております。 

 次に、総合計画の第４の施策「快適で魅力あるまちづくり」の中の交通体系の整備について

ご質問にお答えを申し上げます。 

 施政方針でもご説明いたしましたとおり、現在、市の総合交通計画を策定すべく、国、県及

び関係機関、関係団体で構成いたしております総合交通対策プロジェクト会議を立ち上げまし

て、様々な意見等をいただきながら総合交通計画素案を作成したところでございます。 

 この素案の主要な柱といたしましては、幹線道路の整備でありますとか、あるいは新たな交

通規制、パーク・アンド・ライド、公共交通利用促進対策など、14項目の施策を計画をいたし

ております。今後は、この素案をもとにいたしまして、職員によります総合交通体系検討委員

会や、あるいはワーキンググループで検討いたしましたものを、さらに（仮称）総合交通対策

懇話会でご審議をいただき、本年10月を目途といたしまして総合交通計画書を作成をしたい

と、このように考えております。 

 次に、吉松ＪＲ土居踏切と交差点についてでございますけれども、この交差点と隣接をいた

します道路につきましては、以前より幾度となく改良してまいったところでございます。今

回、地域再生基盤強化交付金事業を活用しながら、少しでも安全に、また渋滞緩和となるよう

な改良計画を立て、５年を目途に整備を進めてまいりたいというふうに思っております。 
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 以上のとおり、ご質問の件につきましては答弁をしてまいりましたけれども、ただいま承り

ました貴重なご意見や要望につきましては、これからの市政運営に当たりまして十分に参考に

させていただき、一層努力をしてまいる所存でございます。よろしくお願いを申し上げたいと

思います。 

○議長（不老光幸議員） １件目について再質問はありませんか。 

 15番佐伯修議員。 

○１５番（佐伯 修議員） １点目の太宰府市を第２の夕張市にしない簡素で効率的な市政運営に

ついてでございますが、その中で先ほど市長から答弁いただきました総合体育館については、

総合計画の後期基本計画にのっとって進めていくということの答弁をいただきました。 

 今まで、私もその中で総合体育館をつくるための基金を創設するというような話になってい

たんですけど、その基金が途中でどのようになったんですかね、その辺がなくなったような気

もするんですが、今も続いているのかどうか、その辺のところをお尋ねしたい。 

○議長（不老光幸議員） 教育部長。 

○教育部長（松永栄人） 総合体育館の基金でございますが、総合運動公園整備事業基金として積

み立てております。1億7,182万5,000円程度が平成18年度末の積立額となっております。 

○議長（不老光幸議員） 再々質問を許可します。 

 15番佐伯修議員。 

○１５番（佐伯 修議員） ということで1億7,000万円もの積立金があるということですが、私は

元気である太宰府というか、これからの太宰府のことについて、日曜日、私が大好きなＮＨＫ

の番組は「ＮＨＫのど自慢」をよく見るわけですけど、太宰府でもひとつのど自慢でもできる

ような、あれを私も見てみますと大体1,000人前後、体育館兼ホール兼いろんなものに使える

大きな建物があるんですよ。ですから、1,000人か1,500人ぐらい入るような総合体育館兼ホー

ルというんですかね、そういったものをひとつ太宰府の元気な姿を日本じゅうに広める意味で

も頑張ってつくっていただきたいと思っております。その中でふるさとのいろんな太宰府の開

発したいい商品などをＰＲすれば、ますます太宰府にとってもいいというか、日本じゅうに知

らしめるためにも、ぜひこの体育館構想を忘れないでもらいたい。これはもう市長の課題に、

市長の一つの大きな箱物課題にしていただきたいと、このように思います。 

○議長（不老光幸議員） 佐伯議員に申し上げます。 

 １件目の２番目、３番目、４番目の質問はないんですか、あればいっしょに言ってくださ

い。 

○１５番（佐伯 修議員） はい、わかりました。 

 次に組織機構改革の件ですが、市民に見えるようなわかりやすい組織にしていただくという

ことですので、ぜひこれは進めていただきたいと思います。 

 この中で、私はちょっと先ほど市長が言われました「ありがとう」の精神、私もこの新聞を

読んで太宰府の職員がいいことをしたなということを感心しておりました。ということで、こ
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のことに関するわけじゃないですけど、ひとつぜひ何というんですか、すぐやる課ですかね、

いろんな苦情とかいろんな電話が入ると思うんですけどね、先日もある年寄りの方から、市役

所に電話したら、病気で一人で住んでいるけど、いろんな意味でちょっと来てほしいとか、お

願いしますということで電話したけど、そんなことは知らんということで市の対応が非常に悪

かったということを言われていましたので、その裏腹ですけど、反対です、これはよかったと

いうことで新聞に載っていましたけど、そういった悪い面も出てきておりますので、ぜひその

方をよろしくお願いします。 

 次の学校教育環境の充実についてということで、耐震診断というか補強をするというのが順

次市長より説明がありましたので、これは安心いたしました。 

 １点だけですが、太宰府西中学校の天井の件は、これひとつ何度も言っていますけど、行政

からいろいろ見るに来る、調査来る、何度も来られているんですよね、この件については。と

いうことは何度も費用がかかっているんですよ。それで、何度も結果が出ているんですよ。

三、四年前からそのような状態で、最近では天井から物が落ちてきてあわやけがという状態も

起きていますので、それとまたここの会場は何か県民体育大会が今度９月か10月にあるんでし

ょう、その会場にもなっているということなので、ぜひ太宰府市としては最初に補修というか

修理をしていただきたいと、これはよろしくお願いします。 

 次は、総合交通計画についてでありますが、素案をつくって14項目の計画で進めているとい

うことでございますが、そして10月をめどに行いますということですが、非常にここの太宰府

の場合、国立博物館が完成してから非常に土日の幹線道路が込み出すというか、渋滞がひどい

状態になっております。ぜひこれはいろんな意味で、先ほども市長さん答弁なされましたよう

に、この渋滞対策はなされると思いますが、ぜひその辺のところも考えていただきたいと思っ

ております。 

 そして、総合計画、その中で水城駅の近くの踏切ですよ、総合交通計画は、それはそれでい

いんですが、その計画の中にですね、水城駅の近くのちょっと混雑の状況を把握していただい

て、もう少しその辺のところを。ちょっと済みません。その件についてですが、その総合計画

の中での水城駅の周辺のことについて尋ねているわけですけど、その中であそこの水城駅に一

番近い踏切が非常に込み合っているんですよ。先日の５月10日の朝刊で、「問題踏切、九州に

100カ所」ということで出ていましてですね、この中にあの踏切が入っているかなと思って読

んでみましたところ、福岡県であかずの踏切３カ所、ボトルネック踏切49カ所、歩道が狭い踏

切22カ所ということで、問題がある踏切が65カ所あるということで、非常に福岡県に集中して

過半数が福岡に集まっているということですので、国土交通省九州地方整備局と太宰府の方々

がどなたかこの件について立ち会いというか調査されたのかどうか、その辺のところをお尋ね

したいと思います。 

 その中で、１つ西鉄天神大牟田線の都府楼10号踏切、これは特に交通量が多いということで

指定されていますので、恐らくこれまた改良になってくると思います。太宰府の場合、ＪＲ鹿
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児島本線、西鉄天神大牟田線と主要幹線が通っていますので、ぜひその辺のところを調査して

いただいて、安全で踏み切られるようにしていただきたいと思っております。 

 それと、まるごと博物館（まちぐるみ歴史公園）についてでありますが、これは先ほども言

いましたけど、昭和53年ごろ、もう約30年前からこのことについては提起され、いろんな方々

から質問も受け、ぜひ必要だということで計画なされていますけど、平成16年８月９日に太宰

府市佐野東地区まちづくり計画案ということで平成16年８月に計画なされておりますけど、こ

れもまたすばらしい計画でありまして、「太宰府市ゆめ・未来ビジョン21」というものを行政

の方でつくられて検討されていますけど、何しろこの計画というか、そういう図面だけ、案だ

けあってもう絵にかいたもち。またこれを10月をめどに計画を立ててするんだというのは、こ

れははっきり言って行政のむだ遣いです。これつくるためには、頼むためには何百万円という

資料が要っているわけですよ、お金が。この辺のところをもうちょっと、皆さん方に考えてい

ただきたい。必ず何かするとこうやってすぐ図面が出てくるけど、いつもこれはどっかへ行っ

てしまっている。そして、またつくりますでしょう。 

 市長、今度は初めてというか、４年間お任せするわけですので、もうつくったならばこれを

もう一歩前に進めてください。これまたゼロになって、またつくるでしょう。そういうことで

ぜひこういう計画案はですけど、つくったもちじゃなくて現実味を帯びるようにぜひこのこと

については、ほかの議員さんも質問されると思いますが、そういうことでぜひお願いしておき

ます。 

 これが第１点目の選挙公約についてでございますが、今のことについて市長何か答弁ありま

したらお願いします。 

○議長（不老光幸議員） 市長。 

○市長（井上保廣） 今、１点目の選挙公約について、(1)から(4)まで質問がございました。 

 この第２の夕張にしない中での総合体育館の問題等につきましては、今日も私は朝、太宰府

市近郊レディース卓球大会がありましたのであいさつに参りました。それ以前も筑紫地区ある

いは太宰府地区の同様の卓球大会でありますとか、体育館を利用しての大会が非常に数多く、

市長になりましてあいさつに行くたびに今日も陳情を受けまして、総合体育館を早くつくって

ほしいというふうな、そういった提言でございました。 

 私もこの総合体育館等については何年先になるかわかりませんが、たとえ筑紫地区が合併し

たといたしましても、太宰府地区エリアの住民の皆さん方がこういった体育活動を行うという

ふうな、そういった施設についてはやはり必要ではないかというふうに思っております。総合

計画もその延長上でつくること前提の中でうたっておりますけれども、今近々の中で財政状況

もあります。今指摘がありますように一つ箱物行政が批判がある中で必要だというふうなとこ

ろをいうとすれば、今ご指摘の総合体育館ではないかなと。これは市民の皆さん方、議会の皆

さん方等々、声を聞きながらいつの時期にどういうふうにしていくかというようなことについ

て、これもめどをつけていく必要があるなというふうに思っておるところでございます。 
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 あとについては、それぞれ私の答弁の中で申し上げました。 

 そして、最後に「太宰府市ゆめ・未来ビジョン21」のことについて、「太宰府市まるごと博

物館」のまちづくりについてのお話でございました。 

 これは私が助役時代に、実はこの背景はなぜそれをつくったかといいますと、総合的な各課

の中で総合計画基本構想でありますとか基本計画、それぞれあるわけです。都市計画あるいは

建設、あるいは福祉でもどこでもそこまではあるんですが、その基本計画、基本構想をどうや

って実行に移していくんだと、総合的に全体的に物語りを書いたらどうなるんだというふうな

ことでこれをまとめたのがこれでございます。全体にやはりイメージを共有できるような形で

つくり上げていくというようなことが大事だと思います。そして、それに向かってどういうふ

うな手順で実行計画書を立てていくかというふうなことに向かっていかないと、やはりイメー

ジを共有するというような意味で、これは余り金をかけておりませんけれども、そういった中

でつくった分でございます。これに向かって太宰府市のゾーンごとのまちづくり等について

も、このことでイメージがわくのではないかなというように思います。（仮称）ＪＲ太宰府駅

もその延長上にありますし、あるいはまるごと博物館（まちぐるみ歴史公園）というふうな構

想等についても、これもイメージができると思います。国土交通省あるいは航空騒音整備協会

の方から平成19年度、平成20年度にわたりまして4,000万円の資金をいただきながらまるごと

博物館、あるいは水城跡の周辺整備事業というような形でできることから行っていくと、これ

も延長上の部分でございますので、これに基づいて実行できるものからやっていきたいという

ように思いますので、ともにそういった目で見ていただきたいなというふうに思っておりま

す。 

 以上でございます。 

○議長（不老光幸議員） 佐伯議員、２件目の総合計画で再質問ありませんか。 

 15番佐伯修議員。 

○１５番（佐伯 修議員） ２件目の総合計画については、先ほど言いましたというか説明したん

ですけど、それがたしか水城駅の周辺のことについてだと思いますが、その辺のことについて

先ほど答弁いただきましたけど、何度となく改築、改造、広げていただきました。しかし、ま

だそれに追いつかないような形でまたまた人口が増え、車が増えてきておりますので、あそこ

は抜本的にあそこの百田商店前の踏切だけでなく、中道の踏切を広げるとか、あとはＪＲを利

用される方のためにも、今は東口だけですけど、西に改札口をつけていただくようにＪＲに交

渉するなり、流れを変えるような考え方はないかどうか、その辺のところを行政、執行部の方

で考えられているか、ちょっと答弁していただきたいと思うんですが。 

○議長（不老光幸議員） 市長。 

○市長（井上保廣） これは私しかわからないだろうというふうに思いますので、これはお答えを

いたします。 

 吉松ＪＲ土居踏切と交差点の問題、それから今ＪＲ水城駅の片方、吉松側からの乗り口とい
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いましょうか改札口の問題等々でございます。 

 これは、まず踏切の問題等についてはご回答申し上げましたように、今回、地域再生基盤強

化交付金事業、これは国の方から５カ年で、これも職員が努力して何かないかと、今ある事業

を国の方の交付金に置きかえてやる汗と知恵を出してやってもらったわけですけれども、５年

間で13億円の事業の認証を受けております。５月の初旬でございましたけれども、官邸でもっ

て安倍総理から直接、私はそういった認証を受けてまいってきたところでございます。本当に

職員のそういった熱意といいましょうか、太宰府を愛する気持ちの中で、本来一般財源、税で

もって行うべきところですけれども、それを交付金の形の中で置きかえる、財源の組み替えを

行っていくというような形の中で、これを切りかえることができるようになりました。一応延

長上の交付金を使った形で水城、今言っております土居踏切と今の問題点等々についても、５

年間の中でこれは実行していきたいというふうに思っております。そういうふうなことでござ

います。 

 もう一つは駅舎の問題です。これも地元の市民、住民の皆さん方からはやはり吉松側からホ

ームに直接改札口ができないかと、こういった要望もございます。これも以前は、私の小さい

ときの記憶では蒸気機関車であったわけですから、ほとんどの方が違法性があるかもしれませ

んが、吉松側ホームから直接乗ってありました。その必要性は今も現在も変わらないと思いま

す、昔も現在も。そういった要望等については、機会あるごとにそれは要望として正式には上

げておりませんので、行動を起こしていくというようなことが大事ではないかなというふうに

思っております。 

○議長（不老光幸議員） 15番佐伯修議員。 

○１５番（佐伯 修議員） 本当に前向きな答弁ありがとうございます。 

 最後ですが、ちょっと言いにくいわけでありますが、一言だけ言わせていただきますと、選

挙結果を見ると市長は決して市民総意の負託を得ておりません。票の結果は批判票が支持票を

上回っているということを十二分に考えていただきまして、市政運営に携わっていただきます

ようお願い申し上げまして、代表質問を終わります。 

○議長（不老光幸議員） 以上で会派新風の代表質問は終わりました。 

 ここで休憩をします。14時20分から再開します。 

              休憩 午後２時04分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

              再開 午後２時20分 

○議長（不老光幸議員） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、会派宰光の代表質問を許可します。 

 10番小道枝議員。 

              〔10番 小道枝議員 登壇〕 

○１０番（小道枝議員） ただいま議長の許可を得ましたので、会派宰光を代表いたしまして質
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問いたします。 

 今回、本市行政のかじ取り役となられました井上市長におかれましては、今後さらなる太宰

府市の発展に寄与されんことを期待いたしますことからお尋ね申し上げます。 

 まず、第１点目の本市財政状況につきましては、さきの選挙期間中、他の候補からあたかも

本市財政の現況が夕張市に次ぐ劣悪なものであるかのような発言が連日聞こえてまいりまし

た。このことについては、市長からも幾度か説明がされておりましたが、この場で市長就任の

第１回目の本議会で今後の財政運営の基本方針をも含め、ご説明いただくことが肝要かと存じ

ますことからお尋ね申し上げます。 

 次に、本市の組織機構についてお伺いいたします。 

 機構改革をどのようにお考えなのか、またフレキシブル制の導入、佐藤市政において行政内

部の組織の分割化により増加いたしました部長制、今後の部長制のあり方について新市長とし

てのご方針なり人事についてお尋ね申し上げます。 

 ２点目の問題は、本市の将来を託すに足りるすばらしい人材の育成、また子どもの安全とと

うとい命を守るネットワークについて、学校教育環境のさらなる充実を今後どのように取り組

んでいかれる所存なのかお尋ねいたします。 

 隣町で起こったいじめによる自殺事件、さらには全国的風潮として青少年の自殺の増加など

など社会問題として大きく報道されました。子供は国の宝という反面、十分な配慮が行き届い

ていないため、起こり得る悲劇も後を絶ちません。学問の街太宰府は、今や全国ブランドのま

ちでもありますことからお尋ねいたします。 

 ３点目の問題は、施政方針に示されました「太宰府の景観と市民遺産を守り育てる条例」、

来年度に向けて制定してでも景観の形成、文化遺産を基軸に物語りを持たせた市民遺産を市民

参画の中でまちづくりをという大変ロマンチックな構想に胸躍る期待をいたしております。し

かも、市長は「市民が参画できる市政運営」を標榜されました。本市には、特に人的財産の豊

富な町でもあり、市民参画構想は、まさに時宜に適したお考えだと思います。まるごと博物館

構想は今のところハード面ではさしたるものも見えてまいりませんが、みんながなるほどと思

えるようなまちづくりを大いに期待いたしております。文化財保存活用計画をどう実施しなが

ら、太宰府の景観と市民遺産を守り育てる条例を制定し、まちぐるみ歴史公園へとどのように

つなげていくのかお尋ね申し上げます。 

 第４点目は、市民が参画できる運営に関して、４つの点についてお尋ねしたいと思います。 

 １つ目は、前議会から問題視された公共施設の使用料の減免の問題です。 

 団体によっては助成金でバックするなど、その内容によっては調整するという問題、一様に

減免する、しないの判断が難しいので、一つ間違えばトラブルのもとともなりかねません。今

後の取り組みについてお答えをお示しください。 

 次は、「市長と語る会」についてです。 

 44の行政区単位で細かく開催されるだろうとは思いますが、そのあり方についてお尋ねいた
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します。 

 ３点目は、生涯学習社会の創造についてであります。 

 本市でも少子・高齢化が一段と進む中、生涯学習社会の充実が必要であると考えられます。

子供から大人までの学校教育、社会教育及び生涯学習との連携、またその充実を図るための具

体策などをお示しください。 

 ４点目の「福祉でまちづくり」や「地域コミュニティづくり」ともあわせてご答弁いただけ

れば幸いでございます。 

 再度の質問は自席にて行います。 

 また、ご答弁につきましては項目別にてお願いいたします。 

○議長（不老光幸議員） 市長。 

○市長（井上保廣） ただいま施政方針に関することについて、市議会会派宰光を代表されました

小道枝議員よりご質問をいただきましたので、順に回答申し上げます。 

 最初に、簡素で効率的な市政運営の今後の財政運営についての基本的考えについてのご質問

にお答えを申し上げます。 

 まず、北海道夕張市の財政破綻は決してよその町の話にとどまらないと、厳しい財政状況に

置かれた全国の自治体に波紋を投げかけております。本市におきましても厳しい財政状況では

ありますが、夕張市が行った一時借入金の不正な操作による会計処理や隠し負債等はなく、決

して財政破綻するようなことはありません。 

 財政構造の弾力性を測定する指数であります経常収支比率は、本市において平成17年度が

98.6％という数値になっております。平成19年度決算までに98.0％、平成24年決算までに

89.0％という目標を設定して改善をしてまいります。 

 経常収支比率を0.1ポイント変動させるためには、約1,200万円の経常一般財源収入額を増額

または税金等の一般財源を充当する経常的経費を減額しなければなりません。したがいまし

て、平成17年度98.6％を平成19年度98％にするために約7,200万円、平成24年度89％にするた

めに、さらに約10億8,000万円の歳入の確保、もしくは歳出の削減を図っていくことを数値目

標といたしております。 

 歳入面におきましては、「経常的な支出は経常的な収入をもって充てる」という財政原則の

もとに、市税を初め使用料・手数料、負担金、普通交付税といった経常的収入を高めていくこ

とが重要であると考えております。 

 市税におきましては、公平性の確保を図る観点からも人材育成を初め、徴収システムの充実

により徴収率を高め、安定した税収を適正に維持する努力を行っていき、また使用料・手数

料、負担金におきましても、公平な受益者負担の立場から適正な水準への見直しを図ってまい

りたいと思っております。 

 また、経常的な一般財源となる普通交付税につきましては、算定の中で重要なウエートを占

めております起債について、算入率の高い起債を優先して借り入れ、普通交付税への算入強化
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を図っているところでございます。 

 歳出面におきましても義務的経費のうち、まず人件費については平成20年度以降、職員の大

量退職が始まり、平成17年度を基準といたしまして、平成23年度末までには約70人の退職者が

見込まれ、必要な職員を採用を行っていっても、人件費のうち経常一般財源は平成17年度決算

で約31億400万円が平成24年度には4億6,000万円の減の26億4,200万円になると見込んでおりま

す。 

 また、公債費は、市債の発行につきましても公債償還金よりかなり抑えた20億円以下に抑制

することによりまして、公債費のうち経常一般財源は平成17年度決算で約24億7,400万円が平

成24年度には6億8,000万円の減の約17億9,700万円になると見込んでおります。 

 しかし、一方では扶助費やその他の経常経費の伸びが見込まれますので、常に将来にわたっ

て財政の健全性や弾力性を確保するためには、経常収支比率をより一層低減させていくことが

重要であり、歳入歳出両面からあらゆる方策をとっていく必要があると認識をいたしておりま

す。 

 また、最少の経費で最大の効果を上げるという財政の効率的運営に努めながら、職員の時間

外手当を初め賃金を含めた人件費や、あるいは消耗品、食糧費といった需用費、旅費等におき

ましても予算編成あるいは執行時におきまして全庁的な経常経費の削減に努めておるところで

ございます。 

 今後、経常収支比率を注視しながら経常収支比率の削減に向けて努力をし続け、少しでも多

く投資的経費へ振り分けていくことが重要であると、このように考えております。 

 次に、組織・機構改革についてのご質問にお答えを申し上げます。 

 組織機構につきましては、簡素で効率的な組織を基調といたしまして、市民の皆様にわかり

やすい組織編成にしていきたいと考えております。 

 また、平成20年度から職員の大量退職時期を控えておりますため、将来を見据えた部や課の

再編統合などを行うなど、職員構成に配慮した組織とすることが重要課題であることから、現

在組織機構の検討を進めておるところでございます。 

 次に、学校教育環境の充実の人材バンク、子どもの安全と命を守るネットワークについてご

質問にお答え申し上げます。 

 学校への支援につきましては様々な形で市民の方にサポートしていただいておりますが、し

かしながら多くの先生は忙しくて子供のかかわりが少ない状況とお聞きをいたしております。 

 このことから、学校、先生へのサポートなどを行っていただく方々の把握あるいは管理を学

校ごとに行うのではなくて、市で整理し、校長の派遣申請などに基づいて対処すれば先生方の

負担も軽減され、発生した問題の解決や学校が目指します学力の向上などに結びつくのではな

いかと考えておりまして、多くの方々から成ります「学校支援人材バンク」の構築を考えてい

るところでございます。 

 次の「子どもの安全と命を守るネットワーク」についてでございますが、最近子供たちが被
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害者となる悲惨な事件、事故が多く、心を痛めているところでございます。私は、日本の将来

を担います子供の安全と命を守ることは重要な課題と受けとめております。 

 「子どもの安全と命を守るネットワーク」は、各学校間の取り組みだけではなく、地域、関

係機関、関係団体、関係者が多方面から連携を結ぶことが登下校時の子供の安全や地域での子

供の安全が守られるのではないかと考えているところでございます。市挙げて子どもの命と安

全を守るネットワークを構築しますことで、市が目指します安全・安心のまちづくりの実現に

結びつくものと、このように考えております。 

 次に、まるごと博物館についてのご質問にお答えを申し上げます。 

 文化財保存計画は、第四次総合計画後期基本計画のまるごと博物館（まちぐるみ歴史公園）

を実現するために文化財を活用するまちづくりを計画といたしまして策定し、推進するもので

ございます。 

 取り組み状況といたしましては、史跡地の中でも環境整備が急がれております特別史跡「水

城跡」につきまして、平成17年11月に福岡県、大野城市及び太宰府市におきまして水城跡整備

推進協議会を立ち上げまして、財源確保など取り組みの手法等につきまして協議を進めてきた

ところでございます。 

 具体的には、水城跡東門周辺整備事業といたしまして、ゲートサインや史跡解説板の整備、

また大型バスの駐車機能を有した多目的広場の整備を本年度と来年度２カ年で整備をしたい

と、このように考えております。あわせまして、水城跡を損傷から守るため、国、県の補助を

受けまして土塁の破損箇所及び樹木の調査を行い、今後の修理及び整備方針を定めてまいりま

す。 

 また、ソフト面では、昨年度より太宰府市民遺産による「文化遺産からはじまるまちづく

り」の実践と啓発普及事業といたしまして、太宰府市民遺産展を開催しております。さらに、

出前講座では、各地域の文化遺産めぐりや町歩きなどを地域や学校と連携して行うなど、啓発

活動を行っております。 

 したがいまして、今後はこうした太宰府の特色を生かした魅力ある制度の構築を図るため、

仮称ではありますけれども、太宰府の景観と市民遺産を守り育てる条例を平成20年度を目途に

制定してまいりたいと、このように思っております。 

 次に、市民が参画できる市民運営の公共施設使用料の減免についてのご質問にお答えを申し

上げます。 

 公共施設使用料の減免の見直しにつきましては、公共施設を公平な受益者負担の原則から一

般利用者との公平性を図るため、また指定管理者制度の導入等に伴うことから、市の方針とい

たしまして平成18年１月から市民の皆さんにご理解とご協力をいただきながら実施してきたと

ころでございます。 

 しかしながら、今回市民の皆様方にお会いする中で、文化協会や体育協会などの団体の会員

さんなどの数多くの市民の皆さんから使用料や利用面でご不満のご意見をいただいたところで
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ございます。 

 そういったことから、減免問題について再度原点に返って見直す必要があるという思いに至

った次第でございます。このことから、市民の皆様が利用しやすい施設にする検討や、あるい

はスポーツ活動への参加促進、また文化活動などを総合的に支援するという観点に立ちまし

て、現在関係課におきまして受益者負担を原則としながら、負担のあり方について調整会議を

進めておりまして、問題点、課題等の整理あるいは減免対象や、あるいは減免率及び実施時期

などについて検討をいたしておるところでございます。 

 一定の方向が決まりました折には、当然議会にも報告してまいりたいと、このように思って

おります。 

 次に、市民が参画できる市政運営の「（仮称）市長と語ろう未来の太宰府・ふれあい懇談

会」の開催についてのご質問にご回答申し上げます。 

 これまで広聴活動の一環といたしまして、平成17年度におきまして施政方針や財政状況、主

な事業などについて地域に出向いて直接市民に対して説明を行い、市政やまちづくりについて

市民と積極的に対話して共通認識を持つことによりまして、市民と行政の協働のまちづくりを

推進していくために、「市長と語ろう～まちづくり懇談会」を総合計画の７つの地域づくりに

合わせまして、各小学校区ごとに７回実施をいたしております。 

 今回のご質問の件につきましては、私が進めております「協働のまちづくり」に「福祉でま

ちづくり」を取り込みながら推進するため、地域に出向いて直接市民と懇談し、市政やまちづ

くりについての意見交換を行い、市民の率直な意見や提言を市政運営に私は反映させていくと

ともに、行政、市民との協働のまちづくりを推進していくため、現在実施要領を策定中でござ

います。 

 次に、生涯学習社会の創造についてのご質問にお答えを申し上げます。 

 昨年７月に第二次太宰府市生涯学習推進基本計画を策定いたしまして、新たな視点に立っ

て、幼児期から高齢期までライフステージに合った学習機会の充実に取り組んでいるところで

ございます。 

 申すまでもなく、生涯学習社会とは生涯の様々な時期にみずからの意欲によって学習を選択

し、みずから高め、学ぶ喜び、心の豊かさを実感できることだろうと思っております。 

 行政の役割といたしましては、学習活動のきっかけづくりや施設の充実など、その環境整備

を図っていくことではないかと考えております。今後とも基本計画に示しております施策目標

に向かって、さらなる充実、連携を図ってまいります。 

 次に、「福祉でまちづくり」、「地域コミュニティづくり」との連携した協働のまちづくり

についてのご質問にお答えを申し上げます。 

 現在、地域課題に応じた具体的な取り組みを通し、地域住民の連帯感を醸成しながら地域コ

ミュニティづくりを推進いたしております。 

 私は、子育ての問題あるいは高齢者の問題、障害者の問題等につきましても、やはり住みな
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れた地域の中で幼児から高齢者までの皆さん方がその人らしく生活できるような地域力を高め

ていく必要があると考えております。そういった中に福祉でまちづくりを絡めた形で地域コミ

ュニティづくりを地域と行政が一体となって推進していく協働まちづくりが大事であると思っ

ております。 

 その実践の第一歩といたしまして、「市政ふれあい懇談会」を行政区ごとに行い、地域の課

題あるいは問題を市民の皆様とともに語り合い、ともに考え、ともに行動しながら福祉でまち

づくりに反映してまいりたいと、このように思っております。 

 以上のとおり、ご質問の件につきましては答弁をしてまいりましたけれども、ただいま承り

ました貴重なご意見やご要望につきましては、これからも市政運営に当たりまして十分に参考

にさせていただき、一層努力してまいる所存でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げ

ます。 

○議長（不老光幸議員） １件目について再質問ありませんか。 

 10番小道枝議員。 

○１０番（小道枝議員） ご答弁、本当にありがとうございました。新しい市政運営が発足いた

しまして、本当に今後市民といたしまして、また市民の代表といたしまして執行部に対し、期

待することでございます。よろしくお願い申し上げます。 

 第１項目の中の１、２とありますので、あわせて質問させていただきたいと思います。 

 財政面の件なんですけれども、夕張になるんじゃないかという不安が市民の中にはありま

す。だけども、今の市長の答弁で本当に最少で最大の努力をなさり、市民に負担をかけないよ

うな財政面を運営なさるということで安心していきたいなと思っております。 

 そこで、確認事項なんですけれども、市長は施政方針の中でソフト事業に力を入れられると

いうことでありますので、福祉の問題また学校教育の問題に重点を置かれまして、この４年

間、そして将来ある、未来ある太宰府の取り組みには、そこに重点を置かれるということを再

確認をしておきたいと思います。 

 それと同時に、機構のことについてでございますが、先ほども前段で述べましたように、前

の佐藤市長のときにですね、部長職が増えたのではないかという不安と、また本当に課長さん

たち大変だなと思いながら、本音のところ考えておりましたけれども、今度の10月に機構改革

があるということでございますけれども、先ほどご答弁の中にもありましたが、平成19年、平

成20年と、約70名ほどの職員の方々が退職なさるということで、その中でですね、いびつな行

政になるのではないか、それと今現在部長さん頑張っていらっしゃいますけれども、もしこの

機構改革があったときにですね、この部長さんたちはどのようになるのか、その辺がちょっと

不安があります。それと同時に、その平成19年、平成20年の退職の後にですね、新しい職員の

採用見込みがあるのだろうかなと思いますが、その辺もあわせてください。 

 それと同時に、この機構改革はたしか平成15年にされた経緯があると思うんです。あれから

４年なんですよね。また、今回機構改革をされるんであればですね、本当に市民にわかりやす
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くできるのだろうか、いつぐらいまで続くんだろうか、そしてまたその機構改革に伴う経費と

いうのはどれぐらいかかるもんなのか、ちょっとお尋ねしたいと思いますが、あわせてご答弁

をお願いいたします。 

○議長（不老光幸議員） 市長。 

○市長（井上保廣） まず、財政運営の中で大きな社会資本投下あるいは都市基盤整備が一連の大

きな塊が終了したと、佐野土地区画整理事業であり、地区道路整備事業であり、あるいは散策

路整備事業であり、今までもいろんな形の中で都市基盤整備を行ってきた。その起債残高が

247億円、この平成17年度でそうでございます。その中でのほとんどの分については優良起

債、六十数％は国からバックがある優良起債でございます。その中の41億円ほど等について

は、さらに史跡地の太宰府市特有の事情があるというようなことでございます。95％、国、県

の方から返ってきます。一時的な立てかえによるものでございます。純然たるものはそういっ

た100億円程度でございます。そういった状況が今の状況。それの公債費、借金の償還はどう

なっているかと、平成18年、平成19年度で31億円程度です。平成24年で19億円程度になりま

す。約10億円、人件費も10億円浮きます。あるいは公債償還も10億円浮きます。そういった中

で経常収支比率は下がっていくんだというようなことを申し上げているわけでございます。 

 そういった状況がありますので、ハードからソフトに切りかえを行っていきたいというふう

に思っておるところでございます。ハードから福祉・教育の問題、あるいは青少年の問題に力

をシフト、軸足を置いて行政運営をしていきたいというようなのが１点目の回答でございま

す。 

 ２点目につきましては、そういった団塊の世代を迎えまして70名ほど退職が出てまいりま

す。すべて不補充というふうなわけにはまいりません。ある時期、見通しを立てて、これは職

員採用も手をつけていかなければならないと、それにはやはり見通しを立てることが大事だ

と、定員管理、将来はどうなっていくのか、事業と絡めて職員のマンパワーあるいはいろいろ

な考え方はあるでしょうけども、今まで外部委託をしてきておりますんで、従来どおり１対１

の補充にはなりません。そういった見きわめをしながら職員採用等も行ってまいりたいと、こ

のように思っております。 

（「ようわかった」と呼ぶ者あり） 

○議長（不老光幸議員） 再々質問はありませんか。 

 10番小道枝議員。 

○１０番（小道枝議員） 済みません、答弁漏れがあります。 

 長期的なのか、予算はどれぐらいかかるのか。費用が、改革に伴う費用。 

○議長（不老光幸議員） 副市長。 

○副市長（平島鉄信） 機構改革を今職員の段階で練っておりまして、市長が申しますように若い

者の知恵もかりようということで、今回はできるだけ部課職員までおろしてアイデアを吸い上

げながら機構改革をしていこうと、そういうふうに考えております。 
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 今、部長さんが多いんではないかというようなこともありまして、そういうことも含めまし

て大くくりといいますか、一つの部長さんがいて、一つの課で一つの係でということになりま

すと、係長さんが発揮できること、部長さんが発揮できることが同じものであるというような

ことでは少し組織としてはもったいないんじゃないかと、そういうことで担当部長制でござい

ますので、その目的もかなり達したということもございまして、そういうふうなものについて

はほかの方にシフトをしていこうと、そうすれば今後退職が非常に多くなるもんですから、財

政状況も含めて人件費の今後のありようについて経常収支に非常に影響するものですから、職

員の頑張りを期待して大くくりにしまして、職員が余り増えないで事務量も余り多くないよう

な形にしていこうというふうに考えております。 

 そのことについてはゆっくりしてもいいんですけども、緊急の課題でございます。市長がマ

ニフェストで平成19年度には経常収支比率を98％にするというふうに宣言をいたしております

ので、即やれるものについてはやっていこうということで、年度の途中でございますが、10月

１日を目指してやっていこうと、そのためには若干、試算をしておりませんけども、年度末に

やる場合と比較して多少の電算のプログラムの費用がかかるというふうに考えておりますけど

も、それを乗り越えてでもやれることは早急にする、今するというような考え方で進んでいこ

うというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（不老光幸議員） 再々質問はありませんか。 

 10番小道枝議員。 

○１０番（小道枝議員） 予算面が出てこないんですけれども、飛ばします。 

 それに伴いましてね、今やっぱり緊急課題ということではありますが、機構の改革につきま

してはね、本当に市民サービスの充実のためにどうしても必要だと思うんですよ。今の部署に

ありますとね、本当市民たらい回しなんですよ。だから、その辺もよく把握されまして、そし

てお互いに職員がお互いのものを共有しながら、市民から問われたときにどこに行ってもどの

職員に聞いてもわかるような、そういうふうな体制で機構改革をなされるのが一番市民サービ

スの向上につながっていくのではないかなと、私は感じております。 

 本当に本来であればですね、平成15年度にこの機構改革をし、また10月１日というご答弁で

ございますけれども、本当であればもう少し時間をかけ、ゆっくりね、皆さんの適材適所の配

置、そして働いてくださる職員を大事にする。そして、市民サービスの向上を図るという観点

からはもっと時間をかけていただきたいと思うんですけれども、今度の機構改革に当たりまし

ては要望といたしまして、適材適所の配置、それと同時に市民サービスの向上、そして職員が

本当に働ける、楽しんで働けるような、そういう機構改革を強く要望いてして、この質問は終

わりたいと思います。 

○議長（不老光幸議員） ２件目について再質問はありませんか。 

 10番小道枝議員。 
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○１０番（小道枝議員） 学校教育環境の充実についてでございますが、先ほども武藤議員の方

の質問にもございまして、ご答弁もありましたけども、また私は逆の立場からちょっとお尋ね

したいと思います。 

 実際、今学校現場では先生方が本当にお忙しくて子供たちと一緒にいる時間が十分にとれな

いという観点から、その学校支援人材バンクの取り組みをなされておられるようでございます

が、ちょっとそこでお尋ねなんですが、現在ですね、各学校で採用されているゲストティーチ

ャーがおられますよね。この人たちと同じような対応なのか、それからまたそれに有する資格

とか能力とかね、そういうものが必要なのか。その支援策というのは、例えば私は今暇なんで

すけども、学校に支援に行きたいんだけども、そういうどこを窓口にして、どういう格好で応

募ですか、公募ですか、そういうのがなされるのか、それでまたそういうので採用された方た

ちは学校間及び地域の中での交流も視野に入れて登録なさるのか、また今現在「ボランティア

支援センター」というのがございますよね、そことの調整はどのように考えているのか。 

 それと、もう一つが一番気になるところがですね、学校支援人材バンクに登録されている

方々、今例えばゲストティーチャーで行っていらっしゃる方々、この方たちの身分、それから

責務、責任、そしてまた雇用体系、例えば途中で交通事故に遭ったとか、そういう具体的なと

ころもご説明願えればと思いますが、よろしくお願いします。 

 もう一つ、子どもの安全と命を守るネットワークづくりにつきまして、今現在はですね、各

行政区で取り組んでいる「かって隊」があるんですよね、勝手連というんですかね。それと、

太宰府にはいろんな団体を取りまとめている太宰府市青少年育成市民の会というのがございま

す。それと同時に、補導連絡協議会、そしてまた青少年の相談センター、相談員さん、そして

また筑紫野警察署から委託されている現在青色パトロールという車もあります。そして、夜間

には、また各ＰＴＡで「おやじの会」というのがございます。その登下校のときには各自治体

で「見守り隊」とか「子育てサポートぽぴんず」さんとか地元の人が送り迎えをしているとこ

ろも既に市内では数多くなされているんですよね。そういうところの関連をこの子どもの安全

と命を守るネットワークとどのようにコーディネートしていけばいいのか、これは地域コミュ

ニティも絡んでくるんじゃないかなと思うんですよね。ですので、その辺もあわせて二項目に

ついてご答弁をお願いいたします。 

○議長（不老光幸議員） 教育長。 

○教育長（關 敏治） 最初の人材バンクの制度についてでございますが、先ほどの議員さんのご

指摘のように、現在各小・中学校に数多くの方々、形態はいろいろありましてボランティア的

なものから先生の本当の手助けとか、または植物の世話する等いろいろのことがあっておるん

ですが、そういう状況で、各学校非常に大変有意義な教育活動ができているところでございま

す。 

 そういう方々をより教育の充実とか、それから先生方の多忙さを減らす助けになるとかとい

うようにしていくとすれば、どんなふうにしたらいいだろうというのはいろいろご質問がござ
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いましたけれども、まだこれという回答を持っているわけではございません。また、ボランテ

ィア等で来ていただいている方も余り枠組みを決めるんだったら、もうちょっと面倒で来たく

ないとか、そういうところに登録をしてまではしたくないというようないろんな状況があるこ

ともあるんじゃないかと思っております。 

 そういうことを含めながら、どういうふうなあり方が一番いいのか、教育委員会が全体を一

括した方がいいのか、各学校の方にある程度ゆだねた方がいいのか、また各学校もこんな方が

欲しいというのが学校によって少し味わいが違うんじゃないかという気もしております。そう

いうことを含めながら、１つには学校の要望を聞きながら、１つには、これはお金がかかる話

だと思いますので、市長部局とも話しながら、また来ていただく方のいろんな状況等も聞きな

がら、ある程度制度をまとめなければならないんじゃないかというふうに思っております。 

 ただ、いずれにしても、こういうところにいろんな面で力を、市全体で入れてあげようとい

うことでございますので、いろんな面で議員の皆様を含めていろんな方々の知恵とか力をかり

たいと思っております。 

 それから、２つ目の安全・安心につきましては、基本的に子供たちとか子供たちの教育を通

してとか、学校のいろんな教育を通して安全・安心をする。それから、先ほどいろいろご指摘

がありましたようないろんなボランティア等を含めながら、地域での見守り等を含めながら安

全・安心をする。それからもう一つは、いろんな情報をお互い共有しながら安全・安心なそう

いう子供たちの状況をつくる。こういうふうなものを総合的に考えなくてはならないのではな

いかと思っております。その中で、各小学校において、必ずしも一律的にある状況が行われて

いるわけではございませんで、それぞれの小学校区の実情に応じて安全対策等を取り組んでい

ただいているところでございます。 

 先ほどのご指摘のように、帰りに地域の方に見守っていただいている、そういう校区もあり

ますし、あとは保護者等にお願いしているとか、また郵便局、タクシー等々で気をつけていた

だいている等々もございます。そういうところをより一層整備といいましょうか、より充実し

ていくということについては、先ほどご指摘のように学校とか学校だけの判断だけじゃなく

て、市全体の安全・安心のまちづくりというものともタイアップしていければ、なおありがた

いなと思っているところでございます。 

 これも定義された状況でございますので、先ほど市長さんの答弁にもありましたように、今

後やっぱりより充実したものにして、子供たちに限らずですね、安全・安心のまちづくりに伝

わっていけばと、教育委員会としてはそのように考えているところです。 

○議長（不老光幸議員） 再々質問はありませんか。 

 10番小道枝議員。 

○１０番（小道枝議員） この件につきましては、学校、地域、家庭、やっぱり基本になるのが

どこがコーディネートしていくのかではなくですね、やっぱり地域の方々、今はこの人材バン

クでもいろんな方が学校の方に出入りいたします。やっぱり人は宝でございますので、市の方
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におかれましてもね、少しでも一人でも多くの方が学校の人材バンクに登録されたり、そして

見守り隊があったり、そして安全で安心して登下校でき、また地域の方々が本当に住んでよか

ったというところになれるよう執行部におかれましてはご努力をお願いして、この質問は終わ

りたいと思います。 

○議長（不老光幸議員） ３件目について再質問ありませんか。 

 10番小道枝議員。 

○１０番（小道枝議員） まるごと博物館構想につきまして、再質問をさせていただきます。 

 先ほどご答弁の中に水城跡の整備が行われると、平成20年度までにですね。本当にすばらし

いことだなと思います。 

 その中で、１つお尋ねしたいのが、史跡地の後の利用でですね、せんだって、たしか先週の

土曜、日曜日だったんですが、私ども太宰府市の子ども会育成会連合会というのがありまし

て、リーダー研修で子供、小学生が約百数名、ジュニアリーダーが十五、六名に市の職員、そ

してスタッフで約130名ほどでキャンプをいたしておりました。そうしますと、なぜか頻繁に

車がどんどん入ってきたんですよ。なぜかといいますと「そば畑はどこにあるとですな」と言

ってくるんですよね。「えっ」と言ったら、たまたまその日の新聞に史跡地後でそば畑に花が

咲いたということが新聞報道されましたもので、市民の方、それからまた観光客に等しい方が

尋ねてみえるんですけど、どこだろうということで、たまたま場所が近かったもんですから、

キャンプ場の方から、行きましたら、ちょうどそば畑がありました。それは見事に咲いており

ました。 

 そういう史跡地の活用をなさるのもいいんですけど、もうちょっと、整備やおもてなしの

心。何かそこにですね、ご年配の方がつえをついて見えたんですけども、ベンチはあるんです

けど、日がかんかん照ってますのでね。そしてまた、そのところがちょっと雑草も生えており

まして、もうちょっと整備されたら、なおよかったんじゃないかなと。そういうふうに、やっ

ぱり市民、そしてまた観光地である太宰府、史跡地を大事に使おうと思えばですね、もう少し

キャンプ場、市民の森、春の森、秋の森、そしキャンプ場から県民の森へとつないで、市民は

そこを本当に憩いの場にいたしております。ですので、そういう史跡地をですね、もう少し活

用すべきではないかなというふうに感じ取っております。 

 その中で、施政方針のときの12ページの中にですね、景観によるまちづくりというね、景観

行政団体になるというのがここにあるわけなんですよ。これがまる博につながるかどうかはわ

かりませんけれども、やっぱりこの辺をですね、太宰府の景観と市民遺産を守り育てる条例を

つくるに当たりまして、この景観行政団体というのに何か登録されたとかという施政方針があ

るんですが、これはどのような都市に適用されるのか。太宰府でもそういう指定を受けられる

のか、またそれをどのように活用していくのか、その辺を少し教えていただければと思いま

す。 

 お願いします。 
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○議長（不老光幸議員） 地域振興部長。 

○地域振興部長（松田幸夫） この景観団体に加入いたしますと、それぞれ法的に一つのルールを

決められるというのが一つの基準になっております。 

○議長（不老光幸議員） 再々質問はありませんか。 

 10番小道枝議員。 

○１０番（小道枝議員） ということはですよ、この施政方針の中にですね、「手続を進めてお

ります」ということでありますが、これ手続をしたら必ず団体に加入するというのか、予算と

かなんとかそういうのが出てくるのか。これをもし団体に手続をされますと、どのようなこと

をなさるのか、もう最後ですのでご答弁ください。 

○議長（不老光幸議員） 地域振興部長。 

○地域振興部長（松田幸夫） 施政方針の中で市長が申し上げましたとおり、この景観に関する条

例というものを今回制定をしたいというふうに思っております。その過程の中で、この景観行

政団体といういわゆる県の制度の方に申請をいたしまして、市独自のきちっとした条例、ルー

ルを制定できるという一つの事務の流れの中の内容でございます。 

○議長（不老光幸議員） ４件目について、再質問はありませんか。 

 10番小道枝議員。 

○１０番（小道枝議員） それでは４点目の公共施設使用料減免についてでございますが、これ

ももう３人ほどのご答弁があって、先ほど武藤議員の答弁では、もとに戻すというご答弁をい

ただきました。間違いございませんですね。 

 それと同時に、私がここで皆さん方にお願いしたいのは、施政方針にもありました体育協

会、文化協会などという言葉があるわけなんですよね。私がここでお尋ねしたいのは、学校教

育の現場で昨年減免措置廃止によるひずみが出てきたのをご存じなのかが１点。 

 それで、今後、学校教育の特徴ある学校づくり、それに対しての減免措置ももとに戻してく

れるのか、その考えがあるのか、そこのところをしっかりとお尋ねをしたいと思います。 

   それと、市長と語る会につきましては、福祉でまちづくりと関連がありますので、今まで市

長さんのご答弁をいただきました。福祉というのは、どっちにしてもやっぱり民間が、市民が

みんな受けなきゃいけない福祉だと私は考えております。ですので、地域コミュニティ、そし

て市長と語る会、それからまた福祉、バリアフリー、いろんな観点から大きな意味で市民サー

ビスに努めていただきたいと思います。 

 それと、３番目の生涯学習についてお尋ねをいたします。 

 生涯学習につきましては、これ以前、過去に生涯学習課というのがございましたよね。で、

それがいつの間にか生涯学習課がなくなり、社会教育課になった。これは以前にも私一般質問

で取り上げさせてもらっているんですけれども、今回は充実を図るためにまた復活というんで

すかね、ということでございますが、それに伴う機構の改革が絡んでくると思うんですが、そ

の場合、生涯学習の位置づけ、それと先ほど前段で申し上げました学校教育、それから社会教
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育との連携、地域との連携、生涯学習のみの設置なのか、関連して社会教育、学校教育との絡

みはどのように考えてらっしゃるのか、そしてまたその組織をつくるに当たっての職員の配

置。そこに携わる職員さんというのは専門職を置かれるのか、またその専門の職員の育成、要

するに社会教育主事とかいろん観点があると思うんですよね。やっぱりもちはもち屋でござい

ますので、その育成も兼ねて職員の育成、それから適材適所の配置、専門職の配置をした上で

の改革なのか、その辺をあわせてお尋ねをしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○議長（不老光幸議員） 教育長。 

○教育長（關 敏治） 一番最初の使用料と学校教育の件につきまして、私の方からお答えさせて

いただきます。 

 ご存じのように、昨年から使用料につきまして、現行のような方法になったわけでございま

す。それに伴いまして、学校が使うお金の配分の仕方を変えたわけでございます。それにより

まして、そのお金をどこに使うかということについては学校にゆだねたところがございました

ので、今までずっと使ってきた事柄がいろんな関係で使えなくなったというようなことがあっ

たということは承知しておりますけれども、どこをどう使うかについては、ある程度学校にゆ

だねておりますので、その辺はどこの学校も全部、例えば中央公民館を使っているというよう

な教育課程はないわけでございますので、どうかその辺をご理解いただきたい。 

 今後については、まだここでお話があっているだけで、条例にもなっていくんじゃないかと

思いますので、そのときにどういうふうな形になるか、また内部の論議が行われるんじゃない

かと私自身思っております。 

 以上です。 

○議長（不老光幸議員） 市長。 

○市長（井上保廣） 今、機構改革の生涯学習等でございますけれども、まだ私の段階ではござい

ませんので、具体的な分でありますので、関係部長の方から回答させます。 

○議長（不老光幸議員） 総務部長。 

○総務部長（石橋正直） 現在、機構改革につきましては、部長会議を再三行いまして一定の部長

会議の結論が出ております。今後、副市長、市長との協議が残っておりますが、生涯学習につ

いては、現在文化振興という形で市長部局に生涯学習を置いておりますが、現段階の案では、

これを教育委員会の方に移行いたしまして生涯学習課を設置、その中に生涯学習係と社会教育

係、それからスポーツ振興係と、この３つで生涯学習を振興していきたいというふうに予定を

いたしております。 

○議長（不老光幸議員） 再々質問はありませんか。 

 10番小道枝議員。 

○１０番（小道枝議員） 減免のことにつきましても方向性がまだ見えてないと、だけども市長

はもとに戻すということを確認とりましたので、大いに期待したいと思っております。 

 それと同時にですね、生涯学習の復活、そしてまた社会教育、子供たちが本当に健全に、そ
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してまた市民が十分にサービスを受けられるような、そういうまちづくりにご尽力をお願いし

たいと思います。 

 質問の最後でございますが、市政運営上の要望を兼ねまして一言申し添えておきたいと思い

ます。 

 本市は古都のまち太宰府、国立博物館のあるまち太宰府、天満宮さんのあるまち太宰府、学

問のまち、大学、学園都市太宰府と、全国にも本当に知れ渡った有名な観光地でもあります。

本市は、よそから見れば毎年700万人を超える観光客がお見えになり、観光産業に依存できる

財政内容のように思われがちですが、通過型の観光客が多数でありますことから、また市全域

の15％が特別史跡ということもあり、工場誘致なども難しく、財政面におかれましては大変な

ご苦労もあるかとは想像いたしますが、市民協働のまちづくりを掲げられている市長でありま

す。どうぞ行政と市民との信頼関係を諮りながら、創意工夫と市民の理解、協力を得ながら行

政運営上の無理、むだを省きつつ、未来ある子供たちへ夢を託せる安心で安全な町、住んでよ

かったと実感できる太宰府のまちづくりにご尽力くださいますようお願い申し上げまして、会

派宰光の代表質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。 

○議長（不老光幸議員） 以上で会派宰光の代表質問は終わりました。 

 ここで休憩をします。 

 15時30分から再開します。 

              休憩 午後３時15分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

              再開 午後３時30分 

○議長（不老光幸議員） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 お諮りします。 

 会議規則第８条第２項の規定によって、会議時間は午後５時までとなっておりますが、本日

の日程終了まで延長したいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（不老光幸議員） 異議なしと認め、本日の日程終了まで延長します。 

 次に、会派太宰府市民ネットの代表質問を許可します。 

 16番村山弘行議員。 

              〔16番 村山弘行議員 登壇〕 

○１６番（村山弘行議員） ただいま議長より発言の許可をいただきましたので、太宰府市民ネッ

トを代表いたしまして質問を行います。 

 まず、井上市長におかれましては、厳しい選挙戦を戦い抜かれ、見事当選の栄誉を果たされ

ましたことにお喜びを申し上げます。 

 選挙期間中、様々な、そして多くの市民の方々から、直接あるいは間接的にたくさんのご意

見や要望、また苦情といったものもあったことと存じます。市長におかれましては、選挙とい
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う極めて重要な政治活動の中で市民から直接生の声を聞くということは、初めての経験であら

れたと思います。ぜひ今後の行政運営に当たりましては、それら市民の皆さん方の声を生かし

ていただきますよう、冒頭お願いを申し上げておきたいと存じます。 

 さて、去る６月４日定例議会の初日、市政運営に当たっての新市長としての所信を述べられ

ました施政方針について、何点かについてご質問をいたします。 

 最初に、滞在型観光に誘導した産業と観光の振興を図ることについてであります。 

 一昨年、九州国立博物館がオープンをいたしまして、太宰府市を訪れる観光客の方々が大変

多くなっており、また滞在時間も国立博物館との関係で、従来に比べ随分と長く滞在されるよ

うになってきておりますが、しかしながら、宿泊をし、観光地や史跡地を見て回るというに

は、まだまだ本市には宿泊施設は極めて少ないと思います。今回、国民年金健康保養センター

を民間に移し、近々ホテルグランティアとしてリニューアルオープンとお聞きしましたが、大

きい施設はこの１カ所のみで、他に数カ所あります宿泊施設は部屋数も少なく、宿泊をして観

光を楽しむという観光地としては、現状では言いがたい面があります。もちろん滞在型という

ものが必ずしも宿泊を伴うものとは限りませんが、観光客の本市滞在をさらに長くとどまって

いただく方策としては、宿泊ということが当然考えられますし、そうすれば市内の観光物産店

や、あるいは商店街への経済的効果も大きいものがあると思います。観光交流人口の増加を図

るためにもそのことは大切だと思います。しかしながら、本市はご承知のとおり、市域の15％

が国の史跡地に指定をされております。したがって、大型ホテル等の宿泊施設の建設はかなり

ハードルが高いと思われます。市長におかれましては、例えばお隣の筑紫野市さんと観光協定

みたいなものをつくり、お互いの観光客の交流へ向け相互に連携をとり合い、お互いの市が観

光客誘致を図るということによって両市の活性化を図るというような考えはないか、お尋ねを

するものであります。 

 また、先ほど述べましたように、本市独自にでもホテル等の宿泊施設の誘致を考えておられ

るのか、あわせてお伺いをいたします。 

 次に、職員の意欲を高めることについてお伺いをいたします。 

 市長は、その施政方針の中で述べておられますとおり、職員一人一人がみずから目標を持っ

て市民サービスを行う自覚と使命感に燃え、自己研さん、自己啓発をしていくことが重要であ

ると明らかにしておられます。私も全く同感であります。市長も当然ご承知と思いますが、本

市職員は他の類似団体に比べ、かなり少ない人数で大変よく頑張っていることも事実でありま

す。今回の施政方針の中で組織機構を機動的に改めると述べておられますが、より市民サービ

スが高まるのであれば、それは歓迎するところでありますが、意欲を持った職員が頑張れる職

場環境をつくることも、組織機構を改めること以上に重要なことと思います。本市は、平成

20年度も含めれば４年間新規の職員採用があっておりません。本市の職員数についても相当無

理がきているのではないかと思うところであります。自己研さん、自己啓発などなど大変大切

なことではありますが、絶対的職員数の不足の問題も基本的に解決しなければならないことと
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思います。私は、かって国鉄に勤めておりました。国鉄からＪＲになったとき、10年間新規採

用がありませんでした。それが今日20年を経過した中で大変いびつな形になっており、ＪＲも

大変苦慮をしておると聞き及んでいるところであります。本市もこの４年間新規採用ゼロとい

うことは、将来を見定めたとき、非常に大きな問題を残すことになるのではないかと危惧をす

るものであります。また、現在の職員構成上、20歳代の職員は十七、八名でしかありません。

これは組織構成上正常な形ではないのではないかと思います。職員の一人一人が目標を持ち、

自覚と使命感を持って市民サービスに徹することは大きな意義がありますが、絶対的職員不足

ということになれば、その意欲も半減するのではないかと思いますし、また職員の士気を高め

ていくことが重要ですが、それにはまず指導的立場にある幹部職員、とりわけ行政のトップで

ある市長の職員に対する姿勢が重要であろうというふうに思いますし、職員の仕事への意欲を

引き出す力は、その上司の姿勢が強く求められていると思います。結局は、トップである市長

の職に対する姿勢が出てくるのではなかろうかと思います。仮に職員の意見が上司と対立した

としても、意欲的な、そして積極的な意見であれば十分耳を傾ける姿勢は、職員の意欲や使命

感、そして積極性も出てくることにつながると思います。この姿勢は、行政のトップである市

長の姿勢が直接、間接的に部下職に伝わると思います。このことをぜひ市民サービス向上へ直

結していくことであり、実行をしていただきたいと思います。 

 市長は、施政方針の中で論語を引用され、「仁」、すなわち「ぬくもり」を説いておられま

す。行政から市民へのぬくもりと同時に部下職員に対しても「仁」、すなわち「ぬくもり」と

目配りを同時に進めてもらいたいと思いますが、市長のご見解を求めるものであります。 

 次に、歴史と文化の環境税についてお伺いいたします。 

 この歴史と文化の環境税については、導入時より大きな問題を抱えてスタートをいたしまし

た。昨年５月19日臨時議会におきまして、その期限をさらに３年延伸することを議会は満場一

致で可決したところであります。今回、市長は歴史と文化の環境税について、本市の重要な財

源であり、ぜひとも必要なものと明らかにされておられますが、一方では議会から（仮称）太

宰府みらい基金について、その創設の提起の動きもあり、推移を見きわめたいとも述べておら

れます。 

 市長は、機会あるごとに佐藤前市長の後継者指名を受けていると言っておられました。当

然、市長も基本的に佐藤前市政の政策を受け継ぎ、行政の継続という立場からも進めていかれ

ると思います。そういう観点から、この歴史と文化の環境税については継続するという立場で

あろうと思いますが、前市長は（仮称）太宰府みらい基金について、確たる担保が明確になれ

ば歴史と文化の環境税について検討してもよいと、昨年５月19日の臨時議会で明らかにされて

おります。井上市長は、今回推移を見きわめたいと述べておられますが、仮に（仮称）太宰府

みらい基金が議会の中で提案があり、前市長の言われる担保というものが一定明らかになった

場合、行政の長として歴史と文化の環境税を廃止し、（仮称）太宰府みらい基金の創設を提起

すべきでないかと、これは行政の責任で行うべきではなかろうかというふうに思っておりま
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す。また、市長は、この担保の中身について、金額や期間、あるいは責任についてどのような

お考えでおられるのか、また（仮称）太宰府みらい基金の推移を見きわめるということではな

く、行政としていかにかかわっていくのかと問われているものと思います。税制審議会の意見

なども聞くと、先ほどの議員の中での答弁で述べられましたけれども、待ちの姿勢ではなく、

議会の動きがあればそれに対応する動きが求められると思います。ぜひともご見解を求めるも

のであります。 

 次に、（仮称）ＪＲ太宰府駅設置についてお伺いをいたします。 

 市長は、施政方針の中で、初めに駅ありきではないと明言をされておりますが、これまでの

議論や第四次太宰府市総合計画から見ても、随分（仮称）ＪＲ太宰府駅設置について後退した

ように思います。もっと言うならば、私は初めに駅ありきであると思います。昭和63年11月

15日のＪＲとの覚書、あるいはこれまで一貫して平成17年の国立博物館の開館に合わせると言

ってこられました経緯からして、当然駅ありきと考えます。平成15年の災害によって、その財

政的な事情から延期とこれまで説明を受けてきたところでありますから、その経過からして、

財政的事情が一定のめどが立ったのであれば、当然駅を基本的に建設するということになると

思います。かって、総合交通問題調査特別委員会においても現地説明や、あるいは想定された

構造図面も我々は説明を受けてきているわけであります。駅前広場、バス停、タクシー乗り

場、そしてまほろば号の入り込みの道路などなど、説明を聞いておる我々からすれば、これら

の経緯を踏まえれば当然駅ありきであると思いますが、見解を求めるものであります。 

 次に、公共施設の減免についてお伺いいたします。 

 今回、体育協会及び文化協会加盟団体等に対する公共施設の使用料を減免するとなっていま

すが、まず加盟団体等となっていますが、この「等」という中にはどのようなものが入るのか

を伺います。体育協会や文化協会に加盟していなくても同じような目的であれば減免対象にな

るものか、お伺いするものであります。 

 当初、この公共施設の減免廃止の提案がされたのは、平成17年６月議会の中での全員協議会

ではなかったかと思います。これを聞き及んだそれぞれの団体から、廃止の再考や引き続き減

免の要請がありました。議会にも陳情書が上がってまいりました。また、議員の中からも減免

廃止には反対の意見も多く出ました。こういう様々な意見を受けてもなお、平成18年１月１日

より減免廃止が実施され、今回１年数カ月で再び減免を行うという提起をされた、その大きな

理由は何でありましょうか。今回、減免を提起するのであれば、平成18年１月の導入は本当に

必要だったのかどうなのかと言わざるを得ません。これは政治的なことでありますし、冒頭で

申し上げましたように、選挙戦を戦う中、多くの市民の方々からの要望もあり、それらの中か

ら新市長としての政策として出されたものであるかもしれません。市長は、初めて選挙を経験

されたわけであります。したがって、多くの市民や団体の方々と話し合いや要望も受けられた

と思います。そういうものを総合的に踏まえてマニフェストで減免を出され、今回施政方針で

も出されたものと思います。私たち市議会議員の少なくとも半数以上は、市長の初めて経験さ
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れた選挙を２回、３回、あるいは５回、６回と経験しているわけであります。したがって、

我々の意見は多くの市民の意見を踏まえての発言であるということは言うに及ばないと思いま

す。減免廃止のとき、多くの議員が減免廃止に否定的な意見を申し上げたのは、多くの市民の

意見によるところであります。私は、減免を再度導入される判断への基本的な考えをお伺いし

ます。 

 申し述べさせていただきたいと思いますが、私は減免廃止のときも述べましたように、減免

導入すべきであると思っております。 

 最後に、市役所の開庁時間の延長や休日受け付けについてお伺いいたします。 

 より質の高い市民サービスの向上へ向けてと思いますが、繁忙期における開庁も休日の受け

付け業務も明らかに労働条件の変更を伴うものであります。したがって、労使の協議が当然発

生すると思いますが、今後労働条件について交渉が始まると思いますが、具体的に計画がある

か、お伺いいたします。費用対効果なども踏まえ、例えば自動的な印鑑証明や、あるいは住民

票などの各先進地に視察をしてまいった際に、そういうものを設置されておりますが、そのよ

うなことも踏まえて、なおかつ開庁の時間延長や、あるいは休日の開庁の方がよろしいという

ふうに判断されたものについてのご見解をお伺いしたいと思います。 

 また、先ほども述べましたように、労使交渉のあり方についてあわせてお伺いいたします

が、行政のトップとして労使交渉に当たってのお互い立場を踏まえて、議論を持って、誠意を

持って交渉することが近代的労使関係のあり方と思いますが、市長の基本的な姿勢を伺うもの

であります。 

 また、これはくれぐれも踏まえてほしいものでありますが、今後労使関係が協議中の案件に

ついては、その整理がついてから議会には上程するべきと考えますが、この点についても市長

の基本的なスタンスをお伺いするものであります。 

 以下、再質問につきましては自席にて行わせていただきます。 

○議長（不老光幸議員） 市長。 

○市長（井上保廣） ただいま施政方針に関することについて、市議会会派太宰府市民ネットを代

表されまして村山弘行議員よりご質問をいただきましたので、順に回答をさせていただきま

す。 

 最初に、滞在型観光に誘導した産業と観光の振興を図ることについてのご質問にご回答を申

し上げます。 

 平成17年10月に開館いたしました九州国立博物館の入館者は、本年５月末で約330万人を超

え、その相乗効果も相まって本市への観光客数も平成18年度１年間の統計では、十数年ぶりに

700万人を突破をいたしました。こうした時期に、国民年金健康保養センター太宰府が本年１

月末に閉館をいたしましたけれども、現在でも旅行会社や観光客、市民などから、市内に宿泊

施設はないのかと、あるいは新たな宿泊施設はいつオープンするのかなどの問い合わせが

日々、数多く寄せられておりました。本市内での宿泊需要は、潜在的に大きいものと考えてお
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ります。観光客が滞在し、回遊するためには、宿泊施設があり、そしてこの宿泊施設が単独で

はなく、施政方針でも述べておりますように、見る、食べる、買う、学ぶ、憩うことのできる

回遊の仕掛けづくりとして、周りの町並みや店舗などとも一体となった街のにぎわいも必要で

あると思っております。 

 ご質問の宿泊施設の誘致につきましては、第四次総合計画基本計画にも明記いたしておりま

すように、重要な施策の一つとしてとらえております。 

 なお、現時点では７月上旬のオープンに向けての現在改装中の宿泊施設以外に具体的な動き

はございませんが、こうした考え方のもとに、今後とも機会あるごとに誘致活動は積極的に行

ってまいりたいというように思っております。 

 それから、ただいまご質問があっておりましたけれども、近隣地域との連携というようなこ

とも大事でありますし、やはり九州国立博物館を核としたまちづくりについては、筑紫地区あ

るいは周辺の自治体ともすみ分けを行いながら行っていくというようなことについても、一つ

の手法であるというように思っております。 

 次に、職員の意欲を高めることについての質問に対しまして、お答えをいたします。 

 現在、職員研修につきましては３つの体系をとっておりまして、市内部の研修、福岡県市町

村職員研修所等で行います外部研修及び職員独自で行います自己啓発でございます。これらに

よりまして、職員として必要となる基本的な能力の養成に加え、近年特に求められてきており

ますように政策形成能力、マネジメント能力、危機管理及び目標管理能力等の要請も重要であ

りまして、今後とも幅広く取り組んでまいりたいと思っております。 

 さて、ご質問にあります部や課及び係で具体的な研修を計画するのか、育成の具体的な取り

組みにということにつきましては、先ほど研修体系のところで述べましたように、市内部の研

修の職場研修として位置づけておりました。これは市の職務執行規則で規定しておりますよう

に、部課長が研修計画の方針でありますとか、あるいは実施計画を決定し、実施するというふ

うにいたしております。ご指摘の職員の意欲を高めることにつきましては、こういった職場内

の研修を充実するとともに、平成17年度に策定いたしました太宰府市人材育成基本方針にも触

れておりますけれども、職員が市民に信頼され、与えられた仕事を納得して、やる気を持って

完遂する、この頭文字をとりまして「“し”“な”“や”“か”」をキーワードとしながら、

職場風土そのものを変革していくとともに、人事評価制度あるいは目標管理制度につきまして

も仕事への意欲に結びつく重要な手法でありますので、これらにつきましても人材育成の視点

を基本に据えた制度として構築していくことによりまして職員の意欲を高めていることにつな

げてまいりたいと、このように思っております。 

 次に、歴史と文化の環境税についてのご質問にお答えを申し上げます。 

 この税は、地方分権一括法に基づきまして課税自主権の行使、自主財源の確保の観点から、

平成15年５月から導入しています。税収は、平成18年度で実績で約6,400万円の収入があり、

導入時から平成19年３月徴収分まで約1億9,000万円の収入となり、本市のまちづくりのための
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貴重な財源となっており、基本的には継続したいと、このように考えております。 

 基金につきましては、一定の財源が確保されるのか、将来への継続性は見込めるのか、アン

ケートにおきまして、修正も含めて約８割の方が継続を示されている市民に対して理解が得ら

れるのかという観点に基づきまして、今後とも推移を見守り、税制審議会の意見を踏まえ、法

定外普通税であります歴史と文化の環境税について判断してまいりたいと、このように思って

おります。 

 担保の問題につきましては、一定の税収同等額の確保と将来への継続性でございます。ま

た、最も優先しなければならないことは、昨年４月に実施しました意識調査におきまして、修

正を含めると約８割の方が継続を示された市民の理解だと考えております。 

 次に（仮称）ＪＲ太宰府駅についてのご質問にお答えを申し上げます。 

 本駅につきましては、本市の西部拠点として、また西の玄関口として、交通、商業、業務施

設並びに住宅地が集積するよう、本駅を中心に周辺一体となった整備を進めていかなければな

らないと考えております。 

 本駅の設置につきましては、滞在型観光の標榜している本市にとりましては極めて重要な政

策課題と位置づけておりまして、地元住民の皆様の意向を尊重しつつ、先ほど申し上げました

ように駅周辺一帯のまちづくりの青写真を描きながら、民間資本を投入するのか、整備範囲は

どの程度とすべきか、都市機能の集積はどの程度が望ましいのかと、こういった諸問題につき

まして逐一検証を行いながら、実施するとすればいつまでに、どのように実施するのか、また

周辺地域のまちづくりの中で駅をどう位置づけるのかといった具体的な動きを示すことができ

るよう、平成20年度を目途に見通しをつけてまいる所存でございます。 

 次に、公共施設の減免についてのご質問にご回答を申し上げます。 

 公共施設使用料の減免の見直しにつきましては、受益者負担の原則から一般利用者との公平

性を図る理由から、さらには指定管理者制度の導入等に伴うことから、平成18年１月から実施

をしてきたところでございます。私は、前市長の後継指名を受けまして今回当選をしたという

経緯があるわけでございますけれども、この選挙期間中、いろいろと市民の皆様方のお話をお

聞きする機会がございました。その中で減免措置が撤廃されたことに対するところの不満とい

うようなものが非常に多くあったと痛感をいたしました。 

 そういったことから、減免問題について、再度原点に返って考える必要があると、こういっ

たことから市民の皆さんが利用しやすい施設にするために、スポーツ活動の参加促進、さらに

は文化活動など総合的に支援するという観点に立ちまして、現在関係課におきまして受益者負

担を原則としながらも負担のあり方について調整会議を進めておりまして、問題点課題等の整

理、減免対象や減免率及び実施時期などを検討いたしておるところでございます。 

 次に、市役所の開庁時間の延長や休日受け付けについてのご質問にお答えを申し上げます。 

 よりスムーズな体制づくりのためには、内部におけますところの十分な調整が必要でありま

して、また現在本年10月を目途として進めております行政機構改革を踏まえる必要もございま
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すので、こういったことを総合的に勘案をいたしまして、来年の２月には試行していきたい、

このように考えておりますけれども、内容等につきましては現在内部調整中でございますの

で、職員団体との協議まで至っていないのが状況でございます。 

 今後、基本として、勤務労働条件に関する事項につきましては、十分協議していきたいと考

えております。 

 以上のとおり、ご質問の件につきましては答弁をいたしましたけれども、ただいま承りまし

た貴重なご意見や要望につきましては、これからの市政運営に当たりまして十分に参考にさせ

ていただき、一層の努力をしてまいる所存でございます。よろしくお願い申し上げたいと思い

ます。 

○議長（不老光幸議員） １件目について再質問はありませんか。 

 16番村山弘行議員。 

○１６番（村山弘行議員） 今、市長から答弁をいただいたんですが、この４市１町、とりわけお

隣の筑紫野市さんは随分旅館の数などもありまして、筑紫野市さんは筑紫野市さんで観光行政

も力を入れておられると思いますが、幸いに私どもには九州国立博物館がございますし、もち

ろん天満宮もありますし、いろんな施設がございますので、筑紫野市さんとの観光交流なども

ですね、行政の中でも今市長答弁のありましたように、お互いの観光客が行き来できて、そし

てお互いに相乗効果がでればこれにこしたことはないというふうに思いますので、この件につ

きましてはですね、今市長答弁のとおり、できるだけお互いの、太宰府がひとり勝ちじゃない

んですが、近隣の市町村とも協議しながら、そのことは結果的に太宰府の地元の皆さん方の商

店街や物産店の方々も潤うわけでありますから、そういう意味では近隣の、とりわけ特にお隣

の筑紫野市さんとの交流というか、人的交流も含めて観光客の交流がされるように今後とも進

めていっていただきたいということを、これ今の市長のご答弁で結構かというふうに思います

ので、引き続きそのように進めていただければというふうに思います。 

○議長（不老光幸議員） ２件目について再質問ありますか。 

 16番村山弘行議員。 

○１６番（村山弘行議員） ２点目につきましてはですね、これ職員の意欲を高めていくというこ

とで私質問をしたわけでありますが、いろんな初任者研修がございます。それから今、市長の

答弁の中で、外部だとか、あるいは市内、あるいは職員独自の研修などなど、職員の意識ある

いは自己研さんを高めるための研修がそれぞれやっておられるというふうに思います。しか

し、私がここで申し上げたいと思いますのは、いろんな職員がいろんなご意見、その研修の中

で培われた経験を行政の自分の仕事として発揮をしようとするときに、中身によっては、ある

いは課長と、あるいは部長と、あるいはもっと上役の副市長、市長と意見が対立するようなこ

ともまま出てくる可能性もあると思います、考え方なり、あるいは意見の相違の。そういう意

味では、私は、先ほども申しましたように、その職員の能力をいかんなく引き出していくとい

うためには、大きな懐を持ったそういう上司が必要であろうというふうに思います。自分の意
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見に反対だからといって封鎖をするんじゃなくして、反対意見をも耳を傾け、そして議論をし

ていくという、そして結果的にその職員の意見が通らなくても自分の意見を十分真摯に議論を

対象として聞いてくれる、こういう姿勢が私は今求められておるのではなかろうかというふう

に思います。これは課長、部長、副市長、市長というふうに組織でありますから、市長に職員

の人たちが直接物言うことはなかなかないと思いますが、これは一つに市長の政治姿勢あるい

は職に対する姿勢というものが私は部課長職員に伝わるのではなかろうかというふうに思いま

す。したがいまして、私は、先ほど申し上げましたように、ぜひともですね、市長も言われま

したように、職員に対しても論語の「仁」を紹介されておりますから、そういうお気持ちで接

していただきたいというふうに、ここはひとつぜひともお願いをしておきたいというふうに思

います。 

 あわせまして、まだ答弁が先ほど漏れておったような感じもしますけれど、冒頭申し上げま

したように、ＪＲが10年間採用しませんでした。そのことが今大変ＪＲそのものも苦慮してお

るという紹介をしながら、平成20年度の新規採用がどうなのかということ、ちょっと予算上で

見ますと、それは計上されてないような感じがします。でいきますと、４年間の新規採用がな

いと、平成16年はあっておりますからですね、そういう意味では新規採用がないということが

果たしていいのかどうなのか。職員の数がどうだこうだということよりも、若い職員、将来若

い幹部になっていく職員を中断をするということは、組織形成上余りよろしくないのではなか

ろうかというふうに私は思います。そういう意味では研修も、それから絶対的な人員が不足を

しつつあるという現状の中では、新規採用等についてもですね、これはどのように考えておら

れるのか。また市長の行政のトップとしての職員に対する基本的な態度、こういうものも再度

お伺いをしてみたいと思います。 

○議長（不老光幸議員） 市長。 

○市長（井上保廣） 職員の採用の件、それから研修に当たっての仁というふうな、職員にも人の

優しさを振り向けてほしいというふうなことでございます。まず、そのことからお話をしたい

と思います。 

 私は、「ニュー井上からの出発」といたしました。人の処し方についてはナンバーワンの処

し方、ナンバーツーの処し方がいろいろあります。手法もあります。時として厳しく当たらな

ければ成就できないことだってあります。それが今までの自分であったと思います。今、この

席におります私は、選挙期間中もそのことについて絶えず反問しながら今日まで来ました。そ

の私のイメージ、考え方をすべて出しておりますのが「ニュー井上からの出発」でございま

す。私が変わる、町が変わる、私が変わらなければ変わらない、こういった視点でございま

す。そのためには、やはり意見を聞くということ、そして知恵を出すということ、そうした姿

勢を出すということ、これを現場主義、率先垂範してやっていこうと、この私は基本の考え方

で進みたいと。改善、改革、発展、確かな一歩、確かな前進といったのが私の目標として４年

間やっていきたいというふうに思っております。 
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 職員にありましても、私は研修は人それぞれ、職員が自己実現。私は、８時半から５時まで

プロであるわけですから、そこで自分の仕事を提供、労務を提供するということは、その見え

ない部分、５時から８時半までの間に自分自身をあらゆる分野で鍛えていくというなことも大

事でございます。そういった基本の上に研修は成り立つというようなこともございます。自己

啓発なしには、たとえどんないい講師を持ってき、どんな研修機関に派遣しても、みずから向

上する気持ち、市を愛する気持ち、そういったものがありませんと効果は余りありません。そ

ういったことを肝に銘じながら、私は研修につきましても、今申し上げました理念のもとに、

市民の皆さん方にも職員にも同じように当たってまいりたいというふうに思っております。 

 それから、２点目の職員採用の件でございますけれども、今経常収支比率の問題、ずっと問

題等、議員の皆さん方、あるいは市民の皆さん方がクローズアップし、第２の夕張になるので

はないかと、財政破綻するのではないかと、これが市民の中に心配としてございました。この

多くの問題の一つは、人件費でございます。それから公債費でございます。それから扶助費で

ございます。負担金、補助金もございます。扶助費、補助金、これはそう減額するということ

については限界がございます。人件費あるいは経常経費、そういったところのむだを省いてい

くというふうな視点、あるいは公債費、起債、地方債を抑えていくというふうなこと、そうい

ったところから進めていく必要があるわけでございます。職員の人件費も団塊の世代が今退職

の時期を迎えておりまして、トータル的に70名ほど平成24年までに退職するというふうなこと

を申し上げております。しかしながら、すべてにわたって補充をしないというふうなわけには

いかないというふうに私も思っております。先々の将来像の見直し、行政需要、それに絡んで

のやはり職員のあり方、職員数というふうなことをきちっと科学的に見定めて、定員計画を計

画的な形の中で置いた中で、計画的に採用計画を立てていく必要があると。今は、改善に向け

て緒についたばかりでございます。新たな出発として私はここに立たせていただいておりま

す。全体的な見通しの中で私は行動をとっていきたいというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（不老光幸議員） 再々質問ありませんか。 

 16番村山弘行議員。 

○１６番（村山弘行議員） 職員の採用につきまして先に述べさせていただきますが、もちろん人

件費が多大な額を占めておるということは私も承知をしております。ただ、将来的に見たとき

に、その四、五年間空白ができるということは、10年後、20年後を見据えたときに、職員の構

成上それでいいのかと。最低必要な部分については、今年は要らなくても、あるいは来年要ら

なくても、５年後、10年後の新しい幹部職員の養成ということも踏まえていくならば、今市長

が申されましたように、計画的には最低の部分の職員採用というものは必要ではなかろうかと

いうふうに思います。もちろん、皆さん関心のある経常収支比率が非常に悪いということはわ

かっておりますが、わかっておりますが、将来の太宰府を担う職員を育成するという意味も、

それから組織構成上も将来いびつな形にならないためにも、これはぜひ計画的に具体的な中身
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を今後とも実施をしていっていただきたいというふうに思います。職員採用に当たりまして

は、これはもう執行権の範疇でございますし、我々がどうこう言う部分じゃないかとは思いま

すが、市議会議員としましては非常にそのことも危惧しておりますので、ぜひともそのことを

お願いをしておきたいというふうに思います。 

 さらに、職員の問題につきましてもです、いろんな研修の能力を現場で発揮しようとすると

きに、そのときに、一例で申し上げますと、そんなこと言うてもできるわけないじゃないかと

いうて言下に断るのでなくして、その人の意見をまず聞き、議論を闘わせ、結果的にその職員

の意見が通らなくても、うちの上司は真剣に議論をすればそれにこたえてくれる、結果的にだ

めかもしれないけれどという、そういう、そしたら次の機会に新しい計画をしてみよう、新し

い意見を言うてみようという意欲が出てくるのではなかろうかというふうに思います。それが

部外者研修なり、あるいは初任者研修、あるいは部課における、各部における研修が生かされ

てくるのではなかろうか。これが私は市長の言われる「仁」、「ぬくもり」のある、あるいは

行政運営の一つになっていくというふうに思いますので、このことは「ニュー井上」を今後と

も期待をしておきたいというふうに思います。 

 次の項の質問をさせていただきたいと思います。よろしゅうございましょうか。 

○議長（不老光幸議員） はい、３件目をお願いします。 

 16番村山弘行議員。 

○１６番（村山弘行議員） ３点目の歴史と文化の環境税についてでございますが、これは多くの

議員さんたちが今まで代表質問の中でご質問され、市長の答弁もあっておりますから重複する

と思いますが、私は、市長も言われましたように、佐藤市政の後継者として行政の継続という

立場からも、この歴史と文化の環境税については当然継承すると、継続をされていくというふ

うに思います。これ思いますが、先ほど私が申し述べましたのは、（仮称）太宰府みらい基金

というものが前期の議員さんたちで議論をされた特別委員会がありました。で、今期はまだ具

体的な動きがここまであっておりませんけれども、行政として、言うならば歴史と文化の環境

税を提起をされました。議会はそれを、最近では平成18年５月19日に３年間の延伸を可決した

ところであります。で、これは市政の問題になるのか、構えの問題になるかわかりませんけれ

ども、（仮称）太宰府みらい基金について議会が議論をする。むしろ私に言わせれば、待ちの

姿勢じゃなくして、もっと行政が積極的にこの問題についてかかわっていく、あるいは駐車場

業者の人たちと市長が直接出かけていく。彼らたちに言わせれば、歴史と文化の環境税につい

てはぜひとも廃止をしていただきたいというのが根底にあると思います、率直なところ。しか

しながら、市長も言われましたように、多くの市民の方々はこの歴史と文化の環境税でいいと

いう意見も、市長のご答弁で言わせれば８割の方がこの歴史と文化の環境税でいいと言われて

いるわけであります。当然、行政としてはその部分を提案してきたわけですから、３年間の延

伸をされているわけですから、それはそれで構いませんけども、余りにも待ちの姿勢ではいけ

ないと思います。もっと言うならば、税制審議会などでも継続的に今議論されておる議会まで
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に、今期はあっておりませんけども、前期は（仮称）太宰府みらい基金の議論をしておりまし

た。そういうものとも並行してでもですね、税制審議会の中でも議論をしていく、あるいはこ

の歴史と文化の環境税についても見直しも含めて廃止ということを答弁でかつてやっておりま

すから、そういう意味では税制審議会なり、あるいは執行部の中においてもそういうものを議

論をしていただきたい、こういうふうに思います。 

 （仮称）太宰府みらい基金につきましては、まだ今期の中で具体的に、先ほど言いましたよ

うに議論になっておりませんけども、早晩どなたかから提起があろうかというふうに思います

が、それは議員の中で判断をしていくというふうに思いますが、歴史と文化の環境税について

は、前市長は一定の担保が、あるいは担保が出れば（仮称）太宰府みらい基金にかわるものと

して考えてもいいというふうに言われております。 

 再度お伺いいたしますが、この担保の中身について、先ほど一定の金額というふうに言われ

ましたけど、どういうものにあるか、中身について、よろしければ再度ご答弁をお願いしたい

と思います。 

○議長（不老光幸議員） 市長。 

○市長（井上保廣） 歴史と文化の環境税についてでございますが、私は佐藤市長の後継として指

名を受け、ここに立っております。この歴史と文化の環境税の佐藤市政が出されました結論に

つきましても、方向性についても、時の助役をいたしておりました。考え方にいささかの変動

もございません。基本はそこに置いてやっております。 

 今、多くのまちづくりを行っていく上において、私はこの歴史と文化の環境税については、

本当に積極的な側面から、地方分権の一つとして職員がみずから考え、そして実行に移してい

ったというふうな経緯がございます。基本的にそういったまちづくりのためにこれは使用して

おりました。有効な私は財源であるというふうに思っております。そういった中においては、

大きな幹の部分としては継続というふうに申し上げております。それにかわるべきみらい基金

というふうな形の中で、将来のまちづくり、方向性の一つとしてそのことが今説明の中でも回

答をいたしております。それぞれ担保できるかどうか、将来にわたって、そういったところを

見きわめながら最終的に判断していくという姿勢については変わりございません。 

○議長（不老光幸議員） 再々質問は。 

○１６番（村山弘行議員） ありません。 

○議長（不老光幸議員） ４件目の再質問ありますか。 

 16番村山弘行議員。 

○１６番（村山弘行議員） （仮称）ＪＲ太宰府駅につきまして、先ほどのご答弁の中では重要で

あるし、これは当初から西部地区といいますか、西地域の重要な場所である、位置づけをそう

いうふうにされておるというのは、これは随分市長が助役の時代からもこのことは一貫して述

べてこられたというふうに、当然市長もそうであります。もちろん（仮称）ＪＲ太宰府駅の建

設につきましては、私の記憶が間違っていなければ、当初は平成17年の九州国立博物館のオー
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プンに合わせて建設については進めておる、こういうふうな答弁を私どもは聞き及んでおりま

した。で、それが私どもが変更を公式的といいますか、聞きましたのは、私の記憶が間違いな

ければ平成16年の12月議会の全員協議会の中で、私は平成17年10月のオープンに間に合わない

と、そういうふうに聞いたと思います。もう聞いたときに、あと一年弱を切っとったときに、

正式に言われたのはそのときであります。 

 で、第四次総合計画の前期の中でも、当初（仮称）ＪＲ太宰府駅につきましては西部地区の

重要な位置づけであるし、そして佐野東地区の区画整理の推移などを見きわめになって、そし

て平成17年の九州国立博物館のオープンに合わせてつくっていく。同時に、それは駅だけでは

なくして、私ども特別委員会のときには現地の調査も行きましたし、建設されとる駅、あるい

は駅前広場も行きました。そうして面的な部分、今、先ほど市長が答弁をされましたことも当

時から聞いております。ＰＦＩの問題、あるいは地域、それから筑紫野市との境もありますか

ら、こういうような部分についても協議をし、平成17年の開業へ向けて努力をしていくという

話は平成13年からされております、私ども聞き及んでいるのは。それが、平成15年の災害によ

って財政上も厳しくなったということで、平成16年12月議会の全員協議会の中で、平成17年の

開業は無理というふうに聞き及んでいます、私の記憶が間違いなければ。 

 であるならば、それまで議論してきたことは生かされておると思います、この総合計画の中

ではね。そうすれば、今の市長の答弁では、また一番から、スタートからの議論になるような

答弁に聞こえてならないんです。ですから、私に言わせれば、今市長が答弁されたのは、私ど

もが特別委員会で聞いてきたこと、あるいはいろんなこれは民間の業者から多分市長が助役の

ときに駅前広場だとかという青写真も提起があっていると思います。そういうふうに私ども聞

いておったのが、さて市長が変わられて、そして事ここに至って地域の住民の方々や、あるい

はまちづくりの問題、地域の問題、そういうものを踏まえて議論をしている。いわんや、市長

は最初に駅ありきじゃないというふうに施政方針で言われております。それまでの議論からす

れば、当然駅ありきとも私は思う。駅をつくるに当たって周辺整備を行うというのは、これは

一体のものであると思うんです。ＪＲも当時は駅だけでなくて、駅前広場なども考えてくれと

いうふうに言われておりました。当然それらを受けて、駅前広場なり交通のアクセスなどにつ

いての議論をされてきたわけであります。したがって、もうそこは議論が終わっているという

ふうに私たちは思っている。 

 で、平成20年をめどに、じゃあ何をめどに出すのかというのを、まずは一番から私たちは聞

かなくてはならないようになるような気がします。問題は、平成20年に着工するのかしないの

か。それに着工に対する条件整備は、もう本来は終わっておかなければならない。なぜなら

ば、平成17年にオープンをすると言明をしておられたから。言明をするということは、駅前広

場なり、あるいは土地の問題なども含めて、そういうものは前提として平成17年の九州国立博

物館の開館に間に合わせるというふうにあなたたちは言われたわけですから、当然財政事情が

好転をしたからということになれば、即着工というふうに私は思います。災害があったから延
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伸されたというふうに私は理解をしておりますが、当時はまだ一つたりとも買っておられなか

ったからとても無理だなとは思っておりましたけれども、公式的に言われたのは平成16年12月

議会の全員協議会でそういうふうに、平成17年の開業は無理というふうに言われました。しか

しながら、それまでは平成17年の九州国立博物館のオープンと同時に（仮称）ＪＲ太宰府駅の

設置については可能だというふうに言われました経過からすれば、平成20年のめどというもの

についての中身について、再度お聞きしたいと思います。 

○議長（不老光幸議員） 市長。 

○市長（井上保廣） この（仮称）ＪＲ太宰府駅の問題等々については、経緯は今村山議員の言わ

れたとおりだと思います。その後、私どもは助役としても折衝をいたしました、ＪＲとの折

衝。初めは応分の負担があるのではないかというふうな思いでございました。しかしながら、

陳情駅、請願駅というふうな形になりますと、100％近く、90％のそういった負担は市の負担

になる、駅舎からすべて。そういった負担が今の現状の中で、その当時も含めて乗り越えるこ

とができるかどうかというふうな判断もございました。 

 それから、もう一つ問題がありましたのが、駅だけつくったとしても、それはＪＲとしては

１割負担についても問題がありますよと。周辺整備、やはり佐野東地域のまちづくりをどうす

るのか、それだけ乗車率があるのかどうかというふうな、そういった検証というようなものが

やはり必要だというふうな指摘が当時あったと私は思っております。そして同時に、平成15年

７月19日の災害というようなこともあったことも事実でございます。 

 経験則から申し上げますと、佐野西土地区画整理事業、昭和60年に始まり、二十数年かけて

平成18年にやっと完了した。市の直として行ってきた。あの一帯を全体的に行った場合、佐野

西が大体96ヘクタールでございます。一遍でできるであろうかというようなことも疑問がござ

います。やるとすればどういった方法があるのか。３区画、３分野に分けてブロックごとにや

る方法、あるいは主体をどうするのか、組合施行なのか市なのか、こういった部分も見通しを

つけていくというふうなことが大事だというように思っております。市民の中には、周辺地域

の人たちと違う考え方もあるのも事実でございます。そういったところも含めて、私ども為政

者は総合的な判断がやはり必要だというふうに私は思っております。将来の軸の誤りがないよ

うに、私は市民の声を聞く、意見を聞く。最終的には自分の責任、あるいは議会の皆さん方と

判断を仰ぎながら提起はいたしますけれども、プロセスの中においてその市民の声を聞く、そ

ういったことは大事であるというふうに思っております。そういった形を再度、プロセスを経

て結論を導き出していく、めどをつけていくというふうなことが大事ではないかというふうに

私は思っております。 

○議長（不老光幸議員） 再々質問。 

 16番村山弘行議員。 

○１６番（村山弘行議員） ＪＲも勝手なもんでしてね、実は今年の１月に社長と名刺交換会がご

ざいました。こんなに九州国立博物館でお客が来ると思ってなかったと思うんですね。どんど
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ん来るもんですから、皆さん早う駅ばつくるように言うてよし、こういうふうに言うわけです

ね。当時は、駅だけつくっても乗降客がどうだこうだってやや渋りぎみだったと思います。と

ころが、こんだけ九州国立博物館に観光客が来たら、こら採算が合うというふうにＪＲも考え

たんでしょう、多分。だから、一生懸命今は駅をつくるように働きかけをしてきているんです

ね。 

 それはＪＲの勝手ですけども、今市長がね、僕はそらもう何か物を一つつくれば、賛成意見

もあるし、反対意見もあるでしょう、それはこの駅だけの問題やないです、いろんな意味で。

しかし、それは最終的には、若干の反対意見があったとしても建設をする、何かを行うという

ときは勇断を持って判断をするでしょう、ね。今市長が言われましたのはね、僕は今初めて

（仮称）ＪＲ太宰府駅をつくるという話ならわかりますよ。ブロックごとにするのか、ね。９

対１というのはわかっていたんですね、当初から。ＪＲは１割しか負担しませんよと、９割は

自治体で持ってくださいというのはわかっていたと思う。だから、そういうブロックごとでい

くのか、どういう見通しするのか、乗降客の有無はどれぐらいなのか、採算はどうあるのかと

いう総合的なことを判断をして、いいですか、平成17年10月にオープンをするという方針を出

したんじゃないんですか、そのとき。そのときはそんなことは考えんで、平成17年10月に九州

国立博物館がオープンをするというから、それに合わせてとりあえずつくるというふうに言お

うと、そういうことでこの方針を出したわけじゃないでしょう。いろんな意味を議論して、そ

してトータル的に判断をして、21世紀の人が輝く太宰府のまちづくりを第四次総合計画の中に

（仮称）ＪＲ太宰府駅をつくるという方針を出したのであれば、あればですよ、後、動くだけ

でも、それから大きくなると物事が回転したというふうには僕は余り思いません。ですから、

そういう意味ではですね、もっと真剣に、この駅設置については具体的な行動に入っていただ

きたいと私は思います。 

 で、僕は市長の言われます初めに駅ありきじゃないというものは、慎重の上から来たと思い

ますが、これは駅をつくり、駅前広場を同時的に進んでいくことによって財政事情も好転をす

るという要素が私はあると思います。したがって、私は申し述べておきますが、一日も早い

（仮称）ＪＲ太宰府駅の建設を強く要望して、この項については終わりたいと思います。 

○議長（不老光幸議員） ５件目については再質問ありますか。 

 16番村山弘行議員。 

○１６番（村山弘行議員） これも公共施設の減免について、先ほど小議員もちょっと触れたと

思いますけども、「等」の中にですね、体育協会あるいは文化協会等という、この「等」の中

身を僕はちょっと演壇での質問の中に入れたと思うんですが、そのご答弁がなかったんです

ね。「等」の中にどういうものがあるか、だから、体育協会なり文化協会に入っていなくて

も、それと志が同じのであれば、入ってなくても減免の対象になるのかどうなのか。もっと言

うなら、ＰＴＡや学校、あるいは外郭団体が使用するのも、それもひっくるめてその「等」の

中に入っているのかどうなのか。字句的に出てませんからね、学校だとか何だかんだ、これ施

－155－ 



政方針の中に。だから、「等」の中にそれ含められておるならちょっと乱暴かなというふうに

思ったもんですから、「等」の中にはどういうものが入っているかということを冒頭ちょっと

お聞きしたんです。 

 これは後からのご答弁で結構ですが、私はですね、減免がいいと思うんですよ。そういう意

味では今回の市長の方針は、そういうふうに減免をされることがいいと思います。これは多く

の団体が待ち望んでいたことですから。ただ、私はここで指摘したいのは、平成18年１月１日

に実施をされるときに、当時の議員さんはほぼ減免廃止について異論を唱えておられました。

ああ、それは減免廃止はするべきだという意見は、僕は余りなかったと思います。当時の助役

として市長もそのことは聞き及んでおられると思います。で、そういう意味であれば、先ほど

私は議員はそれぞれ選挙をして、直接であり間接であり、多くの市民から意見を聞いて、そう

いう意見を踏まえて一般質問なり代表質問をしてきているわけだから、これは当然市民の声で

すよと、市長は初めて経験をされて、市民の声などが要望が特に多かったこの減免について、

廃止は問題があるというふうに言われたから、今回マニフェストでも施政方針演説について

も、この減免については導入をしていこうというふうに言われました。私どもは、そういうも

のを踏まえて減免廃止はいけないと言い続けてきたわけであります。したがって、今後も施政

を運営されるに当たって、議会との話し合いの中でも、我々議員個人じゃなくて、多くの市民

の意見を踏まえて我々が物を申しておるということをですね、このことではぜひ理解をしてい

ただきたいということが、この減免廃止の問題で私が訴えたいというのはそこにある。減免廃

止については、私は減免をするということについては、ぜひとも私はやってほしい。ただ、あ

れだけ反対があったのに、当時は市長は助役でありましたから最終判断は市長がされたと思い

ますけれども、そういう部分では、これは歴史と文化の環境税も同じような部分があると思い

ますけれども、そういう意味を踏まえて今後の行政運営については当たっていただきたいとい

うことを申し述べて、５項めについては終わらせていただきたいと思います。 

○議長（不老光幸議員） ６件目について再質問、お願いします。 

 16番村山弘行議員。 

○１６番（村山弘行議員） これは先ほど市長からご答弁がありましたから余り深くは言わないと

思いますが、特にこれお願いしておきたいのは、労使の問題であります。労使の問題が、これ

はもう最近の主要ユニオンといいますかね、大きな組合ではほとんど争議というものはもうあ

っておりません。そういう意味ではですね、近代的労使関係では、お互い誠意を持って、立場

を理解して交渉をしていくということは、これはまさに市長が論語で言われましたように、

「仁」という言葉を持ってすればですね、人が行うことでありますから、100回言ったり

1,000回言ったりすれば必ずや解決の糸口は見つかるというふうに思います。そういう意味で

は、ぜひとも労使交渉に当たりましては、行政の長として、その担当の方々に対してはお互

い、これは組合も当然同じことが言えると思います。自分たちの市長のみじゃなくして、やは

りお互いの立場を理解して、誠意を持って交渉していただきたいと思います。 
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 そして、十分これはお願いしておきたいのは、先ほど演壇でも申し上げましたように、労使

関係の整理がついて、もし議会に案件を上げることがあれば、未整理のときに案件として上程

をしていただくことがないように、することがないように、これはぜひともお願いをしておき

たいと思いますが、これに対するご回答をお願いします。 

○議長（不老光幸議員） 市長。 

○市長（井上保廣） 今ご指摘がございました。私は、このように思っております。 

 私どもの顧客は、市民でございます。市民の行政サービスのためにどういった方法があるか

というな視点で、絶えず私どもは市民の満足度に向かっていろんな施策、サービスのあり方

等々を考えていかなきゃならないというふうに思っております。その結果として、職員に対し

ますところの勤務労働条件が参りました場合については、その時点の中において交渉し、誠実

に話し合いを行っていくことは当然でございます。その視点については、いささかも変わりま

せん。 

 今回、政策そのものについては、私は責任持って議会の方に提案する立場にありますので、

それは市民の立場の中身、市民の中心に置いた考え方の中でいきますので、その辺のところは

積極的には、意識的にはしませんけども、私はまず中心的には市民のサービス、顧客である市

民のことを第一義的に考えて、そして職員を説得し、そして協力が得られるように私は頑張っ

ていきたいというふうに思っております。 

○議長（不老光幸議員） 再々質問。 

 16番村山弘行議員。 

○１６番（村山弘行議員） 基本的な考え方を私はお聞きしているわけでありまして、基本はお互

い誠意を持って交渉するということが基本だろうと思います。もちろん、言われるまでもな

く、市役所の仕事というものは市民サービス、どうやっていくのか、そういうことで新しい政

策を出される、新しい取り組みを出される。その仕事をするのは職員であります、最先端でや

るのは。その職員の勤務労働条件の変更については、当然誠意を持って行うということが大前

提であろうというふうに思いますから、そのことを私は求めているわけであります。 

 いずれにしましても同じ職員でありますから、お互いの市民サービスへ向けて、あるいは市

民生活向上へ向けて日夜頑張っておることについては異論がないわけでありますから、それは

労使という立場は違うというても同じ市の職員でありますから、お互い胸襟を開いて、そして

誠意を持って交渉するということが第一義になっていこうというふうに思います。市長が言わ

れましたように、「仁」というものは「ぬくもり」であるというふうに言われました。そうい

う立場でぜひとも今後の行政運営を進めていただきたい。和をもってとうとしとなすという言

葉もございますので、ぜひとも今後ともそういうスタンスで進めていってもらいたいというこ

とを申し述べまして、私の代表質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。 

○議長（不老光幸議員） 以上で会派太宰府市民ネットの代表質問は終わりました。 

 ここで休憩をします。 
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 16時50分から再開をします。 

              休憩 午後４時36分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

              再開 午後４時50分 

○議長（不老光幸議員） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、会派公明党太宰府市議団の代表質問を許可します。 

 13番清水章一議員。 

              〔13番 清水章一議員 登壇〕 

○１３番（清水章一議員） ただいま議長の許可をいただきましたので、公明党太宰府市議団を代

表しまして、通告に従いまして施政方針並びに市政全般について質問をさせていただきます。 

 まず最初に、本年の４月、統一地方選挙が実施され、本市において市民の皆様の熱い期待を

受けて４期目の当選をさせていただきました。今後４年間、市民の皆様にお約束をした公約を

実現させるために懸命に働いてまいります。太宰府市のかじ取りをされる井上市長を初め執行

部、また議員の皆様、そして市民の皆様、よろしくお願いを申し上げます。 

 さて、今回の市長選挙で井上市長はマニフェストを市民に示されました。この中には、公明

党太宰府市議団が議会で何度も取り上げ、主張してきた政策提案が幾つも重なっています。ぜ

ひとも任期中に実現をされますよう強くお願いを申し上げるところでございます。 

 さて、質問の第１項目は、太宰府を第２の夕張にしない簡素で効率的な市政運営の推進につ

いてです。 

 第１点は、個性と活力あるまちづくりのために、市民、職員の知恵と工夫を総結集する施策

の展開についてお伺いをいたします。 

 今年の統一選挙は20年ぶりの市長選挙の影響でしょうか、市政に対する市民の関心は極めて

高いものがあるように感じました。中でも夕張市の財政破綻がマスコミに連日大きく報道さ

れ、特に太宰府市の財政について私のところにも数多く寄せられました。 

 小泉前総理による構造改革の一環として三位一体改革が行われました。従来は、地方自治体

が国に陳情をして予算を獲得する政治が行われていました。その結果、景気対策も含めて大盤

振る舞いが行われ、むだな公共事業に税金をつぎ込み、国の借金は平成18年12月末の普通国債

残高で約534兆円という大きな借金を抱えています。こうした政治手法は、将来に大きな負担

を残すことになります。こうした政治と決別するために、地方自治体がみずから考えてまちづ

くりを行うよう地方分権が実施されるようになりました。地方ももっと汗を流して知恵と工夫

を凝らすように、国は地方交付税を大幅に削減しました。このことによって地方自治体が予算

を組めないという悲鳴を上げる自治体も出てまいりました。また、国庫補助金も４兆円が廃止

され、３兆円が地方に税源移譲されるようになりました。具体的には、国に納めていた所得税

が軽減され、その分住民税に上乗せをされます。全体的には地方への国からの配分金は従来に

比較するとかなり減額するようになります。 
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 このような背景から財政問題がクローズアップされるようになりました。特に市民に地方政

治への関心を強くさせたのが、夕張市の財政破綻であります。太宰府市民も大きな関心を寄せ

ています。私のところにも、箱物行政から脱皮をせよ、財政改革をどのように行うのか、借金

をどのようにして返還をしていくのか等々ご意見が寄せられています。 

 私は、市民が政治に関心を持つことは大変に意義があると思っています。財政改革を実施す

るには痛みが伴います。しかし、それは将来に大きな負担を残さないためにも大事なことで

す。市民は、今までは要望、要求をすることが当たり前のようにとらえていました。これから

は、何が必要で、何が我慢できるのか、みんなでまちづくりを考える時代が来ました。それが

地方分権の一歩と考えています。歳出削減は当然ですが、これからは稼ぐことも考えていく必

要がございます。横浜市では、広告収入等で数億円稼いだと言われています。こうしたことを

考えていくことが、市民の皆様からお預かりした貴重な税金を有効に執行することになると考

えています。 

 トヨタの発展の原動力は社員の改善提案制度と言われています。約90％以上が生かされてい

るようです。太宰府市にも職員の改善提案制度がありますが、残念ながら平成15年、平成

16年、平成17年、平成18年と４年間ゼロが続いています。これからのまちづくりは、市民、職

員の知恵と工夫が求められています。そのためにも私は、まずは職員からまちづくりのために

様々な意見が出るような風土、雰囲気をつくる必要があると考えています。職員が目を輝かせ

て生き生きと語り、まちづくりについて活発な議論をする、そうした空気は自然と市民に伝わ

っていきます。今回の統一選挙で、太宰府市には閉塞感が漂っていると指摘をされました。業

務改善提案制度が４年間も全くない状況を考えれば、その指摘は的外れではないと考えても仕

方がありません。 

 優秀な職員がたくさんいます。１人の職員が宝です。その宝をどう引き伸ばすか、そのこと

が個性と活力のあるまちづくりに結びついていくと考えています。井上市長は、まちづくりに

ついて人一倍情熱を持っておられると私は感じています。その情熱を職員一人一人の胸にどう

ともしていくか、このことも大事な市長としての仕事と考えています。アメリカのケネディ元

大統領が、日本人で尊敬する人物として上杉鷹山を挙げました。上杉鷹山は、破綻寸前の米沢

藩を立て直すために改革を断行しました。そのために、藩主みずからの改革の明かりを米沢藩

の武士一人一人につけていったことは、今日でも語られています。 

 井上市長は、平成12年12月議会、当時は助役さんでしたが、私の人材育成の質問に対して中

国の教えを引かれて、「１年のことを考えるものは穀物を増やすべし、10年の利を思うものは

木を植えるべし、100年の計を図るものは人材を育てるべし」とご自分のお考えを述べられま

した。まさに地方の時代を迎えようとしています。人任せ、国任せの政治から、私たち一人一

人が汗を流し、知恵を出し、工夫をしないと生き残れないと言われています。私は今こそ、市

民、職員の知恵と工夫を生かす制度が必要と考えています。市長は、施政方針で歳入増などの

議論をする市民参加の「（仮称）もっと元気に・がんばる太宰府委員会」を設置されます。歳
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入増のみでなく、歳出削減も含めて、大いなる議論を期待するものであります。 

 と同時に、まずは職員から取り組む必要があると考えます。施政方針では、職員の意欲を高

める仕掛けづくりに意欲を示されました。これからのまちづくりに当たって最も大事な施策で

はないかと考えています。今後、どのようにして職員の意欲を高め、知恵と工夫を引き出し、

厳しい地方の時代を生き抜き、市民サービスの向上に努めようとされているのか、市長の所見

をお聞かせください。 

 第２点は、財政見通しについてお伺いします。 

 総務省のホームページには、全市町村の主要財政指標が公表されています。その内容は、経

常収支比率、実質公債費比率、起債制限比率、財政力指数でございます。施政方針では、経常

収支比率を平成24年度決算までに89.0％にすると目標を掲げられました。そこで、今後の見通

しについて、第四次総合計画の終了目標である平成22年度が私たちの任期でもありますので、

それまでに主要財政指標をそれぞれどの程度になるのか、具体的数字とその道筋についてお聞

かせをください。 

 第３点目に、今後の財源の確保についてお尋ねをします。 

 昨年の３月議会でも同じような内容の質問をさせていただきました。その答弁の中で、新し

い手法で経営会議を行った。今までやってきた事業を点検をしてみた。その中で、財政に貢献

された事業は何があるかという視点で見ると、ほとんどのものが経常経費が増える事業を一生

懸命やってきたようである。財政が厳しい中で生き抜くためには、人口を増やしていくべきで

ある。そのためにも区画整理や若い人たちに魅力のある子育て支援等の施策に取り組む必要が

あると今後の方向性を示されました。 

 そこで、お尋ねをいたしますが、若い人たちに魅力のあるまちづくりとして子育て支援等を

推進していくためには、国や県の事業に上乗せの事業も必要であります。具体的事例として、

乳幼児医療助成の拡大等がありますが、どのようなことを施策として展開をされようとしてい

るのか、お聞かせをください。 

 また、広告収入や自動販売機の手数料収入など新たな歳入増加を図る工夫をされています。

横浜市で行っている広告事業の取り組みは、テレビ東京の「ガイアの夜明け」でも取り上げら

れたそうでございます。自治体が破産をする時代、その中で歳入を伸ばす、稼ぐ役所として紹

介をされました。このイメージは、入ってきた金をどう使うかという従来の役所の常識を覆す

ものでありました。私は、横浜市のように予算消化から稼ぐ市役所へ脱皮すべきと考えます

が、市長の所見を求めます。 

 また、各課からこのようなアイデアが次々と出てくるような仕組みも必要ではないかと思い

ますが、あわせて市長のお考えをお聞かせください。 

 例えばお正月は交通渋滞を緩和するために、市有地を開放して駐車場にしています。有料の

ところもあれば無料のところもあります。民間であれば一番稼ぐ時期でもあります。一部市有

地を有料にしていますが、可能であれば有料の範囲をもっと拡大することによって歳入増加が
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図られるのではないかと考えていますが、いかがでしょうか。 

 また、未利用の市有地もあります。西鉄五条駅前の土地など工夫をすれば歳入増加につなが

るのではないでしょうか。こうした未利用の土地を見直して、歳入増加を図り、その収入で教

育や福祉などの充実に努められるのではないでしょうか、お尋ねをいたします。 

 九重町の“夢”大吊橋が観光客を呼び込んで予想以上の収入があり、その収入の一部を乳幼

児医療費の助成拡大に充てることが報道をされていました。このような見える形で町民に還元

をしていることがわかれば、事業への投資も納得されるのではないでしょうか。 

 本市は、経常経費が増える事業を一生懸命やってきたそうですが、これからは魅力のあるま

ちづくりをつくるためにも、市長が述べられましたようにハードからソフトへ軸足を移し、何

らかの形で市民に見える施策を展開する必要があると思いますが、市長の所見をお聞かせくだ

さい。 

 第４点目に、国の支援事業の活用についてでございます。 

 市長の施政方針で、空港環境整備協会や地域再生基盤強化交付金など、既に国や県などから

の支援事業を積極的に活用されていることをお聞きいたしました。 

 また、高雄中央通り線の拡幅工事が行われました。 

 この事業は、国のまちづくり交付金を活用して行われたことをお聞きしました。そして、そ

の一部を活用して五条交差点から天満宮駐車場へ行く道路の舗装強化もされたと伺いました。

一生懸命に財源の確保に取り組んでおられる皆様に拍手を送りたい気持ちになりました。 

 国は、やる気のある自治体を積極的に支援をしようとしています。まさに自治体間の競争の

時代に入ったと言われています。まちづくり交付金もその一つであります。 

 さらに、国はやる気のある地方が自由に独自の施策を展開することにより、魅力ある地方に

生まれ変わるよう地方独自のプロジェクトをみずから考え、前向きに取り組む地方公共団体に

対し地方交付税等の支援措置を講じる「頑張る地方応援プログラム」を創設いたしました。 

 応援プログラムは、地場産品の発掘ブランド化や少子化対策への取り組み、企業の立地促

進、観光振興交流など10のプロジェクトを対象にいたしています。既に第１次募集が行われま

した。これから第２次募集が始まりますが、このような支援事業を大いに活用すべきと考えま

すが、市長の所見をお聞かせください。 

 第５点目に、市役所開庁時間の延長及び休日の開庁についてでございます。 

 平成15年３月議会でこのことについて質問をさせていただきました。この施策については、

ぜひ実現をしてほしいと思っていました。今年度中から実施していくとのことですが、どのよ

うな市民サービスを考えておられるのか、お聞かせをください。 

 次に、第２項目の子育て環境の整備と高齢者・障害者の充実についてお尋ねをします。 

 第１点目は、子育て支援についてお伺いをいたします。 

 先ほど質問をいたしました財源確保にも関連をしますが、本市は人口増加策をその柱にして

います。そのためにも、若い人たちに魅力のあるまちづくりをしていかなくてはなりません。
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特に、乳幼児医療の助成は自治体間で差があります。筑紫野市では５歳未満まで助成をいたし

ています。若い人たちは、このような施策に敏感であります。いわゆる国、県の事業に関して

上乗せの施策であります。市長は、ハードからソフトへの施策の転換を言われていますが、乳

幼児医療の助成拡大についてのお考えをお聞かせください。 

 さて、少子化、子育て支援対策と言えば先ほど申し上げました国の支援事業、「頑張る地方

応援プログラム」がございます。各自治体が独自のプロジェクトを立ち上げ、この少子化対策

に取り組もうといたしております。 

 豊前市では、出会い応援事業、パパママ応援事業、健やか赤ちゃん出産祝い金制度における

２人目からの祝い金の創設等々、少子化対策で13の事業展開を行おうといたしております。 

 また、ある自治体では特定不妊治療費助成事業、乳幼児医療費の助成拡大、保育料の軽減な

ど、独自のアイデアを出して応援プログラムを活用しようとしております。先ほどの質問と重

なりますが、少子化、子育て支援としても、本市としても活用すべきではないかと考えます

が、市長の所見を求めます。 

 次に、市長は待機児童の解消について南保育所の定員を増員することを施政方針で述べられ

ています。そのことによって、待機児童の解消につながるのか、お尋ねをいたします。 

 現実は、定員60名に対して入所者は三十数名であります。まずは60名の入所者を確保するの

が先決ではないでしょうか。 

 また、待機児童の解消策として幼稚園等を活用した認定こども園が昨年10月から施行されま

した。こうした施策等についても検討する必要があるのではないでしょうか、お尋ねをいたし

ます。 

 第２点は、高齢化施策について伺います。 

 日本は世界一の長寿国になりました。と同時に、人口減少社会に入り、特に少子化の問題が

高齢化率を引き上げる要因にもなっています。平成18年版高齢化白書によると、日本における

65歳以上は20％となり、韓国や中国よりも２倍以上高くなり、先進国中では最も高い水準にな

りました。この傾向はさらに進むと予想され、高齢化率は2015年には26％、2050年には35.7％

になると推計されており、国民の約３人に１人が65歳以上という極めて高齢化の進んだ社会の

到来が見込まれています。 

 この傾向は、本市も同様であります。その中で、特に医療、介護費の増加が際立っていま

す。本市における平成10年度の国保と老人医療費の決算で見ますと合わせて約98億3,000万

円、それが平成17年度決算で介護保険も含めて143億4,000万円と1.4倍以上の伸びです。一般

会計は、平成10年度で215億2,000万円、平成17年度は218億4,000万円でほぼ横ばいでございま

すので、医療、介護費の伸びがいかに際立っているかがわかります。 

 さらに、団塊の世代が今年から定年退職を迎えます。高齢化対策は待ったなしです。そのた

めにも、あらゆる施策を展開していかなくてはなりません。高齢者雇用、ボランティア活動、

生涯学習、介護予防事業の推進、健康づくりへの学習など様々あります。 

－162－ 



 特に、福岡県の老人医療費が４年連続で全国最高であることが、５月16日に財政審議会で公

表されました。最も少ない長野県の1.5倍になるそうでございます。 

 そこで、先進地長野県の取り組みが注目をされています。長野県の平均寿命は、平成12年度

で男性が全国第１位、女性が３位です。長寿の人が多いのに、老人医療費は低く抑えられてい

ます。その理由は何かということで、昨年の９月、ある新聞が特集を組んで、長野県衛生部の

話をまとめていました。大きく分けて３点ありました。 

 １点目は、高齢者の就業率が全国平均を9.5％上回り、１位とのことです。これは平成12年

の国勢調査の結果です。 

 もう一つが、公民館の数が多いこと。こうした公共施設や長野県老人大学で様々な生涯学習

講座が行われているそうです。 

 ２点目は、保健補導員制度という長野県が取り組んでいる活動があります。この制度は、各

集落、本市で言えば自治会になるかと思いますが、この集落ごとに市町村から任期２年などで

任命され、県内で1万3,000人の人たちが保健補導員として活動されています。持ち回りのた

め、集落の多くの人が補導員の経験を積み、そこで学んだ知識や知恵を各家庭にフィードバッ

クし、地域発、家庭発の医療意識の向上が図られているそうです。 

 ３点目は、ひとり暮らしの高齢者の率が低く、家族が在宅福祉を支えているとのことでござ

います。 

 ３点にわたって説明がしてありましたが、根本は地域に根差した福祉に集約されるとのこと

です。 

 こうしたことから、先進地に学んで高齢者等の健康生きがいづくりが欠かせません。市にお

かれましても、プラチナ学習など努力をされて生きがいづくりなど推進をされていることはよ

く知っております。かといって、このままの施策でいいのか、先ほど申した医療費の増加から

推測すると、いずれ一般会計と並ぶのではないかと懸念をするのであります。 

 私は、これからのまちづくりは地域で支える高齢者等の生きがいづくりがキーワードになる

と考えています。その柱が地域福祉計画ではないかと考えています。平成16年度に策定されて

いますが、その成果と今後の取り組みについてお聞かせください。 

 また、医療、介護保険の今後の見通しとその対策についてお聞かせください。 

 さらに、団塊の世代が今年度から定年退職を迎えます。この世代をまちづくりに生かそう

と、各自治体では様々な施策やアイデアが考えられています。本市としての具体的な考えがあ

ればお聞かせください。 

 次に、障害者施策、障害者プランについてです。 

 今年度作成されました本市の障害者プランについて質問をする予定でございましたが、本議

会の最終日に議員に説明をするとのことで、質問は次回にさせていただきます。 

 そこで、１点だけお聞きしますが、国は障害者の就労支援のための施策として福祉から雇用

へ推進５カ年計画を策定、実施することとしています。その具体的施策の一つとして、県は障
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害者の工賃倍増５カ年計画を平成19年度中に策定するようになっています。市としても、障害

者にとって生きがいとなる工賃アップにつながるような施策に何らかの形で取り組むべきと考

えますが、市長の所見をお聞かせください。 

 次に、第３項目の学校教育環境の充実についてお尋ねをします。 

 第１点目は、「学校支援人材バンク」についてお伺いをします。 

 導入の目的に、教師の負担を軽減することができるシステムの構築を急ぐとのことですが、

どのような人材を求め、具体的な支援策についてお聞かせください。 

 大阪では学校支援人材バンクを導入し、各自治体で実施されています。その内容は、地域や

民間企業等でのすぐれた知識や技術を持つ幅広い方々に登録をしていただき、学校の事業や部

活動において子供たちに指導していただくものです。求める人材は、スポーツ、文化、芸能、

企業の営業や研究職、元教師、ＮＧＯリーダー、料理界など社会の様々な分野で活躍されてい

る方を募集しています。市長が考えている事業が太宰府市独自のものなのか、それともモデル

事業があるのかお聞かせをください。 

 第２点目に、「子どもの安全と命を守るネットワーク」についてお尋ねをいたします。 

 市長の施政方針にありますように、子供が様々な事件や事故に巻き込まれ、とうとい命が失

われることがあります。予期せぬことが頻繁に起きているように思えて仕方がありません。 

 こうした事態を起こさないためにも、あらゆる手段を用いて子供たちを守らなくてはなりま

せん。その一つが、地域、学校、保護者、そして行政とのネットワークの構築だと思います。 

 その中でも、行政の果たす役割が大きいと考えています。登下校に限らず、虐待などもあり

ます。また、昨年は埼玉県富士見の市民プールで女の子がプールの排水口に吸い込まれて、幼

い児童が犠牲にも遭いました。市長は、総合的な取り組みが求められていると施政方針で述べ

られました。具体的な施策についてお聞かせをください。 

 第３点目に安全・安心な教育環境の整備についてお伺いをします。 

 市長は、施政方針で小学校１校の耐震改修工事と小学校３校、中学校１校の耐震診断につい

て実施していくことを示されました。このことによって、耐震診断は市内の小・中学校がすべ

て終了するのか、また改修工事の予定は何校が必要で、どのようなスケジュールになるのか説

明を求めます。 

 市内にある小・中学校は、いざというときに市民が避難する防災拠点であります。素早い対

応が求められますが、本当に大丈夫かとの市民の不安の声にわかりやすく説明をしてくださ

い。 

 次に、第４項目としてまるごと博物館、まちぐるみ歴史公園についてお尋ねをします。 

 まず最初に、観光客を生かしたまちづくりについてお尋ねをします。 

 本市には、大きな事業所等が皆無に近く、今後の財政基盤を強化するために何らかの施策が

必要であります。幸いに、本市には年間約730万人の観光客が訪れています。国土交通省によ

れば、観光は旅行業、宿泊業、輸送業、飲食業、土産品等極めてすそ野の広い産業です。ま
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た、その経済効果は極めて大きく、平成16年度において２次的な経済波及効果を含む生産効果

は、国内生産額949兆円の5.8％の55.4兆円、雇用効果は総雇用6,512万人の7.3％の475万人と

推計をいたしております。このように、観光は我が国の経済、人々の雇用、地域の活性化に大

きな影響を及ぼすものであり、21世紀のリーディング産業であるとの認識を示しています。 

 そこで、お尋ねします。 

 第１点は、太宰府市地域の産業・観光活性化プランの見直し充実であります。 

 このプランは、太宰府館を中心とした内容で、平成14年４月１日から平成19年３月31日まで

を本計画の期間になっています。よく滞在型とか回遊性を持たせると言われていますが、要は

どれだけ本市において消費をしていただくかでございます。この視点からまちづくりを考えて

いく必要があります。 

 観光客730万人は、本市にとって宝です。一人の人が1,000円消費をしていただくと73億円で

す。この73億円は単なる73億円ではなく、様々な経済的な波及効果をもたらします。その消費

する金額が大きければ大きいほど経済効果が高まります。こうした視点から、新たにプランを

作成し直すべきと思いますが、市長のお考えをお聞かせください。 

 また、宿泊施設の誘致も欠かせません。施政方針では、国民年金健康保養センター跡地に民

間のビジネスホテルが６月に開業をされるそうです。このホテルが事業に成功すれば、さらに

誘致が増加する可能性もあります。民間業者が当然ＰＲもされるでしょうが、先ほどの経済効

果という観点からすると、本市として指をくわえて見ているだけではいけないように思いま

す。今後の誘致にも影響してきます。連歌屋方面へのコンパクトバスの進入も必要になるかも

しれません。また、視察に訪れる人たちにもＰＲをする必要があるかもしれません。夜のイベ

ントも欠かせません。本市の観光活性化プランには、残念ながら宿泊施設については触れてい

ません。 

 確かに福岡市等交通機関を利用すれば30分で行きます。そのため、本市にホテル業等を開業

することにはためらいがあるかと思います。私は、観光都市小樽市の例を挙げて質問をしたこ

とがございます。ここも大都市札幌と約30分の距離であります。しかし、小樽市にはたくさん

のホテルや旅館業があり、多くの観光客が宿泊しているのも事実であります。そこには仕掛け

があります。知恵を使い、工夫をしているのであります。総合計画書には宿泊施設のことがう

たわれていますが、具体的な施策までは掘り下げていません。今後の施策として、ぜひ取り組

んでいきたいと考えていますが、市長の所見をお聞かせください。 

 また、特産品等の開発等も欠かせません。今、地域ブランドづくりに取り組んでいる自治体

も数多くあります。市としてもアクションを起こすべきではないかと考えていますが、市長の

所見をお聞かせください。 

 さらに、国の支援事業の活用です。 

 国は、観光立国を目指しています。そのために、様々な支援事業のメニューをそろえていま

す。本市としてどのような活用方法を考えいるのか、お聞かせください。 
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 第２点目に、小鳥居小路を歩行者天国にすることによって、より一層滞在型、回遊性が高ま

るのではないでしょうか。 

 現在は、お正月のみですが、天満宮の参道を縦の線と考えると小鳥居小路は横の線になりま

す。そうすると、様々な個性のある事業者が観光客をねらって出店をしてきます。個性のある

店が増えれば、そのことによって観光客がまた増えてきます。様々な相乗効果を生み出すので

はないかと考えるのは、私は一人でしょうか。当然、地元がどう考えるかが最も大事でありま

すが、市長の所見をお聞かせください。 

 次に、地域再生計画についてお尋ねをいたします。 

 私は、平成19年度の予算特別委員会で市営土木のことについてお尋ねをしました。私も、市

民の方から様々な声をお聞きしました。その中で、最も要望が多いのが、側溝や道路の整備に

ついてでございます。市長は、施政方針で道路や側溝の整備など、生活環境の向上を目指すこ

とを述べられました。地域再生基盤強化交付金を活用して、５カ年の事業として進めてまいる

とのことですが、市民生活に直結したこうした事業も対象になるのかお聞かせをください。 

 次に、まほろば号の路線拡充についてお尋ねをします。 

 施政方針では、高雄地区や東観世地区への新規乗り入れに向けて検討していくと述べられま

した。また、マニフェストには高雄地区、東観世地区への新規路線を実現しますと市民の皆様

にお約束をされています。高雄地区へのまほろば号の路線拡充については何度も質問をいたし

てまいりました。ぜひ実現をお願いするところです。 

 また、東観世地区への乗り入れについても本年の３月議会で質問をしたところでございま

す。市長は、施政方針で交通渋滞の緩和や高齢社会に対応した福祉バスとしての観点、また財

政需要を考慮した合理的、効率的な事業運営の観点から今までの取り組みを検証しつつ、総合

的に勘案して検討すると述べられました。この考えは、従来のまほろば号に固執しない、例え

ばもっとコンパクトな車両も視野に入れているとの考えに立っておられるのか、お聞かせくだ

さい。 

 というのも、東観世地区には現在のまほろば号の乗り入れは進入道路が狭く難しいと考えて

います。私は、これから高齢者等の交通アクセスの確保は欠かせないと考えています。そのた

めには、もっとコンパクトで小回りがきく車両も検討する必要があると考えています。 

 連歌屋や万葉台からも幹線道路に出るのに大変苦労をさせています。また、坂本にありまし

たスーパーがなくなり、高齢者の方が買い物をする場所がなく、西鉄二日市駅前のスーパーま

で電車に乗っていかれています。こうした要望は各地域から聞かれますが、市長の所見をお聞

かせください。 

 次に、第５項目として市民参画の市政運営についてお尋ねをいたします。 

 その中でも公共施設使用料の減免についてお聞きします。 

 施設使用料の減免措置が廃止をされ、生涯学習を進めていく中で様々な支障が生じていま

す。減免措置は生涯学習や生きがいづくりを促進していくためにも必要ではないかとの声があ
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りました。市長はこうした声を受けて、施政方針で体育協会と文化協会加盟団体に対して公共

施設の減免をすると英断をされたものと思慮いたします。そこで、この減免は従来に戻すとい

うことなのか、お答えください。 

 また、小学校や中学校、そしてＰＴＡなどが中央公民館等を使用する場合についてもどのよ

うな扱いになるのかお聞かせください。 

 最後に、「健やかで安心して暮らせるまちづくり」についてお伺いをいたします。 

 「安全・安心のまちづくり」についてお尋ねをします。 

 防災、防犯にかかわらず、いじめによる自殺やあってはならないジェットコースター事故な

ど、予期せぬ出来事が市民生活に様々なところで影響を及ぼす事例が増加をいたしておりま

す。 

 ５月８日に太宰府コミュニティ無線が設置をされ、本格的に導入をされました。たまたまこ

の日に福岡、長崎、熊本３県の19市町で大気汚染防止法に基づく光化学スモッグ注意報が発令

をされました。前原市では市民に外出を控えるよう防災無線で呼びかけたそうであります。私

もせっかくコミュニティ無線が設置されたのに、なぜ活用されなかったのか疑問に思っていま

した。結果として、ノウハウがなかったということではないでしょうか。 

 私は、こうした事例は今後も起きてきます。そういった意味で、いざというときに役に立た

なければ何もなりません。ふだんからあらゆることを想定して市民生活を守る必要がありま

す。今こそ市民が安心して暮らせる総合的な危機管理体制の整備が求められています。市長の

所見をお聞かせください。 

 次に、ごみ処理費の削減と省エネルギーの活用についてお伺いをします。 

 地球の温暖化が大きな問題になっています。主要８カ国首脳会議でも、世界の温室効果ガス

排出量を2050年までに少なくとも半減させることを真剣に検討することで合意をいたしまし

た。このように、地球温暖化は早急に取り組まなければなりません。温暖化防止は地球規模で

実施しなければなりませんが、だれがやるかとなればそれこそ小さな積み重ねの集大成が地球

を救うことになります。まずは私たちができることから始めなければなりません。 

 平成19年度予算書で見ますと、ごみの処理費で約十数億円の費用が必要ということで計上さ

れています。これほどもったいないことはありません。いかに少なくするか、このことに真剣

に取り組むことが地球を救う第一歩と考えますが、市長の所見をお聞かせください。 

 本市の６月１日号広報に平成13年太宰府市第２次環境基本計画から「３Ｒから４Ｒへ」との

見出しで、もう一つのＲはリフューズ、不必要なものは買わない、使わない、マイバックで買

い物、レジ袋はもらわないなど、自分の生活をもう一度見直してもったいないで暮らしましょ

うと載せてありました。全くそのとおりであります。 

 私も、もったいない運動の展開やマイバックの推進、そして明るい店舗等の拡大をすること

によって、不必要なものは買わない、使わないにつながり、ひいてはごみ処理費の削減に貢献

するものと考えています。市長の所見をお聞かせください。 
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 ここで大事なことは、どんなに立派な計画書を作成しても実行しなければ意味がないと考え

ています。現実は、ごみの処理費は増加の一途をたどっています。 

 そこで、温暖化を防止するために数値目標を掲げたように、本市においてもごみ処理費の削

減をするためにも数値目標を掲げて取り組む必要があると考えますが、市長の所見をお聞かせ

ください。 

 最後に、省エネルギーの活用推進について伺います。 

 本市において、太宰府市地域省エネルギービジョンが平成16年３月に策定されています。こ

の中に、平成22年度までの省エネルギー目標が明記をされています。数値目標として平成22年

度の太宰府市のエネルギー消費量を平成９年度比で2.7％の削減を目指しています。二酸化炭

素で見ると５％の削減になりますが、この目標達成に向けてどのような取り組みが行われ、そ

の見通しについてお聞かせください。 

 質問項目が多いので、時間がありませんが、市長ひとつ早目によろしくお願い申し上げま

す。 

○議長（不老光幸議員） 市長。 

○市長（井上保廣） ただいま施政方針に関することにつきまして、市議会会派公明党太宰府市議

団を代表されまして、清水章一議員よりご質問いただきましたので、順に回答をさせていただ

きます。 

 最初に、太宰府を第２の夕張にしない簡素で効率的な市政運営の推進の職員の意欲を高める

仕掛けづくりについて、ご質問にお答えを申し上げます。 

 現在、職員を取り巻く環境といたしましては、給与の抑制、それから多種多様化する市民ニ

ーズへの対応、職員定数の削減等々厳しいものがございます。そんな中にあって、私どもは改

めて全体の奉仕者であることを再認識し、そして基本に立ち返る姿勢をつくりながら、職員の

職務遂行能力及び職務態度等を適正に評価し、給与や人事異動、人材育成に反映、活用できる

制度をできるだけ早い時期に構築していくことが重要であると考えております。 

 次に、財政見通しについてのご質問に対してお答え申し上げます。 

 まず、北海道夕張市の財政破綻は、決してよその町の話にとどまらないと、厳しい財政状況

に置かれた全国の自治体に波紋を広げております。本市におきましても、厳しい財政状況では

ございますけれども、夕張市が行った一時借り入れの不正な操作による会計処理でありますと

か隠した負債等はなく、決して財政破綻するようなことはありません。 

 今までの代表質問でお答えいたしましたので、以下につきましては割愛をさせていただきま

す。 

 最終的に、私どもはそういった中で経常収支比率を下げることによりまして、そしてそうい

った努力を続けながら少しでも投資的な経費にそのことの費用を向けることができるように、

今後におきましても努力してまいりたいと思っております。 

 今後の財源確保についてのご質問にお答えをいたします。 
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 先ほど、清水議員より横浜市の事例が紹介をされました。媒体の価値からいえば、当然横浜

市にもかないませんが、財源はみずから稼ぐという気持ちにおきましては横浜市とは何ら変わ

らないというふうに思っております。媒体として活用できるものは可能な限り活用し、有料広

告事業をさらに拡大していきたいと、このように考えております。 

 また、財源の確保に限らず、業務改善提案制度の見直しでありますとか、市民の意見を取り

入れるような委員会の設置も検討しながら、様々な改善、改革の提案が出しやすいような職場

風土づくりを醸成していきたいと、このように思っております。 

 次に、市有地の有料化についてでございますけれども、現在市庁舎の来客駐車場及び周辺の

職員駐車場につきましては、年始から３月まで太宰府天満宮、九州国立博物館への来訪者の車

によります周辺道路の交通渋滞の緩和策といたしまして、土曜日、日曜日及び休日に限り臨時

的な措置として無料開放を行っております。 

 市庁舎の駐車場の有料化につきましては、駐車場収入より駐車場の運営経費の方が多くかか

り、歳入の増加が見込めないため、駐車場の有料化は実施いたしておりません。 

 また、未利用の市有地につきましては、自主財源を確保するという観点から積極的に活用が

必要でありまして、イニシアルコストとランニングコストの費用対効果を勘案しながら、効果

的な施策を進めていく必要があると考えております。 

 次に、市民に見える施策の展開でございますが、今日まで都市基盤整備や社会資本投下を実

施し、一定のめどがついたことから、平成19年度以降につきましてはやはりハード事業からソ

フト事業へ、それは教育問題、福祉問題あるいはいろいろなソフト事業など多くの予算をかけ

ずにできる事業がございます。そういったソフトの面に軸足を移して行政運営を行っていく必

要があると考えております。市民の皆さんが何を望んでおられるのかを的確にとらえるため、

「市政ふれあい懇談会」や「住みよか太宰府まちづくり市民意識調査」を実施し、直接市民の

ご意見、ご提言などを拝聴しながら施策の展開を市民と協働して行っていきたいと考えており

ます。 

 次に、国の支援事業の活用についてのご質問にお答えいたします。 

 先ほどのご質問の中でもご紹介いただきましたように、本市では今日まで国のまちづくり交

付金制度や道整備交付金初め県費補助であります個性ある地域づくり推進事業などを初めとい

たしました各種の支援事業を積極的に活用しております。 

 さらには、現下の安倍政権の目玉とも言える「頑張る地方応援プログラム」につきまして

も、募集時点におきまして早速応募しておりまして、厳しい財政状況の中にあって行政の様々

な分野におきますところの施策や事業につきまして、ハード、ソフト事業を問わず国や県の交

付金や補助金の制度を有効に活用いたしております。 

 今後におきましても、地方分権時代におけますところの地方の自立が強く求められていると

いう環境の中で、行政のあらゆる領域におけますところの緊急度でありますとか事業効果の高

いものにつきまして、限られた財源を有効に活用すべく国や県の補助メニュー等の情報の把握
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に努め、その活用を積極的に図り、財政負担の軽減を全力を挙げて取り組んでいく所存でござ

います。 

 次に、市役所の開庁時間の延長及び休日の開庁についてのご質問に対してお答え申し上げま

す。 

 よりスムーズな体制づくりのためには、内部における十分な調整が必要でございまして、ま

た現在本年10月をめどとして進めております行政機構改革を踏まえる必要もございますので、

こういったことを総合的に勘案いたしまして、来月の２月には施行していきたいと考えており

ます。内容等については、いましばらくお時間をいただきたいと思っております。 

 また、施行にあわせまして、市民ニーズ調査を行いながらより市民の目線に立った質の高い

市民サービスを目指していきたいと、このように考えております。 

 次に、第２項めの子育て環境の整備と高齢者、障害者の充実の第１点目の子育て支援におけ

る国の支援についてのご質問にお答えを申し上げます。 

 安心して子供を育てる上からにおいても、乳幼児医療制度の充実は大切な課題であり、現在

県事業に上乗せをして実施しているところです。次世代育成支援対策行動計画で乳幼児医療制

度の充実を掲げておりますことから、今後も鋭意努力をしていく所存でございます。 

 子育て支援におきましては、現在国の次世代育成支援対策交付金や県費補助金を活用しなが

ら事業を展開いたしております。「頑張る地方応援プログラム」につきましては、今後活用で

きるものは活用してまいります。 

 次に、南保育所の定員増員することで待機児童解消につながるのかと、現在の定員60人に対

しての入所児童増を確保するのが先決ではないかというお尋ねでございます。 

 保育所の入所先は、法的には行政措置ではなく、保護者の希望となっております。お尋ねの

とおり、南保育所につきましては常に窓口や相談の中で案内しており、これまで同様定員に達

するよう努めてまいります。 

 待機児童解消のため、毎年認可保育所、保育園と既存施設の活用や施設拡充による定員拡大

に向け協議を行っておりますけれども、今後南保育所の定員数を増員するなど、認可保育所の

定員拡充を図ってまいります。 

 また、認定こども園につきましては、私立幼稚園においての施設改修に対する補助がないこ

とや人員確保等の問題があることから、私立幼稚園において情報収集が行われている段階でご

ざいますので、今後の状況の推移を見きわめながら検討してまいりたいというふうに思ってお

ります。 

 次に、第２点の高齢者の施策についてのご質問にお答えを申し上げます。 

 ご質問の地域福祉計画の推進の一つとしての高齢者保健福祉計画につきましては、高齢者の

方がいつまでも生き生きと健康で活気にあふれた生活が送れるために、本市ではパソコン教室

やＮＰＯ法人の協力を得ながら「シルバーいきいきサロン」等生きがいづくりとしての事業を

行っております。特に、パソコン教室では定員オーバーする応募があっております。 
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 また、生きがいづくりの拠点整備といたしましては、老人憩いの場の整備や老人福祉センタ

ーの活用を図っておりまして、高齢者にとって魅力ある施設づくりに努めており、老人福祉セ

ンターでは年間延べ1万6,000人余りの利用者がございます。 

 さらには、「見守り」や「バスハイク」等地域の独居高齢者や高齢者の夫婦等世話をしてい

ただくボランティアを主体とする任意団体に対し、補助をする介護予防あるいは生活支援活動

団体補助金交付事業を行っておりまして、今後もこのような高齢者を地域で支える介護予防に

なお一層力を入れて取り組んでいきたいと考えております。 

 次に、医療、介護保険の今後の見通しとその対策についてでございますが、まず医療保険は

後期高齢者については新たな保険制度が創設されまして、広域連合がその運営を主体的に行っ

ております。 

 国民健康保険につきましても、将来的に高齢化によります医療費の大幅な増加が見込まれ、

平成20年度から医療費の適正化、重点施策として生活習慣に着目した特定健診と特定保健指導

が義務づけられました。今後は、さらに病気の予防対策に重点的に取り組み、生活習慣病やそ

の予備軍の減少によって医療費の増加を抑制し、国民健康保険の安定的な運営を図ってまいり

ます。 

 介護保険は、ご承知のとおり高齢化が全国的に進行しておりまして、今後も要介護認定者の

増加が予測されるところでございます。そのことから、平成18年に介護保険制度が大幅に改正

をされました。予防に重点を置き、要介護者を増やさないと、重点化させない取り組みを行っ

ているところろでございますが、それでも平成26年度には要介護認定者には本市では3,000人

を超えるものと見込んでおります。そのような中、介護給付費につきましても、しばらくは増

加の一途をたどるのではないかと予想をいたしております。 

 今後といたしましては、平成21年度に制度改正が行われる予定でありますので、国、県に指

示を仰ぎながら平成20年度の第４次介護保険事業計画を策定いたしまして、健全に制度を推進

していく所存でございます。 

 最後に、団塊の世代をまちづくりに生かす施策につきましては、地域でどのように人的資源

を生かしていくか、地域活動や生きがいづくり等様々な受け皿を用意すべきか、今後高齢者の

あり方を含め検討していく所存でございます。 

 次に、３点目の障害者の生きがいづくりについてのご質問にお答え申し上げます。 

 平成19年５月から、国から障害者の自立促進に向けた雇用、就労支援の対策といたしまし

て、福祉から雇用へ推進５カ年計画が示されました。各都道府県では、平成19年度中に障害者

の工賃倍増５カ年計画を策定し、推進するようになっております。しかし、福岡県におきまし

ては、まだその内容については公表をされておりません。 

 本市では、今年３月に見直しをしました障害者プラン及び障害福祉計画策定におきまして、

障害者の方々や関係団体のヒアリングで市や企業等が模範となり、率先して障害者の雇用の場

や機会づくりに取り組んでほしいという意見もいただいておりますことから、障害者の方々が

－171－ 



その能力を生かして働ける就労環境づくりを重点に、雇用機会、場の確保と就労支援の充実と

いう２つの柱をもとに障害者雇用、就業に向けた施策を推進してまいりたいと思っておりま

す。このような施策に工賃アップは関連してまいりますことから、国、県の動向を見ながら必

要に応じて国、県を初め企業にも要望してまいりたいと考えております。 

 次に、３項めの学校教育環境の充実についての１点目の「学校支援人材バンク」についての

ご質問にご回答申し上げます。 

 導入の目的は、議員が申されますように教師の負担を少しでも軽減し、学習時間の充実など

を図るためでございます。その人材につきましては、各学校が行っております特色ある学校づ

くりのための例えば総合的な学習の時間の講師、琴の指導や太鼓指導、英語指導など多くの

方々と考えております。 

 次に、２点目の「子どもの安全と命を守るネットワーク」についてのご質問にお答えを申し

上げます。 

 最近、子供が被害となる悲惨な事件、事故が多く、心を痛めております。私は、子供の安全

と命を守ることは重要な課題と受けとめておりまして、学校間の取り組みだけではなくて地域

の方々の支援、例えば太宰府南小学校区で行われております「見守り隊」、市内全域で「つい

で隊」など関係機関やある関係団体、関係者が多方面から連携を結ぶことで子供たちの安全を

守るのではないかと考えているところでございます。 

 次に、３点目の安全・安心の教育環境の整備についてのご質問にお答えを申し上げます。 

 初めに、耐震診断についてでございますが、本年度小・中学校４校の管理棟及び教室等につ

いて耐震診断を行うことといたしております。 

 本年度診断を行いますと体育館を含めすべての耐震診断が終了いたします。改修、補強工事

につきましては、平成13年度に耐震診断を行っております２校と今回診断を行います４校のう

ち補強工事が必要となった学校が対象となります。改修時期につきましては、年次計画により

実施してまいります。 

 なお、災害時など避難場所となります体育館につきましては、耐震診断及び補強工事が必要

となりました５校につきまして、平成18年度までに既に終了しております。 

 次に、第４項めのまるごと博物館、まちぐるみ歴史公園についての第１点目の地域の産業・

観光活性化プランの見直しについて質問がありましたので、ご回答申し上げます。 

 このプランは、観光の拠点施設の考え方並びに平成14年度から５カ年の観光活性化事業の基

本的方向を定めたもので、この方針に沿ってこれまで観光客誘致事業等を推進してまいりまし

た。プランの策定後に九州国立博物館が開館し、昨年度には730万人の観光客が訪れておりま

して、また特にアジアからの観光客も増加をいたしております。ご質問にもありますように、

地域の現状を調査分析し、新たな視点を定めての本市の産業、観光の活性化が必要であります

ので、できるだけ早い時期に見直しを行ってまいりたいと思っております。 

 次に、宿泊施設の誘致についてでございますが、観光客が滞在する宿泊施設を考えたとき、
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この宿泊施設が単独ではなく周りの町並みや店舗などにも一体感のある町のにぎわいが必要で

あると思っております。施政方針でも述べましたように、滞在型観光を目指します本市にとり

ましては、回遊の仕掛けづくりの一環といたしまして、今後とも宿泊施設の誘致に取り組んで

まいりたいと思っております。もちろんさきにも申し上げておりますように、近隣市町との住

み分けあるいは連携というようなことも当然同様の考え方でございます。 

 次に、特産品の開発についてでございますが、これまで太宰府観光協会と連携しながら「献

上願塩」の商品化や太宰府酒販組合の協力で地元の梅酒「東風の梅」を本市の特産品として販

売をいたしております。 

 また、福岡市の製めん会社のめんづくりでこれまで使用していた塩から「献上願塩」に切り

かえまして、地元デパートと共同して中元商品として販売をいたしております。 

 さらには、この「献上願塩」や大宰府政庁跡の梅を地元の福岡農業高校へ提供いたしまし

て、産・学・官の連携によります梅を活用した新たな製品化が研究されております。 

 次に、観光立国を目指す国の支援事業の活用についてでございますが、総務省が提唱する頑

張る地方応援プログラムと連携をいたしまして、農林水産省、経済産業省及び国土交通省から

もいろいろな事業が提案されております。事業内容も地域公共交通活性化・再生事業を初め多

岐にわたっておりまして、本市の状況を勘案しながら事業の優先度に応じまして活用を図って

まいりたいというに思っております。 

 次に、第２点目の小鳥居小路を歩行者天国にについてのご質問に対しましてご回答申し上げ

ます。 

 周辺地域の関係者により、数年前からこの通りの歩行者天国や一方通行化の議論もなされま

したが、現状では生活道路でもあることから、現状維持という方針が出されております。 

 今後も機会があれば地域の実情をしんしゃくしながら、にぎわいのあるまちづくりに向けて

市といたしまして何が協働できるかなど、地域住民の皆さんと共通理解を得る努力を続けてま

いりたいと思っております。 

 次に、地域再生計画、市営土木についてのご質問にお答え申し上げます。 

 地域再生につきましては、都市と地方の格差をなくして個性的で活力ある地域を創造すると

いう理念を掲げ、平成17年４月に地域再生法が定められたところでございます。 

 今回は、その事業の一つといたしまして、地域再生基盤強化交付金は道路幹線の道路改良を

いたす道路整備交付金事業として国の認定を受けたところでございます。予算上は、特別に地

域再生基盤強化事業として事業費の2億4,000万円計上し、項目を分けておりますけれども、こ

れはとりもなおさず市営土木の一環でございます。ご理解をいただきたいと思います。 

 本事業によりまして、地域交通体系が少しでも安全で交通渋滞の緩和になればと思っておる

ところでございます。 

 次に、まほろば号の路線拡充についてのご質問にお答えを申し上げます。 

 コミュニティバスまほろば号の運行に関します方針につきましては、施政方針でも申し上げ
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ましたように各地域から新たな路線の要望等も視野に入れながら、市内全域の交通混雑の緩和

や高齢化社会に対応した福祉バスとしての観点、あるいは財政事情を考慮した合理的、効率的

な事業運営の観点など、様々な角度から検証しながら総合的に勘案して検討を行ってまいりた

いと思っております。 

 ご提案のコンパクトな車両の導入につきましても、当然のことながら地域の実情に合わせた

検討を行うとともに、利用者数や運行経費等を含めた費用対効果や関係地域住民の皆さんのご

意見等々を十分調査分析しながら共通理解を図るなど、慎重に検討を重ねてまいりたいという

ふうに思っております。 

 次に、第５項目めの市民参画の市政運営の公共施設使用料の減免についてのご質問にご回答

申し上げます。 

 公共サービスを利用した人が使用料や手数料を支払うことによって経費の一部を負担してい

ただく受益者負担の原則から一般利用者等の公平性を図るため、また指定管理者制度の導入等

に伴うことから、市の方針といたしまして平成18年１月から市民の皆さんにご理解とご協力を

お願いし、実施してきたところでございます。 

 しかしながら、これも申し上げましたけれども、直接市民の皆さん方に今回お会いする機会

を得まして、文化協会あるいは社会教育団体等の会員の皆さんなど、そういった使用料につい

てご不満の意見を直面することになりました。さらには、会を脱会されている団体がおられる

というようなことも耳にいたしました。また、施設におきまして、例年に比べ利用者の減少が

続いておるというな報告を職員からも聞いております。 

 そういったことから、減免問題につきましては再度原点に返って市民の皆さんが利用しやす

い公共施設にする検討でありますとか、スポーツ活動への参加、生涯学習や生きがいづくりの

促進、また社会教育団体や文化協会団体を総合的に育成、支援するというふうな観点に立ちま

して、現在関係課あるいは受益者負担を原則としながらも、負担のあり方、調整会議を進めて

おりまして、問題点、課題等の整理、減免対象や減免率及び実施時期などにつきまして、検討

をいたしておるところでございます。早い時期にこのことについては結論を出していきたいと

いうふうに思います。一定の方向が決まりました折には、当然議会の皆様方にもご報告をして

了解をいただきたいと思っております。 

 次に、６点目の健やかで安心して暮らせるまちづくりの第１点目の安全・安心のまちづくり

のご質問に対してお答えを申し上げます。 

 ご質問の総合的な危機管理体制の整備につきましては、頻発し、大規模化する自然災害やテ

ロリズムの脅威、身の回りの安全・安心を脅かす事件、事故の発生等からあらゆる危機に対応

し得る総合的な危機管理体制の充実強化が求められているところであります。 

 このような状況を踏まえ、総務省消防庁では平成18年度から地方公共団体におけます総合的

な危機管理体制の整備に関する検討会を設置され、危機管理における組織のあり方、事案への

対応のあり方、平素からの取り組み、人材育成のあり方等について、具体的な検討がなされて
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おるところでございます。 

 今後とも、国の検討結果を参考にしながら、市民の安全を守るための総合的な危機管理体制

等につきまして、さらに調査を行いまして市民の皆さんが安心して暮らせるようなまちづくり

の推進を努力したいと思っております。 

 次に、太宰府コミュニティ無線の運用についてでございますが、去る５月８日の光化学スモ

ッグ注意報発令時にコミュニティ無線を使用しませんでしたけれども、早速運用要領を定めま

して、今後は県の担当部署から光化学スモッグ注意報の発令の連絡が入り次第、太宰府コミュ

ニティ無線を活用し、市民の皆さんにお知らせするようにいたしております。 

 次に、第２点目のごみ処理の削減と省エネルギーの活用についてのご質問にご回答申し上げ

ます。 

 まず、ごみ処理の削減についてでございますが、ごみの減量化、資源化物のリサイクルはご

み処理費の削減にとどまらず、資源の枯渇問題や地球温暖化対策につながる大きな課題である

と考えております。 

 太宰府市一般廃棄物処理基本計画の中でも排出抑制やリサイクルについての目標を掲げてお

りますけれども、この達成につきましては市民一人一人の理解と協力が必要であると考えてお

りますので、このための広報啓発活動を積極的に行いますとともに、資源物回収の奨励金交付

や生ごみ処理機購入費補助などごみ削減に向けて努力していきたいと考えております。 

 次に、太宰府市地域省エネルギービジョンの実施状況についてでございますが、市民、事業

者、学校、学生、行政、観光客にそれぞれ取り組んでいただく推進プロジェクトを設定をいた

しておりますけれども、浸透を図れていないのが実情でございます。 

 現在の取り組みといたしましては、毎月の市広報によりますところの地球温暖化防止につな

がる省エネ生活の紹介、地球温暖化防止をテーマといたしました環境フェスタの開催、電気料

金と二酸化炭素の削減が一目でわかる環境家計簿の配布、市民環境ボランティアグループによ

ります大気汚染簡易測定の実施など、環境に負荷をかけない生活のための啓発活動などを推進

しております。 

 また、県地球温暖化防止活動センターや温暖化防止推進委員と連携をいたしまして、情報を

市民に提供する一方、福岡都市圏環境行政推進協議会の中でエコスタイル、ノーマイカーデ

ー、マイバックの運動の推進やエコポイントの制度の検討など、近隣の市町と共同実施できる

施策を継続して検討していきたいと考えております。 

 以上のとおり、ご質問の件につきましては答弁してまいりましたが、ただいま承りました貴

重なご意見やご要望につきまして、これから行政運営に当たりまして十分に参考にさせていた

だきます。ありがとうございました。 

○議長（不老光幸議員） ここで休憩します。 

 18時15分まで。 

              休憩 午後５時58分 
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            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

              再開 午後６時15分 

○議長（不老光幸議員） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 １件目から６件目までについて一括して再質問ありませんか。 

 13番清水章一議員。 

○１３番（清水章一議員） 質問が多岐にわたりまして、質問時間だけで40分を含みまして、市長

の答弁が時間内に終わるかなということで心配しておりましたけど、ご回答いただきましてあ

りがとうございました。 

 施政方針を読まさせていただきまして、読めば読むほど聞きたいことがたくさん出てまいり

まして、ついつい気がついてみたらこういう形になっていたということでございます。 

 この問題に関しましては、財政問題から、それから子育て、高齢者あるいは学校教育、また

安全・安心のまちづくりということで、多岐にわたって、一つ一つが極めて重要な内容でござ

います。私は、今回の選挙でやはり選挙公報に、市民の皆さん方にお約束をいたしました。公

約を掲げました。そういったことも重なって今回質問させていただきました。私たちはあくま

でも市民の皆さんにお約束をした公約を果たすことが私の、また議員にさせていただいたお仕

事だと考えております。そういった意味において、今回は選挙後の冒頭ということでございま

して、私自身が掲げたその選挙公報あるいは市民の皆様にお約束したことをまず最初に聞こう

ということで、多岐にわたりましたことをお許しいただきたいと思っています。そういうこと

で、今後こういった今日質問したことを順次、議会ごとに、定例会ごとに丁寧にまた時間をか

けて一つ一つ掘り下げていきたいと、こういう形で思っております。 

 以上で私の代表質問は終わらさせていただきます。 

○議長（不老光幸議員） 以上で会派公明党太宰府市議団の代表質問は終わりました。 

 次に、会派太宰府新政会の代表質問を許可します。 

 12番大田勝義議員。 

              〔12番 大田勝義議員 登壇〕 

○１２番（大田勝義議員） いよいよ代表質問の最後になりますが、議長の許可をいただきました

ので、太宰府新政会を代表いたしまして、平成19年度施政方針に関する質問をいたします。 

 質問に入ります前に、去る４月22日に執行されました太宰府市長選挙において見事当選を果

たされました井上保廣新市長に、改めてお祝いを申し上げます。ご当選誠におめでとうござい

ました。 

 井上新市長は、地方自治体を取り巻く環境が極めて厳しい折に市政のかじ取りを担当される

わけでございますが、長年の行政経験で培われた手腕を存分に発揮されまして、太宰府市政の

発展に大いに貢献されますことを期待いたすものでございます。 

 私も、同日に執行されました太宰府市議会議員選挙において、多くの市民の皆様のご支援と

ご協力を賜り、三たび議席を与えていただきました。気持ちも新たに初心に立ち返って、太宰
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府市発展のために全力を傾注してまいる所存でございます。太宰府新政会に属しておりますほ

かの４名の議員ともどもどうぞよろしくお願いを申し上げます。 

 そこで、早々質問に入らせていただきますが、市長は施政方針の中で、中国の思想家王陽明

が説いた知行合一の考えを根底に据え、行動重視の市政運営を行うと述べておられます。地元

福岡藩の儒学者貝原益軒も、「知って行わざるは、知らずに同じ」という有名な言葉を残して

おりますが、とかく行政は動きが遅いという批判にさらされておりますので、私も行政が物事

を的確に判断し、そして素早く行動に移すことは極めて大切なことと思います。市長の思いで

ある知行合一の精神が職員一人一人に浸透し、目まぐるしく変化する今日の情報化時代に、ス

ピード感を持った市政運営が行われることを期待するものであります。 

 私の質問の第１点目は、行財政改革についてであります。 

 市長は施政方針で、太宰府市を第二の夕張には決してしない、本市の財政悪化はただ漫然と

行財政運営をしたためではなく、そのすべてが未来の太宰府の礎を築くための投資の結果であ

ると力強く述べられております。そして、今後は行財政改革を積極的に推し進め、平成17年度

で98.6％まで上昇した経常収支比率を６年後の平成24年度決算までに89.0％まで改善させ、財

政の立て直しを図ると公約されております。したがいまして、公約を達成するためには、経常

収支比率を今後６年間で9.6ポイント低下させる必要があるわけでございますが、私なりにこ

の9.6ポイントを金額に直すと幾らぐらいになるのか試算してみました。 

 経常収支比率算定の際の分母となります経常一般財源は年々減少しており、平成17年度は減

税補てん債等を含めても約120億3,900万円でございます。今後、市税の伸びが期待できるとい

うことでございますが、交付税の仕組み上、市税が伸びればその75％が交付税から減額されま

すので、経常一般財源全体としては大きな伸びは期待できないのではないかと思います。 

 そこで、仮に経常一般財源が今後も120億円程度で推移すると仮定した場合、9.6ポイント低

下させるためには、平成24年度は平成17年度に比べ約11億5,000万円の経常経費を削減するこ

とが必要になります。単年度で10億円を超える経常経費を削減するためには、大変な努力と工

夫が必要であると思われますが、経常経費のうち具体的にどの項目を幾ら削減しようとされる

のか、お尋ねいたします。 

 次に、繰出金についてお尋ねいたします。 

 本市には、現在上下水道を初め国民健康保険など、受益者負担的な要素が強い事業を中心

に、７つの特別会計が設置されておりますが、平成17年度決算の性質別歳出の状況を見てみま

すと、一般会計から特別会計へ約12億6,000万円が繰り出されております。この繰出金は、大

別しますと一定のルールで繰り出しが義務づけられている法定繰出金と自治体の判断で任意に

繰り出す法定外繰出金に分けられるようであります。自治体によっては、政治判断で多額の法

定外繰り出しを行い、上下水道料金や国民健康保険税など、受益者負担の軽減を図っていると

ころもあるようですが、本市の繰出金はどのようになっているのか、現状をお伺いいたしま

す。 
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 また、太宰府市は水道料金が高いという声をよく耳にしますし、国民健康保険も財政的にか

なり厳しくなっているようでございますが、市長は法定外繰り出しで受益者負担を軽減するこ

とについてどのように考えておられるのか。経常収支比率の改善とは相入れない施策になりま

すので、なかなか難しいとは思いますが、基本的な考え方をお尋ねいたします。 

 次に、組織機構改革についてお伺いいたします。 

 市長は、本年10月をめどに、同質集中、異質分散の考えのもと、市民にわかりやすい簡素で

機動的な組織に改めるとの考えを示されております。 

 小さい政府の実現は、時代の趨勢でございますので、統廃合などによる組織を簡素化するこ

とは当然必要なことと思いますが、いざ個別にどの課とどの課を統合するのか、あるいはどの

課なり係を廃止するのかという各論になりますと、なかなか難しいものがあると思います。 

 そこで質問ですが、職務執行規則を見てみますと、組織機構の担当課は総務部の政策推進課

となっております。したがいまして、今後政策推進課を中心として組織改編の検討が進められ

ると思いますが、広く庁内の声を吸い上げるために、現場を熟知している各部署の意見聴取は

行われる考えがあるのかどうか、お尋ねいたします。 

 また、機動的な組織をつくることは私も必要なことと思いますが、これも、では具体的に人

員を増やさずに、どのような組織にすれば機動性が増すのかということになりますと、なかな

か形が見えてきません。機動的な組織とは、具体的にどのような組織の姿をイメージしてある

のか、お伺いをいたします。 

 質問の第２点目は、子育て支援と高齢者福祉についてであります。 

 我が国の少子化が危機的な状況にあることは、皆様ご案内のとおりでございまして、このま

ま状況が続けば社会経済全体に大きな影響を及ぼす深刻な問題になっております。 

 先日、厚生労働省より平成18年度の出生率が６年ぶりに回復し1.32％になったことが発表さ

れました。しかし、これは景気回復を背景にした婚姻増が主な原因となっておりまして、出生

率が一時的に上昇はしたものの、人口を維持するために必要とされている2.07％にはほど遠

く、今後も低下傾向は続くものと予想されております。私は、この少子化問題は我が国の存亡

にもかかわる現下の政治の最重要課題と言っても過言ではないと思っております。 

 出生率低下の主な原因は、従来は未婚率の上昇と晩婚化の進行とされておりましたが、最近

では夫婦の出生力そのものの低下も指摘されており、夫婦に一人でも多くの子供を産んでいた

だくための子育て支援はますます重要となっております。その意味では、今回の施政方針で打

ち出された３人目からの保育料の無料化は有効な施策であると思いますが、その他の子育て支

援はどう進んでいるのか、３年目を迎えた次世代育成支援対策行動計画の進捗状況をお尋ねい

たします。 

 次に、高齢者の力を子育て支援に生かすことについてお尋ねいたします。 

 市長は施政方針で、「高齢者が増えることは決して憂えることではなく、むしろ高齢者が人

生で培ってこられた経験や知識などは大変貴重な財産であります」と述べられておりますが、
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私も全く同感しております。特に、団塊の世代が退職されるここ数年は、様々な能力を持たれ

たまだまだお元気な人材が太宰府じゅうにあふれ返ると思います。行政は、これらの方々に対

して、高齢者福祉というより、むしろどのような形で社会に貢献していただくかという仕掛け

を考えるべきではないかと思います。 

 そこで、１つの提案ですが、本市では現在子育て支援の一環として、ファミリー・サポー

ト・センター事業を展開しております。この事業は、子育て中の家庭が用事などで子供を保育

園に迎えにいけなくなったときなど、登録援助会員がかわりに迎えにいき、自宅で預かるとい

う有償ボランティア事業でございます。私は、このファミリー・サポート・センター事業に高

齢者のマンパワーを活用したらどうだろうかと思うわけでございます。同様の事業をシルバー

人材センターで実施している自治体では、会員が子育て経験が豊富な高齢者ということもあっ

て、評判は上々のようでございます。 

 昔は、祖父母が孫の子守をしている姿は当たり前の光景でしたが、核家族化が進んだ今日で

は、ほとんど見かけなくなりました。機会があれば日常的に子供と触れ合いを持ちたいと思っ

てある高齢者は多いと思います。現在でも高齢者の登録援助会員がおられるかもしれません

が、さらに高齢者の登録を奨励することで生きがいづくりにもつながると思いますが、お考え

を伺います。 

 回答は項目ごとにお願いをいたします。 

 再質問は自席にて行います。 

○議長（不老光幸議員） 市長。 

○市長（井上保廣） ただいま施政方針に関することにつきまして、市議会会派太宰府新政会を代

表されまして大田勝義議員よりご質問をいただきましたので、順次回答をいたします。 

 最初に、行財政改革の推進の１点目の平成24年度までに経常収支比率を89％まで改善するこ

とを公約とされているが、その根拠となる財政の中期的な展望を問うということにつきまし

て、ご回答申し上げます。 

 財政構造の弾力性を測定いたします指数であります経常収支比率は、本市におきまして平成

17年度98.6％という数値になっております。平成19年度決算までに98％、平成24年度決算まで

には89％という目標を設定し、改善をしてまいりたいと思っております。 

 経常収支比率を0.1ポイント変動させますためには約1,200万円の経常一般財源収入額を増

額、または税金等の一般財源を充当する経常的な経費を減額しなければなりません。したがい

まして、平成17年度98.6％を平成19年度98.0％にするために約7,200万円、平成24年度89.0％

にするためにはさらに約10億8,000万円の歳入の確保、もしくは歳出の削減を図っていくこと

を数値目標といたしております。 

 歳入面におきましては、経常的な支出は経常的な収入をもって充てるという財政原則のもと

に、市税を初め使用料、手数料、負担金、普通交付税といった経常的収入を高めていくことが

重要であると考えております。 
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 市税におきましては、公平の確保を図る観点からも、人材育成を初め徴収システムの充実に

より徴収率を高め、安定した税収を適正に維持する努力を行っていき、また使用料、手数料、

負担金におきましても、公平な受益者負担の立場から適正な水準への見直しを図ってまいりま

す。 

 また、経常的な一般財源となります普通交付税につきましては、算定の中で重要なウエート

を占める起債について、算入率の高い起債を優先して借り入れ、普通交付税への算入強化を図

っているところでございます。 

 歳出面におきましては、義務的経費のうち、まず人件費について平成20年度以降の職員の大

量退職に始まり、平成17年度を基準として平成23年度末までに約70人の退職者が見込まれてお

りまして、必要な職員採用を行っていっても、人件費のうち経常一般財源は平成17年度決算で

約31億400万円が、平成24年度には4億6,000万円の減の約26億4,200万円になると見込んでおり

ます。 

 また、公債費でございますが。市債の発行につきましても、公債償還よりかなり抑えた20億

円以下に抑制することによりまして、公債費のうち経常一般財源は平成17年度決算で約24億

7,400万円が、平成24年度には6億8,000万円の減の17億9,700万円となると見込んでおります。 

 しかし一方で、扶助費、その他の経常経費の伸びが見込まれますので、常に将来にわたって

財政の健全性や弾力性を確保しますためには、経常収支比率をより一層低減させていくことが

重要でありまして、歳入、歳出両面からあらゆる方策をとっていく必要があると、このように

認識いたしております。 

 また、最少の経費で最大の効果を上げるという財政の効率的な運営に努めながら、職員の時

間外手当を初め賃金を含めた人件費でありますとか、消耗品、食糧費といった需用費、旅費等

におきましても、予算編成、執行時におきまして全庁的な経常経費の削減に努めておるところ

でございます。 

 今後、そうした経常収支比率を注視しながら、経常収支比率の削減に向けて努力を続けて、

少しでも多く投資的な経費へ振り分けていくことができるように努力してまいりたいというふ

うに思っております。 

 次に、２点目の一般会計から他会計への繰出金の考え方についてのご質問にお答えを申し上

げます。 

 ご指摘のとおり、繰出金につきましては、各法令に基づき支出しております法定繰出金と任

意に繰り出しします法定外繰出金がございます。国の指導では、繰出金は保険料の安易な引き

下げに充てられることを想定しておりませんで、保険制度及び事業の趣旨から財政援助的な一

般会計繰り出しは行うべきではないとされておりまして、本市の場合も同様の考え方で、法定

外の繰り出しは行っておりません。 

 また、平成19年度の繰出金といたしましては、国民健康保険事業、介護保険事業及び老人保

健の特別会計繰出金が14億2,122万8,000円で計上しておりまして、年々増加する一方でありま
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すので、現段階では財政面から見ましても、一般会計からの法定外の繰り出しは困難な状況で

はないかと思っております。 

 次に、３点目の組織機構改革についてのご質問にお答えを申し上げます。 

 組織機構に関します検討につきましては、部長で構成いたしております部長会議において検

討を行い、庁内からの意見聴取につきましては部門ごとに意見を集約し、取りまとめてまいり

たいと考えております。 

 また、行政を経営するという視点に立ち、限られた経営資源を最大限に活用するために、市

民の皆さんにわかりやすく利用しやすい、市民の立場に立った簡素で効率的な組織としていき

たいと考えております。 

 部や課の再編・統合を行うなど、執行体制の簡素化を基調といたしまして、各部局がより主

体性と自立性を持って行政を執行するとともに、選挙公約の推進もあわせまして、事務事業の

優先度に準じて、職務執行規則第９条の３及び同条の４に定めております職員の部内、部外の

流動を活用した各部局の主体的な職員配置によりまして、柔軟で機動的な組織運営ができると

考えております。 

 次に、子育て支援と高齢者福祉についての１点目の次世代育成支援対策行動計画の進捗状況

についてご質問にお答えを申し上げます。 

 大きな目標でありました子育て支援機能の中核となります子育て支援センターを平成18年４

月に開設をし、いきいき情報センターで親子で自由に参加することができる子育てサロンや子

育て広場、地域の公民館等で遊びや読み聞かせなどを行う出前保育、窓口や電話、メールによ

ります子育て相談などの事業により、家庭で保育を行っている保護者の支援を行っているとこ

ろでございます。また、子育て支援事業をまとめました子育てカレンダーの作成など、情報の

収集と発信を行っております。これらのことを通じて育児不安を解消し、親のつながりをつく

るなど大きな成果を上げております。 

 また、いきいき子育てセミナーで、中学生が先生の話を聞き、乳幼児に接する機会をつくる

など、次世代の親の育成をも行ってきたところでございます。 

 平成19年４月に要保護児童の早期発見から発見後の支援までの総合的な対応を図るため、要

保護児童地域対策協議会を設置をいたしまして、保健、福祉、医療、教育、警察等の関係機関

との連携強化に取り組むなど、数値目標的には一定の成果を上げているところでございます。

このことから、さらに児童の家庭児童相談体制の拡充が求められているほか、母子家庭等に対

します相談体制の確立が求められております。また、障害のある児童について、相談、支援体

制をつくることが大きな課題となっております。 

 次に、２点目の高齢者の力を子育て支援に生かすことについてのご質問にお答えを申し上げ

ます。 

 ファミリー・サポート・センターだざいふには、60歳代から70歳代の方にも会員登録をして

いただいておりまして、援助活動に貢献をしていただいております。今後も会員の募集方法を
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工夫することによりまして、より多くの高齢者の方に会員になっていただく努力をしてまいり

ます。 

 シルバー人材センターとの協働につきましては、シルバー人材センター会員の年齢構成等も

あるため、今後の検討事項と考えております。 

 昨年４月に開設いたしました子育て支援センターの事業の一つとして、８カ所の公民館等で

出前保育を実施いたしておりますが、中には高齢者の参加もあり、昔の遊びの紹介であります

とか、あるいは子育ての助言などもいただいておるところでございます。高齢者の生きがいづ

くりや子育て支援へのご協力を願うため、これまで以上により多くの高齢者の方々への事業の

周知に努めてまいりたいと思っております。 

 以上のとおり、ご質問の件につきましては答弁してまいりましたけれども、ただいま承りま

した貴重なご意見やご要望につきましては、これからの市政運営に当たりまして十分に参考に

させていただき、一層の努力をしてまいりたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（不老光幸議員） １件目について再質問ありませんか。 

 12番大田勝義議員。 

○１２番（大田勝義議員） 財政問題の質問を行う前にですね、事前に財政課の方から公債費の償

還予定表をいただきました。今後の市債発行額を毎年20億円に仮定してシミュレーションされ

たものですが、償還予定表によりますと公債費は来年度より確実に減り続け、平成24年度には

約26億円にまで減少するというふうになっております。平成17年度の公債費が約35億円であり

ますので、経常経費が公債費だけで約９億円減少することになります。先ほど平成24年度の経

常収支比率を89％まで改善するには、経常経費を約11億5,000万円削減する必要があると申し

ましたが、公債費が自動的に減少することで、残りは2億5,000万円を削減すればよいことにな

ります。公債費には補助金などの特定財源も充当されておりますので、公債費の減少額と同額

の経常経費充当一般財源が減少するわけではありませんが、職員数も削減されるということで

ございますので、私は公約達成のためのハードルはそんなに高くないのではないかと思ってお

ります。 

 ただ、私なりに若干の懸念を申し上げますと、シミュレーションでは市債の新規発行は毎年

20億円ですが、果たして20億円に抑制できるだろうかということが心配です。平成８年から平

成17年までの10年間の市債発行額を平均してみますと約28億5,000万円になります。市長はハ

ード事業などの基盤整備に一定のめどがついたことから、ハード事業からソフト事業にスタン

スを移すと申されておりますので抑制はされるとは思いますが、市債の新規発行を毎年20億円

以内に抑制することが現実に可能なのかどうか、改めてお伺いをいたします。 

 それからですね、若干視点を変えさせてお話しいたしますけども、一部事務組合負担金につ

いてお尋ねをいたします。 

 本市は、特定の事務を共同処理するために複数の一部事務組合に加入しておりますが、平成
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17年度決算では一部事務組合負担金に約12億3,000万円の経常一般財源が充てられておりま

す。負担金の額はそれぞれの一部事務組合で決定され、構成団体が負担いたしますが、私はこ

の負担金を少しでも削減することができないだろうかと思うわけでございます。財政の基本

は、入りをはかって出るを制すでございますので、市町村が通常予算を編成するときは、まず

歳入が幾ら入るのかをはかった上で、歳入に見合った額にまで歳出が抑制されます。一方、一

部事務組合は、まず歳出を見積もり、必要なだけの負担金を負担割合に応じて構成団体に割り

振られています。したがって、一部事務組合には歳入を増やすための苦労はなく、必要なだけ

の構成団体に負担金を求めれば済むということになります。財政を取り巻く環境が極めて厳し

い今日、構成市町村は経常経費のための懸命の努力をしておりますが、一部事務組合は果たし

て経常経費節減のために構成団体と同様の努力をされているのだろうかと思うわけでございま

す。構成団体のように、財政当局の厳しい査定があるわけでもなく、お手盛りで財政運営がな

されていないか危惧するのでありますが、現状をお尋ねいたします。 

○議長（不老光幸議員） 市長。 

○市長（井上保廣） まず、市債の新規発行をこれから先毎年20億円以内に抑制できるのかという

ふうなご質問でございますけれども、平成18年度の市債発行額は18億4,950万円でございま

す。平成19年度現在の予算では15億3,770万円となっております。近年行ってまいりました佐

野土地区画整理事業でありますとか、あるいは九州国立博物館の設置に伴います散策路整備事

業あるいは地区道路整備事業、高雄中央通り線の整備、将来のまちづくりに必要な基盤整備事

業を行ってきたわけですけれども、一定程度めどがついたというなことを私はお話を申し上げ

ております。それ以前からも、私助役に就任しました当時から、25億円の全体としての抑制を

指示をいたしておりました。平成15年７月には災害等々がありましたために、急遽40億円から

成る単費でもって事業を行いました。そういったところがしわ寄せ的にはなっておりますけれ

ども、そういった緊急的な災害が起きない限り、今の考え方を踏襲しながら健全な財政に向か

っていきたいと思っておるところです。 

 それから、もう一つの一部事務組合によっては市の本体であります本庁との使途のそれぞれ

の使途の予算査定でありますとか、財政運営が緩やかになっておるのではないかというなこと

でございますけれども、私ども今全体的な経費の削減といいましょうか、共同事務処理を行い

ますことによって税負担を軽くするというふうな手法の中で、消防あるいは環境の問題、大野

城太宰府環境施設組合あるいは消防組合あるいはし尿処理の問題等々、一部事務組合を活用し

ながら行っております。同じように構成団体につきましては、それぞれの担当者あるいはトッ

プ同士の予算査定も行っておりまして、同じような考え方の中で私はいっていると思います

し、またその辺のところ等については、今後におきましてもそれぞれの市、団体が行っており

ます経費の削減でありますとか、そういった基本の考え方が同じような考え方でいっていただ

くように、今後ともそういったお願いといいましょうか、査定を含めてやっていきたいという

ふうに思っております。 
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○議長（不老光幸議員） 再々質問ありませんか。 

 12番大田勝義議員。 

○１２番（大田勝義議員） それでですね、次は３番目の組織の件ですけれどもね。１番と２番、

これについてはわかりました。この３番目のですね、統廃合や人事異動の活性化による適材適

所の人員配置をどう考えているかということでございますけれども、このことについてはです

ね。現在、係長が１人、それから部下が１人とか、そういう所管が職員名簿を見ますとです

ね、存在するわけです。そういう所管の職員は、実際に仕事がですね、しやすいのかどうかと

いうふうなことを考えたときに、私としてはですね、非常に仕事がしにくいんじゃないという

ふうに思っております。なぜかと申しますと、これにつきましては、非常に休暇がとりにくい

とか、それで職員が今どのくらい有給休暇を残しているか、そういうことにつきましては、こ

れは調べればすぐわかると思います。それと、横の連携が非常にとりにくいので、協力体制も

またできにくいなど、ほかにもいろいろあると思います。逆に、細分化した場合のメリットも

確かにあると思います。しかし、総体的に考えると、やはり職員の健康や負担によるストレス

など非常に大きいものがあるのではないかと、そう思うわけです。現実に、職員の病気休暇な

ど増えていると聞いております。そのようなことを考えると、組織機構の統廃合や職員の配置

など、十分考慮する必要があると考えております。 

 それから、指定管理者の太宰府市文化スポーツ振興財団に現在職員を配置しておられます

が、いつまで配置するのか、お伺いをいたします。 

 どこの部署も職員が足らない状態と思いますが、出先の職員を戻せば少しは回ることができ

ると思います。財団は設立当時の財団とは違ってきております。民間にできることは民間に任

せるということをぜひ実現していただきたいと考えております。この点についてもお尋ねをい

たします。 

 次に、若年職員の適材適所の判断につきましては、大変難しいところがあろうかと思います

が、本来は上司が判断するところではございますが、上司も人間でございますから、確かに好

き、要するに好みもありましょう。自分が仕事がしやすく、相性がいい人を近くに置きたいと

いうことはもちろん当然だと思います。しかし、それでは行政は停滞するだけではないかと考

えております。なぜかと申しますと、優秀な人材が採用されて、配属され、例えばですよ、窓

口業務を長期間担当し、異動先も同じような部署で長年勤務いたしますと、どうしても新たな

発想とか、意欲とか、やる気が消えてしまうのではないかと思うわけでございます。こういう

ことから、若い職員が仕事を覚えるということ、それから人的交流などを考えると、短期の異

動を、机上ではなく実施していただきたい。その中から適材適所につながっていくのではない

かと、そういうふうに考えておるわけでございます。 

 市長は、組織機構を10月をめどにということを言われましたけれども、そういうふうなこと

をいろいろ考えますと、まだまだ決めなければならないことがたくさんあるように思われま

す。例えば、市民への周知、それから議会への対応、それで今回市長はニュー井上からの出発

－184－ 



ということで非常にアピールされておりました。だから、自分のマニフェストにつきまして

は、非常に大事にされると思いますけれども、例えば10月といいますとあと３カ月しかござい

ません。これで年度途中ということもありまして、職員の作業、それからコンピューターの組

みかえとか、それから経費には話が出ませんでしたけれども、小議員の方から経費について

も話がありましたが、大変な経費等もかかるのではないかということが考えられます。そうい

うことを考えますと、これは失礼な話かもわかりませんが、半年間延ばせていただいて、来年

の４月という形で対応されればですね、非常にまたやりやすい、年度当初ということで職員の

方も非常にやりやすいんじゃないかというふうな気がしております。その辺のことにつきまし

て回答を受けたいと思いますが。 

○議長（不老光幸議員） 総務部長。 

○総務部長（石橋正直） 市長にお尋ねでございますけども、私の方からご回答をさせていただき

ます。 

 まず、今回の機構の見直しにつきまして幾つかの視点を持っております。その一つとして、

１課１係をなくすという視点がございます。それとか、効率化を図るとか、組織を大くくりに

するというような視点を幾つか、３つの視点をかけておりまして、事情がない限りは１課１

係、担当１人というような組織は排除していきたいと。やむを得ずそうなるところが１つ、２

つは出てくる可能性はございます。しかし、原則としてはそういうふうな目で組織をつくり上

げていきたいというふうに考えております。 

 それから、太宰府市文化スポーツ振興財団の職員の派遣でございますけども、太宰府市文化

スポーツ振興財団が指定管理者となっております施設が平成18年度と平成19年度、２カ年契

約、これは債務負担行為をとっておりますけども、平成19年度いっぱいは仕事がございます。

それで、平成19年度中はやはり派遣をやめるということにはならないのではないかというふう

に考えています。 

 それから、適材適所のお話ですけども、事情がない限りは新採から３年間をめどに異動する

という原則論で異動を考えておりまして、今回みたいに統一地方選挙が４月にあるとか、機構

改革が10月にあるというのがはっきりしておりますので、そのような事情がある場合は、少し

遅れたりすることもございます。 

 それから、10月１日に予定しています見直しにつきまして、４月１日にはできないかという

ことでございますけども、現在10月１日に実施するということで進めておりまして、６月中に

執行部の方の組織をきちんと固めまして、それから事務分掌、職務執行規則を張りつけて、そ

して９月の議会に説明をしたい、条例を上げたいというふうに考えてまして、同時進行になり

ますけども、市民への周知へは10月の市政だよりに掲載ということで現在進めております。 

 以上です。 

○議長（不老光幸議員） ２件目について再質問ありませんか。 

 12番大田勝義議員。 
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○１２番（大田勝義議員） 次世代育成支援対策行動計画の進捗状況ということで市長の方から説

明がありましたけれども、これは平成17年度から平成26年度までの10年間で行われるわけでご

ざいまして、まだその途中だろうかと思っております。 

 私、よくテレビとか報道なんかで、育児不安によって虐待等が非常に多くてですね、せっか

く生まれてきたのに愛情を受けないまま亡くなるというケースが非常に多いわけですね。それ

で、多分この親御さんもですね、普通に育った人だろうと思うわけです。ところが、この人が

そのような虐待をする、これはなぜかといいますと、やはり周りに相談する人がいないからで

すね。そこで、この部分をやっぱり行政が温かく見守って相談に乗ってやるということが非常

に大事ではなかろうかということで思っております。そこで、この部分についても早急に対応

してもらいたいというふうなことで考えております。 

 それから、３年目ということで、今後の進捗状況についても今後しっかりと推移を見守らさ

せていただきたいと思っておりますので、ひとつよろしくお願いをいたしたいと思っておりま

す。 

 それから、高齢者についてファミリーサポートをしていただくというふうなことでですね、

この件につきましてもやはりたくさん今から団塊の世代で、私たちもその年に入っていくわけ

でございますので、ぜひともそのような方々のボランティアに対する意識なり、またそういう

方々が動ける場をですね、しっかりつくっていただけたらと思っております。また、この件に

つきましても、今後質問させていただきたいと思ってます。 

 私の代表質問はこれで終わらせていただきたいと思います。ありがとうございました。 

○議長（不老光幸議員） 以上で会派太宰府新政会の代表質問は終わりました。 

 以上で一般質問の会派代表質問は終わりました。 

 引き続き、一般質問の個人質問を行います。 

 ８番中林宗樹議員の一般質問を許可します。 

              〔８番 中林宗樹議員 登壇〕 

○８番（中林宗樹議員） 時間も大分遅くなってきておりますけども、ただいま議長より許可をい

ただきましたので、通告いたしておりました２項目について質問をいたします。 

 まず、財政についてお伺いいたします。 

 市長は、太宰府を第二の夕張市にはしないと宣言されました。また、３月議会では、佐藤前

市長は平成17年度決算も黒字であり、これから団塊の世代の退職者も相当数あり、人件費も削

減となる。公債費も減少してくるので財政破綻はないと、それに経常収支比率も下がってくる

とおっしゃっておられます。井上市長も平成24年度には経常収支比率を89.0％にすると言って

おられますが、市民の皆様は市へ要望書を出すと、金がない、金がないのでできません。市の

施設を見れば、老朽化が進み、傷みも激しく、先日もテレビで取り上げられておりますような

ありさまでございます。本当に市の財政は大丈夫なのだろうかとの思いが、市民の皆様にはそ

ういう思いが先に来ております。現在の市の財政状況はどうなのか。今の決算書では、その年
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度の収支しかわかりません。夕張市を財政破綻に追い込んだ一時借入金や外郭団体、第三セク

ターの借入金等、また特別会計の負債など、全体像が見えません。もっとわかりやすい全体の

状況がわかるようにすべきだと、今自治体の会計についても変革の波が打ち寄せています。 

 臼杵市の後藤市長は、「今の公会計では施設をつくるための起債額や予算執行額は決算書に

示されるが、施設の資産価値は掲載されないため、資産価値を含む詳細な財政状況はわかりに

くい。自治体でも民間企業のように貸借対照表を作成すべきである」と提唱されました。

1998年より独自のバランスシートを作成されております。さらに、四半期ごとの財政状況がわ

かるようなソフトの開発も進められておられます。本市でも貸借対照表をつくるべきだと思い

ます。 

 貸借対照表とは、資産と負債と資本の関係を数字であらわしたもので、ご存じだと思います

が、資産とは現在の財産が幾らあるのか、現金が幾らあるのか、土地、建物、不動産が幾ら、

設備関係が幾ら、その他財産となるものが幾ら、現在ある財産すべてで幾らあると出ます。負

債とは、その資産をどのようにしてつくったのか。土地を買うのに借り入れをした、そのほか

にも借り入れをしたと、そのトータルが幾らである。もともと自分で持っていたもの、資本が

幾らである。そして、その差額が利益であり、余裕財産であり、正味財産となります。現在の

負債、借金が幾らある、市の持ち分が幾らあるとはっきり出ます。そして、それも特別会計や

外郭団体まで含めた連結の貸借対照表でなければなりません。現在の財政状況をありのまま出

すことができるのが貸借対照表なのです。 

 貸借対照表は、現在都道府県及び政令市では作成されております。その他の地方団体におい

ても取り入れる自治体が出てきております。また、総務省は、地方自治体にも３年から５年以

内にキャッシュフローや貸借対照表の作成を求める方針を決めております。 

 ある自治体では、独自のバランスシートをつくり、職員の退職引当金や施設の維持に必要な

費用など、すべてを見込んだ負債額と全資産とを差し引きしたら負債が多かった。この負債は

市民へのツケとなる。それでも様々な事業に税金を使いますかと、市民に問いかけてをされて

おります。また、別の市長さんは、事業別の収支計算書を公表しておられます。このように積

極的に市の財政について公表する自治体も増えてきております。本市でも、貸借対照表を作成

し、正確でわかりやすい情報を市民の皆様へ公表すべきだと思いますが、市長のお考えをお伺

いいたします。 

 それから、市長は経常収支比率を平成24年度には89.0％にすると言われておりますが、団塊

の世代の職員さんの退職による人件費の削減がされ、公債費を抑制するということだけで

89.0％の数字の達成は難しいと思いますが、具体的にどのようにして数字を達成しようと考え

ておられるのか、お伺いしたいと思います。この部分につきましては、先ほどより質問がたく

さん出ておりますので、この分についてのご回答は要りません。 

 次に、高雄地区のまちづくりについてお伺いいたします。 

 高雄地区も家の前・今王線も新設され、高雄中央通り線も本年度に拡幅の完成を目途に工事
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を進められておられます。高雄地区の基盤整備もやっと手をつけられ始めたような格好になっ

ておりますが、まだまだ未整備のところはたくさんございます。 

 梅ヶ丘地区の公園の問題。梅ヶ丘地区には小さな公園が１つしかありません。それで、地元

から強い要望が出されております。いま一度ご検討できないでしょうか、お伺いいたします。 

 次に、高雄台団地の道路の舗装、歩道の改良でございますが、当団地はできて30年を過ぎて

おります。道路はその間、水道工事、ガス管の工事等で、掘っては補修され、掘っては補修さ

れと繰り返され、また老朽化による傷み等ででこぼこだらけになっています。また、歩道は一

部にありますが、狭く、その歩道の上には電信柱があり、歩道の役目もいたしておりません。

また、狭くて車道と段差がありますので、歩道の上を歩くのは非常に危険であります。 

 側溝のふたも問題ですが、梅ヶ丘地区、高雄台地区は古い団地ですので道幅も狭く、車の離

合もやっとというところもあります。歩行者は側溝によけるようなこともたびたびです。しか

し、梅ヶ丘地区、高雄台地区では高齢者の方も多く、側溝によけるのも非常に危険を伴いま

す。 

 また、梅香苑地区の方では坂道が多く、急なところもたくさんあります。そこでは、以前、

子供が側溝に流されたことがあると聞いております。そのときは大事に至らなかったんで、ニ

ュースにはならなかったようですが、少し多く雨が降りますと、側溝の水は物すごい勢いで流

れています。大人でも怖いような勢いで流れます。 

 道路の舗装の問題、側溝のふたの問題等は、高雄地区だけの問題ではなく、全市的な問題で

もあります。魅力ある町にするには、町をきれいにしなければ人は来ません。金がない、金が

ないでは前へ進めません。市の活性化には人口を増やすことが必要です。人口が増えることで

歳入も増えます。町をきれいにして、魅力のある町にしなければなりません。そのためにも、

道路の舗装と側溝のふたは緊急の課題として取り組んでもらいたいと思います。 

 次に、星ヶ丘保育園前の交差点への信号機の設置。家の前・今王線が開通したときから要望

が出されておりますが、開通して１年２カ月ですが、既に大きな事故が何件も起きておりま

す。 

 高尾川南側の道路の拡幅、改良工事ですが、子供たちの通学路にもなっており、子供たちは

毎日危険と隣り合わせで通学しております。 

 まほろば号の高雄地区への運行の開始。これも地元の方は切望しておられます。 

 高雄台地区の防火用水についてでございますが、青山で起きた火事のときのように水道の水

圧が不足するのではないかと心配されております。その対策についてもお尋ねします。 

 次に、高雄一丁目の冠水常習地帯の解決策は、たびたび質問が出ておりますが、それについ

ては一向に進んでないようですが、それについての進捗状況をお尋ねします。 

 太宰府東中学校正門前付近のやぶの問題です。生徒は毎日不安に思いながら通学していま

す。また、不法投棄も見られます。等々、課題が高雄地区には山積しておりますが、これらは

どれをとりましても生活に直結したことばかりで、この中にはいつでも事故が起きかねないと
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ころもあります。このような課題をこれからどのように整備していこうと考えておられるのか

お伺いします。 

 また、これから工事が始まる、（仮称）高雄公園の整備についての地元説明会でございます

が、この件は、平成16年６月の議会で地元の皆さんの意見を聞いてくださいと質問しておりま

す。市民の皆様が利用しやすい公園をつくっていただきたいと、そのためにも地元説明会を開

いてほしいとお願いしておりました。それから、再三再四質問いたしました。昨年の12月議会

では、１月中には地元説明会を開きますと回答いただきました。できておりません。３月議会

では早急に開きますと回答いただいておりますが、いまだに何もありません。議会での答弁は

その場しのぎで回答すればよいのですか。このような大きな事業をやるのに、市民への説明も

なく、それが太宰府市の行政のやり方ですか。これからもこのようなやり方で施行されるのか

お伺いいたします。 

 再質問は自席にて行います。 

（「議事進行について、休憩を要求する」と呼ぶ者あり） 

○議長（不老光幸議員） ここで休憩します。 

 19時30分から再開します。 

              休憩 午後７時17分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

              再開 午後７時45分 

○議長（不老光幸議員） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 市長。 

○市長（井上保廣） 貸借対照表の作成についてご回答申し上げます。 

 最初の質問でございますが、現在地方分権の進展に伴いまして、これまで以上に自由でかつ

責任ある地域経営が地方公共団体に求められております。そうした経営を進めていくために

は、内部管理強化と外部へのわかりやすい財務状況の開示が不可欠であると認識いたしており

ます。国におきましても、経済財政運営と構造改革に関する基本方針2006、いわゆる骨太方針

を踏まえ、平成18年８月31日に地方公共団体における行政改革のさらなる推進のための指針を

策定し、その中で、地方公会計改革を打ち出しております。この国が示しております改革方針

に従って、本市におきましても、従来の修正現金主義をもとにした単式簿記方式、単年度会計

主義であります官公庁会計だけではなくて、発生主義をもとにいたしました複式簿記の考え方

の導入を図ってまいりたいと思っております。 

○議長（不老光幸議員） ８番中林宗樹議員。 

○８番（中林宗樹議員） 再質問でございますけども、これについては大体いつごろからをめどに

考えておられますか。 

○議長（不老光幸議員） 総務部長。 

○総務部長（石橋正直） 国が示しています地方公会計改革とは、貸借対照表、行政コスト計算
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書、資金収支計算書、純資産変動計算書の４つの表の整備を人口３万人以上の都市は３年後、

平成21年度までに作成し、公表しなさいということになっておりますので、平成21年度までに

は公表することになると思います。 

○議長（不老光幸議員） ８番中林宗樹議員。 

○８番（中林宗樹議員） これの対象については、先ほども言いましたけど、連結でやっていただ

くと思いますが、特別会計まで広げていただけるんでしょうか、どうでしょうか。 

○議長（不老光幸議員） 総務部長。 

○総務部長（石橋正直） 特別会計も含めて実施していきたいというふうに考えております。 

○議長（不老光幸議員） ８番中林宗樹議員。 

○８番（中林宗樹議員） それじゃ、立派な貸借対照表ができることを期待しまして、この質問を

終わらせていただきます。 

○議長（不老光幸議員） 市長。 

○市長（井上保廣） 高雄地区のまちづくりについてご回答申し上げます。 

 高雄地区を含めた、市内には狭隘な道路が多数存在をいたしております。今後とも、市民の

皆様のニーズにおこたえをし、安全・安心のまちとして、道路整備計画に努めてまいります。 

 詳細等につきましては担当部長から説明をさせます。 

○議長（不老光幸議員） 建設部長。 

○建設部長（富田 譲） ご回答申し上げます。 

 まず、建設部関係の方をご回答いたします。 

 道路関係でございます。高雄台団地を含め、市内には昭和40年代に造成されました30年以上

経過した団地が数多く存在いたすところでございます。当時の造成基準により道路がつくられ

ておりますことから、また当時は車社会でなく、道路の幅員、歩道のつくりのすべてが現在よ

り狭く設定されておったところでございます。側溝はふたなしでございまして、電柱につきま

してもすべて道路内につくられております。 

 また、昭和50年代より公共下水道の普及促進によりまして下水道工事を行ったところでござ

います。現在、その工事の跡が圧密され、舗装が下がってきておることは十分承知いたしてお

ります。このため、側溝の改修と舗装の全面改良を進めてまいりました。しかしながら、財政

状況が厳しいことから、現在停滞しておりますが、今後は鋭意予算確保に努め、進めてまいる

予定でございます。 

 旧市街地や高尾川南の昔からの道路につきまして、狭隘な道路につきましては、４ｍまでは

建築時セットバックで広げており、今後もこのセットバック手法で進めてまいる所存でござい

ます。 

 次に、星ヶ丘保育園横の信号機の設置につきましては、家の前・今王線工事中より筑紫野警

察署と協議いたしておりまして、信号機と横断歩道を要望をしておったところでございます。

横断歩道につきましては、開通後、特別に早く設置していただいたところでございます。今後
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は、信号機が早期設置されますよう強く要望してまいりたいと思っております。 

 また、梅ヶ丘公園につきましては、特に地域につきましては小さな公園しかないということ

で、依然として地元要望が強いということでございます。本市といたしましては、取りつき道

路のこと、それから管理をどうするかということも含めまして前向きに検討してまいりたいと

思っておるところでございます。 

 次に、高雄一丁目付近の冠水常習地帯の解決策は、その流域の雨水が最終的に流れ込む高尾

川を改修することにほかなりません。本市と筑紫野市と県が一体的に取り組むための協議を始

めたところでございます。 

 最後に、高雄公園の地元説明会の開催について、再三にわたりご指摘があり、実行が遅れま

した。申しわけございません。今回素案ができましたので、早急に地元説明を開催いたしてま

いりたいと思っております。 

 今後も、市内全域を対象に、市民が安全で安心して生活できる都市空間、道路整備を行う中

で、高雄地区の道路も検討してまいりたいと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（不老光幸議員） 地域振興部長。 

○地域振興部長（松田幸夫） もう一点のコミュニティバスの運行関係についてご答弁申し上げま

す。 

 実は、去る６月18日の夜に高雄台区の方に出向きまして、区の役員さんとの意見交換会を行

いました。その中で、いわゆる高雄地区の利用者についましては主に高齢者の方の要望が多い

というのがわかりました。その交換会の中で、つまり通勤・通学者あるいは買い物客につきま

しては、ほとんどの人が二日市方面への生活圏が多いということもわかりましたので、今後こ

の開通、新設に向けましては、高齢者を対象として、さらに詳細なアンケート等も含めなが

ら、いわゆるその手法、運行手法と申しましょうか、今現在運行しているコミュニティバス、

つまり乗車人員が44名、座席が18という今のバスではなくて、ほかの手法といいましょうか、

例えば乗り合いタクシーでありますとか、そういったコンパクトなバス運行の車両によってで

きないかという手法も含めながら、できるだけ早い時期に、時期も含めながら判断をしたいと

いうふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（不老光幸議員） 上下水道部長。 

○会計管理者併上下水道部長（古川泰博） 高雄台地区における火事の際の水道水圧不足が心配と

いうご質問でございますが、高雄台地区につきましては、東ヶ丘の配水池から配水しておりま

す地区でございます。消火活動に必要な安定した水圧があり、心配はございません。水圧とし

ましては、大体１kgf/あればよろしいんですが、この地区につきましては４kgf/ありま

す。 

 以上でございます。 
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○議長（不老光幸議員） ８番中林宗樹議員。 

○８番（中林宗樹議員） まず、今の高雄台地区の防火用水についてですけども、これ地元の方で

ちょっと要望が出ているんですが、吉ヶ浦のため池があるんですけど、あそこは今大体大半が

埋められておりますけども、まだ若干残っているんで、その水を防火用水として使われないだ

ろうかというようなことの要望が出ております。これについてはいかがでしょうか。 

 それについてお答えをお願いします。 

○議長（不老光幸議員） 総務部長。 

○総務部長（石橋正直） ちょっと池そのものを確認しておりませんので、回答ができないので、

ご了承お願いしたいと思います。 

○議長（不老光幸議員） ８番中林宗樹議員。 

○８番（中林宗樹議員） 現地を見ていただきたいと思います。一応水圧については大丈夫という

ことでございますので、それについて地元の方へは報告しておきます。 

 それから、先ほどの質問の中で、太宰府東中学校正門付近のやぶの問題についてご質問して

おりますけど、これについての回答がなかったようですが、お願いします。 

○議長（不老光幸議員） 市民生活部長。 

○市民生活部長（関岡 勉） 太宰府東中学校付近のやぶには不法投棄が目立つが、対策は講じら

れないのかというご質問でございますが、ご指摘のやぶのようになっているところは、道の幅

員が６ｍで、車をとめやすく、人、車などの通行量も少ないことから不法投棄が跡を絶たず、

私どもも非常に苦慮しております。当該地は、私有地、いわゆる民有地でございますので、市

で対策を行うことができません。それで、中学校などから不法投棄がされた連絡を受けて回収

をしているのが実情でございます。 

 以上でございます。 

○議長（不老光幸議員） ８番中林宗樹議員。 

○８番（中林宗樹議員） あそこのやぶについては私有地だということで、市の方は、何というん

ですか、対応ができないということですが、私有地の所有者に対してですね、やはりもう少し

整備していただくと。道路の方へもはみ出しますし、雑草も道路の方へ出てきますし、そうい

うところに何しろ不審者が隠れたりして、やはり生徒たちに、いたずらまではいきませんけど

も、不安を感じさせているという状況もありますので、不法投棄もありますけども、防犯につ

いてもしっかり見ていかなければならないというふうなところでございますので、そこら辺に

ついての目配りも今後お願いしときたいと思います。これは要望でしときます。 

 それから、高雄公園の地元説明会でございますけども、これはもう早急にやっていただくと

いうことでございますけども、この地元説明会といいますか、高雄公園についてはやっと実行

の運びになったようでございますけども、ほかのいろんな案件があります中で、やはり市の対

応が、早目に説明をしておけばいいものを、どんどん遅れてくる。これについても私言ってお

りますように、平成16年６月の議会から、早く地元説明をしていろんな意見を聞いてください
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ということでお願いしておりますけども、やっと、設計ができたんでと。その設計の前に地元

の意見を聞いてですね、そしてそれを生かして設計をつくっていただきたいんで早くしてくだ

さいということをお願いしとったんですけども、これについては、部長というよりも市長の方

からお答えをいただきたいと思いますが。 

○議長（不老光幸議員） 市長。 

○市長（井上保廣） 私は、初めの施政方針の中でも申し上げておりますように、やはり政策の中

に「仁」というのは、人の優しさが必要だというふうに思っております。また、プロセスを大

事にしたいと。住民の、市民の皆さん方の、あるいは地元の皆様方の意向を聞きながら、どう

いった公園がいいのかというようなことを含めて、その過程の中でやはり取り入れていくと、

そして本設計に入っていくというような形、今から等についても、今までもその視点ではやっ

ておりますけれども、最終の設計ではないというふうには思いますので、一つの修正等も可能

だと思いますんで、今からのまちづくり等については、市民協働のまちづくりでありますの

で、今中林議員ご指摘の、その姿勢についても私は変わりません。 

○議長（不老光幸議員） ８番中林宗樹議員。 

○８番（中林宗樹議員） そういう説明についても、しっかり早目にしていただくように、市長も

今後そういう方向でやっていくということでいただいておりますので、市民に対する情報公

開、それから説明についてはしっかりやっていただきたいと思います。 

 それから、先ほどもちょっと言いましたけども、やはり町はきれいじゃないと人は寄ってき

ませんので、やはり道路の問題、側溝の問題、それから草刈りの問題、ここら辺についても、

やはり町をきれいにしていただいて、そしてやはり太宰府はきれいだから、ほんなら太宰府に

住もうかというような気持ちを起こしていただく、そういう魅力のある太宰府にしていただく

ように要望しまして、私の個人質問を終わらせていただきます。 

○議長（不老光幸議員） 以上で８番中林宗樹議員の一般質問は終わりました。 

 ここで休憩をします。 

 20時15分から再開します。 

              休憩 午後８時02分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

              再開 午後８時15分 

○議長（不老光幸議員） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、13番清水章一議員の一般質問を許可します。 

              〔13番 清水章一議員 登壇〕 

○１３番（清水章一議員） ただいま議長の許可をいただきましたので、通告に従いまして質問さ

せていただきます。 

 質問の第１項目は、シルバー人材センター前の市の上踏切の拡幅についてお尋ねをします。 

 平成13年12月議会でこのことについて質問をさせていただきました。市は、雨水幹線の改修
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計画もあるので、関係課並びにＪＲ等と協議をしていきたいと答弁をされました。特に、この

踏切周辺は大雨が降ると浸水がひどく、対応が急がれています。また踏切も狭く、離合もでき

ません。あわせて、子供の通学路でもあります。マンション等が立ち並び、歩行で往来する人

も増えています。また、ＪＲ都府楼南駅も近くにあり、通勤される方も多くなっています。市

としてどのような認識を持ち、今後どのように取り組みをされようとしているのかお聞かせを

ください。 

 第２項目の高雄地域についてお尋ねをします。 

 最初に、家の前・今王線とその周辺についてお尋ねをいたします。 

 １点目は道路の愛称名についてです。家の前・今王線は、高雄地域にまほろば号を運行させ

る予定で開通をされました。今は生活道路として市民に利便性をもたらせ、とてもよく利用を

されています。しかし、市民は、この道路の名前を知りません。私もこの道路のことを説明す

るときに、保育園の横の道路と言っています。市民に親しまれる道路として、公募等をして愛

称名をつけることができないかと思っております。地元の方の意見等もお聞きして検討してい

ただきたいと考えていますがいかがでしょうか、お尋ねをいたします。 

 ２点目は、高雄台側の四つ角に点滅信号の設置についてです。 

 先ほども申しましたように、かなりの交通量があっています。本年３月議会では、高雄中央

通り線との交差点に信号の設置についてお聞きをしました。高雄中央通り線が開通した折に

は、警察立ち会いのもと、信号設置を要望すると答弁をされています。さらに、市民は、高雄

台側の四つ角にも点滅信号を設置するように要望があっています。行政区からも要望が出され

ているようですが、ここは高雄台側からおりてくる車も多く、一時停止の交通標識も設置でき

ません。そのため、徐行もせずに通行する車も見かけるそうです。四つ角は通学路にもなって

いて、極めて危険な四つ角になっています。点滅信号を設置すべきと考えますが、お答えくだ

さい。 

 ３点目は、高雄台への上り坂の舗装についてです。 

 この道路はかなりでこぼこになっています。周辺の住民からは、車が往来するたびに家が震

動するとの声が出ています。私も建設課にお願いして一部補修をしていただき、市民からはそ

れだけでも喜ばれました。しかし、現地を見られたらわかると思いますが、全面的に舗装を強

化する必要があると考えています。予算の問題もありますが、優先的に取り組む必要がありま

すが、見通しについてお聞かせください。 

 次に、高雄中央通り線の整備についてお尋ねをいたします。 

 地域住民の願いであった拡幅工事が完成に近づいてまいりました。完成予定は平成19年末と

聞いていますが、その見通しについてお聞かせください。 

 次に、高尾川のはんらん防止についてお尋ねします。 

 平成18年12月議会で早い時期に対応していきたいと答弁をされていますが、その後の進捗状

況についてお聞かせください。 
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 ３項目めに、ＪＲ都府楼南駅前の駐輪場についてお尋ねをいたします。 

 平成16年９月議会で早い時期に対応していきたいと答弁をされていますが、その後の進捗状

況についてお聞かせください。 

 ４項目めとして、君畑交差点から高雄交差点までの歩道に街路灯設置についてお尋ねをしま

す。 

 国道３号線沿いの歩道は、星ヶ丘交差点等に街路灯が一部設置されているのみです。車の運

行がなければ暗くて危険であるとの市民の声です。国への要望設置についてどのようにされて

いるのかお答えください。 

 あとは、再質問は自席にて行わさせていただきます。 

○議長（不老光幸議員） 市長。 

○市長（井上保廣） それでは、１項目ずつご回答をいたします。 

 １項目めのシルバー人材センター前、市の上踏切の拡幅についてでございますが、今回、地

域再生基盤強化交付金の認可を受けまして道路の整備をいたしますことから、平成19年度から

平成23年度までの５年間で事業を行うところでございます。安全・安心のまちづくりの理念の

もと、事業を推進してまいります。 

 ２項目めの高雄地域についての１点目の市道家の前・今王線とその周辺についてでございま

すが、議員が申されておりますように、現状につきましては十分承知をしておるところでござ

います。創意工夫を凝らし、できるだけ対応してまいりたいと思っております。 

 次に、２点目の高雄中央通り線の整備についてでございますが、高雄中央通り線の整備は、

地域住民の重要な生活道路でございます。高雄地区のまちづくりに欠かせない事業として進め

ているところでございます。今回、地域再生基盤強化交付金の認可を受けまして、平成19年度

末の完成に向けて鋭意努力してまいります。 

 次に、３点目の高尾川のはんらん防止策についてでございますが、高尾川のはんらん防止策

につきましては、太宰府、筑紫野の地域住民にとりまして大きな問題でございます。これまで

申し上げておりましたとおり、福岡県と太宰府市、筑紫野市が共同で高尾川の改修に努めてま

いります。 

 ３項目めのＪＲ都府楼南駅前の駐輪場についてでありますが、ＪＲ都府楼駅南駅前自転車駐

車場の管理につきましては、収容台数や放置自転車等の問題もございますが、今日までの対応

につきましては後ほど担当部長より説明をさせます。 

 ４項目めの質問でございますけれども、国道３号線の君畑交差点から高雄交差点までの歩道

には街路灯がなく、夜間は暗く、歩行者等の安全を確保するためにも何らかの対策が必要であ

ると感じておるところでございます。このため、この区間の歩道の街路灯につきましては、道

路管理者でございます国土交通省の福岡国道事務所へ設置要望のお願いをいたしております。 

 なお、一部詳細については後ほど担当部長より説明をさせますと申し上げましたけれども、

１点目から今までの４項目めまで、詳細につきましては部長の方から答弁をさせますので、よ
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ろしくお願い申し上げます。 

○議長（不老光幸議員） 建設部長。 

○建設部長（富田 譲） それでは、まず１点目のシルバー人材センター前の市の上踏切の拡幅と

いうことにご回答申し上げます。 

 先ほど市長が申しましたように、５年間でここをやるということでございます。市の上踏切

につきましては、貝出雨水幹線と重複しておりまして、ＪＲと協議いたし、また並行して市道

都府楼団地５号線が踏切横でＴ字路となっておる踏切でございます。今回、雨水幹線工事とあ

わせまして、安全な踏切となるよう改良していくところでございます。 

 次に、高雄地域の３点のご質問についてご回答申し上げます。 

 １点目の道路の愛称につきましては、現在市内の道路36路線に愛称を付しております。これ

は、平成２年から５年間、市内の主要な道路を選定し、市民より愛称を募集し、決定してまい

ったところでございます。今後も市民の要望がございましたら検討してまいりたいと考えてお

ります。 

 ２点目の高雄台側の四つ角に点滅信号機の設置、このことにつきましては、区からの要望も

出ており、筑紫野警察署、公安委員会の方に設置の要望を提出しておるところでございます。 

 ３点目の高雄台への上り坂の舗装につきましてでございますが、舗装の傷んでいることは十

分承知しております。できるだけ早く対応してまいりたいと思っております。 

 続きまして、高雄中央通りの整備についてでございます。平成18年度分の工事が完了いた

し、平成19年度工事の一部、高雄幼稚園前を先日契約したところでございます。現在、数名の

地権者の同意がまだ得られておりません。今後努力いたしまして用地買収を進め、用地確保が

でき次第、工事を発注し、平成19年度中の完成を目指してまいりたいと思っております。 

 次に高尾川のはんらん防止についてということでございます。 

 その後、筑紫野市と協議したところでございます。基本的には、河川改修は河川の下流域か

ら改修いたさなければなりません。上流域を先に改修いたしますと、下流域の未改修の地域で

溢水し災害が発生するおそれがありますことから、市長が申しましたように、県、筑紫野市

と、早期改修のため、対策協議会的なものをつくるということで現在進めておるところでござ

います。 

○議長（不老光幸議員） 地域振興部長。 

○地域振興部長（松田幸夫） それでは、私の方から、ＪＲ都府楼南駅の自転車駐車場の管理につ

きまして、平成16年９月議会以降の対応についてご回答を申し上げます。 

 まず、放置自転車の調査確認作業を昨年末から今年の１月にかけて行いました。警告書を貼

付いたしまして注意を喚起をいたしました結果、110台を撤去いたしております。また、自転

車通学許可を得た自転車の違法駐車が目立っておりましたので、関係する利用者の多い高等学

校の方に、利用者のモラル向上を図っていただきますように、いわゆる駐車指導をお願いをい

たしております。 
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 また、駐車場の整理、指導につきましては、市内のほかの駐車場につきましては、週４日朝

のみを管理しておりますけども、この駐車場につきましては、平成17年度から週５日、朝の２

時間と夕方１時間の一日２回整理指導を行っております。しかしながら、現場を見てみます

と、駐車場が満車状態というふうになっておりますので、駅周辺に新たな用地を確保するなど

を含めまして、今後何らかの対策をとる必要があると判断をいたしております。したがいまし

て、今後ＪＲや筑紫野市との協議を行いながら、できるだけ早い時期にそうした対応の検討を

していきたいというふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（不老光幸議員） 建設部長。 

○建設部長（富田 譲） 君畑交差点から高雄交差点までの歩道の街路灯の設置についてご回答申

し上げます。 

 国道３号線の君畑交差点から高雄交差点までの約1,900ｍの区間は、幅員約２ｍから2.5ｍの

歩道が両側に設置してあります。道路におきましては、主として夜間における交通の安全と円

滑化を図るために必要がある場合に照明施設を設けることになっています。このように、照明

施設の設置につきましては、道路管理者の判断にゆだねられているということでございます。 

 ご指摘の歩道は、車道への転落防止のための防護さくが連続して設置されており、付近に大

学、高校、小学校やバス停がございまして、通学路等として多数の方が利用されております。

しかし、夜間は歩道を照らす照明がないので暗く、交通安全や防犯の面から非常に懸念されて

いるところでございます。このことから、地元の協力もいただきまして、現状を道路管理者で

ある国土交通省へ伝えまして、強く設置の要望をお願いしてきたところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（不老光幸議員） 13番清水章一議員。 

○１３番（清水章一議員） 本当に地域の数多くの問題を今回取り上げさせていただきました。 

 今大体ご回答をいただきましたので、私の方としても、ぜひ今後そういう形で、今ご回答を

いただいた中で進めていっていただきたいと思っております。 

 写真をせっかく写してきましたので、ＪＲ都府楼南駅側の自転車の駐車場についてですね、

昨日ですが、実は物すごくきれいに整備されとるんですね。これが午後４時半ぐらいかな、き

れいに整理されている。そして、これがその２時間後ですね。なぜこれが違うかというと、こ

っち側が整備員の方がいらっしゃるわけですね。この人たちがもう午後５時までで帰られちゃ

うと、２時間でこういう状況になるわけです。それで、私もじっと見ていましたら、これ結構

自転車がたくさんありますので、自分の自転車を出すためにですね、一回出すわけです、外に

ですね、道路側に出すわけです。道路側に出して、自分の自転車が来ればですね、それをもと

に戻せばいいんですけど、そのまんま乗っていくわけですね。それが、１台がそうなると、２

台、３台引き続いてしまって、夜中はもうあそこの市道に広げてしまっていると。せっかく指

導員の方がいらっしゃいますので、やっておらっしゃるんであれば、ただ単にきれいにすれば
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いいということもありますけども、そういったマナーをね、やっぱり一人一人に教えていただ

くことによって、最終的にはもう警備員さんが立たなくていいような状況になるんじゃないか

なと思っておりますので、あわせて今後ともそういう対策をぜひ、これは、ここの整備をされ

ている方は、整理することだけが一つの市の委託事業になるんか、それともそういうマナー

も、きちっとやんなさいということもその委託の中身に入ってんのかどうか、この１点だけち

ょっとお聞かせください。 

○議長（不老光幸議員） 地域振興部長。 

○地域振興部長（松田幸夫） 実は、私も先般現場に行きまして、その指導員の方と話といいまし

ょうか、状況をお尋ねしました。やはり清水議員さんがおっしゃいますように、やはり利用者

の方のマナーの問題が非常に困っているという報告も聞きました。指導員さんに聞きますと、

その辺のマナーの指導もあわせてやっているということを聞いております。ただ、やはり先ほ

ど申しましたように、ここの自転車駐車場の収容台数が、280台を想定いたしておりますけど

も、最近増加いたしておりまして、三百二、三十台をとめてあるというふうな報告も受けてお

りますので、先ほど申し上げましたように、やはり新たな駐車場の確保も含めながら、今後検

討していきたいというふうに思っております。 

○議長（不老光幸議員） 13番清水章一議員。 

○１３番（清水章一議員） 私の一般質問は以上で終わらさせていただきます。 

○議長（不老光幸議員） 以上で13番清水章一議員の一般質問は終わりました。 

 次に、19番武藤哲志議員の一般質問を許可します。 

              〔19番 武藤哲志議員 登壇〕 

○１９番（武藤哲志議員） 石橋総務部長が20分で終わんなさいと温かいご指導をいただきました

ので、できるだけ終わるようにしたいし、いつもの回答では、前向きの回答は据え置きになっ

ておりますので、簡単にひとつ説明をさせていただきたいと思います。 

 同和行政についてですが、これまで何度も同和行政について質問を行ってきました。その結

果、太宰府市も大変努力をいただき、ある一定の見直しを行ってきたことについては評価をい

たしますが、見直しの内容を見ますと、41同和対策事業のうちに、廃止、移行は15件、現在市

単独事業や縮小された事業ですが、その中に補助金減免や扶助事業は26事業が継続されており

ます。特に固定資産税、都市計画税の減免、地域改善住宅家賃減免、保育料の減免を初め、

1,000円近く下げられましたが、毎月の小遣い的な内容になっております敬老年金、月4,000円

の給付、先ほども議会で質問があっておりましたが、同和対策事業として、５歳未満だけは医

療費が無料、その上老人医療についても、１割の負担で、入院すると大変ですが、この老人医

療も無料でなっておりますし、介護サービス、介護利用料も無料で行う給付事業が現在も継続

になっております。こういうものをいつの時点で行政側としては見直すのか、こういう問題が

大きな課題としてあります。 

 その上、私は再三言っておりますが、社会運動を行っている解放運動団体、一方ではそうい
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う団体が、国に対しても、裁判所に対しても、行政に対しても、そういう解放運動団体、補助

金を受けた団体が糾弾という形で行っておりますが、こういう運動団体に1,400万円を、今日

30年以上にわたって市が補助金を支出を続けておりますが、残念ながら一度も監査を行ったこ

とがありません。運動団体の支出内容も、決算書を見ると不明確です。大まかに何に要ったと

かという形で、普通では考えられないような決算書が議会にも提出されておりますし、他の自

治体でもこれがやはり大きな問題になっていることも私どもの議員団から報告が入っておりま

す。 

 こういう状況の中で、市長は大変この同和問題についても、私に対して、見直しも行ってい

きたい、時間もかしていただきたい、その努力をしていることについては私の一般質問で報告

を受けておりますが、施政方針の中にあるように、補助金の削減問題については、こんな大き

な金額は１団体だけであります。全額、決算を見ますと、会費収入はない状況です。こういう

内容について、今後補助金をどうするのかは大きな課題ですし、いつまでもこういうものを続

けないためにも明確な判断をしていただきたい。 

 私としては、この太宰府市の教育委員長さんとして大変すばらしい方が、北九州市の同和対

策の問題で審議会の会長をされた稲積さんがおられますが、こういう方のご協力もいただいて

ですね、それからやはり専門的な方を入れて、こういう行政だけでは解決できない問題もあり

ますので、ぜひひとつこういう補助金の見直しをどう解決するかを考えていただきたいと思い

ます。 

 それから、私は、今度の補正予算を見ておりまして、太宰府市の外郭団体であります同和教

育研究協議会に毎年、ずっとこう記録を見てみますと減額はされておりますが、373万

2,000円、補正で上がっております。この研究協議会というのも、私も32年前にこの研究協議

会の会議に出たことがありますが、主に教職員、それから市の職員が中心です。で、昨年度の

決算、記録を見てみますと、市内の教職員が286名、市の職員の約３分の１、134人、これが中

心で373万2,000円の補正がなされております。 

 この内容を見ますと、部会費がありまして、そういう部会費が100万円という形で、部会費

が４部会に出されております。また、この人権まつりというのが大々的にやられておりまし

て、運動団体の補助金の中にもありますし、支部の中にもありますが、こういうこの人権まつ

りに、市が出した補助金の中から143万2,000円が支出をされている。こういう市が出した補助

金が新たにまたこの祭りに支出をされるというのは、市同和教育研究協議会の事業として正し

いのかどうかというのは検討してみる必要があるんじゃないでしょうか。 

 また、市の税金が交付税として出されている中で、私は狭山問題というのは、以前にも質問

したことがありますが、これは裁判で確定した内容です。こういう狭山の裁判の東京集会に２

人が派遣されております。で、５.23、10.31狭山中央集会、こういう社会運動で裁判を批判す

る、糾弾する、こういう部分に２人が派遣されておりますが、これは職員なのか教職員なのか

よくわかりません。また、今年の予算についても２人の派遣が予算に計上されております。私
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は、教職員であれ、市の職員であれ、公務員が公費の補助金を受けていて、社会運動の団体が

抗議集会に出向くのは好ましくないんではないか。法的根拠もなくですね、そういう状況につ

いては改めるべきだと思っております。 

 それから、やはり今全国的に、この同和事業については全国で終結宣言がもう各地でなされ

ております。それは、一つは地方自治体が、今日まで36年間にわたって大変な支出をしてき

た、ハードもソフトも解決をしてきたと、そして法的根拠がなくなったと。以前も、昨年の任

期前の議会でも質問をさせていただいたところですが、太宰府は本当に大変な市民の税金を使

ってきました。そして、その事業も大きな成果が出ております。地区の改善事業にしてもそう

ですが、今回法的根拠もなくなり、国も県も全面的に廃止を再三にわたって通達を出している

ところです。 

 私は、今後、本当にこの太宰府の同和行政ですが、どのように解決をし、そして見直すのか

をですね、行政としても大変努力もされておりますが、ぜひひとつ大変な決意の上に解決をす

べきだというふうに思っておりますので、時間もそう余りかけるわけにはいきませので、その

辺を含めてひとつご回答いただきたいということです。 

 どうもありがとうございました。 

○議長（不老光幸議員） 市長。 

○市長（井上保廣） 同和問題の見直しを含めたご指摘がございました。このことにつきまして

は、私も５月に再就任をしたわけでございますけれども、それまでの間につきまして、平成

13年６月からこの見直しを行ってまいりました。この地域改善対策特定事業に係る国の財政上

の特別措置に関する法律が平成14年３月に失効したわけでございます。それに基づきまして、

今までの同和行政がそのままでいいのかどうかというふうなことを含めて見直しを行ってきた

ところでございます。平成13年６月26日を初回会議として、恐らく四十数回ぐらいになってお

ったと思います。その中で、私どもが基本に置きました論点整理をその中で行ったわけでござ

います。これは、今後市民の人権意識、あるは人権感覚のさらなる醸成と同和地区住民の一層

の自立向上を図るというようなことに力点を置いたやはり行政、今までの見直しをする必要が

あるというふうな観点であったと思います。 

 その１点目につきましては、同和問題の解決に本当に今までの同和行政そのものが役立って

きたかどうかというふうな一つの視点設けました。２点目については、真に地域住民の自立向

上に役立ったかどうかというふうなことを検証いたしました。そして、一番大事だと思います

のは、やはり市民の理解と共感、支持が得られておるかどうかというふうな、こういった視点

でもって見直しを行いました。それぞれの中におきまして、今示しておりますような、平成

19年度までに、一遍ではやはり削減あるいは改善もできませんで、段階を追って終息すべきも

の、廃止すべきもの、あるいは改善、一般対策に移行すべきもの等に分けながら行ってきたと

ころでございます。 

 基本的に、同和問題等々につきましては、基本的な人権が歴史的、文化的に保証されていな
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いというふうな、そういった深刻な社会問題であるというふうなとらえをいたしております。 

 ご承知のように、今申し上げましたように、昭和44年に同和対策事業特別措置法が制定をさ

れました。そして、今日まで課題解決に向けて推進をされてきましたけれども、今申し上げて

おりますように、終了したわけでございます。平成14年３月末をもって特別措置法は終了いた

しました。法の失効に際しまして、太宰府市におきましても、平成13年度に太宰府市民に対し

まして同和問題に関しますところの市民意識調査を実施をいたしました。この中で、依然とし

て、結婚問題を初め心理的差別意識は根強いというふうなことがこの結果からも出てまいって

おります。同時に、地域住民に対しまして生活実態調査を行いましたけれども、就労でありま

すとか、あるいは所得格差など、厳しい生活実態の現状もなお現存としてあるというふうなこ

ともわかった次第でございます。 

 このような状況を受け、市といたしましても、特別対策事業であります地対財特法の失効に

よりまして国の財政上の特別措置法としての同和対策は終了をいたしておりますけれども、こ

れが同和問題解決の取り組みの終了を意味するものではないと。やはりそこに差別の実態ある

いはそこにいろんな諸問題があるとするならば、それの根本的な解決に向けてやはり行政が取

り組むのは、私は当然ではないかなというふうに思っておるところでございます。 

 そういった市民意識調査でありますとか実態調査でも明らかになったように、今日におきま

しても様々な形で、同和問題が解決されたわけではなくて、早期解決は行政の課題であろうと

いうふうな認識を持っております。 

 そのあり方でありますとか縮小、あるいは一般施策についての、そういった部分等について

は、当然市民の理解と共感あるいは支持が得られなきゃならないわけですから、この辺の取り

組みについては、ご指摘のような側面等については行政もなおかつ努力しなきゃならないとい

うふうに思っております。 

 今後の同和事業につきましては、こうした残されました課題につきましては、法失効後の施

策として一般行政施策を十分活用しながら、同和問題解決へのやはり施策を推進していきたい

というふうに思っております。早い時期にこういった施策が終了するように、やはり議会、行

政あわせて、私ども力を注いでいく必要があるだろうというふうに思っております。 

 次に、太宰府市同和教育研究協議会でございますけれども、昭和46年８月、町同研として発

足をし、37年目を迎えております。部落差別を初めとするあらゆる差別から解放を目指す同和

教育の正しい認識と実践について研究を推進をされておりまして、太宰府市在住者あるいは学

校教育関係者、社会教育関係者、行政職員で組織しております研究協議会でございます。本年

度の補助額でございますけれども、373万2,000円で、平成18年度に比べまして85万9,000円、

18.7％の減となっております。 

 ご指摘のように、今にありましてのこの協議会におきましても、これに限らず、全体的な運

動団体の補助金のあり方等々につきましても、私どもは、聖域ではなく、やはり市民の理解と

支持が得られるような範囲におきましてのさらに努力をしてまいりたいというふうに思ってお
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ります。ご理解をよろしくお願い申し上げたいと思います。 

○議長（不老光幸議員） 19番武藤哲志議員。 

○１９番（武藤哲志議員） 市長、大変よくわかります。ただし、やっぱり結婚だとか差別とかい

ろいろあるようですが、この啓発は必要ですが、運動団体に対するこの補助金はね、やっぱり

それなりに見直していく必要があるんじゃないですかと。私は、やっぱりその差別をなくすた

めに、啓発だとかそういうものは必要だと言っているんですよ。ところが、運動団体に対する

補助金、それからやはりこの給付についても、一般対策に移行するということが求められるん

じゃないかと。そのために生活保護制度もあるわけで、また国民健康保険だって、２割減免、

５割減免、７割減免とかそういうのはあるわけで、お互いに所得の少ない人の分でも、やっぱ

り自分で出していったりいろいろしているわけですから、それなりに給付事業や運動団体の補

助金は、この際やっぱり内部的に努力をしてくださいよと。あなた方は一生懸命していること

はよくわかりますから、ひとつ検討していただきたいということです。今日は余り時間とりま

せん。 

 それから、太宰府市同和教育研究協議会ですが、中に出している内容見てみましてね、やっ

ぱり見直す必要があるんじゃないかということですよ。あそこからも出して、ここからも出し

て市民まつり、人権まつりをする必要があるのかどうか。人権まつりを一本化すれば、その分

だけは補助金はここの部分も削られるし、運動団体に出している補助金も削ることができるわ

けですから。しかも、公共施設をただで使わせているわけですから、そういう内容については

ある一定見直しをする必要があるんじゃないかと私も言っているわけですね。 

 それから、やはり社会運動、はよ言えば狭山、差別、糾弾という、東京なんかに職員を２人

派遣するのは、この中に出してますが、同和教育研究協議会が狭山を教材化しなさんなという

のは文部省の方針ですよ。県の方針ですよ、教材化にすることについてはね、だめだというふ

うに言っとるんですよ。それを教育の部分に、東京に狭山差別、裁判糾弾というところに出し

ていることについては、ちょっと内部的に検討していただいたらどうですか。この中に具体的

に、今年も２人を出す、去年は２人行っているということがありますが、やっぱりそういうも

のは区別をつけていただきたいということを１つ。今日もう結論は、教育委員会とのかかわり

もあるだろうし、行同研や学校の先生との関係もありますが、やっぱり支出の内容は、学校の

先生や行政の職員も。 

 それから、見ておりまして、市役所の中で、今日は同和研修をしますからって職員にしょっ

ちゅう流れてますよ。だから、職員は、あなた方はもうしょっちゅう研修もされてますし、議

会も研修も受けておりますし、いろんな外郭団体も、市の関連する団体も受けてますから、そ

の上に市同和教育研究協議会がまた同じことを繰り返してやるということについても見直しの

時期に来ているんじゃないですかというふうに私としては発言させていただいておりますか

ら、この場でどうしますこうしますという結論、今日出ないと思いますが、ぜひひとつ期間を

置いた上でちょっと見直しをしていただきたいと思います。 
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 教育長の回答だけいただいて終わりましょう。 

○議長（不老光幸議員） 教育長。 

○教育長（關 敏治） 一言だけ話をさせていただきたいと思います。 

 狭山の話が出ましたけれども、学校関係では、ご指摘のように、狭山裁判とか狭山事件その

ものを教材として学校で教えるとか教えないとか、そういうことについては全然触れておりま

せんので。で、学校で考えておりますのはですね、当時石川少年と言っておりましたけど、そ

の方が、やはり義務教育を十分受けられる状態ではなかった、それから教材等も十分でなかっ

た、そういうやはり現状を今の子供たちの状況と合わせたときに、学力といいましょうか、学

習権を十分保障しているだろうかと、そういうことを一つの課題として考えながら子供たちへ

の学習を充実させていこうというようなことで、狭山のことを扱う場合はそのように考えてお

りますので、どうか、事件そのものを扱っているんじゃなくて、そういう同和問題に絡む、学

習が十分できなかったということについて私たちがどう取り組んだらいいかということを扱っ

ていこうということだけ一言述べさせていただきたいと思っております。どうぞよろしくご理

解ください。 

○議長（不老光幸議員） 19番武藤哲志議員。 

○１９番（武藤哲志議員） 私としては、そういう東京集会に代表を出すのは好ましくないですよ

ということを言っているわけであって、そういうものについて、今回、もうこんな時間になり

ましたからこれで質問終わりますが、ひとつ、市長部局にしても教育委員会部局も、ちょっと

大きな、私の方として問題の提起はさせておきますので、ひとつ検討いただきたいと思いま

す。 

 どうも今日は、本日、長時間ご苦労さまでした。どうもありがとうございました。 

○議長（不老光幸議員） 以上で19番武藤哲志議員の一般質問は終わりました。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

○議長（不老光幸議員） 以上で本日の議事日程はすべて終了しました。 

 次の本会議は、明日６月22日午前10時から再開します。 

 本日はこれをもちまして散会します。 

              散会 午後８時57分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 
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１ 議 事 日 程（４日目） 

   〔平成19年太宰府市議会第２回（６月）定例会〕          

                                    平成19年６月22日 

                                    午 前 1 0時 開 議 

                                    於 議 事 室 

 日程第１ 一般質問 

一般質問者【個人質問】及び質問項目一覧表 
 

順位 
質 問 者 氏 名 

( 議 席 番 号 ) 
     質     問     項     目 

１ 
福 廣 和 美 

（18） 

1. 交通体系の整備について 

 （１） 総合交通計画の策定について 

 （２） （仮称）ＪＲ太宰府駅との関連について 

 （３） まほろば号について 

2. 機動的な組織と職員の人材育成について 

 （１） 組織について 

 （２） 職員との対話について 

3. 情報公開について 

 （１） 契約の情報公開について 

２ 
藤 井 雅 之 

（２） 

1. 国民健康保険について 

 （１） 滞納の現状について 

 （２） 資格証明書発行の現状について 

 （３） 高額療養費還付手続きの広報活用について 

 （４） （３）に関連して、４月から始まった新制度の広報の活用

    について 

2. 後期高齢者医療について 

 （１） 選出議員としての所信及び要望 

３ 
渡  美 穂 

（４） 

1. 市長のマニフェストについて 

 （１） 市役所の開庁延長及び休日開庁に伴う財源とその予算額 

 （２） 「待機児童ゼロ」にするため、定員数の増員などの具体的

    な方法。現在３人以上の子供を保育所に入所させている世帯

    数について 

 （３） 耐震改修工事についての計画と財源について 

 

 

 

４ 

 

 

 

門 田 直 樹 

（９） 

1. 児童、生徒を狙った犯罪について 

  太宰府東中学校付近では２、３月と続けて登校途中の生徒を狙っ

 た不審者が出ている。地域ボランティアやＰＴＡによる立哨等も行

 われているようだが、行政としても対策が必要である。市の職員ま

 たは業者委託による市内の巡回パトロールを行ってはどうか。 
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2. 携帯電話基地局の問題について 

  携帯電話基地局の建設を巡り、地域住民と業者、地権者の間でト

 ラブルが起きている。今後も市内各所で同様の問題が起きていくと

 予想されるが、市として何か対策は考えているのか伺う。 

５ 
橋 本   健 

（７） 

1. 自主財源確保の計画について 

  国の三位一体改革により、いずれの自治体もかなり厳しい財政状

 況である。本市も例にもれず経常収支比率98.6％と硬直化し、不安

 を抱く市民は多い。この状況を打開するためには、将来を見据えた

 安定した自主財源が得られるような仕組みづくりが必要と考える

 が、市長はどのような構想をお持ちなのかその見解を伺う。 

2. 防犯対策の今後の展開について 

  平成17年12月議会において「太宰府市安全・安心のまちづくり推

 進条例」が可決し制定された。一部の行政区では、自主的に防犯パ

 トロールが実施されている。市内全域に普及させるために行政とし

 て今後どのような施策を講じ、展開される予定なのか伺う。 

６ 
後 藤  晴 

（５） 

1. 行政サービスに市民の声を反映する施策について 

  具体的な手法と取り組みの内容について 

2. 公共施設使用料の減免について 

  復活の理由と減免の対象について 

７ 
 田 久美子 

（１） 

1. 公共施設の災害対策について 

 （１） 第１次避難場所である市内44箇所の共同利用施設及び地区

    公民館の現状について 

     ① 市民が利用する身近な地区公民館や共同利用施設は、

      災害時の避難場所となっているが、有効活用されている

      のか。また利用率はどれぐらいなのか伺う。 

     ② 地震、その他災害が発生した場合、何らかの理由で利

      用できなければ住民を守ることはできない。健常者だけ

      ではなく、高齢者や子供、障害者が安心して利用できる

      環境づくり（バリアフリー等）など、公民館の現状、問

      題点（緊急時の開錠、電話の設置、階段やトイレ、世帯

      数に応じた収容施設であるのかの問題等）はないのか。

      あれば改善、検討、施策案を伺う。 

 （２） 第２次避難場所の選定について 

     第２次避難場所も世帯数に応じて振り分けられているの

    か。例えば市民べんり帳2007保存版では、東小校区の第２次

    避難場所が太宰府中学校だけとなっているが、太宰府東小学

    校を避難場所にはできないのか。 

  1. 施設使用料減免について 
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８ 
長谷川 公成 

（３） 

 （１） 減免をはじめる時期はいつなのか 

 （２） 減額の幅はどのくらいなのか 

２ 出席議員は次のとおりである（２０名）                 

  １番   田 久美子 議員         ２番  藤 井 雅 之 議員 

  ３番  長谷川 公 成 議員         ４番  渡  美 穂 議員 

  ５番  後 藤  晴 議員         ６番  力 丸 義 行 議員 

  ７番  橋 本   健 議員         ８番  中 林 宗 樹 議員 

  ９番  門 田 直 樹 議員         10番  小  道 枝 議員 

  11番  安 部 啓 治 議員         12番  大 田 勝 義 議員 

  13番  清 水 章 一 議員         14番  安 部   陽 議員 

  15番  佐 伯   修 議員         16番  村 山 弘 行 議員 

  17番  田 川 武 茂 議員         18番  福 廣 和 美 議員 

  19番  武 藤 哲 志 議員         20番  不 老 光 幸 議員 

３ 欠席議員は次のとおりである 

   な   し 

４ 地方自治法第１２１条により説明のため出席した者の職氏名（３０名） 

  市    長  井 上 保 廣        副  市  長  平 島 鉄 信 

  教  育  長  關   敏 治        総 務 部 長  石 橋 正 直 

  地域振興部長  松 田 幸 夫                三 笠 哲 生 地域振興部地域コミュ
ニティ推進担当部長 

  市民生活部長  関 岡   勉        健康福祉部長  永 田 克 人 

          村 尾 昭 子        建 設 部 長  富 田   譲 
健康福祉部子育て 
支援担当部長 

          古 川 泰 博        教 育 部 長  松 永 栄 人 会計管理者併 
上下水道部長 

  監査委員事務局長  木 村   洋        総 務 課 長  松 島 健 二 

          武 藤 三 郎        政策推進課長  宮 原   仁 
秘書広報課長兼総務課 
消防・防災担当課長 

  特別収納課長  鬼 木 敏 光        地域振興課長  大 藪 勝 一 

  産業・交通課長  山 田 純 裕        環 境 課 長  蜷 川 二三雄 

          津 田 秀 司        福 祉 課 長  新 納 照 文 
人権・同和政策課長 
兼人権センター所長 

  子育て支援課長  和 田 敏 信        国保年金課長  木 村 裕 子 

  建 設 課 長  大内田   博        上下水道課長  宮 原 勝 美 

  施 設 課 長  轟     満        教 務 課 長        井 上 和 雄 

  学校教育課長  花 田 正 信        社会教育課長  藤   幸二郎 

５ 職務のため議事室に出席した事務局職員の職氏名（５名） 

  議会事務局長  白 石 純 一        議 事 課 長        田 中 利 雄 

  書    記  伊 藤   剛        書    記  花 田 敏 浩 

  書    記  満 崎 哲 也        

－207－ 



              再開 午前10時00分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

○議長（不老光幸議員） 皆さんおはようございます。 

 定刻になり、出席議員も定足数に達しておりますので、ただいまから休会中の第２回定例会

を再開します。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 議事日程はお手元に配付しているとおりです。 

 議事に入ります。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第１ 一般質問 

○議長（不老光幸議員） 日程第１、「一般質問」の個人質問を行います。 

 18番福廣和美議員の個人質問を許可します。 

              〔18番 福廣和美議員 登壇〕 

○１８番（福廣和美議員） 皆さんおはようございます。 

 本日の一般質問は、昨日の代表質問でかなりの内容の質問が出ましたので、私の質問も重複

する問題が大半でございますが、角度を変えて質問をしたいと思いますので、よろしくお願い

をしたいというふうに思っております。また、執行部におかれましては、昨日と重複する部分

につきましては端的にお答えいただいて結構ですので、よろしくお願いをいたします。 

 それでは、ただいま議長から一般質問の許可をいただきましたので、通告どおり３項目につ

いて質問をさせていただきます。このたびの議会は、井上市長誕生後初の議会で、先日は各会

派の代表質問もあり、多少重複する件もありますが、よろしくお願いします。 

 それでは初めに、交通体系の整備についてお伺いをいたします。 

 この件につきましては、今までも何度となく質問をしてきましたが、このたびの市長の施政

方針の中で、本市の将来の望ましい交通網の実現を目指し、国土交通省や県を初めＪＲや西

鉄、さらには太宰府天満宮等の関係機関や関係団体を構成員とした（仮称）総合交通対策懇話

会を設置し、総合交通計画を策定するとありますが、この計画を策定するに当たり、いつごろ

までに、どの程度の範囲、規模を考えておられるか、お答えをください。 

 次に、機動的な組織と職員の人材育成についてお尋ねします。 

 初めに、組織についてですが、市長は本年10月を目途に簡素で効率的かつ機動的な組織に改

めていく、また市民の皆様にわかりやすいものにする、そして組織横断的で柔軟かつ機動的な

組織に改めるとありますが、もう少し具体的に示すことができないかどうかについてお伺いを

します。 

 また、私は、人材育成につきましては、まず職員との対話から始めてはと考えますが、いか

がでしょうか。 

 最後に、情報公開についてですが、このたびは市の契約の公開について随意契約についてど
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のようになっているか、お答えをいただきたいと思います。 

 再質問につきましては、自席にて行います。 

○議長（不老光幸議員） 市長。 

○市長（井上保廣） 皆さんおはようございます。 

 それでは、１項目ずつご回答申し上げます。 

 １項目めの交通体系の整備についてでございますけれども、太宰府市総合交通計画の策定に

つきましては、本年10月をめどに作成をいたしまして、必要となります交通施設整備や交通を

管理いたします様々な施策の調査研究などを通しまして、太宰府市におきますところの望まし

い都市交通体系の実現を目指したいと、このように考えております。 

 ２項目めでございますけれども、機動的な組織の職員の人材育成についての１点目の組織に

ついてでございますけれども、社会情勢の急激な変化や市民ニーズの多様化に迅速に対応し、

地方分権時代を乗り切っていくためには、職場風土の改革を初め、職員一人一人の意識改革が

求められているところでございます。そのためには、所属や担当業務にかかわらず常に職員一

人一人が地域や市民の視点においた行政運営の展開をしていくことはもとより、情報の収集あ

るいは整理能力や政策形成能力、創造的能力、自治法務能力などの養成あるいは市民意識の把

握など、何事にも積極的な姿勢が必要であると、このように考えております。このため、適宜

に組織やあるいは枠組みの変革などを行いながら、組織は人なりの大原則に基づきまして、人

材育成基本方針に定めております「しなやかな職員を目指して、評論家ではなく実践家たれ」

と、このことを基本コンセプトに、今後とも総合的な人材育成推進へ向けて取り組んでいきた

いと、このように考えております。 

 ２点目の職員との対話につきましては、行政経営や政策にかかわるもののほか、職場環境で

ありますとか、あるいは事務事業の改善、事業の実施運営など、職員のいろんな意見を吸い上

げまして、そして市民サービスや福祉の向上、そして安全で安心な住みよいまちづくりの構築

を目指していくことに対しましては、柔軟な発想を幅広く生かそうという意味からも大切であ

ると、このように思っておるわけでございます。したがいまして、組織としてのあり方という

点からいたしまして、相反する部分もございますけれども、職員の意見を聞くべきところは聞

き、従来の縦割り行政から横流れの風を起こしていく、そういった行政改革を進めていきたい

と、このように考えております。 

 先月29日になりますけれども、部課長及び係長全員を対象といたしまして、私自身市長とし

て施政方針の説明会を実施したところでございます。これが職員との対話の一つになるのでは

ないかというふうに思っております。今後におきましても、時あるごとに私の考え方等を職員

にも直接示していきたいと、あるいは今はパソコン等で庁内メールが、個人個人がパソコンを

持っておりますのでメールを発信してでも自分の考え方を示していきたいと、このように思っ

ております。今後このような機会を適宜設定していくことも重要になるのではないかと考えて

おります。 
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 最後に、３項目めの情報公開についての契約の情報公開についてでございますけれども、公

共工事の入札及び契約の透明性を図りますために、積極的に情報の公表を推進していくことは

重要なことであると考えておりまして、今後とも公共工事の入札及び契約の情報の公表を推進

してまいりたいと、このように思っております。 

 詳細につきましては、それぞれ担当部長の方から説明をさせますので、よろしくお願い申し

上げます。 

○議長（不老光幸議員） 地域振興部長。 

○地域振興部長（松田幸夫） それでは、私の方から交通体系の整備についてご回答申し上げま

す。 

 現在、本市の総合交通計画を策定すべく、先ほど福廣議員さんからもご紹介がございました

ように、国、県、関係機関、関係団体で組織をいたしております総合交通対策プロジェクト会

議を立ち上げておりまして、様々なご意見等をいただきながら、総合交通計画の素案を今年の

３月に策定いたしました。この素案の主な柱といたしましては、幹線道路の整備、それから新

たな交通規制、それからパーク・アンド・ライド、そして公共交通利用促進対策など合わせま

すと14項目の施策、柱をもって素案をつくっております。今後はこの素案をもとにいたしまし

て、さらに職員によります総合交通体系の検討委員会あるいはワーキンググループでそれぞれ

の範囲の中で検討いたしましたものをさらに、国、県あるいは関係機関の代表者で組織をしま

す、仮称でございますが、総合交通対策懇話会をさらに立ち上げまして、内容のご審議をいた

だきながら本年の10月をめどに正式な総合交通計画書を作成したいと考えております。 

 以上です。 

○議長（不老光幸議員） 総務部長。 

○総務部長（石橋正直） ２点目の機動的な組織と職員の人材育成について補足説明をいたしま

す。 

 地方分権時代の職員に特に求められることは、前例踏襲や指示待ちの態度ではなく、常に問

題意識を持って新しい発想で取り組む姿勢であり、行動力を持つことであると考えておりま

す。市役所はサービス業であるとの意識への変革が何より不可欠であります。さらに、顧客で

ある市民の満足度を高めるための行政サービスに努めていかなければならないと考えておりま

す。そのため、職員一人一人が自己開発を行うことはもちろんのこと、政策形成能力や行政処

理能力の養成など職員の資質の向上に努め、また意欲と能力及び実績が適正に評価される人事

評価制度の構築を目指していきたいと考えております。 

 なお、組織機構の改革につきましては、市民にとってわかりやすく利用しやすい、また今後

部長職、課長職の大量退職時期を控えておりますため、職員構成にも十分配慮した組織となる

よう検討してまいりたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（不老光幸議員） 総務部長。 
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○総務部長（石橋正直） 続きまして、情報公開についてご回答申し上げます。 

 市が発注します建設工事及び建設工事に附帯する工事及び測量、調査、設計、業務等の委託

並びに物品購入等の契約の情報公開につきましては、競争入札及び随意契約の内容に関し、太

宰府市情報公開条例に基づきまして情報公開をいたしております。また、市が実施します建設

工事等に係る入札結果等の公表につきましては、設計額500万円以上の建設工事及び設計額

300万円以上のその他の契約について入札者名及び各入札者の各回の入札金額並びに落札者名

及び落札金額を、閲覧方式の公表のほか市のホームページでも公表しております。なお、随意

契約につきましては、公表をしていない状況がございます。今後、実務上の問題を解決しなが

ら随意契約についても情報の公表ができるように取り組んでまいりたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（不老光幸議員） 18番福廣和美議員。 

○１８番（福廣和美議員） 先ほども言いましたように、昨日から随分この総合交通全体の問題ま

た各論、いろいろ論議があっておりましたが、一つ一つちょっとお伺いをしたいと思うんです

が、今回総合交通体系の総合交通の計画を立てられると、今回答の中でこの懇話会とは別にも

う立ち上げをしておられるのが総合交通対策プロジェクトですか。このプロジェクトのメンバ

ーはどういうメンバーですか。 

○議長（不老光幸議員） 地域振興部長。 

○地域振興部長（松田幸夫） このプロジェクト会議につきましては、委員として15名で組織をい

たしております。まず、国土交通省の福岡国道事務所からそれぞれ所管が違いますお二人、計

画課と交通対策課のお二人です、それから筑紫野警察署、そして福岡県那珂土木事務所、それ

ぞれ所管がございますので、ここから３人です、それから九州国立博物館、そして同じくその

中にあります福岡県立アジア文化交流センターの代表者、それから太宰府天満宮、太宰府観光

協会、ＪＲ九州旅客鉄道、それから西日本鉄道、ここはそれぞれ自動車の担当、鉄道の担当お

二人です、それから市の担当で２人、合わせて15名で組織をいたしております。 

○議長（不老光幸議員） 18番福廣和美議員。 

○１８番（福廣和美議員） 先ほどもお答えがありましたけども、幹線道路というか、何か今のメ

ンバーをお伺いをいたしましても、一番にやはり、渋滞をなくすための道路をどうするかとい

うようなことが一番の議題になっているのではないかというふうに想像するわけですが、この

九州国立博物館による渋滞といいますか、もともとある渋滞プラス国立博物館の渋滞という問

題につきましては、本来であるならば国立博物館がオープンするまでに解決をしとかなければ

いけない問題であるというふうに私は理解をいたしておりました。それは、この国立博物館を

誘致する運動をする中で、まだ決定する前からこの渋滞は起こさないんだというのが市の回答

であったと、私は理解をいたしております。そこで、その今お伺いする限りにおいてですね、

太宰府市におけるこの総合交通の問題は、ちょっと違うのではないかと、これを幾らやっても

抜本的な改革にはならないのではないかというふうに思いますが、いかがでしょうか。 
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○議長（不老光幸議員） 地域振興部長。 

○地域振興部長（松田幸夫） 確かに本市の市内の周辺を含めまして交通渋滞といいますのは、本

市の一つの重要課題として今までも、過去にもいろんな計画書をつくってまいりました。例え

ば九州国立博物館の開館をにらんでの交通渋滞対策として、平成14年度にまるごと博物館基本

計画書の中でも、この渋滞問題の計画を重点的につくったという経緯がございます。しかしな

がら、ここでなぜ新たにこういう交通計画書をつくるかと申しますのは、第１の理由といたし

ましては、やはり平成17年10月に九州国立博物館が開館いたしまして、実際に人の動き、車の

動きを目の当たりに見まして、あの渋滞を体験して、いま一度ここで将来に向かっての新たな

交通体系を見直そうというのがまず第１でございまして、そしてまた新たに、国あるいは県の

新たな道路計画あたりも見えてまいりました。例えば県道で申しますと、筑紫野・古賀線の４

車線の課題あるいは観世音寺・二日市線、そしてまた筑紫野・太宰府線の新たな計画というふ

うなことも出てまいりましたので、それらを網羅した中で、新たな視点の中で将来に向かって

の交通対策計画を策定するという趣旨のもとに、現在進行いたしております。 

○議長（不老光幸議員） 18番福廣和美議員。 

○１８番（福廣和美議員） 部長が言われること、よくわかりますけども、ということは、車でお

客様に来てくださいという計画をつくるんだという、そう思っても僕は過言じゃないと思うん

です。私は、前から主張しておりますとおり、国立博物館に駐車場をつくるべきじゃないと、

要するにこの環境問題を考えたときに、車でどんどん来てくださいという政策をつくるための

計画書なら、僕は要らんと思うんです。それは起こさないというのが、国立博物館がオープン

をしてから実態がわかった、最初から何でこういうメンバーを中心にですね、先にしなかった

かと、今まで何もしないで渋滞が起きたからこういうメンバーに集まってもらってプロジェク

トをつくってですよ、総合計画をつくらないかんというのは後追いでしょうが。福岡県の道路

にしたってそうじゃないですか、後追いじゃないですか、全部。何の解決にもなっていない

と、私はそう思います。そこで、お伺いをしますが、太宰府市の渋滞をなくすには、道を広く

するだけで解決しますか、しませんか、これちょっと答えてください。 

○議長（不老光幸議員） 地域振興部長。 

○地域振興部長（松田幸夫） 渋滞をいかにして緩和するかというのが大きな目的の内容でござい

まして、先ほど一部ご紹介いたしましたが、パーク・アンド・ライドを設置すると、このパー

ク・アンド・ライドも１口ではありませんで、一つの案として通勤、通学者用のパーク・アン

ド・ライド、そして観光客を相手にしたパーク・アンド・ライド方式、これも１つございま

す。それから、公共交通機関、これの利用促進をお互いに、西鉄、ＪＲを含めて徹底した周知

をやろうという計画も入っております。あるいは、交通誘導するサインの整備計画も中に織り

込んでおります。そしていま一つは、レンタサイクルの利用促進、あわせてサイクリングロー

ドの整備等もこの計画書の中に入れたいというふうに思っております。 

 以上です。 
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○議長（不老光幸議員） 18番福廣和美議員。 

○１８番（福廣和美議員） 今回プロジェクトにも次の懇話会の中にもＪＲと西鉄が入っています

が、この西鉄とＪＲが今のままで踏切も変わらない、何も変わらないのであれば、私は変わら

ないという結論に達せざるを得ない、そう思っております。 

 そこで、ＪＲと西鉄がやはりこの太宰府市の渋滞を緩和するにはどう協力をしてくれるか。

今の現状を変えなければ私はならんと思いますが、そう思いませんか。 

○議長（不老光幸議員） 地域振興部長。 

○地域振興部長（松田幸夫） 西鉄あるいはＪＲの機関の方にこのプロジェクト会議に参画をして

いただいた理由の一つには、やはり太宰府にお見えになる観光客に対するダイヤの組み方、組

みかえ、あるいはこれは長期計画になりますけども、踏切の解消に向けての協力依頼、そうし

た全体的な内容の提案をしていただくために、協力をいただくためにこの組織の中に入ってい

ただいております。 

○議長（不老光幸議員） 18番福廣和美議員。 

○１８番（福廣和美議員） そうすると、直接的には余りそういうところまでは議論ができんとい

うことになると思うんですが、そうすると、今非常に問題になっている箇所についてはです

ね、変わらないと、そう思った方がいいということですね。わかりました。その点はそう理解

をしながら、また質問しますけど。 

 その前にちょっと、このＪＲ太宰府駅のことについてお伺いしますが、市長は、昨日も質問

があっておりましたが、平成20年度までに見通しをつけたいというお答えでしたよね。私は、

この見通しというものは、つくるつくらないということじゃなくて、つくることが前提でなけ

れば、見通しとかという言葉は出てこないというふうに理解をいたしておりますが、その理解

でよろしいでしょうか。 

○議長（不老光幸議員） 市長。 

○市長（井上保廣） 昨日の代表質問の中で、このＪＲ太宰府駅の設置についての質問がございま

した。私は、マニフェストでも示しておりますけれども、初めにＪＲ太宰府駅ありきではない

と、いろんな角度から周辺整備そのものが必要であるわけですから、そこに駅だけ、田んぼの

真ん中につくっただけでは、これは機能しないだろうと。佐野東の地域のまちづくりをどうす

るのかと、そういったことをまずもってイメージをしていく、あるいは計画を練っていく。そ

のためには、まず地権者、市民、そういった皆さん方がどう考えているかというふうなこと

を、私は、政策を正式に立ち上げます段階におきましては広く市民の意見を聞く、耳を傾ける

というふうなことを私は選挙公約としてもいたしております。今財政も厳しい状況でございま

す。すべてにわたって、やはり謙虚に見直すというふうなことについては大事だというふうに

思っております。その佐野東のまちづくりの延長上にＪＲ太宰府駅が必要であれば生まれてく

るというふうに思っております。いろんな手法があるでしょう。あそこ一帯を佐野土地区画整

理のように一括して行うか、97haを昭和60年から20年かけて平成18年にやっと完了したと、こ
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ういった手法を続けるかどうかと、この辺のところも含めて検証する必要があるというふうに

私は思っておるところです。決してＪＲ太宰府駅は不要であるとか要らないとか、そういった

ことを言っておりません。いろんな両面からやはり考えて、設置するとすればどうするのか、

大規模な区画整理ではなくて組合施行のあるいは３段階、ブロックごとに分けた形で行うと

か、いろんな方策が出てくるだろう、そういった市民との対話あるいは意見を聞く過程の中か

ら、おのずから方向性が生まれてくると、そういった段階で私は判断していきたいと、このよ

うに思っております。 

○議長（不老光幸議員） 18番福廣和美議員。 

○１８番（福廣和美議員） ということは、この全体のまちづくりの見通しを平成20年度までにつ

けるというふうに理解していいわけですか、それでいいわけですね。 

（市長井上保廣「そのとおりです」と呼ぶ） 

○１８番（福廣和美議員） そうですね。それは、別に今回ＪＲ太宰府駅のことをどうのこうの言

うことが目的で話をしておりませんが、１点お話をしておきますが、市長もいろんな市民の話

を聞かれたかもわかりません。我々も向佐野を中心とした新しく太宰府に来られた方々のお話

を数多くお伺いをしておりますが、ほとんどの方がＪＲ太宰府駅ができるという、そういうこ

とでここに引っ越してきましたという方々が大半であります。そういう方々の声も、現実にあ

そこに引っ越してくるに際して、若い人たちはＪＲ太宰府駅は、これは市がつくると言ったん

ですから、我々が言ったんじゃない、市がつくると言った、それに対して引っ越しをしてき

た、家を建てた、そういう現実があるということも十二分に知っておいてもらわないと、ある

一方的な市民の声だけを聞いてもらっても困る、そう思います。それだけは言っておきます。 

 ＪＲ太宰府駅の見通しを平成20年度につけると言われる、全体のまちづくりかもわからな

い。しかし、こういったものを含めたところでの総合交通の計画でなければ、またやり直さな

いかん、またやらないかん。まほろば号については今年の７月に見直しをすると言われるが、

そういった大きな、我々はＪＲ太宰府駅が必要、これをつくらないといかんと思っております

から、それを中心に話をしますが、そうした場合に慌てて10月にその総合交通計画をつくらな

いかん意義がどこにあるんですか。 

○議長（不老光幸議員） 地域振興部長。 

○地域振興部長（松田幸夫） このＪＲ太宰府駅のいわゆる基本構想というのを平成16年10月に策

定をいたしまして、議会の方にも報告をいたしました。このときに、先ほど市長が申しました

が、田んぼの中にただ駅をぽんとつくるのではなくて、その周辺もきちっとしたまちづくりを

行いながら、駅の設置についての検討をするという構想を出しております。当然この中には、

駅に通ずるいわゆる幹線道路等も、現時点ですけども、線を入れておりますので、このまほろ

ば号を含めて総合交通計画書の中にその構想を入れながら、市全体の道路づくり、交通体系を

計画に織り込んでいきたいというふうに思っております。 

○議長（不老光幸議員） 18番福廣和美議員。 
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○１８番（福廣和美議員） ということは、まだ結論は出ていないが、それをつくるという前提で

今度の総合計画はつくるんだということで理解をしていいということですね。わかりました。 

 あと、先ほどから言っていますように、もうこればっかし言うわけにはいかんのですが、梅

大路の踏切、昨日も問題になっておりました吉松の踏切、そういったＪＲ、西鉄等のネックに

なる部分というのが数多く太宰府にはあると思うんですね。ただ、それだけじゃないですが。

そういったところをどうするかというところをぜひね、せっかくこれだけのメンバーに来てい

ただいて懇話会をつくる、そういうところで話題にのせてほしいと思うんですよ。梅大路のあ

そこの踏切を変えない限り、その渋滞は変わらないと私は思います。あれが今のままでずうっ

とあるならば、道路の広げようがないじゃないですか。変則的な道路になっているし、あれを

大きく、その上を行くとか、下を行くとか、そういう問題もかなり難しい問題があると思いま

すよ。ぜひね、あそこの踏切の部分、あそこあたりの太宰府のまちづくりをですね、考えるよ

うな、ぜひ、今回結論が出なくてもいいですよ、総合交通計画の中にね。しかし、これだけの

メンバーが来るわけですから、ぜひね、話題にして、ここがネックなんだということをね、知

らしめてほしいなというふうに思いますが、それは無理ですか。 

○議長（不老光幸議員） 地域振興部長。 

○地域振興部長（松田幸夫） 踏切の整備につきましては、昨日の代表質問の中でも建設部長の方

からご回答申し上げましたが、国の方の道整備交付金の中にそういう踏切の改良工事も一部入

っておりますので、先にできるものは先にしていくということで全体的に広範囲の中での交通

計画書になりますので、そういう交付金とか補助金を使ってすぐできるもの、いわゆる短期の

ものは直ちにやっていくという考えを持っております。 

○議長（不老光幸議員） 18番福廣和美議員。 

○１８番（福廣和美議員） いや、だからそれはそれでいいですよ。だから、話題にのせてほしい

と言うんです。いや、あそこが、あそこを何にも変えなくて、太宰府の渋滞がね、なくなりま

すというんなら別にいいんですよ。あそこを扱う必要はないけども、私はあそこが変わらない

限り変わらんと思うとるから、そう主張しているだけですけどね。いや、今度の総合交通計画

の中で、そういったものを、あそこを考えなくても太宰府の渋滞はもうなくなりますよと、そ

ういう計画ですというんであれば、それで私はいいと思いますが、私は変わらんと思うとりま

す、あそこを何とかしないと。 

 よく出る話は、太宰府駅をやめて五条の方に西鉄の駅をつくって、あそこから先は遊歩道と

いうようなことも、何かいろんな人に話を聞くとそういう話が多いですよ、実現性はないかも

わかりませんが。そういう話はね、結構いろんなところで話題にしても、そのとおりという人

が多い。しかし、実現するかどうかわかりませんよ。わかりませんけども、やはりそういった

思い切ったことをやらないと、こういう渋滞とか新しいまちづくりというのは、私は難しいの

ではないかというふうに思っております。 

 ほかにもいろいろ聞きたい件はあるんですけども、もう一つ今度組織の件で、もうちょっと
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お伺いをしたいところがあります。部長がそう言われるから、総合交通計画というものが10月

にできるわけですね。もうちょっとゆっくりしたらどうですか。そげん慌ててね、つくったっ

て、いいものができるかどうかというのはわからないですよ。ただ、これだけのメンバーに

ね、ずうっと長い期間来てもらうというのはできんでしょうから、そういうことになっとるか

もわからんけども、やっぱり太宰府の実情、今後のこともよく見てもらうためには、少しは延

びてもね、構わんのじゃないかというふうには思いますが、それよりも、本当に今度の計画で

これでいこうと思えるようなね、もう一時は計画なんかつくる必要ないと、これを一つ一つつ

ぶしていくことが太宰府の交通対策になるんだというようなことを出してもらわんと、いや、

今度出してまた何回か出しながら、また総合交通計画をつくろうとかね、そういうことじゃ、

もう皆さんはおらんわけですからね、我々もおるかどうかわからんけど。そのときに、本当に

やっぱり太宰府の、これ交通というのは今から大事ですから、高齢化社会でもこの交通問題は

必ず必要になってくると私は思います。環境の問題もそう、すべて交通の問題というのは、太

宰府が発展するかしないか、高齢者が自家用車に乗らんでもいいような交通網にせないかんわ

けですから、自家用車が走るだけの幹線道路をね、幾ら多くつくったってだめです。今から高

齢者の方が多くなるんですから、若い人よりも。高齢者の交通網というものを考えてもらわん

といかんというふうに思っていますが、また次の機会に私は、この交通問題は必ず入れてやっ

ていきたいなと、部長嫌でしょうけど、またおつき合いをお願いしたい。これで１項目めは終

わります。 

 次に、２項目めの件ですけど、今回市長が言われていることはよく我々も理解をしますけど

も、簡素でね、市民にわかりやすい組織、ほんなら今までの組織は何やったとかいな。ちょっ

とお伺いしますが、今までの組織でどう変わるかわかりませんが、反省点があったら、それが

反省点でしょうが。具体的に、やはりそれをわかっておかないと新しいものはできないですよ

ね。そう思うんですよ。だから、今まではやっぱり市民にわかりにくかったのかなと、それは

もう我々も聞いてますから、何遍となく組織が変わったような感じで、わかりにくいというの

は聞いておりました。どれぐらい簡素化されるのかね、どういう組織が市民にわかりやすい組

織なのか。というのがね、いまいちまだ、我々もぴんとこないんですよ。もしそのお答えがあ

りましたら、お願いします。 

○議長（不老光幸議員） 総務部長。 

○総務部長（石橋正直） 例えのお話をしたいと思いますが、現在まちづくり企画課というのが地

域振興部にございます。ここは何の仕事をするのかという質問がかなり多くあります。それ

で、ここのまちづくり企画課という課は、同質集中という形で計画から実行までやろうという

ことで組織しましたけども、非常にわかりづらいし、仕事がしにくい。各課にまたがった仕事

があるというようなところの反省をして見直しをすると。それから、まちづくり技術開発課と

いうのもございます。この課についても同質集中ということで、技術系の業務をすべて行うよ

うにしたんですけども、やはり技術には事務がつきまとうというようなことで再編をする必要
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があると、そういうふうなことが非常に目についてきましたので、そういうものを今回統合、

再編するという考え方で進めております。 

○議長（不老光幸議員） 18番福廣和美議員。 

○１８番（福廣和美議員） その次に、一つ一つ昨日の代表質問からのこと、回答を見ながら質問

をさせていただきますが、市役所はサービス産業であるとの認識に立って、行政で大きなサー

ビスをやっていきたいというお話ですが、それ一つ、私が疑問に思うのはね、皆さんが市役所

に入られるとき、今の職員が採用時にね、果たしてサービス産業ということで入ってきている

のかどうか。もし、それで入ってきているのであればいいですよ、そのままサービス産業と。

しかし、そうでない場合、採用時にね、サービス産業についてのどのような教育をされている

かについてお伺いをしたいと思います。 

○議長（不老光幸議員） 市長。 

○市長（井上保廣） 職員が入庁したときにサービス産業であるというような認識であるかどうか

ということでございますが、今多様化する中において、言葉こそそういった表現はございませ

んけれども、基本の市民の目線あるいは顧客は市民であるというふうな根本の理念に立つなら

ば、当然文言表現はないとしても、私どもがそれを踏まえて仕事をするのは当然であるという

ふうに思っております。 

 それから、時代とともに行政需要、市民のニーズ、要望とともに、それは変革するのは当然

であるというふうに思っております。私は、サービス産業であるというふうにとらえておりま

す。小さな行政で大きな市民サービスを行っていくのが、やはり第一義的に私どもは追求して

いく必要があるのではないかというふうに思っております。市民が本当に満足度があるかどう

かと、私どもがそういった視点で仕事をしているかどうかというふうな、やはり成果を検証

し、そして改善、改革、そして次につなげていくと、こういったサイクルは当然行政が日常の

仕事の中に当たり前のように持つのが当然であるというふうに私は思っております。 

○議長（不老光幸議員） 18番福廣和美議員。 

○１８番（福廣和美議員） いや、もちろん、それはよくわかるんですよ、市長はそう言われるの

はね、そのとおりですよ。だから、現在のニーズもそうなってきているわけですね。市民のニ

ーズもそう、見方もそうなっていると思いますよ。しかし、これは20年、30年前からそうだっ

たわけじゃないわけで、これはごく最近そういう目線で市役所を、職員を見るようになった、

また言えるようになってきたというのが、私は実情じゃないかなというふうに思うもんですか

ら、職員の方々がみんなサービス産業であると、物すごいサービス産業ですよね、市民のため

に働くわけですから。ただ、やっぱりよく市民の方からも苦情を聞くこともあるし、そこらあ

たりがね、若干気になるところなんですよ。だから、そういうことは別に口に出してね、教育

しなくても当然のことなんだというのが市長の考えでしょうから、そらもうそのとおりだと思

いますよ。市長の考え方が間違うとるとか、そういうことは一切思うとりませんが、それをや

はり市民が納得いくような形にするには、やはりそこらあたりの教育も私は必要ではないかな
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と、全員がそうだとは思いませんが、やはり必要ではないかなという思いがありますので、お

伺いをいたしたところです。 

 それと、市民の方からですね、質問を受けた中で、行ってもね、そこでなかなか解決しても

らえないという問題があったわけで、要するに思うに、前も言ったかもわかりませんが、各課

の人事異動で変わったときに、専門的な部署に来た人が対応したときに、果たして全部わかる

か、それはわかりませんよ。特に法がころころころころ変わる介護保険とか、そこの人がどう

のこうのじゃないですよ、そういうところに行った場合にね、たまたまそういうケースもある

かもわからん。やはり、ある程度、昨日、違う件で３年をめどに異動ということもありました

が、私はもう少しそこの、せっかくその課に来ればある程度その課のことは大体全部わかると

いうぐらいね、おってもいいのではないかなあという考え方もあるんですが、その点の人事に

ついて今後、今までとはそう変わらないのか、今から違ったそういう人事のことを考えてやる

のか、お伺いをします。 

○議長（不老光幸議員） 副市長。 

○副市長（平島鉄信） 人事異動につきましては、１つは、やはり多くの経験をさせることにより

まして人材育成をねらうということもございますし、人が変わることによってやり方、方法が

さらにいい方法が、市民サービスができるのではないかということもございます。しかし、近

年非常に事務の内容が狭くて深い事務になりつつあります。場所によっては、今、福廣議員さ

んが言われますように専門的な、皆さんを指導できるような人材を残す部署も相当出てきてお

りますので、今後は人材を定期的に動かす場合と、部署によってはある程度長く残したサイク

ル、そういうことも考えながら人事の配置をしてまいりたいと、そういうふうに考えておりま

す。 

○議長（不老光幸議員） 18番福廣和美議員。 

○１８番（福廣和美議員） これについては最後の質問にしますが、今人事は総務課人事係ですよ

ね。やはり、組織というのは人事で私は決まるというふうに思っていますが、人事係を人事課

に上げようとか、またもう一つ交通問題、先ほどから言いましたが、これの専門の部署をつく

ったらどうかという考えを持っておりますが、この考えはいかがでございましょうか。 

○議長（不老光幸議員） 副市長。 

○副市長（平島鉄信） 近ごろ公務員制度も非常に変わっておりまして、我々二十数年前にあるい

は三十数年前に採用された職員がオールマイティーではないというように多くの事務が入って

まいっております。今言われましたように、例えば交通問題ですと民間の会社の私鉄あるいは

ＪＲの交通に対する専門官、そういう者を採用できるような制度もまいっております。そうい

うことも視野に入れながら短期間の雇用、例えば５年間雇用できるというような制度もござい

ますので、必要であればそういうことも考えていきたいなと思っていますが、現在交通問題で

どうするというような結論は出しておりませんけども、そういうことも視野に入れた人事配置

も構想としてはあると、そういうふうに考えております。 
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○議長（不老光幸議員） 18番福廣和美議員。 

○１８番（福廣和美議員） ぜひ、当分はこれでいけるという組織の構築をしていただきたいと私

は思っておりますので、市民にもわかりやすい組織をぜひつくっていただきたいと。市長の施

政方針どおりのね、組織ができれば最高ではないかというふうに思っておりますので、その点

はよろしくお願いをしたいと思います。 

 最後の情報公開についてでありますが、先ほどお答えをいただきましたが、今回は随意契約

について、このホームページに載せるのをぜひ考えてほしいという旨で質問をしました。まだ

具体的ではないでしょうが、これは一応そういう方向であるということで認識しておいてよろ

しいですか。 

○議長（不老光幸議員） 総務部長。 

○総務部長（石橋正直） 現在の事務の流れといたしまして、随意契約については担当課が決裁を

とるということでルートが設定されていますので、そのルートの中に契約担当を経由するとい

うことで、随意契約の総合把握ができるということになろうかと思いますので、事務の流れを

そのように変えて、そして一括して契約担当のところで情報をホームページ等に掲載するとい

うようなことで現在考えていまして、その事務上の流れをですね、きちんと今後整理していき

たいというふうに考えております。 

○議長（不老光幸議員） 18番福廣和美議員。 

○１８番（福廣和美議員） 金額の面もあるでしょうし、その内容、今言われたようにいろいろ問

題はあると思いますが、ぜひそれが実現しますようにお願いをいたしまして、私の一般質問は

終わります。 

○議長（不老光幸議員） 18番福廣和美議員の一般質問は終わりました。 

 次に、２番藤井雅之議員の個人質問を許可します。 

              〔２番 藤井雅之議員 登壇〕 

○２番（藤井雅之議員） 議長から一般質問の許可をいただきましたので、通告に従いまして２項

目質問いたします。 

 １つ目は、国民健康保険についてです。 

 2006年の厚生労働省の調査では、国民健康保険料の滞納世帯が全国で480万世帯と過去最高

になったことが報告されました。太宰府市におきましては、2007年４月30日現在、国民健康保

険加入世帯1万2,374世帯、うち滞納世帯数949世帯、有効期限切れ世帯388世帯の、この388世

帯の中には未交付の世帯が287世帯という資料をいただいております。滞納世帯の中には保険

税を払いたくても払えないという方が窓口に相談に来られた場合には、８期の支払いを12期で

対応するなど柔軟な対策を行っているというふうに伺っていますが、窓口へ来られない方のフ

ォローをどのように行っているのか、回答を求めます。 

 この市の資料をもとに試算いたしますと、保険証の未交付世帯287世帯、単純に３人家族と

考えても861人の方が無保険の状態におかれているということになります。乳幼児や高齢者の
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方など病気になりやすい方に関しては、安心して医療を受けられるということを保障する観点

からも柔軟な対応が必要だと感じますが、市の回答を求めます。 

 同時に、近年若年層の不安定な雇用の形態が社会問題にもなっています。フリーターや派

遣、請負など、非正規労働者の生活実態はたびたびマスコミでも報道され、ネットカフェ難民

やファストフード店で一晩過ごすファストフード難民などの現状も日々言われています。劣悪

な生活実態の中でいつ病気にかかるかわからないという状態で、保険証がないために病院にか

かることができないという実態が言われています。太宰府市におきましては、国保の滞納状況

でそういった若年層の現状、対策についてどうなっているのか、回答を求めます。 

 次に、資格証明書の発行について質問します。 

 １年以上の滞納者に対しては資格証明書の発行が行われますが、太宰府市におきましては

2007年４月30日現在で12世帯という資格証明書を発行しているという資料をいただいておりま

す。この資格証明書だと病院で受診した場合、窓口で一たん10割の負担を支払って、後で７割

が返ってくるというものですが、１回の保険料の負担ですら重く感じている人に、窓口で３割

の負担のために、それも重く感じて病院に行かずに市販の薬で済ませたり、また病院に行かな

い患者も多いというふうに言われています。病院への受診を控えるうちに病状が悪化して手遅

れになり、最悪死亡するケースもあるという報告も行われています。資格証明書は収入が著し

く減った場合など特別な事情があれば発行しないという規定がありますが、太宰府市におきま

して資格証明書の発行の状況についての対応について回答を求めます。 

 次に、国保に関連してですけども、高額療養費の還付手続について質問いたします。 

 確定申告の際に医療費の控除を受けるため、医療機関から発行された領収書を税務署に提出

した後に高額療養費の還付の対象になるということがわかった場合、もう医療機関から発行さ

れた領収書は税務署に提出してあります。その場合、再度医療機関から手数料を支払って領収

書の再発行を受けて対応するという形になりますが、市の広報を活用して領収書の保存を案内

するように提案いたしますが、市の回答を求めます。 

 あわせて、４月から高額療養費の医療機関での窓口の支払いが、負担額が限度額で済む制度

が導入されていますが、そのことを継続的に広報で市民の皆さんに案内していくべきだと考え

ますが、市の回答求めます。 

 ２項目めに、後期高齢者医療について質問いたします。 

 来年の４月より75歳以上の人を対象にした後期高齢者医療が新たに発足します。この制度の

導入により、来年の４月からは現在の老人保健制度が廃止になり、75歳以上の高齢者の方は現

在加入している医療保険から新たにつくられる後期高齢者医療制度に入ることになります。し

かし、財源だけが決まり、具体的な内容や医療サービスの提供方法がまだ明らかにされていま

せん。この制度の診療報酬も来年４月から新設をされますが、例年どおり２月末の発表では、

医療現場の当事者や保険の対象者である高齢者の方への混乱が起こる可能性があります。新制

度の導入に当たっての政府の言い分は、高齢者の心身の特性にふさわしい報酬にするというも

－220－ 



のですが、いろいろな病気を複合的に持っている高齢者の方が元気に過ごせるようにすること

こそ必要ではないでしょうか。今回導入される後期高齢者医療制度の保険料は全国平均で

6,200円、年間7万4,400円にもなります。この保険料は、年金を1万5,000円以上受けていれば

自動的に年金から天引きされるという制度になっていますが、低所得者への減免制度の導入、

保険税を払えない方から機械的に保険証の取り上げを行わないということなど、高齢者の方が

安心して医療を受けれる制度をつくっていくということが重要だと思います。その視点での対

応を求めますが、福岡県後期高齢者医療広域連合議会に太宰府市より井上市長が議員として選

出されておりますが、その所信を伺います。 

 自席におきまして再質問を行うことを述べまして、本壇からの質問を終わります。 

○議長（不老光幸議員） ここで休憩をします。 

 11時15分から再開します。 

              休憩 午前10時58分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

              再開 午前11時15分 

○議長（不老光幸議員） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 市長。 

○市長（井上保廣） ただいまの国民健康保険についてのご質問にご回答申し上げます。 

 国民健康保険税の滞納状況は、平成17年度決算では昭和59年度から平成17年度までの過年度

分は調定額で3億9,977万4,750円に対しまして、収納額でございますけれども、5,604万

4,618円となっておりまして、この徴収率につきましては14.02％となっております。この滞納

の現状につきましては、いずれの地方公共団体におきましても苦慮しておるところでございま

す。この対策、対応につきましては、最終的には厳正な執行が必要であると、このように考え

ております。いずれにいたしましても、この問題は職員が危機意識を共有し、横の連絡や協力

体制を密にしながら一丸となって取り組んでいくことが不可欠であると考えております。な

お、この現状等についても被保険者一人一人に理解を求めていくというようなことが前提でご

ざいます。 

 それから、太宰府市におきますところの資格証明書の件でございますが、長期に国民健康保

険税を滞納し、あるいは納税相談に応じていただけない方やお約束どおりに納付していただけ

ない方に対しまして、税負担の公平性を図りつつ、国民健康保険法第９条に基づきまして交付

をいたしております。 

 乳幼児や高齢者の方につきましては、納税相談の中で個別の事情を考慮しながら柔軟な対応

に心がけております。今後とも滞納されておられます方の事情に配慮しながら、国民健康保険

事業の財政あるいは医療の給付が安定的に運営されるよう努力してまいりますので、ご理解を

賜りたいと思っております。 

 次に、市の広報を活用した医療費領収書の保存の案内についてでございます。 
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 確定申告におきましては医療費控除を受ける場合、領収書の原本を添付する必要がございま

すが、申告時に申し出があれば返還してもらえることになっております。高額療養費還付請求

手続に関連した領収書の保管に関しましては、広報でお知らせをしていきたいと、このように

考えております。 

 次に、高額療養費に関して４月から始まった新制度の広報の活用についてでございますけれ

ども、高額療養費の窓口払いを自己負担限度額までにできる制度の周知を図るために、本年４

月１日号の市政だよりに掲載をいたしておりましたが、今後も必要に応じて継続的に周知をし

てまいりたいと思っております。 

 なお、ご質問の詳細につきましては、担当部長の方から説明をさせますので、よろしくお願

いを申し上げます。 

○議長（不老光幸議員） 総務部長。 

○総務部長（石橋正直） 初めに、納税相談に窓口へ来られない方へのフォローをどのように行っ

ているかということにお答えいたします。 

 初めは、やはり電話での相談になろうかと思います。電話にて市役所の方に来ていただけま

せんかということを促しますが、事情により来庁できない方につきましては電話で家計の事情

をお聞きし、それからお話をさせていただいて、その協議が調えば分納誓約書を発送して、誓

約書をさらに送付していただくという手法をとっております。 

 それから、国民健康保険税の滞納状況で若年層の現状対策についてでございますが、若年層

がイコール世帯主ではございません。そういうことから、現状につきましては把握しておりま

せん。国民健康保険税は世帯ごとの課税でありまして、若年層も世帯の構成員となっているの

がほとんどでございます。そういう分けてのデータ管理ということにつきましては、今現在は

行っておりません。同様にフリーターや派遣、請負といった非正規労働者の統計も、そのよう

なことから把握はしておりません。ご了承いただきたいと思います。 

 納税対策といたしましては、納税課あるいは特別収納課、それから国保年金課と連携を図り

ながら、年間を通して滞納者との接触対応を中心に取り組みを行っております。日常の取り組

みといたしましては、電話によります催告や分納相談を充実させまして、納税意識の向上に努

めながら滞納の減少に努めているというのが現状でございます。さらに、夜間の戸別訪問、こ

れは滞納者の家庭に訪問するわけでございますけども、12月の一月、それから２月から５月の

末までの出納閉鎖までの５カ月間、国保運営健全化のために戸別訪問をして、徴収率の向上に

努めているということでございます。 

○議長（不老光幸議員） ２番藤井雅之議員。 

○２番（藤井雅之議員） 今、市長の方から厳正に対応するというふうに答弁ありましたけども、

その厳正というのをですね、職員がどういうふうに意識するかというのが、もう大事だと思う

んです。その厳正ということでもう厳しく、とにかく払えない人からは容赦なく取り上げて、

資格証明書をばんばん出していけという、そういう視点で対応するのか。それとも、市長が施
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政方針の中で言われましたあの「仁」、ぬくもりですね、その視点をもって厳正に対応して、

ちょっとそれが難しいのかも、その矛盾があるかもしれませんけども、そういったことをです

ね、職員に徹底というか、機械的に払えないから保険証を取り上げてくると、そういうような

ことではないというふうに理解してよろしいでしょうか。 

○議長（不老光幸議員） 総務部長。 

○総務部長（石橋正直） 決して機械的に税を取ったり、資格証明書を発行したりということはし

ておりませんで、あくまでも納税者と一緒にお話をして、そして納められる方法を模索しなが

ら納めてもらっていくということで進めるということでございます。 

○議長（不老光幸議員） ２番藤井雅之議員。 

○２番（藤井雅之議員） それと、その特別な事情のところですね、特にとりわけ乳幼児のいる世

帯で、その滞納世帯のところとかというのは、やはり乳幼児のお子さんというのは、いつ突発

的に病院にかかる事案が発生するかわからない状況だと思うんです。さっきまで元気に走り回

っていたけども、２時間、家に帰って時間がたったら急に熱が出るとかですね。そのときに、

例えば夜間帯なら一般の薬局は閉まっているわけですよ、10時、11時の時間になったら。それ

で、病院に行くしかないんだけど、保険証がないために病院に行けないというふうな、それで

場合によっては命を落とすようなこととか重症化していくことだってあるわけですから、とり

わけですね、乳幼児の方がおられる世帯についてはですね、収入の状況等だけ聞くんじゃなく

てですね、例えばお子さんに病気は、そういった病気ありますかとか、もう一つ配慮をしてい

ただく必要があるかと思うんですけども、どうでしょうか。 

○議長（不老光幸議員） 総務部長。 

○総務部長（石橋正直） 配慮すべき事項であればですね、十分配慮はしておりますが、やはりま

ず税は納めていただくというのが税の公平ですので、十分その辺はお話をしながらですね、進

めていくというのが、私たちの考えているところです。 

○議長（不老光幸議員） ２番藤井雅之議員。 

○２番（藤井雅之議員） ぜひ、その配慮の方をきちんとしていただくようにお願いいたします。 

 それと、フリーターや派遣労働者の把握はしていないということでしたけども、確かに若年

層でそのフリーターとか派遣とかに入っている場合、親御さんの扶養に入っておられるという

方も多いと思いますけども、実際に今深刻な若年層の雇用の状況についてはですね、各新聞、

テレビ等でも報道されています。何も新聞赤旗だけが報道しているわけではありません。昨日

も、おとといてでしたかね、民間の報道番組でやっていましたけども、月給30万円というふう

にうたって派遣労働の募集をかけているけども、実際には総支給は20万円ちょっとで、それで

そこから派遣の会社の寮費ですとか光熱費を引かれて、もちろんその派遣の会社は社会保険を

その労働者に掛けていないわけですよね。その問題として、特に今正規の職員の求人も少ない

中で派遣や請負とか、そういう就業の形態を選択する若者も多いわけですから、そのときにい

ろんな周知の仕方があると思いますよ。親御さんの、その保険のことをどうするのかというの
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もですね、やはりきちんと市としてですね、啓発というか、していく必要もあるかと思います

けども、その点についてはいかがでしょうか。 

○議長（不老光幸議員） 総務部長。 

○総務部長（石橋正直） 税としましては、あくまでも課税対象者、税を納める方とお話をしてい

くわけですので、その中にフリーターがおられたり、ニートがおられたりということは把握は

できておりませんので、世帯主の課税をされた方とお話をしていくと、その中で世帯主の方か

らお話があればですね、そういう実情も聞いていくということになろうかと思います。 

○議長（不老光幸議員） ２番藤井雅之議員。 

○２番（藤井雅之議員） 今後ですね、ただ全く把握しないというのは、今これだけ社会問題にも

なっていますので、ぜひその把握をするように努めていただきたいというふうに思います。 

 あわせて、この太宰府市内にも大学もありますし、そういったところを卒業して就職すると

きにですね、派遣とか請負という形で卒業していく学生だっているわけですから、現に。そう

いったところ、大学等と連携してですね、まずこの制度の徹底というか税の観点からも行って

いく必要があるかと思いますけども、その点についてはいかがでしょうか。 

○議長（不老光幸議員） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（永田克人） 今フリーターとか、そういった方の保険加入の啓発だというふうな

質問だと思います。 

 当然太宰府市については、短大等が多くて学生さんがたくさんおってあります。そういう方

については、恐らく市内の方に住民票を移してないか、移してある方についても遠隔地という

ことで、親元の保険証を使うというふうな制度になっております。なお、そういった方につい

ての国民健康保険加入につきましては、十分に窓口の方で対応しているかというふうに考えて

おりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○議長（不老光幸議員） ２番藤井雅之議員。 

○２番（藤井雅之議員） 市内に、確かに今住民票はないかもしれませんけども、ここで生活され

た学生さんがですよ、これから社会に出てスタートするときに派遣や請負についたとしてです

よ、その会社が社会保険に関しては一切説明しないとか、そういうひどい会社だって現にある

わけですから、そこに対してのフォローはですね、やはり大学があるこの居住地の太宰府市が

ですね、大学等と連携してでも行うべきだと思いますけども、その点についていかがでしょう

か。 

○議長（不老光幸議員） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（永田克人） まず、この保険制度というのは、やはり本人が18歳以上、二十にな

ったら当然の制度ということで考えております。就職されれば当然そこに法人、有限会社、株

式会社であれば当然そこに厚生年金がありますし、社会保険というのがあるというふうに考え

ております。そういった就職されていない方については、当然国民健康保険に加入になるとい

うことの制度であるということで、そこは十分に承知されておるんじゃないかということでと
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らえておりますけど、機会あるごとに国民健康保険の重要性なりを啓発する意味におきまして

も、広報の機会があるときには、そういったところも含めて啓発に努めたいということで考え

ております。 

○議長（不老光幸議員） ２番藤井雅之議員。 

○２番（藤井雅之議員） ぜひ大学等のですね、就職課とも連携して、まずその状況の確認をして

いただきたいというふうに思います。 

 それと保険証の未交付世帯のところですね、未交付世帯、これは市からいただいた数字をも

とに287世帯ということで、単純に３人家族と考えて861人の方に今保険証がないという状況と

いうふうに言いましたけども、その点についてどうなっているか、確認をお願いします。 

○議長（不老光幸議員） 総務部長。 

○総務部長（石橋正直） 資格証明書の交付の世帯が12世帯、それから有効期限が切れている世帯

が388世帯、それから保険証を未交付の世帯が287世帯でございます。 

○議長（不老光幸議員） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（永田克人） 未交付世帯287世帯でございますけど、人数的には400人の加入があ

っております。 

○議長（不老光幸議員） ２番藤井雅之議員。 

○２番（藤井雅之議員） わかりました。ぜひ、保険証、その未交付の方等が来られてですね、こ

れからもその窓口でぜひ柔軟にというか、まず厳しくではなくてですね、きちんと対応してい

ただいて安心してですね、病院にかかれる体制をとっていただきたいというふうに思います。

保険証一枚がですね、市民の皆さんの命綱になるわけですから、保険証がないために病院に行

けないという実態も、私も病院におりましたので、もう嫌というほど見てきました。保険証を

持たずに病院に来る、もう救急車で搬送されてくる方というのも毎日のように見てきましたの

で、そういったことがこの太宰府市からは少なくとも起こさないという視点でですね、この国

保の問題については取り組んでいただきたいと思います。 

 それで次にですね、高額療養費の問題について質問いたしますけども、先ほど市長の答弁の

中では確定申告のときに、要は資料として出して、また戻してもらえるということがあるとい

うふうに言われましたけども、実際私も病院の窓口にいてですね、そういうことを知らないで

もう税務署に出してしまって、その再発行をしてくれと言ってこられる方がおられるんです。

それで、再発行するときに大体手数料をいただきますけども、何で手数料を払わないといけな

いんだというふうに言われる方がおられるんですね。大体市内の病院どこも1,000円以上手数

料を取っているというふうに、私もこれ調べましたけれども、1,000円以上大体取っていま

す。そうなると、極端な話ですね、例えば１万円還付されることがわかったけども、領収書を

そのために10枚再発行が必要だった。じゃ、逆に1万500円医療機関で払うわけですから、市民

の方にとってはむだというか、結局むだな努力というかですね、そういうことで終わってしま

うこともあると思うんですけども、これはその高額療養費の還付というのはですね、これだけ
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生活が厳しい中で市民の皆さんにとってはお金が戻ってくるわけですから、とても楽しみとい

うか、そういったことでもどれぐらい戻ってくるのかとか、そういうことも楽しみにされると

思うんですけども、そういったときにですね、市の広報でそういった案内等がされておればで

すね、少しはそういった市民の皆さんにも手間を取らせることがないかと思うんですけども、

ぜひその点についてはお願いいたします。 

 それで、あわせて４月からの高額療養費の窓口払いの件ですけども、確かに今、市長、４月

１日の広報できちんと、広報できちんと案内をしたというふうに言われますけども、この継続

的にというのをですね、不規則じゃなくて、できればもう極端な話、毎月ぐらいのペースで載

せていただきたいんです。だれがいつ入院するかというのはわからないわけですから、その広

報をたまたま見た人がそのとき入院して、あのとき広報に載っていたから助かったというふう

に思われることもあるでしょうし、たまたま５月の広報には載っていなかったから、その後入

院したときにその制度のことがわからなかったということもありますので、ぜひお願いしま

す。 

 病院の窓口にいますと、まず患者さんが入院されて聞かれるのは、大体費用が幾らぐらいか

かるのかというのをまだ、入院した当日に聞いてこられる方もおられます。それで、手術等す

れば当然高くなりますし、胃とかを切除してですよ、その後１泊ＩＣＵで集中治療して、その

後一般の病棟に戻って１週間ぐらい療養しても、それでも結構もう10万円、場合によっては

20万円近く患者さんに請求額が行くわけですから、そのときにですね、この医療機関での高額

療養の窓口払いの制度というのが周知されていればですね、必要ないお金のことを心配せずに

安心して病気を治すということに集中していただけると思うんですけども、それについてはい

かがでしょうか。 

○議長（不老光幸議員） 総務部長。 

○総務部長（石橋正直） 市政だよりにつきましては限られた紙面でございます。それで、毎月、

毎号そのことについて掲載するということは不可能でございます。市政だよりよりも、毎年か

隔年ごとに市民便利帳という冊子をつくっております。そこの中に高額療養費につきまして

も、そういう手続の方法等を載せることができますので、市民便利帳の方で考えさせていただ

きたいと思います。 

○議長（不老光幸議員） ２番藤井雅之議員。 

○２番（藤井雅之議員） 今その市民便利帳というふうに言われましたけども、広報の方がページ

数の関係で難しいというふうに言われましたけども、じゃホームページについてはどうでしょ

うか。 

○議長（不老光幸議員） 総務部長。 

○総務部長（石橋正直） ホームページにつきましては対応ができますので、そのようにしていき

たいと思います。 

○議長（不老光幸議員） ２番藤井雅之議員。 
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○２番（藤井雅之議員） ぜひ、この国保についてはですね、絶えず市民の皆さんの命がかかって

いる問題だということで、ぜひ対応の方をしていただきたいと思います。これで１項目めにつ

いては終わります。 

○議長（不老光幸議員） ２項目め。 

 市長。 

○市長（井上保廣） 後期高齢者医療についての選出議員としての所信というふうなことでのご質

問をいただきました。 

 来年４月から始まります後期高齢者医療制度は、今後急激に伸びていくことが予想される老

人医療費について、高齢者世代と現役世代の負担を明確化し、公平でわかりやすい新たな制度

として創設をされました。保険給付につきましては、今までと同様の給付が行われます。費用

負担におきましても保険給付費の10％を高齢者の保険料で賄いますが、所得に応じた軽減の仕

組みや激変緩和措置が設けられております。私も福岡県の広域連合議会議員として、高齢者の

方が安心して医療が受けられる制度が確立されるよう、今まで老人医療制度にかかわってきた

経験を生かしながら、議員としての務めを果たしてまいりたいと、このように思っておりま

す。 

○議長（不老光幸議員） ２番藤井雅之議員。 

○２番（藤井雅之議員） 今市長が安心して医療が受けられる制度をつくるために頑張ると言われ

ましたけども、実際高齢者の方がですね、来年４月から始まる後期高齢者医療制度のことにつ

いて何と呼んでるかというふうに言ったら、老人会の方からお話伺いましたら、長生き税とい

うふうに言われました。長生きした分だけ国から余計に税金を取られるようになったと、そう

いうふうにとらえておられる方もおられます。実際にですね、高齢者の方になれば当然病気１

つだけじゃなくて２つ、３つと複合的に持っておられるわけですから、必然的に医療費が一定

かかるというふうに思うんですけども、そのときにですね、昨日も代表質問で出ましたけど

も、一人でも多く健康な市民をつくるというふうに、そういうことが出てましたけども、その

ときにですね、ちょっと風邪を引いたから病院に行くという、それを批判する風潮があります

けども、逆にちょっと風邪を引いて病院に行った方が、むしろその段階で予防ができるわけで

すから、その方がむしろいいわけですよ。風邪を引いて病院へ行って、薬をもらって、きちん

と治せばですね、風邪引いたからということで我慢して、１週間、１カ月我慢して、その後病

院に行って肺炎にかかっているとか、そういうことだって高齢者の方に対しては起き得ること

ですから、ぜひですね、その点についても議会の中でですね、市長が議員として主張をしてい

ただきたいと思いますし、あわせて市長が所信表明の中で言われた市長と語ろうという座談会

ですね、今後どういうふうに、まだスケジュール見ておりませんのでどういうふうになるのか

というのも、ちょっとわかりませんけども、恐らくもう今年じゅうというか、すぐにでも始め

るということでよろしいんでしょうか。 

○議長（不老光幸議員） 市長。 
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○市長（井上保廣） まず、この後期高齢者の医療制度の中での福岡県の広域連合でございますけ

れども、その中でいろいろ、75歳以上の高齢者の方がそこの仕組みの中に入るわけですけれど

も、やはり基本は代表質問でありますとか、議員の皆さん方も一緒の考え方であるというふう

に私は思っておりますが。いずれの市民も、やはり健康で生き生きとした生活をするというよ

うなことが基本であろうと思います、そして、万が一そういった病気にかかった場合について

は、そのための保険制度であるわけですから、どんどんかかりなさいというふうな奨励をする

わけにはいきませんけれども、やはり自分の健康を自分で守っていくというふうなことを基本

として、あらゆる総合行政の中に市民の健康管理というふうな面から、私どもは努力する必要

があるというふうに思っておるところでございます。 

○議長（不老光幸議員） ２番藤井雅之議員。 

○２番（藤井雅之議員） 済いません。どうも、私が最後、今の質問で言いたかったことはです

ね、それだけ高齢者の方が、新しくこの始まる制度についてですね、まだ骨格しか見えてませ

んので、具体的な中身は見えてませんけども、不安に思われているというふうな事実がありま

すので、ぜひ市長がですね、議会にこれから行かれますので、その議会の動きはですね、ぜひ

その座談会できちんと、高齢者の方がですね、後期高齢者に当てはまる方がですね、一人でも

おられるんなら、ぜひ市長みずからがその発言をしてですね、状況の説明等もしていただきた

いんです。それが市民の皆さんが持っておられる不安を解消することになると思いますけど

も、その点、市長どうでしょうか。 

○議長（不老光幸議員） 市長。 

○市長（井上保廣） そのための議員であろうと思いますので、あらゆる状況と太宰府市の実情、

市民の代表で出るわけですから、私は頑張って努力したいという姿勢については変わりませ

ん。 

 それからまた、ふれあい懇談会を各地域の中に計画もしておりますし、市民の皆さんと触れ

合いながら、そのことも一つの、テーマの一つになれば幸いだと、また私どもの方からも情報

の報告はしてまいりたいというふうに思っております。 

○議長（不老光幸議員） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（永田克人） ただいま市長の答弁がありましたんですけど、まず広域連合の議会

につきましては、第１回目が７月ということで予定されております。その７月の議事について

は、連合会の議長、副議長の選任並びに専決事項としての報告で組織、人事、給与、財務等の

条例、それから平成18年度予算、平成19年度の暫定予算ということでございます。それで、第

２回目の議会については、明けて１月ごろの予定ということで、この広域連合規約等の中身に

ついては、その時期を待たないと詳しくは決まってこないというふうに考えておりますので、

早い時期にふれあい懇談会等をされた場合についての連絡事項等があるかどうかということは

わかりませんが、その都度的確に報告をしていきたいというふうなことで考えております。 

○議長（不老光幸議員） ２番藤井雅之議員。 
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○２番（藤井雅之議員） 今、健康福祉部長言われましたけども、その７月に１回目があって、次

はもう来年の１月ということ。かなりあきますけども、その来年の１月でそれでその３カ月後

にはもう制度がスタートするわけですよね。その間にですね、その高齢者の、今でさえ不安に

思っておられるのにですね、１月にやっと議会があって、それで４月から始まるというような

ですね、ちょっと余りにも期間が短か過ぎるんじゃないかと思うんですけども。 

○議長（不老光幸議員） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（永田克人） 当然おっしゃられるとおりだと思います。ただし、７月以降集中的

に各市町村の状況等を把握するために資料提供等があると思います。そういった流れの中で、

当然１月までには情報等の公表もあるというふうに考えておりますので、その都度必要に応じ

てお知らせできるものについては知らせていきたいということで考えております。 

○議長（不老光幸議員） ２番藤井雅之議員。 

○２番（藤井雅之議員） ぜひよろしくお願いします。 

 それで、市長も本当に、もう一回引用いたしますけども、施政方針の中で仁、ぬくもりとい

うことを言われておりますので、ぜひこの広域連合の中でですね、太宰府市民の皆さんだけじ

ゃなくて福岡県のこの制度を市長がですね、きちんとぬくもりがある制度をつくっていくんだ

ということで発言の方をしていっていただきたいと思いますし、保険証の取り上げとかです

ね、そういったことを絶対に起こさないというふうにぜひ決意していただくことをですね、お

願いしまして、質問の方を終わります。 

○議長（不老光幸議員） ２番藤井雅之議員の一般質問は終わりました。 

 次に、４番渡美穂議員の個人質問を許可します。 

              〔４番 渡美穂議員 登壇〕 

○４番（渡美穂議員） ただいま議長より許可をいただきましたので、通告に従いまして質問を

行わせていただきます。 

 今年４月の統一自治体選挙では20年ぶりの市長選挙が行われました。選挙を行うことは自治

体の現状を把握し、市政のあり方を市民に問いかけると同時に、首長を政策で選ぶことができ

るという面からも大変大きな意義があると思います。 

 井上市長におかれましては、３名の立候補者の中から選ばれたということで、今後の市政運

営を多くの市民が注目していくことになると思います。また、今回の市長選挙では、初めてマ

ニフェストが導入されました。施政方針の中でその進め方について概略説明が行われ、代表質

問の中でその検証が行われております。しかし、市民に具体的な約束をなさり、今後４年間こ

れに沿って市政運営を行われることになると思いますので、代表質問と重なる点が出てくるか

もしれませんが、この大変重要なマニフェストについて、まずは市長のお考えを伺っておきた

いと思います。 

 お隣の筑紫野市長が後援会用に準備されたマニフェストは、小冊子になっており、市民を交

えたマニフェスト作成委員会を設立され、何度も会議を重ね、完成するために約１年かかった
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ということです。私個人としては、先日の代表質問でもありましたように、100種類以上、つ

まり上下水道、道路や側溝、公園整備などの市民の身近な生活環境から教育、福祉、年金や税

金問題、太宰府市全体の将来を見据えたまちづくりに至るまで多岐にわたる市長のマニフェス

トをわずかＡ４一枚であらわすことは不可能だと思っています。したがって、井上市長もこの

マニフェストには書き切れなかった部分も多いのではと推察しております。 

 これは、今後の法律の課題だとは思いますが、市民の手元に渡っているのはこのＡ４の紙一

枚です。ですから、市長のお考えをもっと具体的に聞きたいという市民の声が大変多いという

のが現状です。今回配布された市長のマニフェストは、大きく５つの項目から構成されており

ます。この中には、私が１期目に何度も申し上げてきた教育や福祉の充実が盛り込まれてお

り、評価できると私は思っております。今回はその中から、特に私の周りにおられます市民か

ら特に尋ねてほしいという要望の多かった３つの点についてお伺いしたいと思っています。 

 その具体的な質問に入ります前に、まず厳しい選挙を経験された市長に対し釈迦に説法とは

思いますが、市長はこのマニフェストと従来の選挙公約との違いをどのようにとらえていらっ

しゃるのかお伺いしておきたいと思います。 

 なお、再質問は自席にて行います。 

○議長（不老光幸議員） ここで休憩します。 

 13時から再開します。 

              休憩 午前11時51分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

              再開 午後１時00分 

○議長（不老光幸議員） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 市長。 

○市長（井上保廣） まず、選挙公約とマニフェストのとらえ方についてでございますが、選挙公

約とマニフェストは全く、市民に公表する点では共通のものでございますが、インターネット

でありますとかいろんなところから調べますと全く別のものの意味合いもございます。 

 公約の各項目について、数値目標や期限を明記したものがマニフェストであると言われてお

ります。いわば有権者との契約であろうかと、こういうふうな認識をいたしております。今年

の統一地方選挙から正式にマニフェストの導入が認められました。今回私の選挙公報でありま

すとかあるいはパンフレットでは、数値目標や期限を明記できるものは極力明記をいたしてお

りますけれども、私は私のマニフェスト等について自分なりに作成をいたしております。 

○議長（不老光幸議員） ４番渡美穂議員。 

○４番（渡美穂議員） ありがとうございます。 

 今ご答弁いただきましたように、以前の選挙公約に対しましてマニフェストというのは財源

と期日を明確にしたものです。つまり、この政策を行うために一体どこから幾ら財源を確保し

て、いつまでに行うかということを明らかにして実施するため、より確実な市民に対する約束
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ということになります。しかし、先ほど申し上げましたように、こちら手元にありますこうい

ったＡ４一枚で施策の詳しい内容とあわせてすべて書き込むことは大変困難ですから、今回そ

の点を市長の言葉でご説明をいただきたいと思っております。 

 まず、市役所の開庁時間延長及び休日開庁についてなんですが、昨日の答弁でまず10月の機

構改革をもとに２月をめどに行うという回答でした。そのため、詳細については10月の機構改

革を待たなければわからないということでしたので、後日この点につきましては改めて質問を

させていただきたいと思います。 

 そして、２点目になりますけれども、このマニフェストに書いてあります「待機児童ゼロ作

戦の推進、認可保育所の定員を拡充します。そのためにまず市立南保育所の定員数60人を90人

に増やします」というマニフェストがございます。この件につきまして、昨日の清水議員の質

問の中にありましたように、この南保育所は現在でも定数60名に対しまして30名強の児童数し

かありません。南保育所は開所当時の定数が90名で、それを昭和63年に60名に削減され、今回

増やすというよりもとに戻されようとしているのが経緯だと思います。その施策の実施時期

と、それから定数を60名から90名に増やすという定数増に見合う南保育所の職員配置につい

て、どのようにお考えなのか市長にお伺いしたいと思います。 

○議長（不老光幸議員） 市長。 

○市長（井上保廣） まず、既存の保育園、保育所の定員拡充、拡大でございますけれども、待機

児童解消のために毎年市内の認可保育園と既存施設の活用や施設の拡充によります定員の拡大

に向けまして協議を行っております。これからも市内の認可保育園と協議を行うようにいたし

ますけれども、この選挙公約、待機児童ゼロ作戦として施政方針におきまして市立南保育所の

定員を60名から90名に増員するなど、認可保育所の定員拡充を図ると掲げております。このこ

とにつきましては、今後の定員数拡大の諸手続を行い、付随する要件を整えながら待機児童の

解消に努めてまいりたいというように思っております。初めから配置職員、保育士等々が明確

になる場合と、その手続を通して、そして４年間の中でこのマニフェストをどうしたら実現で

きるかというふうなことで具現化するのがこの選挙公約というふうに私は思っております。 

 いずれにしましても、創意工夫しながら、現に私が選挙期間中におきまして市民の多くの皆

さんと接した中で、子育て支援でありますとか、あるいは高齢者の問題でありますとか、いろ

んな問題をやはり直接耳にし、学ぶにつれましてこの待機児童の解消、やはり保育所に今入れ

ない児童を抱えた家庭がいらっしゃる、これを何とか解消するように努めるのは為政者として

当然であるというふうに思っております。 

 そういった中から南保育所にありましては、もともと90名でもって、私は職員をいたしてお

りましたけれども、建設したわけでございます。今いろんな同和問題等向け保育所というよう

な形で設立しておった関係上からいろんな制約もございました。しかしながら、今、今日的な

状況から見ますと、昨日もご質問にも答えましたけれども、今の保育所、公立保育所をすべて

見直して、本当にそこに必要としている人について、そこに入れていくと、入所させるという
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ふうな手だてをとるのは当然ではないかというふうに私は考えたわけでございます。いろんな

困難事があろうともそれに向かって60名を90名、そういった定数があるわけですから、また施

設整備は整っているわけですから、私はそれに向かって今の待機児童解消に向けて今できるこ

と、金をかけずにできること等の中から私は実行していきたいというふうに思っております。

配置保育士の問題等々については、既に今おるわけですから、加配保育士等についてもおるわ

けですから、その辺の不足する部分等については臨時職員でありますとか嘱託職員であります

とか、税を使わなくてもできるような、そういったあり方、方法を考え、講じていきたいとい

うふうに思っております。 

○議長（不老光幸議員） ４番渡美穂議員。 

○４番（渡美穂議員） 今のご回答の中でちょっと整理をさせていただきますと、実施時期につ

いてはこの市長の１期４年間の間にいずれかの時期を見て行うということ、職員配置につきま

してはできるだけ財源を使わずに今ある人材の中もしくは臨時職員等を使って対応していきた

いというふうに私は今解釈いたしましたけど、これでよろしいでしょうか。 

（市長井上保廣「そうです」と呼ぶ） 

○４番（渡美穂議員） しかし、今申し上げましたように、現在のままで南保育所の定数を増や

したとしても、現在既に定数割れをしているという現状がありまして、定数を増やしても児童

数が足りないという結果にもなりかねません。その解決のためにはですね、具体的にどのよう

な方法で児童を集めるのかということがポイントになると思います。つまり、現在なぜその南

保育所が定数割れをしているのか、ほかの保育所では待機児童がいるのに南保育所は定数割れ

をしているのか、その理由を明らかにしなければ対策は立てられないと思います。公立を含め

た認可保育所の中で、今一番待機児童が多いのがおおざの保育園、そして筑紫保育園、そして

さらに南保育所というふうに続いていくわけなんですけども、なぜあの地域ですね、西鉄都府

楼前駅から大佐野地域ですけれども、なぜあの地域に希望が集中するのか、その理由を突きと

めて、その待機児童が本当に南保育所に来られるのかどうかを確認しなければ、その待機児童

の問題を根本から本当に解決するということは困難だと思いますけれども、いかがでしょう

か。市長は何かお考えをお持ちでしたら、お聞かせください。 

○議長（不老光幸議員） 市長。 

○市長（井上保廣） 南保育所がなぜ60名割れしておるのかと、これは渡議員もご承知だと思い

ます。今までの経緯の中から今日南保育所があるわけですから、そのために南保育所が果たし

た役割というふうなものは非常に大きいわけです。私はそれを踏まえつつ今の状況を打破する

ためにどういった手だてがあるかというふうなことで、今待機児童を解消するというふうな、

今こういった課題のある中で解決を同時に図っていこうというふうな考え方を持っているわけ

でございます。 

○議長（不老光幸議員） ４番渡美穂議員。 

○４番（渡美穂議員） その南保育所の活用につきましては、ちょっと次の項目とも関連するの
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で、後でまたちょっと私自身の私見を述べさせていただきたいと思いますけれども、その次の

項目なんですけども、マニフェストの中にですね、同一世帯から３人以上の児童が入所してい

る場合は３人目から無料としますというマニフェストがあります。これはですね、無認可保育

所を含めてなのかがまず１つ。それから次に、市長のマニフェストに該当する家庭が今現在何

軒あるのか。そして、０歳児から最長６年間という保育所の中でですね、兄弟児が３人ともい

なければならないということだとしたらですね、当然年齢が一定離れてますので、その兄弟児

が小学校にすぐに入学するという可能性が考えられるわけなんですが、兄弟児が小学校に入学

した場合、３人目の保育料はその時点から有料になるのかどうか。この３つの点についてお答

えをいただきたいと思います。 

○議長（不老光幸議員） 市長。 

○市長（井上保廣） このマニフェストの中におきましても、子供の３人目をお持ちで保育所に同

時に預けていらっしゃるご父兄の保護者の負担軽減というふうな立場の中で、私はこれも選挙

期間中問わず、私が１月に退職しまして２月以降選挙まで、市民の皆さん方の声を聞いた中で

の結論でございます。やはり保護者の負担を幾らかでも、３人いらっしゃる方々の軽減を図る

ということ、それから少子化というふうなことで、やはりそのことが負担になって子供の数を

考えていらっしゃる家庭の女性の皆さん方のそうしたことが制約になっておるのであれば、ま

た負担になっておるのであれば、どうかしてそのことを解消に向けて行うというふうなことが

そもそもの発想でございます。 

 入所者数が、私は１月29日の調べでいきますけれども850人、３人保育所に入所されている

方がその１月現在で15人と。年間金額で申し上げますと50万円余と。私は市長の報酬を１割カ

ットというふうなことをしました。初めのそもそもの発想は、ここから来ております。そこに

充てたいなというふうなところからの発想でございます。その後マニフェストにつきまして

は、月日とともに、時間とともに市民と接する中から、また１日、２日たつに従って修正に修

正を加え、そして項目整理を行い、そして最終的にこういった一枚に仕上げておるというふう

なことでございます。中身については、それなりの奥の深いというふうなことについてご理解

をいただきたいというように思っております。 

○議長（不老光幸議員） 健康福祉部子育て支援担当部長。 

○健康福祉部子育て支援担当部長（村尾昭子） 今、市長の方から回答を申し上げましたけれど

も、今の市長の説明の中、あるいは今の子育て支援の保育料というものがございますので、こ

の分につきましては児童福祉法の中の認可保育所、認可外は含まれていないというところの試

算で回答されたものでございます。 

 この分につきましても、マニフェストで公表されておりますように、同一世帯から同時に３

人というところでございますので、上のお子様が進学されましたら、あと保育所に残ってある

方が２人とかということになれば、そのときには３人目からという、そこは外れるという形に

なりますけれども、また残ってある方が次お生まれになって３人同時にいらっしゃるという場
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合は３人目の対象から該当するということになります。 

○議長（不老光幸議員） ４番渡美穂議員。 

○４番（渡美穂議員） 今、丁寧なご回答ありがとうございました。 

 しかし、私はやはり今お伺いをいたしまして、幾つか課題点というのをあえて指摘をさせて

いただきたいと思います。まず保護者の出産と職場復帰、この時期によっては一番上の子供と

３番目の子供が同時期に一緒に保育所にいる時期が半年程度しかないというようなケース、同

じように３人の子供を産んでいるのに子供のわずかな月齢差で全く援助が受けられないという

ケース、これは逆に不平等感を与えかねないと思います。また、現在は母親がですね、育児休

暇の間、３歳以下の兄弟児は保育所を退所させなければなりません。したがって、職場復帰す

るときに兄弟児３人とも認可保育所に通園させることができるという保証はないわけなんで

す。希望の認可保育所にあきができるまで無認可保育所に通わせる場合、その３番目の子供の

保育料はどうなるかなど、こういった問題点をまず指摘することができると思います。 

 そして、一番申し上げたいのは、今市長の思いは非常に伝わったんですけれども、公立保育

所の保育料は３番目の子供の場合、最初の子供の10分の１程度になります。例えば、最初の子

供の保育料が月額2万7,000円の場合、３番目の子供は2,700円です。その子供が２歳以下でも

月額3,000円ということになるわけですね。これで計算いたしますと、先ほど市長もおっしゃ

いましたけれども、該当世帯数が15世帯、そして年間予算約50万円ということになるわけなん

ですが、これがですね、市の子育て支援施策の一つというのは、やはりちょっと大げさかなと

いう気がいたします。自治体によっては、第３子から出産祝い金を100万円以上出しているよ

うな自治体も今数多く見受けられます。今市長がおっしゃいましたように少子・高齢化に対応

して３人以上の子供を持つ保護者を応援するためには、費用の面でももちろんそうなんですけ

れども、同じような条件で３人以上子供を持たれる保護者を応援するのでしたら、今の該当世

帯数が15世帯しかないので、そうではなく３人以上、もっと広範囲に保護者を応援する必要が

あるのではないかと思いますけども、どのようにお考えでしょうか。 

○議長（不老光幸議員） 市長。 

○市長（井上保廣） 必ずしも財政的な支援だけではなくて、いろんな子育て支援はございます。

例えば子育て支援センターの拡充でありますとか、あるいは集いの広場事業の実施拡大、充実

強化でありますとか、あるいは子育て支援拠点の設置でありますとか、あるいは地域子育て支

援センター事業の充実、あるいはいろんな公民館の中で子育てを中心とした保護者同士が集ま

って子供と触れ合いの場を設けていらっしゃいます。そういったところへのやはり支援といい

ましょうか、これは物心両面、必ずしも予算的なものではありません。やはりそこに支援セン

ターがあるわけですから、出前保育でありますとかいろんな支援の仕方は全体的にはあるだろ

うというふうに思っております。 

 特に、私は３人目から無料というふうにいたしましたのは、今も言っておりますように財政

的な支援を幾らかでも緩和するということ。やはり、たかだか50万円かもしれませんけれど
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も、私は回る中において、いろんな高齢福祉の問題等々につきましても金額の多寡じゃない

と、そこに入り口から出口の施策の中に、市としてのあるいは政策の中に人としての優しさが

あるかどうかだよというふうに訴えられました。冷たいというふうなことも言われました。そ

こから私は発想し、みずから変わろうと、私が変われば太宰府市も変わると、また私が変わら

なければ変わらないと、そういった現場主義、そういったところにより頭の中だけではなく

て、実際の行動の中に気づきましたからこのことについて私なりにまとめ、４年間を通して誠

実に私は実行していこうと、できるものから実行していこうというふうな考え方です。 

 マニフェストにつきましては、今マニフェストをつくる段階で、予算でありますとか見通し

を当然立てなければなりません。しかしながら、私はたまたま行政に身を置いておったからあ

る程度わかります。そうでない方については、その見通しが立つでしょうか。恐らく無理だと

思います。やはりマニフェストは、自分の、その人その人が市民と接した中で自分はこういっ

たまちづくりをしたいというふうなイメージに基づいた着想であっても私はいいと、あとはそ

こに就任したときに私の補助者として300人からの職員がいるわけですから、そこの中で練っ

て、そして散りばめ、どの時点でそれを従来の施策と整合性を持たせて、具現化するかという

ようなことを図ればいいんだというような基本の考え方はそういうふうに思っております。 

○議長（不老光幸議員） ４番渡美穂議員。 

○４番（渡美穂議員） 市長のこのマニフェスト、私は否定するわけではなくて、最初に冒頭申

し上げましたように市長ご自身が市民の様々なご意見を聞かれて、その中から発想されて、現

在緒についたばかりというものもたくさん施策としてはあると思います。それをですね、いか

に効果的に今後やっていったらいいのかということも私たち、議員の一人として私は考えてい

きたいと思っているんですけども、今回私はですね、このマニフェストを見まして、就労して

いるいないにかかわらず３人以上の子供を持っておられるお母さん方５人にいろんなご意見を

伺ってみました。 

 まず、３人以上の子供を保育所に預けてあるお母さん――これは同時期かどうかというのは

別といたしまして、３人預けたという経験があるお母さん方ですけども――にご意見を伺いま

すと、３番目の子供が生まれたときにですね、兄弟児について今までのように退所させるので

はなくて、そのまま保育所で受け入れておいてほしいという意見が圧倒的に多かったです。前

段で申し上げましたけども、育児休暇中保育所を退所させられた児童が保護者の職場復帰後同

じ保育所に通えるという保証は現段階ではありません。保護者の多くはですね、子供の環境が

短期間に何度も何度も変化することを望まれません。 

 次にですね、現在働いていない保護者、３人以上のお子さんを持っている保護者の場合です

ね、子供の受け入れというのは無認可保育所しかありません。子供が３人も生まれたから働き

たいという保護者はかなりいらっしゃいます。しかし、認可保育所ではですね、ここに書いて

ありますけども、在職証明とか採用見込み証明、こういったものがないと対象からまず外され

てしまいます。しかし、職探しとか面接というのは小さな子供を抱えていては非常に困難で
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す。求職中その兄弟児を含めてすべて無認可保育所に預けるということになりますと、その費

用はばかにはなりません。また、その核家族化によって、保護者の病気などで一定期間、それ

が入院とかではなくて例えばインフルエンザで１週間とかそういった短い期間ですけども、昼

間の育児が行えないといったような場合も出てきます。 

 私は一定条件のもとですが、保護者が働いていない家庭の子供の一時的あるいは一定期間の

受け入れに先ほど申し上げました南保育所を活用できないかなと考えております。マニフェス

トどおり南保育所を90名受け入れ態勢にした場合ですね、仮にすべての待機児童、今年は17名

だそうですけども、南保育所に行ったとしてもまだ受け入れは可能です。これは保育所の趣旨

からは外れることになるかもしれませんけれども、自治体の独自の施策として検討する意味は

あるのではないかと私は思っています。 

 いずれにいたしましても、市長が子育て支援することを約束され、こういった具体的な施策

も出てきたわけなんですけれども、それを先ほど申し上げましたようにできるだけより多くの

市民に喜ばれるものにするためには、市長ご自身もマニフェストでおっしゃっておられますけ

れども、実際に保護者のご意見をもっと、このマニフェスト一つ一つにターゲットを絞っても

構わないと思うんですが、そういった保護者に的を当てて当事者のご意見を聞かれてからさら

に深めていかれた方がより効果が上がると思いますけども、市長いかがでしょうか。 

○議長（不老光幸議員） 市長。 

○市長（井上保廣） 私はもちろんでございますけれども、職員あるいはすべてこれにかかわる人

たち、現場主義と申し上げております。やはり人の声を聞く、意見を聞くと、現場主義の中

で、これは大切だと。それなしには本当の施策はないだろうというふうに思っております。そ

の対象となる人たちがどう考えているのか、どういった給付を受けた、給付を受けた人が本当

に自立し助かっているかどうか、役立っているかどうかというふうな検証は必要だというふう

に私は思っております。 

○議長（不老光幸議員） ４番渡美穂議員。 

○４番（渡美穂議員） 今のご回答でもありましたように、できるだけ市長ご自身もみずから外

に出ていかれるとおっしゃっておられますように、広くそういった当事者の方々、これは障害

者の方もそうですけども、直接ご意見をお伺いになっていただきたいと思います。 

 それでは次に、小学校の耐震工事についてお伺いをいたします。 

 私が以前一般質問で小・中学校の大規模改修工事とあわせて耐震化を行った場合、約50億円

の予算が必要だという試算を申し上げました。そのときですね、今の平島副市長が平成23年度

以降の財政の好転を見た上で取り組んでいくというご回答をいただいております。今回市長の

マニフェストでは小学校の耐震化工事を本年度と来年度、平成19年、平成20年度に実施します

というふうに書かれているんですけれども、これは来年度までに終了するという意味でしょう

か、それとも来年度までに取りかかるという意味でしょうか。 

○議長（不老光幸議員） 市長。 
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○市長（井上保廣） ３項目めの耐震改修工事の計画及び財源についてお尋ねでございます。 

 小・中学校の施設につきましては、児童・生徒が１日の大半を過ごす学習生活の場でござい

まして、災害発生時には地域住民の避難場所ともなる重要な役割を担っているところでござい

ます。したがいまして、年次計画を立ててこの耐震強化の事業等については実行していきたい

というふうに考えております。なお、小・中学校の体育館のうち、耐震補強を必要といたして

おります体育館につきましては、平成18年度にすべて耐震補強工事を終了いたしております。 

○議長（不老光幸議員） ４番渡美穂議員。 

○４番（渡美穂議員） まだ回答漏れがあったと思うんですけど。 

○議長（不老光幸議員） 教育部長。 

○教育部長（松永栄人） 私の方から工事計画と財源について回答をさせていただきます。 

 平成13年度に耐震診断を実施しておりました水城小学校と太宰府小学校の耐震補強工事、さ

らに本年度に耐震診断を行います太宰府南小学校、水城西小学校、太宰府西小学校及び学業院

中学校の管理棟及び教室棟につきましては、耐震診断の結果を踏まえ、年次計画により着手い

たします。なお、財源につきましては、文部科学省の安全・安心な学校づくり交付金及び起

債、残りを一般財源で予定をいたしております。 

 以上です。 

○議長（不老光幸議員） ４番渡美穂議員。 

○４番（渡美穂議員） 済いません、再度確認をしたいんですけども、この小学校の耐震化工事

についてなんですが、これは平成20年度までに終わるという意味ですかね。それとも、平成

20年度までに取りかかりますよという意味なんでしょうか。 

○議長（不老光幸議員） 教育部長。 

○教育部長（松永栄人） 繰り返しになりますが、本年度耐震診断をした結果ですね、耐震補強工

事をしなければならないと出た場合は年次計画しますが、耐震補強工事が必要ないという診断

もあり得るわけです。そういうことを踏まえて平成19年度、過去に診断した分がありますの

で、その設計を行い、耐震補強工事の設計を平成19年度行い、平成20年度から工事に着手をし

ます。 

○議長（不老光幸議員） ４番渡美穂議員。 

○４番（渡美穂議員） ということは、平成20年度までに取りかかるというふうな解釈でよろし

いわけですね。本年度中に耐震診断をすべて終了させるという解釈になるかと思いますけど

も、これは耐震補強工事に対して否定的な考え方をしているわけじゃないんですけども、ご提

案なんですが、いずれにしても校舎が今かなり老朽化をしてますので、学校としては規則とい

うか法に定められた大規模改修を必ずこれは行わなければならないわけなんですが、大規模改

修に先行しですねて、仮に今回予算を若干いただいておりますけども、大規模改修に先立って

耐震化工事を行った場合ですね、さらに大規模改修のときに余分な費用がかかることになるの

ではないかなというふうに私は素人ながら思います。つまり、大規模改修と耐震化工事を同時
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に行うことによってその費用のむだをなくすことができるのではないかと思います。 

 申し上げましたように、小・中学校の耐震化工事とあわせた大規模改修工事が平成15年度か

らストップしたままで、毎年そのツケが回っておりまして、昨年度で先ほど申し上げました約

50億円という巨額な予算が必要になっています。校舎の老朽化というのは年々進んでいくた

め、大規模改修工事の費用は年を追うごとにかさんでくるわけなんです。先日も代表質問でお

っしゃっておられました、テレビでも紹介されましたような校舎の補修などを現在は局部的な

営繕工事で行い、同時に耐震化工事を進めることでですね、年間これ数千万円もの予算を使っ

て行うわけですが、その後から大規模改修工事でまた何十億円という予算を使う場合とです

ね、仮に今何らかの工面をしてもできるところは一気にやってしまった方が安く済むのではな

いかというふうに思っていますが、これは検討してみる価値はあるかと思いますけれども、い

かがでしょうか。 

○議長（不老光幸議員） 教育部長。 

○教育部長（松永栄人） ご提案の内容につきましては、大いに検討する考えがあります。 

○議長（不老光幸議員） ４番渡美穂議員。 

○４番（渡美穂議員） ちょっとマニフェストには書かれていないんですけども、関連いたしま

すので一応確認をしておきたいのですが、最後にですね、中学校の校舎の耐震化工事について

はこのマニフェストに書かれていないので教えていただきたいんですが、いつ始めるのか、こ

のお考えがありましたらお聞かせください。 

○議長（不老光幸議員） 教育部長。 

○教育部長（松永栄人） 先ほど私の方から申しました中学校については、学業院中学校の管理棟

と教室棟、これが診断が必要ということでございます。 

 以上です。 

○議長（不老光幸議員） ４番渡美穂議員。 

○４番（渡美穂議員） これは小学校と一緒にあわせて行うというふうに今解釈してよろしいで

すか。 

（教育部長松永栄人「はい」と呼ぶ） 

○４番（渡美穂議員） わかりました。 

 今、大規模改修工事もあわせてお考えになるということでご回答いただきましたので、費用

対効果の面も考えましてできるだけむだのないように進めていっていただきたいと思います。 

 私は、最後になりますけども、先ほど申し上げましたように、この市長のマニフェスト自体

を否定しているわけではなく、おっしゃられましたように市長が助役でいらっしゃったからあ

る程度一定具体的な数値が出てきたものというふうには考えております。しかし、先ほども申

し上げましたように、内容これをさらに深めまして、そしてより多くの市民の方に受け入れて

いただけるようになるために私たち自身もですね、この経緯を見守りながらできるところはご

提言をしていきたいというふうに思っております。 
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 以上で質問を終わります。 

○議長（不老光幸議員） ４番渡美穂議員の一般質問は終わりました。 

 次に、９番門田直樹議員の個人質問を許可します。 

              〔９番 門田直樹議員 登壇〕 

○９番（門田直樹議員） ただいま議長の許可をいただきましたので、通告に従い質問をいたしま

す。 

 まず、質問に先立ちまして、新市長の誕生を心よりお喜び申し上げます。 

 井上市長は、よく儒教の最高の徳目である仁を例に、人と人の助け合いやいたわり、思いや

りの大切さを説いておられます。また、施政方針の中でも触れられてある知行合一は陽明学の

柱となる教えであり、リーダーの心がけとして必須のものであると考えます。心を離れては理

が存在しない、すなわち心即理、人間の先天的、道徳的知覚力、判断力を発揮せよ、到良知、

認識と実践を一致させる、すなわち知行合一、これらの教えは多くの信奉者を生み、古くは吉

田松陰、高杉晋作、西郷隆盛、河井継之助、佐久間象山、近年では平成の元号の生みの親とさ

れる安岡正篤氏などおられます。また、大塩平八郎、三島由紀夫など激烈な性情の人物が多い

ことでも知られています。私はこの中で備中松山藩の山田方谷のことを取り上げたいと思いま

す。 

 山田方谷は文化２年、現在の岡山県高梁市近在の農商の家に生まれ、５歳のときから朱子学

を学び、神童と称されたとのことですが、両親の死によってやむなく家業の製油業を継ぎ、そ

の傍ら学業にも励みました。その様子が藩主板倉勝職の目にとまり、文政８年、1825年二人扶

持を与えられ、藩校有終館の会頭となりました。江戸遊学後は朱子学から陽明学に転じ、陽明

学者熊沢蕃山に多大な影響を受けました。嘉永２年勝静が藩主となるとともに元締め役兼吟味

役に抜擢され、ついに藩政の表舞台に立つことになります。そして、当時破綻寸前だった松山

藩を奇跡的な改革で立て直し、負債10万両、現在にいたしますと1,000億円近くを返済したの

みならず、さらに10万両の余財、貯蓄を見るに至ったのであります。また、改革終了後、世は

幕末の動乱期で、松山藩の藩主である板倉勝静は江戸幕府の筆頭老中で徳川慶喜に次ぐナンバ

ーツーという地位にありました。しかし、ご存じのとおり江戸幕府は崩壊し、松山藩は賊軍と

して薩長や備前の軍勢に取り囲まれました。この難局を乗り切ったのも、実は方谷の指揮によ

るところが大きく、松山藩は四面楚歌、絶体絶命のピンチを一人の戦死者も一軒の民家も焼く

ことなく乗り切り、備中松山城の無血開城をなし得ました。山田方谷という人はどんな局面で

も、どんな偉い地位に立とうとも必ず藩民のことを第一に考え、当時の武士のメンツや意地よ

りも藩民の命と利益を優先しました。方谷は封建時代の江戸時代であっても現在でも事あるご

とに言われている、国や藩主は人民のためにあるという考えを行動として貫いた人でした。 

 以上、陽明学の先人について述べさせていただきましたが、私は井上新市長もこの系譜に連

なる方と信じて疑いません。太宰府市の発展と市民の最大限の幸せのために緊張感を保ちつ

つ、ともに全力を尽くしてまいりたいと考えております。 
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 さて、質問に入ります。太宰府東中学校付近では、昨年２月、３月と続けて登校途中の生徒

をねらった不審者が出ています。地域ボランティアやＰＴＡによる立哨等も行われているよう

ですが、市としてその後どのような対策をとっておられるのかお聞かせください。 

 他の自治体では、厳しい財政をやりくりして業者委託や職員による巡回パトロールを行って

いるところがあるようです。本市においても、学校、保育所、児童館等の子供に関係する施設

を中心に地域を巡回することにより、子供の安全確保と地域の犯罪防止を図ることができると

思います。市民の安全・安心のために青色回転灯をつけたパトロールカーで市内の巡回を行っ

てはどうかと考えますが、市のご見解をお聞かせください。 

 次に、携帯電話基地局の建設をめぐる問題についてお尋ねします。 

 携帯電話基地局の建設をめぐり、地域住民と業者、地権者の間でトラブルが起きています。

今後も市内各所で同様の問題が起きていくと予想されますが、市として何か対策は考えておら

れるのか、もし何かお考えがあればお聞かせください。 

 平成17年９月定例会でも質問いたしましたが、そのときの建設部長のご回答では、建設に伴

う住民の反対が３件あり、解決には至っていないとのことでしたが、その後どうなったのか。

また、現在まで新たなトラブルが起きていれば、把握されておられる範囲で結構ですのでお聞

かせください。 

 前回の私の質問で、当時の前市長は概略「こういう施設については住民はすぐ反応するが、

必要性があるのだから影響もあるだろうけど建設に協力していただきたい」とのご答弁をされ

ましたが、この回答には電磁波をめぐる問題意識が全く欠如していると言わざるを得ません。

日本の電磁波に対する取り組みや規制値は諸外国に比べて大きく遅れています。前回の質問で

も述べましたが、電磁波が人体、特に子供に与える影響は真剣に考えるべきものがあります。

不眠、頭痛、吐き気、倦怠感から脳腫瘍、白血病、小児がん、またペースメーカーへの悪影響

まで多くの関係が疑われています。また、基地局は倒壊のおそれ、周辺環境、景観の破壊、落

雷被害、電磁波の障害の可能性など、多くの問題を抱えています。まず、国が法を整備し、対

策に取り組むことが第一ですが、現行の法制度の中でも紛争を未然に防止し、良好な生活環境

の実現のため、独自の条例を制定して対策に、対応に当たっている自治体も出てきています。

本市におきましても、この問題が10年後、20年後に第２のアスベストと言われないように、ま

た地域住民の不安を取り除き、子供たちの健やかな成長を守るためにも早期の条例制定が望ま

れるところですが、どうお考えでしょうか。市長のご所見をお聞かせください。 

 以上、再質問は自席にて行います。 

○議長（不老光幸議員） 市長。 

○市長（井上保廣） お尋ねの市の職員または業者委託によります市内循環パトロールについてお

答えを申し上げます。 

 現在、各行政区やＰＴＡによります夜間パトロール、登下校時の見守り活動が行われており

ます。また、昨年８月より防犯専門官によります防犯パトロールや防犯相談を行っておりま
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す。詳細につきましては、担当部長の方から説明をさせます。 

○議長（不老光幸議員） 総務部長。 

○総務部長（石橋正直） 子供たちが伸び伸びと育っていける安全で安心な地域社会を実現するこ

とは私たち住民のすべての願いだと思っております。しかしながら、昨今では子供が犠牲者と

なる痛ましい事件の発生や、その前兆である不審者の出没、声かけ事案の多発など憂慮すべき

状況にあり、全国的に子供の安全対策が叫ばれております。子供は地域の宝であることを再認

識し、より効果的な見守り活動を展開して、子供たちが安心して過ごせる太宰府市を築かなけ

ればならないと思っております。 

 さて、ご質問の市内巡回パトロールについてでございますが、現在の状況についてお答えし

ますと、まず各行政区やＰＴＡによる夜間パトロール、登下校時の見守り活動などが行われて

おります。例としましては、高雄台区による登下校時の児童誘導や梅香苑区による子供の見守

り活動などでございます。また、月曜から金曜の午前９時から午後４時まで、総務課嘱託職員

でございます防犯専門官による市内全域パトロールを行っております。 

 また、平成18年１月より実施しております青色回転灯を装備した公用車による防犯パトロー

ルにつきましても、今後も新学期等の時期に合わせて実施していきたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（不老光幸議員） ９番門田直樹議員。 

○９番（門田直樹議員） いろいろそういった対応をとられてあるということは聞いておるわけで

すけれども、その頻度ですね、今ご答弁の中でこの防犯専門官による定期パトロールを月曜か

ら金曜、９時から４時ということで、大体この範囲ですね、これ全11校、多分小学校中心だと

思いますが、車何台で何人なのか、その辺をもう少し詳しくお答えください。 

○議長（不老光幸議員） 総務部長。 

○総務部長（石橋正直） 防犯専門官の巡回につきましては、小中学校11校を中心としまして市内

全域を巡回していただいております。 

 それから、青色回転灯の車両につきましては、ここに資料を持ち合わせませんので、後でご

回答差し上げたいと思います。 

○議長（不老光幸議員） ９番門田直樹議員。 

○９番（門田直樹議員） 私は質問と提言という形でですね、今回この一般質問させていただいて

おるんですが、要はこの青パトですね、青色回転灯をつけた公用車をもっと増やしてはどうか

と。業者委託ということであるとまた費用がかかってきますので、それもどうかと思うんです

けど、まず青パトについてですね、実際ちょっと調べてみたんですが、筑紫野市が１台、春日

市が２台、これは市としてですね、自治体として持っているのが。ところが太宰府市はたしか

２台だったと思うんですけど、２台、そこのお隣の大野城市が今３台、市として３台、それと

行政区に１台、計４台ですね。そして、今度、もう来月とか言ってましたが、３台新たに追加

して計７台になると。市の持ち分が６台ですね。明らかに前向きに取り組んであるなと思うん
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ですが。もう一度ですね、青パトの台数はちょっとそういうことで後からということですけ

ど、この青パトは警察にまず届けましてそういった講習を受けて、幾つか手続があるんです

が、団体による若干の審査があるんですが、自治体は全然問題なく受け入れると当の警察も言

っているんですけれども、ただいわゆる乗車するときに実施者講習を受けたその実施者証とい

うものが要るわけです。最低１人、その人が乗っていないと上に青いのをつけて走ったらいか

んとですね。それと、後ろにそういうステッカーですね、それと車検等々の手続があるんです

けど、要は１人要るんですけど、それは今市の職員として何人、その講習を受けた実施者証、

資格持った方が何人おられるのかお答えください。 

○議長（不老光幸議員） 教育部長。 

○教育部長（松永栄人） 青色回転灯について、青パトでございますが、行政、市役所については

２台あります。講習を受けた職員は総務部で２名、社会教育課で２名です。それで、行政は２

台ということでございますが、太宰府市の補導連絡協議会、こちらで４台青パトの登録をして

いただいております。この青パトでございますが、補導連絡協議会が毎月１回夜間補導をされ

ております。このとき４台が出動をいたしております。 

 それから、今回東中学校に関するお尋ねでございますが、学校や地域から不審者情報により

青パトでパトロールしてくれという依頼があったときは、この補導連絡協議会の４台のうち都

合がつく人たちがパトロールをしておるというような報告を受けております。 

○議長（不老光幸議員） ９番門田直樹議員。 

○９番（門田直樹議員） 市の車はですね、市長公用車とかマイクロバスとかを除いて、実際こう

いったことでできる車というのはたくさんあると思うわけですね。この青パト自体費用もほと

んど余りかからないと。自治体によっては公用車の一部を白黒でパトカーみたいな色を塗って

ですね、上に青色、要するに青パトにして走ると非常に効果があって、コンビニの前にたむろ

しているような連中がうんと減ったとか、その他防犯効果があったということをいろいろ聞い

ております。また、若干規模が違うけれども、こういった実施者証は数十名で取得して乗って

いると。だって、この持っている人がいないと何台あっても回りませんからね。いわゆる公務

でこのために回すというんじゃなくてですね、何か用があったらそのときに行き帰りもそのパ

トロールだと、これをつけてですね。言いかえてみれば、市の車、いつも青いのをつけてくる

くるくるくる回して走るということがすごくいわゆる防犯、また防犯意識のその涵養につなが

るのではないかと思うわけです。 

 ご承知のように平成16年の末、12月だったと思いますが、今まで回転灯というものが特別な

工事車両とか、もちろん警察緊急車両しかだめだったのがつけていいようになったわけです

ね、一定の手続を得て。まさにこれを大いに活用してですね。昔、本市で悲惨な事件もありま

した。その後も太宰府の中で、今日橋本議員の方からこういうふうなちょうどいい資料が配付

されましたけれども、これらのようなやっぱり1,000件近くの犯罪が起きていると。これらは

実は氷山の一角なのかもしれません。そして、この中の一つがまた痛ましい事件につながるの
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かもしれません。ですから、やっぱり本当にこれも予防原則ですね。常に予防予防という考え

で取り組んでいただきたいと、そのように考えます。ぜひともご検討をお願いします。 

 では、次の質問、ご回答をお願いします。 

○議長（不老光幸議員） 市長。 

○市長（井上保廣） 携帯電話基地局の問題についてご回答申し上げます。 

 近年の社会経済活動の進展及び情報社会、通信技術の著しい進歩に伴いまして、携帯電話あ

るいは情報家電などの電波利用がますます身近なものになってきております。そのことから、

国は2010年度までにいつでも、どこでも、何でも、だれでも、簡単にネットワークにつながる

ユビキタスネット社会の実現することを目標といたしましたｕ－Ｊａｐａｎ政策を2004年12月

に策定をいたしております。しかし、電波の人体への影響に懸念を持ってある方々がおられま

すので、建設につきましては法的には問題はなくても地域への説明は必要であるというふうに

考えております。条例制定につきましては、今後の研究課題といたしまして検討させていただ

きたいというふうに思っております。詳細につきましては、担当部長から説明をさせますので

よろしくお願いを申し上げます。 

○議長（不老光幸議員） 建設部長。 

○建設部長（富田 譲） 私の方からは近隣住民の反対等がどうかということと、その考え方とい

うことでご説明申し上げます。 

 携帯電話基地局の建設で本市で近隣住民の反対がございましたのは、行政区で言いますと１

つの行政区で反対がありまして中止され、別の行政区で再度検討され、地域との協議の結果、

建設がなされたということが１件ございます。それからもう一つの件は、基地局が建設された

後に反対がございまして、現在は撤去されたということが１つございます。その後、建設に伴

う紛争の事例については、市に連絡、報告はあっておりません。しかしながら、国分公民館の

近くで塔がありながら反対があっているということはお聞きいたしております。 

 市といたしましては、安全性につきましては国の判断に従っていきますが、携帯電話基地局

の建設に当たりましては地域住民への事前の説明が不十分といったことによりまして問題が生

じている場合には、事業者に対しまして地域住民の理解が得られるような取り組みや住民の理

解が得られてから工事を実施するということを業者の方に申し入れていきたいというふうに考

えております。 

 以上でございます。 

○議長（不老光幸議員） ９番門田直樹議員。 

○９番（門田直樹議員） お手元に私の方から質問の資料を配付していただいておるわけでありま

すけども、ちょっとかいつまんでですね、読みたいと思うんですけど、いわゆるＷＨＯが小児

白血病との関連が否定できないということで電磁波対策を勧告いたしております。これは先日

６月18日の新聞ですけれども、各国に法整備を求めると。ちょっと読みますけど、「電子レン

ジなど電化製品や高圧送電線が出す超低周波電磁波の人体影響について世界保健機関、ＷＨＯ
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が小児白血病発症との関連が否定できないとして各国に対策法の整備など予防的な措置をとる

ことを求める勧告を盛り込んだ環境保健基準を17日までにまとめた」云々とあります。 

 また、ちょっと左中央ですけども、日本対応に遅れ、健康被害の防止策促すとありますけ

ど、その解説のところごらんいただきたいんですが、「世界保健機関が環境保健基準の中で超

低周波電磁波と小児白血病との関連が否定できないとして各国に法整備を呼びかけたことは、

他国に比べて電磁波対策が遅れていた日本の行政に重い腰を上げるきっかけを与えるとの点で

意義深い。産業界にも予防原則の立場から電化製品の使用者が浴びる電磁波を減らす努力や表

示の徹底といった対応が期待される」云々とありますが、その次に国立環境研究所の故兜真徳

さん、亡くなられたんですが、この方が15歳未満の白血病の子供を対象にした疫学調査、広範

囲にいろんな影響を調べる調査のことなんですが、これが0.4マイクロテスラ、電磁波の単位

なんですが、これで2.6倍という結果が出ました。これはもう昔から知られとるんですが、あ

る意味黙殺されてきたことなんです。だが、経済界は安全性を強調、政府も対策をとらなかっ

たという記事があります。これ実は、私この件の質問を平成17年にしたわけですけれども、今

建設部長のお答えのようにいろいろありますがなかなか市に入ってこない。なぜならば、市に

直接の許認可権がないわけですよね。 

 こういう質問をしますのも、市に撤去しろとか認めるなとかというつもりでもちろん言って

いるわけじゃありません。いわゆる建築基準法も15ｍ以上のものを云々と、そうすると業者は

14ｍ90cmのを建てるわけですね。いろいろともう絶対に法の網にはかからないようなものをつ

くってまいります。そして、電波管理法云々にしましても、いわゆる人体に対する被害という

ものは想定しておりません。今ようやく世界的にこういった動きが出てきております。また、

特にヨーロッパの一部では日本の数値で言いますと1,000倍以上厳しい基準を設けておりま

す。 

 私も地元でいろいろとこういうふうな騒動がありまして、直接間接にかかわってきたわけで

ありますけれども、まずは目に見えないということで、水害とか川の水がここまで来たから堤

防をこれだけ高くしろとかという議論だとわかりやすいんですが、見えないし聞いたこともな

いいろんな単位が出てきてですね、何々はガウスのギガのテスラのといっても実際ぴんとこな

い。しかし、その中で、外国、日本、そして学者の間でも影響あると言う方、あるいはないと

言う方、両論あります。しかし、やはりこういうときはあるという方にまずは立って考える、

用心をするべきじゃないかとですね。あるとはっきりわかったらそれを排除するなり対策がも

う直接に必要ですけれども、外国と日本の違いを簡単に言いますと、この予防原則ということ

を言いますと、外国では疑わしいということはもう悪いんだということですね。日本は証明さ

れるまでは無罪なんですよね、こういうことは。それが数々の公害を引き起こしてきた一因で

はないかと思います。 

 昔、ちょっと飛びますけど、水俣病の工場長がコップの水を、これは工場排水だから飲みま

すって、どうもないですって、ばかみたいなことをパフォーマンスをしたんですよね。じゃ、

－244－ 



自分の子供に毎日毎日この水を飲ませるのかと、そんなことはできないと思います。いわゆる

経済優先の国のあり方ということがこんなところに出てきたんじゃなかろうかと私は思いま

す。私の身近にも小児白血病にかかったと言われるお子さんがおられます。そうすると、ある

大学病院がまず真っ先に来たのはその子が住んでいた家です、引っ越ししたんですが。あるマ

ンションの電磁波を測定しに来たんです。これは本当の話です。そんなふうな話を一つ一つ聞

いて、あるいはこういうふうな害があるというふうないろんな文献等をですね、見ますと、い

やあ何かあるまではちょっとそれはねということは、私は議員としてはできません。 

 また、この業者とその周りの住民とそれとまた地権者、非常にある意味かわいそうなのはこ

の地権者さんで、業者はいやもう大丈夫大丈夫ということで契約をするわけですよね。契約を

終わった、そしたらもうあなた契約したじゃないかと。しかし、一番大事なこういうふうな騒

動になるということ、あるいはこういった健康被害があるかもしれないということの認識がな

かったから、私は契約に瑕疵があって、これをさかのぼって無効と言いたいんですが、それは

本人がすべきでありますけれども、非常に周りとの間でですね、本当に平和なところだったん

ですが、非常な騒動が起きてきまして。 

 まず、他の自治体等を見ますと、例えば一例だったら近くの篠栗町なんかも持っているんで

すが、こういったトラブルを未然に防ぐために、あるいはその他さっき申しましたような景観

の維持とかですね、その他等々のために条例をつくっております。この条例が、簡単に言いま

すとまず先ほど建設部長からご説明がありましたが、きちんと住民に説明をしなさい。合意と

まではいってませんけども、きちんとしたオーケーをもらいなさいということですね、やは

り。そして、市の方にきちんとそういうふうなのを事前に届けなさい。幾つかの手続はありま

す。そして、じゃそれをしなかったらどうなるかと、しなかったらまず市が勧告をする。そし

て、それにも従わなかったらどうするかというと、結局罰は何もできないんだけどホームペー

ジで公表すると、広報も入ってましたかな、広報とホームページで業者名をそこで公表すると

いうことですね。何とか条例によく似てますが。そういうことを現にやっているということ

で、一つの参考になるのじゃなかろうかと。 

 繰り返しますけど、今の法の体制ではつくるなとか、よかとか悪いとかというのは言えない

わけですよね。しかし、行政として何らかのストップ、業者にもう少し丁寧なことをやらせる

ための手段になるかと思うんで、ちょっとその辺のことをもう少しお考えをお聞かせくださ

い。 

○議長（不老光幸議員） 建設部長。 

○建設部長（富田 譲） おっしゃる理由はよくわかります。私の方も近隣自治体とかインターネ

ットの方でそういう携帯電話のトラブルに対応している、いわゆる条例をつくっている、そう

いうところを幾つか検索いたしております。篠栗町もこれは調停をするというような内容であ

ったろうと思います。佐賀市の方もそういう分でされているということで、佐賀市の方も紛争

調停、そういうものの内容であったというふうに思います。 
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 それで、根本的に解決するかということになりますと、なかなか難しいかなという気もいた

しますが、もう少し考えているとある程度建設業者に対して少し意見請求といいますか、そう

いうふうにもなるかなという気もいたします。 

 いずれにいたしましても、もう少しちょっといろんなところを見て、先ほど市長が言いまし

たようにちょっと勉強させていただきたいというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（不老光幸議員） ９番門田直樹議員。 

○９番（門田直樹議員） 他の自治体では、いわゆる高層住宅等に関する規制と絡めてですね、こ

ういったものを設けているところもあるようですね、ぜひ参考にしてください。 

 １つは行政が間に入るというか、間に直接入るとややこしいかもしれませんが、何らかの形

でかかわることにより１つは情報をもっと出してほしいわけです。例えば、これが電波塔とし

ますと、その近い方が当然、この前の質問でも言いましたけど、距離の２乗に正比例して、強

くなったり弱くなったりするわけですね。ところが、よく調べてみますと実際は近いところよ

りもちょっと離れたところが強いと、角度とかにもよりますけど。それから指向性がかなりあ

りまして、何か例えばここで言うとちょうど力丸議員のところが強くなったりならなかった

り、ちょっとずれると違うとか。これらの情報はなかなか出さないんですよね。もしそれが出

ると、そこに当たらなかったところは平気だけど当たったところは冗談じゃないになりますか

ら、そんないろんなことがあるんですけど、まずはやっぱり情報を開示して話し合いですね、

まずは話し合い。そういったものをぜひ何かやっていけば、ここまでトラブルになることはな

いかと思っています。ぜひとも今後ともこういったこと、先ほども言いましたいろんな市の景

観等々も含めながら考えてください。 

 また、最初の仁の話に戻りますと、私はいわゆる巧言令色鮮なし仁という言葉が一番好き

で、自分の心の戒めとしています。その語、対極をなすのが不言実行です。ぜひともマニフェ

スト、今先ほどいろいろありましたけども、私はすばらしいマニフェストと思いますので、ぜ

ひ実現してください。終わります。 

○議長（不老光幸議員） ９番門田直樹議員の一般質問は終わりました。 

 ここで休憩します。 

 14時20分まで。20分から再開します。 

              休憩 午後２時06分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

              再開 午後２時20分 

○議長（不老光幸議員） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、７番橋本健議員の個人質問を許可します。 

              〔７番 橋本健議員 登壇〕 

○７番（橋本 健議員） ただいま議長より一般質問の許可をいただきましたので、通告書記載の
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２項目について質問をさせていただきます。 

 まず、１項目めは自主財源確保の計画についての質問です。 

 我が国の経済は、昭和40年代のいざなぎ景気を抜く戦後最長の景気拡大が続いていると言わ

れています。確かに失業率が下がり、新卒の就職率も上昇し、緩やかな景気回復をしたとはい

え、これは都市圏の話でありまして、地方に住む我々にとりましては景気がよくなったという

実感は全くありません。むしろ政府が打ち出した財政再建のための税制改革で、社会保険料や

国民保険税の負担増により国民や市民にしわ寄せが来ており、経済的な格差を生み出している

ことは紛れもない事実であります。 

 赤字国債残高670兆円に政府借入金と政府短期証券を加え、約827兆円の借金を抱えた日本政

府は、国と地方の財政スリム化と地方への移行による地方の裁量拡大を目指した三位一体改革

を推し進めてまいりました。すなわち、地方交付税の削減や国庫補助負担金の廃止、縮減、さ

らに国から地方への税源移譲といった、この３つの財政改革は地方自治体に大きな波紋を投げ

かけており、今まさに地方自治体の財政も危機的状況にあります。本市の一般会計予算総額は

平成17年度217億円の予算規模ではありましたが、この改革により平成18年度の昨年は186億円

と、大幅な総予算の削減を強いられました。厳格な歳出の見直しにより各部署への予算配分の

洗い直しはもちろん、事業費の縮減や各種団体への補助金の減額などの痛みを伴った非常に厳

しい財政状況となってしまいました。 

 さて、今年平成19年度一般会計予算は、市長市議選の全国統一地方選挙のため暫定的な骨格

予算でありまして、今議会で5億2,739万1,000円が追加補正され、総額187億5,493万6,000円

と、前年比0.7％増ではありますが、依然厳しい財政事情であります。その中で自主財源の占

める割合を比較しますと、平成18年度49％に対し、平成19年度は54.4％で5.4ポイント増とな

っておりますが、そのほとんどが個人、法人の市民税の伸びによるものです。税金は適正かつ

有効で市民の納得いく使い方が肝要かと思います。これからの太宰府におきましては、自助努

力による財政力をつけて市民への還元が理解できるきめ細かなサービスや、住んでよかった、

これからも継続して住みたい、新しく住んでみたいといった太宰府の魅力を肌で感じられる市

政運営を目指さなければなりません。 

 井上新市長は、施政方針の中で将来の太宰府に重要な意義を持つ事業については、積極的に

仕掛けていくというやる気に満ちた方針を力強く語っていただきました。財政力指数は微増で

ありますが、経済収支比率の硬直化で財源に余裕のないのは事実ですし、逼迫した財政という

ことで大多数の市民の方々は不安を抱いております。 

 質問いたします。将来を見据え、安定した自主財源が確保できるような仕組みづくりが必要

と考えますが、この点につきまして市長はどのような構想をお持ちなのか、具体的な見解をお

聞かせください。 

 次に、２項目めの防犯対策の今後の展開について質問をいたします。 

 我が国の治安は世界一安全な国として評価の高いのが自慢でもありましたが、ここ10年の間

－247－ 



に様相が一変し、複雑多岐な犯罪の横行や人として考えられない冷酷で凶悪な犯罪が多発して

まいりました。また、これと並行して少年犯罪の増加と低年齢化は日本の将来に暗い影を落と

し、不安を募らせる時代になっております。そこで、平成15年９月から内閣総理大臣の主催で

全閣僚を構成員とする犯罪対策閣僚会議が開催されております。安全な国日本の復活を目指し

て、行政機関の緊密な連携を確保し、有効適切な犯罪対策を積極的に推進する治安回復のため

の３つの視点による体制づくりが進められています。 

 視点１として、国民がみずからの安全を確保するための活動の支援。視点２は、犯罪の生じ

にくい社会環境の整備。視点３、関係省庁間の協働及び外国間との連携がかぎを握る水際対策

を初めとした各種犯罪対策であります。このような安全・安心まちづくり全国展開プランが犯

罪対策閣僚会議で決定されており、そのプランには１つ、住民参加型の安全・安心なまちづく

り、２、住まいと子供の安全確保、３、健全で魅力あふれる繁華街、歓楽街の再生といった３

つの重点課題と、61の推進施策が盛り込まれております。本市も平成17年12月議会において太

宰府市安全・安心のまちづくり推進条例が制定されました。平成19年度の予算書を見ますと、

防犯対策としての費用は計上されておりませんが、重大な犯罪が起きてからでは遅いのです。

高齢化が進み、独居世帯も増えつつあります。子供をねらった犯罪もいつどこで起きるかもし

れません。現在、一部の行政区では自主的に防犯パトロールを実施されております。犯罪に強

い地域づくりを目指した取り組みが必要かと思いますが、全市内に自主防犯を普及させるため

には行政のリードと働きかけが必要です。したがって、今後どのような施策を講じ、展開され

る予定なのかお伺いをいたします。 

 以上、２項目につきましてご答弁をお願いいたします。再質問は自席にてさせていただきま

すので、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（不老光幸議員） 市長。 

○市長（井上保廣） 自主財源の確保の計画についてご答弁を申し上げます。 

 まず、本市の財政状況はご指摘のとおり、ここ数年国の三位一体の改革によりまして所得譲

与税、減税補てん債、地方交付税の減額等がございまして、厳しい状況が続いております。平

成17年度の経常収支比率は98.6％となっております。経常収支比率は三位一体の財政改革で、

当市だけではなくて全国どこの自治体も年々高くなってきております。当市の場合、他市町村

に比べて経常収支比率が高うございますのは、近年佐野土地区画整理事業、九州国立博物館の

設置に伴います散策路整備、地区道路整備あるいは高雄中央通り線の整備など、将来のまちづ

くりに必要な基盤整備事業に投資を積極的に行ってきたためでございまして、義務的経費であ

ります公債費が一時的に増加しているというふうなことが大きな要因でございます。 

 本市の状況といたしましては、自主財源の中心でございます市税は新市街地整備に伴います

新築家屋やマンションなどの増加によりまして、固定資産税の増収が期待されるとともに、人

口の増加によりますところの市民税の増加も見込んでいるところでございます。さらには、九

州国立博物館の誘致によりまして、予想以上の観光客の方が訪れられ、多くの経済波及効果も
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期待しているところでございます。しかし一方では、今後の地方交付税の減額が予想されます

ので、このような状況を打開するためにも、本市といたしましては平成15年５月に法定外普通

税としての歴史と文化の環境税の導入を行いましたけれども、今後はさらに広告収入等の強

化・増加策や未使用土地の市有地の売却、あるいは有効活用等を含めまして活用を図ってまい

りたいというように思っております。またさらには、自主財源を増やすために職員の英知を出

しまして様々な施策を行っていきますとともに、職員だけではなくて民間や市民もその中に考

えを出していただいて、そして歳入増を検討する、仮称でございますけれども「もっと元気に

頑張る太宰府委員会」を設置いたしまして、歳入増に向けてどういった方法があるのかという

ふうなことについて広く意見を聞いてみたいというふうに思っておるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（不老光幸議員） ７番橋本健議員。 

○７番（橋本 健議員） ありがとうございました。 

 積極的な自助努力による歳入増は図っていくことが大切なんですが、今ご答弁いただきまし

たけれども、九州国立博物館の観光客の増加による経済的な波及効果、それから歴史と文化の

環境税はもちろんのこと、それと市有地を売却していくと。これからの計画については、新た

な組織で考えていくというお答えでございました。確かに人口も増えまして、市民税や固定資

産税の伸びを期待するのも理解できます。もっとやっぱり新たなことを考えていかなければな

らないと思うんですが、まずその前に財源としてはそんなにウエートを占める収入ではないと

思いますけども、広告収入であります。これの増加策や太宰府にふさわしい、企業誘致も昨日

お話が出ておりました、これを図っていくということでございますが、まず有料広告収入に関

して現在市政だよりのほかにまほろば号の広告料、それから封書類ですね、こういったものが

あると思いますが、ほかにどんなものがあるか、概算で結構です、広告収入の金額どれぐらい

あるのか、ご答弁をお願いします。 

○議長（不老光幸議員） 市長。 

○市長（井上保廣） 具体的な事務的なものでございます。それからまた、このことにつきまして

は、広く三、四年前ぐらいからこの歳入増につきまして職員の中でこれは検討協議を重ねてき

ておる部分、それが今具現化をしておる部分がございますので、詳細につきましては総務部長

の方から回答させたいと思います。 

○議長（不老光幸議員） 総務部長。 

○総務部長（石橋正直） 金額につきましては、資料を持っておりませんので後でお答えしたいと

思いますが、まず広告収入を得ているのは市政だよりの広告、それからホームページの広告、

それから税務の納付書を入れています封筒が、これは余り収入にはならないんですけども、封

筒代も印刷費も要らないと、ペイしているというような状況です。それから、市役所前に設置

していますコカコーラウエストジャパンの自動販売機、これが２割寄附金として入ってきてい

まして、市役所のほか８カ所だったと思いますが、８カ所に現在設置していまして、月平均十
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四、五万円の収入、寄附金が上がってきております。それから、リョーユーパンがつくってい

ます太宰府なごみパンというパンがございます。それのパンの包装紙に太宰府という名称をつ

けるということで、いろいろ交渉しまして史跡維持の整備に１円寄附をしようということで、

１個売れるごとに１円の寄附金が入ってくると。大したお金ではありませんが売れた数だけ１

円入ってくるというような状況です。もちろん、まほろば号の広告の収入もございます。 

 それから、今回進めているのがごみ袋、今年つくる分から広告が入って、それも一括して収

入になります。それから、現在申し出があっているのが市民便利帳、市民便利帳をすべて自分

のところで広告をとってつくって太宰府市に寄贈したいという話がありまして進めておりま

す。それから、太宰府市がつくっております市の封筒、大きいものから小さいものまでありま

すが、それについても広告会社の方、代理店の方から広告とってつくって、太宰府市が必要と

する枚数提供しますというお話があっておりますので、それも前向きに現在進めているところ

です。 

 以上です。 

○議長（不老光幸議員） ７番橋本健議員。 

○７番（橋本 健議員） たくさん挙げていただきましてですね、どん欲になっていらっしゃるお

気持ちがよく伝わってまいりました。工夫次第ではですね、もっともっといろんなですね、広

げていけば数字がもっともっと上がるはずですので、さらにですね、積極的な営業努力を期待

いたします。 

 努力といえばですね、国の支援事業であります地域再生計画事業、５カ年で約13億2,000万

円ですか、認定されましたことは、これはもう職員の方のですね、金星で、私は拍手を送りた

いというふうに思っております。 

 それから、依存財源としまして、またさらに頑張ろう応援プログラムにも応募されていると

いうことでございまして、昨日その話をお伺いしまして、現段階ではですね、やはり国や県の

支援事業は大いに活用し、財政の負担軽減を図っていくべきだと思っております。 

 質問に入りますけれども、この地域再生計画事業では平成19年度、2億4,560万円が計上され

ておりました。高雄中央通り線を初めとするその市内の主な幹線道路整備に費やされるようで

すけれども、各行政区から要望の上がっている住宅地内の道路補修や舗装は今後どのようにさ

れる予定でしょうか。 

○議長（不老光幸議員） 市長。 

○市長（井上保廣） この間30年来の団地が造成され、そしてその道路網がやはり壊れておりま

す。ひびが入り、あるいは側溝のふたがないというような代表質問あるいは一般質問の中にお

いてもご指摘が上がりました。私はこの選挙期間中におきましてもそういった声を聞いており

ますので、計画的にこのことについても具現化を図る必要があるというように思っておりま

す。ただ、一般財源だけを使用して行うということについては、なかなか限界もございますの

で、今言っております地方交付金でありますとか、何らかの国の施策に絡めてできる方策はな
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いかというような視点の中で、職員にも研究していただいております。その延長上の中ででき

るような方策を私はとっていきたいというふうに思っております。 

○議長（不老光幸議員） ７番橋本健議員。 

○７番（橋本 健議員） 費用のかかるですね、市内の大きな幹線道路が今回の地域再生基盤強化

での交付金で整備できるということは、ホットなニュースというふうに受けとめております。

がしかし、税金を納める市民にとりましてはですね、やはり住宅地内の道路補修や側溝の整

備、また街灯や防犯灯など、自分の身近な生活環境がよくなることを最も期待しております。

こうした税の還元、その配慮で市民は納得し、行政に対する信頼もぐっと熱くなってくるので

はないでしょうか。 

 私、大野城市との境目に住んでおりますが、大野城市側は最近道路がきれいに舗装されまし

た。太宰府市側はですね、切り張りだらけのがたがた道路となっております。道路の舗装整備

につきましては、優先的にしなければならない地域もあると思いますけれども、いつからいつ

までにどこどこの地区といった、具体的な年次計画を立てていただきまして、できるだけ早く

実施に踏み切っていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（不老光幸議員） 市長。 

○市長（井上保廣） そのとおりだと思います。全体的な、そういった同じような環境下、状況下

にある施設、道路等がどれだけあるかというようなことを、まず全体的に金額的な形の中でま

とめ上げるというようなことが大事だというふうに思います。事務的には、その辺のところの

資料もあると思っておりますので、どこをどういうふうなところを何年次に行っていくかとい

うようなことを含めて考えていきたいと。 

 また、このことにつきましては、市営土木というような形の中で、地域の行政区長の方から

も上がってきておりますけれども、それと整合性をとりながら、さらに計画的なやはり実施と

いうようなことが大事だというふうに思いますので、財政予算と見合わせながら行ってまいり

たいというふうに思っております。 

○議長（不老光幸議員） ７番橋本健議員。 

○７番（橋本 健議員） ぜひよろしくお願いをしておきます。 

 あと、自主財源確保のために企業誘致も考えているという、昨日のお話もありました。昨日

来何度も耳にしましたけれども、その企業誘致についての具体的な計画と方法、つまりいつか

らどうやって募集するのか、もし案がございましたら、プランがございましたらお聞かせいた

だきたいと思います。 

○議長（不老光幸議員） 地域振興部長。 

○地域振興部長（松田幸夫） 昨日から代表質問等でご答弁申し上げてますのは、まずは観光客を

対象とした宿泊施設を優先的に誘致をしていきたいというふうに思っております。現在のとこ

ろ、具体的にそういうふうな動きはしておりませんけども、今後こういう博物館、あるいは天

満宮周辺を含めて観光客が増えておりますので、どうしたらそういうふうな宿泊施設が来てく
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れるかというふうな、市の方でも営業できるような中身を今後検討していきたいというふうに

思っております。 

○議長（不老光幸議員） ７番橋本健議員。 

○７番（橋本 健議員） まだ未定だということでございますけれども、太宰府にふさわしいです

ね、やっぱり環境に配慮した企業誘致、こういった企業をお願いしたいと。それから、企業誘

致によりましてですね、法人もしくは個人の市民税、それから雇用促進にもつながってまいり

ますし、一石二鳥の利点がございます。 

 先ほど部長からお答えがありました。私は滞在型観光をいかに今後進めていくか、これが一

番安定した財源確保のかぎを握っていると言っても過言じゃないと思っております。温泉宿泊

施設の条件のホテル業者を誘致していただいて、太宰府の文化財や史跡を堪能していただき、

滞在日数に合わせたコースづくり、歴史のまち太宰府を満喫していただける観光行政にもぜひ

力を注いでいただきたいと思っております。この辺のお考えはどういうふうにお持ちでしょう

か。 

○議長（不老光幸議員） 地域振興部長。 

○地域振興部長（松田幸夫） この観光客、平成18年度で集計しますと700万人をオーバーしたと

いう実績、うれしいニュースが入ってまいりました。やはり、議員さんおっしゃいますよう

に、いかにして滞在型の観光コースをつくりながら、そういうおもてなしをするかという問題

に尽きるわけですけども、一つの事業として私どもの方で、地域振興部の方で昨年からやって

いますのが、「太宰府ブランド創造協議会」というものを立ち上げております。これは、市だ

けではなくて、観光協会と天満宮、それから商工会、この４つの団体が一緒になって、お客

様、観光客をいかにしてもてなすかということも計画をいたしております。 

○議長（不老光幸議員） ７番橋本健議員。 

○７番（橋本 健議員） 国民年金健康保養センターが装いも新たにですね、民間のホテルグラン

ティア太宰府という宿泊施設として、また開業されていきますけれども、今後ですね、利用者

がどれくらいあるのか、こういった宿泊施設の様子を見て研究するというのも一つの方法かも

しれません。以前、保養センターの当時は入湯税として600万円ほど、税収として入っており

ました。今後、ルートインジャパンの民間経営に移ったんですが、入湯税のほかにどんな税収

が入ってくるんでしょうか。 

○議長（不老光幸議員） 総務部長。 

○総務部長（石橋正直） 入湯税についてですが、国民年金健康保養センターのときはきちんと、

取った入湯税についてはすべて市の方に申告されて、納めていただいておりました。ところ

が、現在筑紫野市の温泉施設ではですね、太宰府市の歴史と文化の環境税と同様で、入湯税の

券を買う、それから温泉施設の利用券を買うということで、直接入湯税を徴収しないというよ

うな、分けてしているという施設が目立ってきております。 

 それで、私たちとしましては、早くその件をきちんと整理をしておきたいということから、
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ルートインジャパンの方と再三協議をしまして、入湯税については自分のところで徴収をし

て、申告納税するという約束ができております。そのほかには、法人市民税等が、もちろん固

定資産税も今までは入っておりませんでしたけども、固定資産税、それから増設される固定資

産税、増設される予定ですので、増築分についてもかなりの税額が出てくるのではないかと、

そういうところを収入で見込んでおります。 

○議長（不老光幸議員） ７番橋本健議員。 

○７番（橋本 健議員） はい、わかりました。 

 ちょっと重複しますけれども、太宰府という名前、これは全国でやはり、私たちは感謝すべ

きですね、すばらしい財産と思っております。この名前を生かさない手はないということで、

国博オープンで人気が高まっておりますが、年間700万人の観光客数を誇る都市だけに、将来

に向けた安定した自主財源確保のために、ぜひですね、温泉つき宿泊施設が何としても欲しい

というふうに、私だけではないと思いますけれども、そう思っております。 

 専門業者を誘致できれば、先ほども出ましたように、入湯税のほかにですね、法人税や固定

資産税などが確実な、そういった税収が見込めるわけです。さらに、宿泊によっていろんな文

化財、遺跡の観光コース、回遊性を持たせれば、経済波及効果というのはですね、もう考えら

れないほどあるのではないかと思っております。ぜひ近い将来に向けプロジェクトチームを結

成していただき、早急にとるべき緊急課題だというふうに私は考えております。ぜひ、市長の

英断を期待しております。 

 次の回答、お願いいたします。 

○議長（不老光幸議員） 総務部長。 

○総務部長（石橋正直） 次の回答をいたします前に、先ほどの金額がわかりましたので、ご報告

いたします。 

 平成19年度広報「だざいふ」、それからホームページ、それからごみ袋、合わせまして約

350万円、それに自動販売機が年間約150万円から200万円ぐらい入ってきますので、約600万円

ほどの収入になるのではないかというふうに考えています。 

 今後の防犯に関する行政施策についてお答えいたします。 

 県下におけます平成18年の刑法犯認知件数は、前年比の4.4％減の10万2,101件と、窃盗犯を

中心に４年連続で減少しておりますが、殺人や放火などの凶悪犯、傷害や暴行などの粗暴犯が

増加に転じ、認知件数の減少率に陰りが見られるなど、住民の体感治安に不安が感じられる状

況となっております。その他、高齢者等を対象とした振り込め詐欺や女性や子供をねらった犯

罪も増加するなど、犯罪情勢は依然として厳しい状況にあります。 

 そのような状況を踏まえまして、昨年８月より総務課に防犯専門官として警察ＯＢを配置

し、住民の防犯相談や市内巡回パトロール等を行っているところです。また、地域住民の皆様

にもご協力していただき、地域での防犯パトロール等も活発に行われており、本年２月と５月

には警察、住民、行政との合同パトロールを実施したところであります。今後は警察とも連携
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を行い、毎月第２、第４金曜日を「筑紫地区一斉街頭活動の日」といたしまして、自主活動の

バックアップ、また協働活動への呼びかけを行ってまいる予定にいたしております。 

 以上です。 

○議長（不老光幸議員） ７番橋本健議員。 

○７番（橋本 健議員） 昨年８月から防犯専門官を採用されているということは聞き及んでおり

ますが、後でちょっと触れさせていただきます。 

 ここにですね、平成17年12月にいただいた太宰府市安全・安心まちづくり連絡会議規約があ

ります。市民の安全意識の高揚、また自主的な安全活動推進を図り、安全で安心のまちづくり

の実現に資することを目的とするというふうにうたってあるんですが、この規約にですね、こ

の規約は平成18年４月１日から施行というふうになっております。今日まで１年２カ月経過を

いたしておりますけれども、この間何をどう実践されてきたのか、お願いをいたします。 

○議長（不老光幸議員） 秘書広報課長兼総務課消防・防災担当課長。 

○秘書広報課長兼総務課消防・防災担当課長（武藤三郎） 私ども太宰府市は毎年ですね、防犯活

動につきましては、特に地域での防犯活動ですかね、それの推進ということで、特に西校区あ

るいは南小校区におきまして、そういう防犯活動の推進ですか、そういうことに努めてきてお

ります。 

○議長（不老光幸議員） ７番橋本健議員。 

○７番（橋本 健議員） 後で述べますけども、やはりもっとですね、行政の方がリードをとって

いただいてですね、やはり全市内的に防犯パトロールが普及するようにしていただきたいとい

うふうには思っているんですが、この連絡会議の組織というのはもうでき上がっているんでし

ょうか、組織されているんでしょうか。 

○議長（不老光幸議員） 秘書広報課長兼総務課消防・防災担当課長。 

○秘書広報課長兼総務課消防・防災担当課長（武藤三郎） その件については、まだ組織はしてお

りません。 

○議長（不老光幸議員） ７番橋本健議員。 

○７番（橋本 健議員） ぜひ、やっぱりこういった組織をつくっていただいてですね、今後太宰

府における防犯対策をどうやっていくかということも、やっぱり考えていただきたいというふ

うに思っております。 

 太宰府市の責務としましてですね、安全・安心のまちづくり推進条例の第４条に、市は規定

する基本理念を実現するため、安全なまちづくりを推進するために必要な施策を実施しなけれ

ばならないというふうに書いてあるんですが、なぜこういった動きがないのか、なかなか前に

進まないのか、問題点は何だというふうにお考えでしょうか。 

○議長（不老光幸議員） 地域振興部地域コミュニティ推進担当部長。 

○地域振興部地域コミュニティ推進担当部長（三笠哲生） 協働のまちづくりの視点から、私地域

コミュニティ担当ということで、その辺で少しご回答させていただきたいと思います。 
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 なるほど、橋本議員がおっしゃいますように、行政がリードしながら地域活動につながって

いくという、この間行政主導型の取り組みをやってまいっております。その一定の成果も出て

いると思います。しかし、市長も申しますように、これから行政と市民の方と一緒に地域の課

題を解決していくためには、やはり行政主導型ではなくて、その地域にどういう課題があるの

か、その課題を解決する方法にはどういうことが一番大事なのか、そんなことを皆さんと協議

をしながらですね、進めていきたいと思っております。この間、報告させていただきましたよ

うに、３つの小学校区ではそういう協議をしながら何かの取り組みをやろうという組織までつ

くっていただいたところもありますので、今後は市長の市政懇談会等も活用しながらですね、

市内全域にそういう取り組みの提案をしていきたいと思っております。 

○議長（不老光幸議員） ７番橋本健議員。 

○７番（橋本 健議員） 地域コミュニティの方で防犯部ができているというのは私も耳にしてお

ります。ただですね、名前を当て込んだだけで、動く組織にはまだなっていないんですよね。

やはり、ボランティアの組織をつくるということはなかなか難しいと思っております。 

 今世間ではですね、殺人事件から強盗、窃盗、こういったありとあらゆる事件が全国で発生

しているわけです。少年たちも凶悪な事件を起こすようになってきております。例えば、先日

の母親の首をバッグに詰めて、ネットカフェで時間を過ごすといった信じられないようなショ

ッキングな事件には、まず唖然とさせられてしまいます。また、街頭犯罪は日常茶飯事起きて

おります。世の中何かが狂っているとしか私は言いようがありません。 

 ここでちょっと資料をごらんいただきたいと思います。４市１町の街頭犯罪認知件数でござ

いますが、これは一応警察に届けがあったという分の件数でございます。平成16年を基準にし

て見ていただきますとですね、平成16年から平成17年はどこの市も減っているんです、件数。

ただ、平成17年から平成18年の前年比を見ていただければわかりますように、春日市がマイナ

ス96件、大野城市がマイナス33件、筑紫野市45件、那珂川町マイナス44件、太宰府市27件、逆

にプラスなんです、太宰府市だけが。それで、私は何とかですね、全市的にやはり取り組んで

いただきたいという、そういう働きかけを行政主導でやっていただきたいということで、今回

質問を取り上げさせていただきました。 

 その27件の内訳でございます。これは、さっきおっしゃいましたコミュニティ、小学校別の

ですね、小学校単位の太宰府小学校、それから太宰府東小学校、太宰府南小学校、水城小学

校、こういった７つの小学校区の街頭犯罪件数のデータでございます。その中で左の罪種、大

体これは少年犯罪も含まれております、たくさん。空き巣、忍び込み、居空きですね、これが

住宅における被害なんですよね。空き巣というのは人がいないときに入ってくる。忍び込みは

夜間に入る。家人がいるのにもかかわらず夜間に入って、顔を見たら命を奪うという事件も起

きております。それから、居空きというのは日中ですね、例えば下で、居間でテレビを見てい

るときに２階から侵入して、金品を奪うということだそうです。 

 こういうふうに見ますとですね、平成18年の合計、校区別に見ましても、みんなやはりその
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27件の太宰府小校区はプラス２件、太宰府東小校区は９件、太宰府南小学校区は18件、水城小

学校区はマイナスの５件、それから水城西小校区は28件、太宰府西小校区はマイナスの18件に

なっている。国分小校区はマイナスの７件で、トータルで27件ということでございます。 

 この資料でおわかりのようにですね、４市１町の中で、先ほど申しました太宰府だけが増加

をしていると。街頭犯罪を減らすための打開策というものを、やはり私は真剣に考えていかな

ければならないというふうに思っております。これまでで述べられました対策で大丈夫でしょ

うか、お尋ねをいたします。 

○議長（不老光幸議員） 市長。 

○市長（井上保廣） 防犯対策が今の現状で大丈夫なのかというようなことでございます。 

 もちろん、答えは今の現状ではまずいだろうというふうに思います。しかしながら、それぞ

れの自治体の中で、今地域振興部地域コミュニティ推進担当部長が言っておりますように、既

にそこに空き巣でありますとか、状況が発生したところが、積極的に防犯対策が進んでおると

いうふうに私は認識いたしております。平成17年12月に安全・安心のまちづくり推進条例をつ

くりましたのも、実は防犯等を念頭に置いて、まずできるものからやっていこうというふうな

視点で、この条例をまず制定をしたというふうなことでございます。 

 今後につきましては、一遍ではこれはできません。やはりそこに市民の皆さん方が同じよう

な考え方で、協働のまちづくりも基盤はそうですけれども、自分たちの町は自分たちで守ると

いうふうな、そういったまちづくりをしていくんだというふうな意識の醸成を、私どもはあわ

せて、総合行政として、防犯の視点からだけではなくて、あらゆる行政の対話する中で、やは

り総合行政等の視点から市民に対話していく必要があると、その中からやはり市民のまちづく

りの意識が醸成されてくるものというふうに思っております。私は具体的には行政ふれあい懇

談会を行うというふうに言っておりますのも、一つには地域力の低下が言われておりますの

で、もとの、今の隣組制度、そういったところを活用しながら、人と人との触れ合い、横のつ

ながり、その中でやはり幼児から高齢者、あるいは防犯、防災も含めて、有事の際にやはりつ

ながりができるような、リンクされるような、そういった連鎖した組織あるいは制度を確立し

ていきたいなというふうに思っております。時間がかかりますけれども、私は平成22年中まで

には、この制度設計をきちっと市民の声を聞きながら行っていきたいというふうに思っており

ます。 

○議長（不老光幸議員） ７番橋本健議員。 

○７番（橋本 健議員） 済みません。くどいようですが、太宰府西小校区は資料でごらんのとお

りですね、マイナス18件。これは何でかといいますと、自慢するわけじゃないんですが、西小

校区ではですね、平成17年10月、８行政区中６つの行政区の有志の方でですね、防犯防災協力

会を立ち上げたんです。その中で、毎月定例会を開き、防犯の取り組みについての協議あるい

は情報交換を行っております。定例会も、もう今月で20回目を数えます。そのほかに警察や消

防署、防犯アドバイザーを招いて防犯セミナーを６回、それから地域安全リーダー養成講座を
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４回開催しております。その結果、筑紫野署の署長より34名の方が修了証を授与されておりま

して、計10回の受講者は延べ557名というふうに活動をしております。 

 先ほどの防犯専門官のお話ですけれども、採用されまして、市内全域の巡回パトロールを実

施していただいておる。落書きや不法投棄、それから駐輪場、駐車場、自動販売機や住宅地の

空き巣発見、また住民からの相談の迅速な解決、こういったことなどで活躍をされております

が、もっともっとですね、この防犯専門官の存在を周知、お知らせしていただきたい。それ

と、お知らせするためには区長会、校長会、また事業所におきましてですね、この防犯専門官

の紹介と積極的なＰＲ活動を実行していただきまして、市民への安心感を少しでもですね、広

げていただければと思っておりますが、いかがでしょうか。 

○議長（不老光幸議員） 総務部長。 

○総務部長（石橋正直） ただいま提案されましたとおり、今後十分周知に努めたいと思います。 

○議長（不老光幸議員） ７番橋本健議員。 

○７番（橋本 健議員） せっかくですね、条例ができておりますから、絵にかいたもちでは私は

もう何にもならないというふうに思っております。市民への防犯に対する意識高揚、先ほどお

っしゃいましたようにですね、自分たちの町は自分たちで守るんだという、そういう意識高揚

と実践活動部隊の体制づくりのためにですね、私はぜひこれは防犯対策費という予算化をして

いただきたいなというふうに考えております。このままではもう何にもできないままに終わっ

てしまいますので、ぜひお願いをいたしておきます。 

 そこで、最後の提案ですけれども、防犯対策としてですね、防犯促進としまして、区長の認

可を得た防犯ボランティアの申請団体には３万円から５万円の助成金を出すといった、１、２

の３で募集働きかけをしない限りはですね、パトロールの動きというのは出てこないと思うん

です。こういった点でどのようにお考えになりますでしょうか。やはり一斉にやるべきだと思

うんですよね。 

○議長（不老光幸議員） 市長。 

○市長（井上保廣） そこまでやるためのやはり方策といいましょうか、集めて、そういった各団

体、それぞれ防犯の組織団体はあるわけですけれども、そのことがネットワーク化されていな

いというような部分等々があります。その中でどういった意見、一緒に連絡をとり合うとか、

そういった形でのシステムづくりといいましょうか、これが大事ではないかなというふうに思

います。私は、子供の命を守るネットワークの確立のための提言も公約の中でいたしておりま

す。私は、やはり地域、行政、そういった各種団体、これの連携というようなものが大事だ

と。その前には、その前提にはやはり、先ほども言いましたように、私たちの町は、地域は私

たちでまちづくりをしていくんだ、防犯も子供たちを守っていくんだというふうな、そういっ

て行われておりますついで隊、例えば登下校時におきましても、その時間帯に庭に出るだけ、

外の掃除をするだけ、７時半から８時半ぐらいまで、皆さん方がそういった形で登下校の通学

路になっているところをするだけで子供たちの命は、あるいはそういった事故から守られると
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いうように思っております。それをするにしても、やはりある種は行政が主導しなければなら

ないと思いますが、そういった啓発活動、あるいは今ご提言があっておりますように、パトロ

ールするための助成も起爆剤として有効であろうと思いますので、その辺のところも含めて今

後考えていくということは必要だろうというふうに思います。 

○議長（不老光幸議員） ７番橋本健議員。 

○７番（橋本 健議員） よろしくお願いいたします。 

 防犯グッズというのはそんなに高くないんですよね。帽子とか腕章、防犯チョッキ、赤色灯

なんかもございますし、これの助成金が出るとなるとですね、非常に励みにもなりますしね、

大変助かります。活性化に役立つということでございます。 

 例えば言葉は悪いですけれども、えさをまかないと魚はかかりません。やはりこういった思

い切った施策を展開していただかないと、動きそのものが出てこないんです。この辺を私は今

日最も言いたいことでございまして、ぜひ促進策取り組みの件、ご検討ひとつよろしくお願い

をしておきます。 

 最後になりますが、最近は非常に物騒でございまして、犯罪はいつどこで起きるかわかりま

せん。全国ニュースにならないよう、予防をいち早く、こういうことが大切でございます。青

少年の非行や犯罪抑止にもつながってまいります。一議員が提案したすぐ後に取り組んでおけ

ばよかったというような後悔だけはしないよう、安全・安心の町、治安日本一の太宰府を目指

して、防犯の積極的な展開を期待いたしまして、私の質問を終わらせていただきます。 

○議長（不老光幸議員） ７番橋本健議員の一般質問は終わりました。 

 次に、５番後藤晴議員の個人質問を許可します。 

              〔５番 後藤晴議員 登壇〕 

○５番（後藤晴議員） ただいま議長より一般質問の許可をいただきましたので、通告に従い、

次の２項目について質問をさせていただきます。 

 その前に、今般の井上新体制により、新たな施策や事業課題を総合的な見地で、マニフェス

トに沿って実行されていく手腕に対しまして、心よりご期待を申し上げます。 

 それでは、まず１項目といたしまして、行政サービスに市民の声を反映する施策について質

問いたします。 

 市長は施政方針の中で、市役所はサービス産業であると述べられました。しかし、市民の声

は今もなお厳しく、職員の対応に関しても、態度や言葉遣い、実際に行動を起こすまでの過度

の時間の経過、また約束したにもかかわらずいつまでたっても実現されないということなど、

時折不満の声を耳にします。このことは予算の問題もあるでしょうが、一部職員の姿勢の問題

でもあるようです。 

 このようなことから、市長が言われるサービス産業の手法として、予算面と職員の資質向上

を含め、どのような取り組みをなさるのか、また市民の声が反映するような取り組みとはどの

ようなものかを具体的にお示しください。 

－258－ 



 次に、２項目めとして、公共施設使用料の減免について、もちろん賛成の立場で質問させて

いただきます。 

 私どもからしますと、市民の要望を反映されたこととして、非常にありがたいことだと思っ

ております。しかし、最初に減免を廃止するに至った理由から見て、時間を余り置かずに復活

されるのはどのようなお考えがあってのことなのか、お聞かせください。また、減免の対象は

以前と変わらずに実施されるのでしょうか。施政方針では、市民の皆様のスポーツ活動や文化

活動を総合的に支援する観点から、体育協会及び文化協会加盟団体等に対する公共施設の使用

料を減免すると述べられていますが、限られた団体のみが対象となるのでしょうか、あわせて

ご回答ください。 

 なお、回答は項目ごとにお願いいたします。 

 あとは自席にて再質問をさせていただきます。 

○議長（不老光幸議員） ここで休憩します。 

 15時25分から再開します。 

              休憩 午後３時11分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

              再開 午後３時25分 

○議長（不老光幸議員） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 市長。 

○市長（井上保廣） １項目めの行政サービスに市民の声を反映する施策についてご答弁を申し上

げます。 

 まず、職員の態度や言葉遣い、あるいは約束がいつまでたっても果たされない等につきまし

てのご指摘がございましたけれども、ちなみに昨年２月に市民課窓口で行いました市民満足度

調査によりますと、満足とやや満足で65％、普通を含めますと96％の肯定的な回答、評価をい

ただいておりますし、本年４月から全庁的に実施しておりますマナーアップご意見箱では、普

通の評価は設定しておりませんが、約61％の方が満足しているという調査結果が得られており

ます。しかしながら、一部の職員であってもご指摘を受けるようなことがあれば、それは改め

ていく必要があるというふうに思っております。職員一人一人が常に全体の奉仕者であるとい

うことを踏まえた上で、適切な対応に心がけていかなければならないというふうに思っており

ます。ご指摘のように、服務規律の確保を徹底していくことは必要でございまして、改めて各

部課長から朝礼等を通じまして、周知するように指導をいたしております。また、事務事業を

進めるに当たりましても、市民への説明を十分に行っていくことが大切であると思いますの

で、こういった点もあわせて指導してまいりたいというふうに思っております。市政運営の基

本は、市民の皆さんの意見を聞き、市政に反映させることが大切であるというふうに思ってお

ります。 

 次に、市民の声が反映するような取り組みはどのようなものかについてご回答申し上げます
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けれども、個別的な意見につきましては、日常業務におきまして、各課窓口あるいは電話、フ

ァクス、はがき、封書あるいは市へのメールなどでも、市民の皆さんから意見や要望をお伺い

しているところでございます。全体的に聞く場といたしましては、本年度は「住みよか太宰府

まちづくり市民意識調査」の実施でありますとか、あるいは、仮称でございますが「市長と語

ろう未来の太宰府・ふれあい懇談会」の計画をいたしております。また、市民の市政参画の機

会を拡充するとともに、市の基本的な政策あるいは施策、計画等に対しまして、市民等が意見

を述べる機会を保障いたしまして、市の意思決定過程における公正の確保と透明性の向上を図

るために、パブリックコメント制度を本年度中に導入をしたいというように思います。今日ま

でも部分的には行っておりましたけれども、これを制度化していきたいというように思ってお

ります。 

 以上でございます。 

○議長（不老光幸議員） ５番後藤晴議員。 

○５番（後藤晴議員） 今市長の答弁がありましたけど、確かに満足度65％、これが100％にな

るためには大変なことだとは思います。だけど、今回は４月の統一地方選挙がありまして、市

長もいろんな市民の方とお会いされたと思いますけど、私も同じくいろんな市民の方とお会い

しました。そして、市民の方々のお声をお聞きしたところ、いろんな声を聞きましたけど、井

上新体制になって一番最初に取り上げるのはこれじゃないかなと思いましたので、これを取り

上げさせていただきました。 

 そのお話の中で１つ例を挙げますと、市民が担当窓口ですね、カウンターに伺うと、先に市

民の方が担当の職員の方とお話をしている、そのときお見えになった市民の方は、横で立って

待っていらっしゃると。そのカウンターの奥にはもちろん職員の方が何人もいらっしゃる。そ

して、その中に、職員の方はもちろんお仕事をされていますので、パソコンの画面を見たり、

または書類を見ていて、市民が立っているのに全く気づいていないのか、また気づかないふり

か、また気づいていても、１人が対応しているのでという気持ちであるんじゃないかなという

お声がありました。このようなことが多く見られるという苦情が何件か聞きましたんですけ

ど、私は気づかないことはないと思います。もちろん、１人が対応しているのでというような

気持ちがあるのではないかと思います。もし、奥にいらっしゃる職員の方が気づかれなくて

も、対応している職員の方は、真横に新たな市民の方がお見えになっていらっしゃるのですか

ら、必ず目につくと思います。そのときに、対応されている職員の方が奥の職員に、お客様で

すよというような声をかければ済むのじゃないかなと、そういうふうに私は思いました。 

 だから、こういうものが一番、市長も述べられましたように、市役所はサービス産業と、本

当に私もそのとおりだと思います。市民の方で初めて役所に来られる方、また役所に行くのが

本当に苦手な方、だけどどうしても役所に行かんことには自分のこれが終わらないと、渋々行

って、やはり市民の方というのは役所、お役所の職員さんですから、こわごわと行かれる方も

いらっしゃると思います。その方たちに少しでも和んでいただけるように、市民の方ですの
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で、人間、人と人との心の触れ合いというものをちゃんとしていただければ、市民の方は気持

ちよくお話をして、いろいろ教えていただいて帰られると、これが一番大事なんじゃないかな

と思います。 

 そういう意味でこれを取り上げさせていただいたんですけど、今市長の方からもお話があり

ましたように、いろいろな勉強会をやるとか教育をしていくということを言われましたけど、

今のような対応があるということと、もう一つ述べさせていただきますと、これはその方がお

っしゃったので、私はその方に一応そういうことを市の方に問い合わせする場合は、区長を通

してやってくださいと、今言われることはこれは区長を通してやるべきが本当ですよというこ

とは確かに念は押しました。それでもって、市民の方が何人かで担当課に面会し、質問、願

い、要望をしたところ、その担当の方が即答はできないということでありましたということ

で、その方たちが名前と住所と電話番号を提出して、後日回答をお願いしますということで帰

宅されたそうです。だけど、待てども待てども回答がない。とうとう６カ月近くたったと。

で、何の連絡もなかったと。そして、その回答を、たまたまなんですけど、私が聞いたんで

す。そしたら、その方から皮肉られて言われたのは、議員さんだからその回答は即に出たのか

と。たまたま私が６カ月たったことで、役所の方から答えが決まったから、私に答えていただ

いたと思うんですけど、その方たちの判断では、議員だから答えてもらったんじゃないかとい

うような疑いの目で見られました。だから、やはりそこで即答ができない、まだ決まっていな

いから、回答することができないかもわかりません。だけど、半年もたっている、相手の方は

３人行かれたそうです。そして、電話番号、住所、名前までちゃんと伝えて帰ってあるのにそ

の答えが返ってこないと、本当にやはり市民の方はつらいと思います。腹が立ってくると思い

ます。そういうことを本当に、ぜひ新体制、井上体制でやっていっていただきたいと思いま

す。これは本当に昨日から各議員さんがお話しされていますけど、職員の方、本当によく仕事

をされています。それは私も重々わかっております。だけど、そこに１人か２人、たまたま、

それもたまたまだと思いますけど、それがあってもやはり市民の方はそこで、もうそれだけし

か頭に記憶がないと思います。そういうことが一番大事じゃないかなと思います。ぜひよろし

く。 

 それで、市長の施政方針にて、いろいろな公約を述べられましたけど、そのために私はこの

ことが一番気になりましたので、いろんな議員の方は違うことをいろいろ述べられましたけ

ど、私としては人の心、和を大事にするということが一番大事じゃないかなと思ったものです

から、これを述べさせていただきました。市長が助役のころは市民を大事に、もちろん考えら

れていたと思いますけど、市民の前で余り述べる時間がなかったと思います。だけど、今度の

統一地方選挙がありまして当選されました。その前にお願いにいろいろ選挙活動をされまし

た。それで、いろんな方に委任されて、本当に述べる機会がいっぱいあったと思います。それ

で、施政方針で市民が中心と、市民を大切、大事にと、至るところで述べられております。私

もこれが一番大事なことではないかなと思います。いろんなコンピューターをいじります。機
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械をいじります。だけど、市民の方と対話するということが、一番この太宰府市をよくしてい

く上で大事じゃないかなと、市民の方と対話することが一番大事じゃないかなと思うので、こ

れを述べさせていただきました。ぜひ、今後ともこれを忘れないでやっていってほしいと思い

ます。よろしくお願いします。 

 では、次の項目、お願いします。 

○議長（不老光幸議員） 市長。 

○市長（井上保廣） ご提言ありがとうございました。 

 次でございますが、公共施設使用料の減免についてご回答いたします。 

 公共施設使用料の減免の見直しにつきましては、公平な受益者負担の原則から、一般利用者

との公平性を図るため、また指定管理者制度の導入等に伴うことから、市の方針として、平成

18年１月から市民の皆さん方にご理解とご協力をいただきながら実施して、１年数カ月が経過

したところでございます。 

 しかしながら、今回、市民の皆様方にお会いする中で、文化協会でありますとか、あるいは

体育協会等の団体の会員の皆様方、あるいは小・中学校の保護者の皆さん方から、数多くの市

民の皆さん方からこの使用料や利用の面でご不満があるということの意見をちょうだいしまし

た。また、そういった不満が述べられたわけでございます。 

 そういったことから、減免問題については、これは再度、原点に立ち返って見直す必要があ

るというふうに、そのときにも考えるに至った次第でございます。このことから、私はいろい

ろ迷いましたけれども、そういった不満あるいは厳しい批判がある以上、やはり行政はそうい

った文化の面、あるいは体育の面、いずれにしましても生涯学習の側面から、支援をしていく

というのが行政の立場であろうというふうに思いました。そういったところから、今回の見直

しを行わなければならないというふうに至ったわけでございます。 

 市民の皆様方がやはり利用しやすい施設としていく検討や、あるいはスポーツ活動への参加

促進、また文化活動などを総合的に応援していくというふうな観点、そういった観点に立ちま

して、現在受益者負担を原則としながらも、負担のあり方について、関係課によります調整会

議を進めております。減免の対象あるいは減免率及び実施時期などにつきまして、さらに指定

管理料への影響なども含めまして、総合的に検討をいたしておるところでございます。 

 一定の方向が決まり次第、早い時期に私は実行に移したいと思いますし、そういった中にお

きましては、議会の方に早速初めにご報告もあわせて行いたいというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（不老光幸議員） ５番後藤晴議員。 

○５番（後藤晴議員） ありがとうございました。 

 昨日から各議員さんで、私を含め７名の議員の方が質問されました。そして、同じことの繰

り返しになるかと思いますけど、よろしくお願いします。 

 体育協会が中心となり、市民及び各団体と一緒に、平成17年６月16日に署名総数1万
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6,533名、太宰府市民の人口が6万7,000名、４名に１人の方が署名していただきました、公共

施設使用料減免措置の継続を求める要望書、前市長の佐藤善郎様あてに提出しています。井上

市長が助役のときでございますけど、このことを、提出をしたことをまずご存じであったかと

いうことと、またこのことが、もちろん市長も統一地方選挙がありましたので、市民の方から

いろいろお話を聞かれたと、意見が出たということは昨日から述べられております。だけど、

この署名書、要望書が少しでも影響しているのかなというのをちょっとお聞きしたいと思いま

す。 

○議長（不老光幸議員） 市長。 

○市長（井上保廣） 今の署名等については、その段階で陳情書が上がったと、署名入りで上がっ

たということについては、承知をいたしていました。その時点の中におきましては、いろいろ

な行政施策のあり方、見方、行政評価制度に基づきました、あらゆる分野の見直しをかけてお

りました。そういった部分がありましても、やはりその時点の中においては、前に進むという

ようなことをしなければならないというふうな要素の方が強かったというふうに判断をいたし

ております。しかしながら、今も申し上げましたように、その後具体的な、この目で、この耳

で、この足で聞き、そして皆さん方の声が非常に大きいというようなことで、途中でも、当時

の佐藤市長の方にも電話をいたしました。私はこう言った考え方を持っていると、やめており

ましたけれども、そういったところを話ししながら、そして改めるにはばかることはない、勇

気を持って過ちはやはり改めていく必要があると、そういった気持ちの中から、マニフェスト

の中においても掲げ、そしていつからするかというようなことまではわかりませんでしたけど

も、早い時期にそういった生涯学習の面、あるいは体育の面の側面から、やはり支援していく

というふうな形の中で行政はあるべきだと、当選したらまずもって、その辺のところを含めて

できることからやっていこうというようなことで決意し、今のような状況になった次第でござ

います。 

○議長（不老光幸議員） ５番後藤晴議員。 

○５番（後藤晴議員） これも昨日からお話が出ておりますけど、再度確認させてください。 

 減免の対象は、文化協会、体育協会、教育団体、ボランティア団体、福祉団体など市のため

に尽力されている団体や、市が認めている団体を含めての減免になるのでしょうか。 

○議長（不老光幸議員） 市長。 

○市長（井上保廣） 従来から、ちょっとお話を戻しますと、教育委員会の中で減免制度そのもの

はありましたけれども、厳密にどういった団体を、どういうふうな形の中で減免するかという

ような基準を、その当時設けておりませんでした。職員がその都度の申請に基づいて、減免制

度を行っていたというような部分がございます。そういった部分をまずもって変えていくとい

うふうなことから、その時点の中で始めましたし、やはり基準書をつくって行うべきだと、あ

るいは通例の部分でない例外的な減免については決裁を逐次受け、あるいは決裁がそういった

スピードの面から問題があるのであれば、基準書をきちっとつくった形の中で行うべきである
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と、今ご指摘の各種団体の領域の中においては、すべて入るというふうに思っております。 

○議長（不老光幸議員） ５番後藤晴議員。 

○５番（後藤晴議員） ありがとうございます。その中に対象者が、これは外すというような項

目が出たら、再度お願いしたいと思いましたけど、ありがとうございました。 

 最後になりますが、市長が施政方針またはマニフェストにて減免を述べられて、それをやは

り市民の方は早く耳にされて、早速私たちにいろいろな団体、市民の方より喜びの声を聞きま

す。そして、減免の実施時期はいつかと、いろんなことをお尋ねになりました。だけど、これ

は昨日の議員さんの質問の中にお答えが出たと思いますけど、９月をめどに検討中ということ

のご回答が出ております。これで私に問い合わせがあった方々にはお答えしてよろしいでしょ

うか。 

○議長（不老光幸議員） 市長。 

○市長（井上保廣） 条例整備でありますとか議会の議決というふうな部分もありますので、９月

議会をめどに戻していきたいというふうな考え方は持っております。早い時期でそういうふう

になると思います。いろんな部分がありますと、それ以降になるかもしれませんけれども、基

準値としては、目途としては９月でいきたいというふうに思っております。 

○議長（不老光幸議員） ５番後藤晴議員。 

○５番（後藤晴議員） ありがとうございました。 

 ２項目について述べさせていただきましたけど、今後とも新しい井上体制が活発に活動して

いくことを願いまして、質問を終わります。 

○議長（不老光幸議員） ５番後藤晴議員の一般質問は終わりました。 

 次に、１番田久美子議員の個人質問を許可します。 

              〔１番 田久美子議員 登壇〕 

○１番（田久美子議員） ただいま議長の許可をいただきましたので、通告しています公共施設

の災害対策について、市長及び部長に質問いたします。 

 本市は災害、防災対策に対し、安全で安心して暮らせるまちづくりを推進しておられ、市民

の生命、財産を守るため、災害訓練を初め啓発、危機管理など様々な取り組みをされ、災害対

策に心がけておられることを深く感謝しております。 

 忘れもしません、平成15年７月19日の集中豪雨、平成17年３月20日の福岡西方沖地震、４月

20日余震と、災害は予告できません。平成11年６月、総理府の世論調査においても、日ごろか

ら地震、災害への備えをしているかと聞いたところ、特に何もしていないと答えられた方が

35％、2004年７月１日、太宰府市市政だよりの市民意識調査の結果もマイナスという評価であ

り、防災意識が高まっていないのではないでしょうか。 

 そこで質問いたします。 

 １つ目は、第１次避難場所である市内44カ所の共同施設及び公民館の現状についてお伺いい

たします。 
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 第１次避難場所である公民館は、市民が利用する身近な施設であり、災害のときの避難場所

となっておりますが、公民館の有効活用がなされているのでしょうか。また、ふだんの利用率

はどれぐらいなのでしょうか。第１次避難場所である公民館がどこにあるのかわからなく、避

難場所に誘導する表示板の設置がないことや、地震その他災害が発生した場合、避難場所とし

て指定されている公民館が、何らかの理由でいざというとき利用できないことがあっては、住

民を守ることはできないと思います。健常者だけではなく高齢者や子供、障害者が安心して暮

らせる環境づくり、バリアフリーなど、公民館の現状、問題点はありませんか。避難場所であ

る公民館は、緊急時にすぐに開錠できるのでしょうか。電話の設置はされているのでしょう

か。入館するまでの玄関が階段になっていて、体の不自由な方の利用ができているのでしょう

か。トイレについては、和式トイレは高齢者には負担であり、また男女共同になっているなど

問題点がありますが、いかがでしょうか。世帯数に応じた収容施設になっているのでしょう

か。改善策として、例えば手すりポールをつける、階段をスロープにするなど、ちょっとした

ことの工夫で改善策となると思います。自治会との協議を行い、避難場所として改善強化する

ことが必要だと思いますがいかがでしょうか、ご回答をお願いします。 

 ２つ目は、第２次避難場所の選定についてお伺いいたします。 

 第２次避難場所も世帯数に応じた収容対応を考えて振り分けられているのでしょうか。例え

ば、市民べんり帳2007保存版では、太宰府東小学校校区の第２次避難場所が太宰府中学校だけ

となっておりますが、相当の距離があり、移動するのが大変でございます。この校区の第２次

避難場所に太宰府東小学校を追加、変更することはできないでしょうか。 

 公民館は自治会だけで運営するのではなく、福祉行政の関連もあると思います。避難場所と

して、コミュニティづくりの場として、機能が十分に発揮されているのでしょうか。公民館の

運営の見直しや組織、役割、重要性を認識し、地域福祉活動ができるよう、憩いの場であり集

いの場で、学習の場として、災害時に第１次避難場所として活用できるよう施設の充実を図っ

てもらい、市民と自治会と行政が連携し、できるところから改善策を講じることが必要である

のではないかと考えます。市としてはどのように考えられておられるか、お伺いいたします。 

 再質問につきましては自席で行います。よろしくお願いいたします。 

○議長（不老光幸議員） 市長。 

○市長（井上保廣） 本市の災害時における避難施設につきましては、太宰府市地域防災計画にお

いて指定をいたしております。 

 まず、行政区を単位とするブロックを１次避難圏とし、44の地区公民館や近くの公園等を指

定いたしておるところでございます。 

 また、第２次避難場所につきましては、原則として各小学校区を避難圏とし、社会的、地理

的に一定のまとまりを有していることや、直線距離がおおむね２㎞以内の地域であること等を

要件といたしまして、指定をいたしております。 

 詳細につきましては、担当部長の方から回答させますので、よろしくお願い申し上げます。 
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○議長（不老光幸議員） 総務部長。 

○総務部長（石橋正直） まず、共同利用施設及び公民館の現状について回答いたします。 

 現在、共同利用施設及び地区公民館は、行政区で建設及び維持管理をされております。市の

方からは、公民館活動に対して、公民館運営助成金及び施設の補修等に対して整備補助金を交

付いたしております。 

 公民館活動の利用率につきましては、正確にはつかんでおりませんが、生涯学習の地域の拠

点として文化祭、敬老会や子ども会活動など、様々な地域の行事への中心的活動の場として利

用されております。 

 避難所といたしましての公民館の利用率ですけども、平成18年度では７公民館、28名の自主

避難者の方が利用されております。 

 次に、バリアフリーについてですが、最近建設されました４カ所の公民館につきましては、

バリアフリー化がされております。今後建設される行政区、あるいは改造される行政区の公民

館がありましたら、バリアフリー化を指導していきたいというふうに考えております。 

 緊急時の開錠につきましては、ほとんどの公民館が館長、主事さんで管理してあります。中

には管理人を置かれてある公民館もありますので、必要なときは電話等で開錠をお願いいたし

ております。 

 電話の設置につきましては、設置されていない公民館が数カ所あります。連絡につきまして

は、館長もしくは主事さんに連絡することといたしております。 

 階段やトイレにつきましては、バリアフリーとも関連がございますが、階段でスロープにな

っていないところや、トイレが男女別になっていない箇所はあります。施設の改善につきまし

ては、建築年数が相当経過していることから、毎年行政区から補助要望が多く申請されており

ますが、財政状況等の事情から、行政区の要望に対しまして十分に対応できていないのが現状

でございます。 

 また、補助金の交付につきましては、行政区からの申請内容を精査させていただき、緊急な

ものを優先して交付していきたいと考えております。 

 最後に、世帯に応じた収容施設であるのかの問題についてですが、地区公民館は社会教育法

上は公民館類似施設に当たりますので、設置基準の制約がございません。当初、建設時に土地

の状況や資金の関係で現在の公民館が建設されており、避難所としての施設ではありません

が、区民に一番身近なものとして周知されていることから、指定をしたところであります。 

 以上、５点について回答いたしましたが、災害等の状況に応じて、第１次避難所では不十分

であると判断したときは、第２次避難所に誘導したり、案内することといたしております。 

 次に、第２次避難場所につきましては、基本的には小学校区ごとに避難していただくことに

なりますが、災害の発生の状況、被害の状況によっては、校区以外の避難所を利用することも

想定されますので、状況に応じた適切な対応を実施したいと考えております。 

 また、太宰府東小学校を校区の避難所として追加指定できないかとのお尋ねですが、今後全
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体的なバランス等を考慮しながら、避難施設の指定を再検討させていただきたいと考えており

ます。 

 以上です。 

○議長（不老光幸議員） １番田久美子議員。 

○１番（田久美子議員） ありがとうございました。答弁で、全体的なバランス等を考慮しなが

ら、再検討するということでございますけれども、私もこれが即実行できるとはなかなか難し

いと思いますけれども、すべて人に任せず、各一人が備えの心を持つことが一番大事なことな

んですけれども、備えあれば憂いなしという共通の理解を自覚し、一刻も早く改善していただ

きたいと思っております。前向きなご意見ありがとうございました。 

 それから、災害が発生してからでは遅く、避難場所として指定されている地区公民館の一部

で、湯ノ谷西、三条台というのは、もう行かれていると思いますけれども、本当に山手にござ

います。本当にあれが避難場所であるのかなと、私があの辺に住んでいたら、私は山の方には

駆けつけないだろうと、市民の、ひとり暮らしのお年寄りのことを考えていただくと、やっぱ

り避難場所というのは、避難場所としては、先ほど部長の方から言われましたけれども、行政

区の世帯数に応じて割られているんだろうと思いますけれども、とにかく地区公民館が山にあ

るということは、本当にがけ崩れとかで避難できないことがあるのではないかと、私は今心配

でございます。その点を含めまして、組織の機構の事務分掌の中に位置づけられている中央公

民館は共同利用施設の管理と地区公民館の指導を行う機関として、そういうふうになっており

ますので、44カ所の施設の有効活用ができているかどうかの把握はしておくべきだろうと思い

ます。 

 また、市長様、施政方針に述べられたように、「市長と語ろう未来の太宰府・ふれあい懇談

会」で地区公民館に行かれる際には、地区公民館を見ていただきまして、入り口から見てくだ

さい。入り口から、車いすが入れない状態、もう段差が何段もあって、そこをセメントでスロ

ープにするだけで、それで終わるということを頭に入れていただいて、市長さんみずから懇談

会等に行かれたときには、施設の方も見ていただきたいと思っております。 

 それから、今は、現在は健常者だけの避難訓練、講習会は実施されておりますが、今後は高

齢者や子供、障害者、視覚障害者を対象とした避難訓練、講習会、そういったものもぜひ取り

入れていただき、太宰府市が災害の少ない町として有名になりますように、何かあっては困り

ますので、その点を含めまして、私の一般質問を終わらさせていただきたいと思います。 

○議長（不老光幸議員） １番田久美子議員の一般質問は終わりました。 

 次に、３番長谷川公成議員の個人質問を許可します。 

              〔３番 長谷川公成議員 登壇〕 

○３番（長谷川公成議員） 最後ですので、頑張りましょう。 

 ただいま議長より一般質問の許可をいただきましたので、通告しておりました項目について

質問させていただきます。 
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 市長は、公共施設使用料減免を公約に掲げてあります。調査によると、７月以降にも20以上

の市民大会が予定されていますが、各大会の運営において、施設使用料値上げのため、試合会

場やそれに伴う練習施設を確保するのにも経費がかかり、参加料の値上げを検討するなど、市

民にしわ寄せが来ています。今後、本市でも高齢化社会の到来や余暇時間の増大など、市民を

取り巻く環境の変化に伴い、健康が大きな関心事となってきました。 

 また、都市化につれて、近隣の人間関係の希薄化も社会問題となりつつあります。その両方

を解決していくためには、やはり気軽に、また継続的にスポーツができる環境づくりがぜひと

も必要ではないかと考えるところです。 

 そこで、同じような質問で申しわけないんですけど、施設使用料の減免はいつからか、また

どの程度の減額を考えておられるのかお伺いいたします。再質問は自席にて行います。 

○議長（不老光幸議員） 市長。 

○市長（井上保廣） 今議会の中で、多くの議員の皆さん方が施設使用料の減免についてお尋ねが

ありました。それだけ市民、あるいは関係者の関心度が高いんだというようなことをまずもっ

て、私は改めて痛感をしておるところでございます。 

 公共施設の使用料の減免の見直しにつきましては、公平な受益者負担の原則から一般利用者

との公平性を図るため、また指定管理者制度の導入等に伴います市の方針といたしまして、平

成18年１月から市民の皆さん方にご理解とご協力をいただきたいというようなことで実施いた

しまして、１年数カ月が経過をしたところでございます。 

 しかしながら、何度も私は基本的な考え方を申し上げておりますけれども、今回選挙を通し

て市民の皆さん方にお会いする中で、文化協会でありますとか、あるいは体育協会等のそれぞ

れの団体の会員さんなどから、数多くの市民の皆さん方から、使用料やあるいは利用面でご不

満のご意見をいただいたところでございます。そういったことから、減免問題につきまして

は、再度原点に返って見直す必要があるというふうに思った経過の次第でございます。 

 このことから、市民の皆様が利用しやすい施設としていく検討や、あるいはスポーツ活動へ

の参加促進、また文化活動などを総合的に応援していくという観点に立ちまして、現在受益者

負担を原則としながら、負担のあり方でありますとか、そういったものを関係課によります調

整会議を進めておりまして、減免の対象あるいは減免率及び実施時期なども含めまして、さら

には指定管理料への影響なども含めて検討をいたしておるところでございます。 

 先ほども申し上げましたけれども、９月をめどに議会の中で提案できるように努力したいと

いうふうに思っております。一定の方向が出ました折には議会の方に、もちろん条例でござい

ますので議決も必要でございますし、またその前に説明をいたしたいというふうに思っており

ます。 

 以上です。 

○議長（不老光幸議員） ３番長谷川公成議員。 

○３番（長谷川公成議員） 市長には昨日から同じような内容の質問が続きましたけど、ご丁寧な
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答弁、誠にありがとうございます。 

 最後になりますけど、市民の立場から考えますと、やっぱり施設使用料減免はですね、非常

にありがたいことです。ですが、公共施設というのは利益目的ではなくですね、市民の文化活

動の発展や生涯スポーツの促進を第一に考えていただきますようお願いいたしまして、一般質

問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（不老光幸議員） ３番長谷川公成議員の一般質問は終わりました。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

○議長（不老光幸議員） 以上で本日の議事日程はすべて終了しました。 

 次の本会議は６月26日午前10時から再開します。 

 本日はこれをもちまして散会します。 

              散会 午後４時05分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 
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１ 議 事 日 程（５日目） 

   〔平成19年太宰府市議会第２回（６月）定例会〕          

                                    平成19年６月26日 

                                    午 前 1 0時 開 議 

                                    於 議 事 室 

 日程第１ 議案第44号 字の区域の変更について（建設経済常任委員会） 

 日程第２ 議案第45号 太宰府市特別職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例につ 

            いて（総務文教常任委員会） 

 日程第３ 議案第46号 教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部を改正する 

            条例について（総務文教常任委員会） 

 日程第４ 議案第47号 太宰府市附属機関設置に関する条例の一部を改正する条例について（総 

            務文教常任委員会） 

 日程第５ 議案第48号 太宰府市行政財産使用料条例の一部を改正する条例について（総務文教 

            常任委員会） 

 日程第６ 議案第49号 太宰府市社会教育委員に関する条例の一部を改正する条例について（総 

            務文教常任委員会） 

 日程第７ 議案第50号 太宰府市立運動公園条例の一部を改正する条例について（総務文教常任 

            委員会） 

 日程第８ 議案第51号 太宰府市体育センター条例の一部を改正する条例について（総務文教常 

            任委員会） 

 日程第９ 議案第52号 太宰府市立太宰府史跡水辺公園条例の一部を改正する条例について（総 

            務文教常任委員会） 

 日程第10 議案第53号 太宰府市立大宰府跡遺構保存覆屋条例の一部を改正する条例について 

            （総務文教常任委員会） 

 日程第11 議案第54号 太宰府市文化ふれあい館条例の一部を改正する条例について（総務文教 

            常任委員会） 

 日程第12 議案第55号 太宰府市公園条例の一部を改正する条例について（建設経済常任委員 

            会） 

 日程第13 議案第56号 太宰府都市計画太宰府市地区計画の区域内における建築物の制限に関す 

            る条例の一部を改正する条例について（建設経済常任委員会） 

 日程第14 議案第57号 太宰府市自動車駐車場条例の一部を改正する条例について（建設経済常 

            任委員会） 

 日程第15 議案第58号 太宰府市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例につ 

            いて（環境厚生常任委員会） 

 日程第16 議案第59号 太宰府市女性センタールミナス条例の一部を改正する条例について（環 
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            境厚生常任委員会） 

 日程第17 議案第60号 平成19年度太宰府市一般会計補正予算（第１号）について（各常任委員 

            会） 

 日程第18 議案第61号 専決処分の承認を求めることについて（平成19年度太宰府市国民健康保 

            険事業特別会計補正予算：専決第１号） 

 日程第19 意見書第３号 異常気象による災害対策や地球温暖化対策の強化・拡充を求める意見書 

            （環境厚生常任委員会） 

 日程第20       議員の派遣について 

 日程第21       閉会中の継続調査申し出について 

２ 出席議員は次のとおりである（２０名）                 

  １番   田 久美子 議員         ２番  藤 井 雅 之 議員 

  ３番  長谷川 公 成 議員         ４番  渡  美 穂 議員 

  ５番  後 藤  晴 議員         ６番  力 丸 義 行 議員 

  ７番  橋 本   健 議員         ８番  中 林 宗 樹 議員 

  ９番  門 田 直 樹 議員         10番  小  道 枝 議員 

  11番  安 部 啓 治 議員         12番  大 田 勝 義 議員 

  13番  清 水 章 一 議員         14番  安 部   陽 議員 

  15番  佐 伯   修 議員         16番  村 山 弘 行 議員 

  17番  田 川 武 茂 議員         18番  福 廣 和 美 議員 

  19番  武 藤 哲 志 議員         20番  不 老 光 幸 議員 

３ 欠席議員は次のとおりである 

   な   し 

４ 地方自治法第１２１条により説明のため出席した者の職氏名（２１名） 

  市    長  井 上 保 廣        副  市  長  平 島 鉄 信 

  教  育  長  關   敏 治        総 務 部 長  石 橋 正 直 

  地域振興部長  松 田 幸 夫                三 笠 哲 生 地域振興部地域コミュ
ニティ推進担当部長 

  市民生活部長  関 岡   勉        健康福祉部長  永 田 克 人 

          村 尾 昭 子        建 設 部 長  富 田   譲 
健康福祉部子育て 
支援担当部長 

          古 川 泰 博        教 育 部 長  松 永 栄 人 会計管理者併 
上下水道部長 

  監査委員事務局長  木 村   洋        総 務 課 長  松 島 健 二 

  地域振興課長  大 藪 勝 一        環 境 課 長  蜷 川 二三雄 

  福 祉 課 長  新 納 照 文        国保年金課長  木 村 裕 子 

  建 設 課 長  大内田   博        上下水道課長  宮 原 勝 美 

  教 務 課 長        井 上 和 雄 

５ 職務のため議事室に出席した事務局職員の職氏名（５名） 
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  議会事務局長  白 石 純 一        議 事 課 長        田 中 利 雄 

  書    記  伊 藤   剛        書    記  花 田 敏 浩 

  書    記  満 崎 哲 也 
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              再開 午前10時00分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

○議長（不老光幸議員） 皆さんおはようございます。 

 定刻になり、出席議員も定足数に達しておりますので、ただいまから休会中の第２回定例会

を再開します。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 議事日程はお手元に配付しているとおりです。 

 議事に入ります。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第１ 議案第４４号 字の区域の変更について 

○議長（不老光幸議員） 日程第１、議案第44号「字の区域の変更について」を議題とします。 

 本案は建設経済常任委員会に付託しておりましたので、委員長の報告を求めます。 

 建設経済常任委員長 田川武茂議員。 

              〔17番 田川武茂議員 登壇〕 

○１７番（田川武茂議員） おはようございます。 

 建設経済常任委員会に審査付託されました議案第44号について、その主な審査内容と結果を

報告いたします。 

 本議案については、吉松東土地区画整理事業の施行に伴い、従来の字の堺が原形をとどめな

くなったことから、字の区域の変更をすると、執行部からの補足説明がありました。 

 委員からは、現地の状況について質疑があり、回答では、既に宅地化され、街区が整って、

４軒の家が建築済みで、２軒が建築中とのことでした。 

 質疑を終え、討論はなく、採決の結果、議案第44号については委員全員一致で可決すべきも

のと決定しました。 

 以上で報告を終わります。 

○議長（不老光幸議員） 報告は終わりました。 

 ただいまの委員長報告に対し質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（不老光幸議員） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（不老光幸議員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 議案第44号に対する委員長の報告は可決です。本案を委員長報告のとおり可決することに賛

成の方は起立願います。 
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（全員起立） 

○議長（不老光幸議員） 全員起立です。 

 したがって、議案第44号は可決されました。 

              〈可決 賛成19名、反対０名 午前10時02分〉 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第２から日程第６まで一括上程 

○議長（不老光幸議員） お諮りします。 

 日程第２、議案第45号「太宰府市特別職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例

について」から日程第６、議案第49号「太宰府市社会教育委員に関する条例の一部を改正する

条例について」までを一括議題にしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（不老光幸議員） 異議なしと認めます。 

 したがって、日程第２から日程第６までを一括議題とします。 

 日程第２から日程第６までは総務文教常任委員会に付託しておりましたので、委員長の報告

を求めます。 

 総務文教常任委員長 清水章一議員。 

              〔13番 清水章一議員 登壇〕 

○１３番（清水章一議員） おはようございます。 

 総務文教常任委員会に審査付託をされました議案第45号から議案第49号までについて、その

審査内容と結果を一括して報告をさせていただきます。 

 まず、議案第45号については、市長、副市長みずからが平成19年７月１日から平成20年３月

31日までの間、市長については給料月額の10％、副市長については給料月額の５％を減額する

もの等との補足説明がありました。 

 本案に対しましては、減額の期限を平成20年３月31日までと区切っている理由、そしてそれ

以降の考えについての質疑があり、回答では、財政課題のめどがつくまでの間、当面の間とし

て今年度いっぱいを考えているもので、それ以降については経常収支比率の推移、市の財政改

革の進捗状況等をあわせながら判断していきたいということでした。その他、関連した質疑を

行いました。 

 討論では、賛成討論が２名からあり、市長給与の減額については賛成であるが、平成20年３

月31日以降はどうするのか。また、副市長、教育長の給与を月額５％減額についての経過を今

後直接聞いていきたいという意見をした賛成討論。そして、年度内の予算に対する補正という

ことで上がってきており問題はないとし、本議案に賛成するといった討論がありました。 

 採決の結果、議案第45号は委員全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

 次に、議案第46号についてその審議内容と結果を報告します。 

 本議案は、平成19年７月１日から平成20年３月31日までの間、副市長と同様に教育長の給与
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月額の５％を減額するもの等との補足説明がありました。 

 本案に対しては、教育長の給与月額を５％減額することについては、市長からの指示による

ものか、それとも市長が同意を求めて、これに教育長が同意されたものなのかとの質疑があ

り、教育長、副市長の場合もみずからぜひ減額してほしいと申し入れた結果であるとのことで

した。 

 審査を終え、討論はなく、採決の結果、議案第46号は委員全員一致で原案のとおり可決すべ

きものと決定いたしました。 

 次に、議案第47号についてその審査内容と結果を報告します。 

 本議案については、太宰府市生涯学習推進本部を廃止し、新たに太宰府市生涯学習推進協議

会を設置して、生涯学習推進に関する総合的施策について調査、審議を行う附属機関として位

置づけるもので、太宰府市生涯学習推進本部は行政の内部組織に改めるという補足説明があり

ました。 

 本案に対して、推進本部と協議会の違いはどういうふうになるのかとの質疑があり、推進本

部は設置規則で生涯学習基本計画の策定、生涯学習企画事務に関することなどの所掌事務があ

るが、これを近隣に倣い、行政の内部組織とし、協議会については生涯学習に関する調査、審

議を行い、意見をもらう機関として位置づけ、識見を有する者、各種団体等代表者、市長が必

要と認める者、計７人以内の委員をもって組織することを予定している。６月末で推進本部委

員の任期が満了となることから、７月１日からの改正を予定しているとの説明がありました。

その他、関連した質疑を行いました。 

 審査を終え、討論はなく、採決の結果、議案第47号は委員全員一致で原案のとおり可決すべ

きものと決定しました。 

 次に、議案第48号についてその審査内容と結果を報告します。 

 本議案については、地方自治法第238条の４の一部改正、項の繰り下げにより、それにあわ

せて条例の一部を改正するものとの補足説明がありました。 

 本案に対してはさしたる質疑はなく、議案に関連した質問を行いました。 

 審査を終え、討論はなく、採決の結果、議案第48号は委員全員一致で原案のとおり可決すべ

きものと決定しました。 

 最後に、議案第49号についてその審査内容と結果を報告します。 

 本議案については、社会教育法において社会教育委員の構成について、従来は学校教育及び

社会教育の関係者としてあったところに、家庭教育の向上に資する活動を行う者という文言を

加えるという改正があったため、それにあわせて条例の一部を改正するものとの補足説明があ

りました。 

 本案に対しては、家庭教育の向上に資する活動を行う者とはどういう人を対象としているの

か、家庭教育とはどういうものなのかとの質疑があり、地域での子ども会活動、福祉活動を行

っている方々等を対象としており、若いお母さん方を対象とし、家庭内での学校教育に結びつ
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くような活動、親子の意思疎通を図れるような活動のことであるとの説明がありました。 

 審査を終え、討論はなく、採決の結果、議案第49号は委員全員一致で原案のとおり可決すべ

きものと決定をいたしました。 

 以上で報告を終わります。 

○議長（不老光幸議員） 報告は終わりました。 

 質疑を行います。 

 議案第45号の委員長報告に対し質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（不老光幸議員） 次に、議案第46号の委員長報告に対し質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（不老光幸議員） 次に、議案第47号の委員長報告に対し質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（不老光幸議員） 次に、議案第48号の委員長報告に対し質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（不老光幸議員） 次に、議案第49号の委員長報告に対し質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（不老光幸議員） これで質疑を終わります。 

 これから討論、採決を行います。 

 議案第45号「太宰府市特別職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例について」

討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（不老光幸議員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 議案第45号に対する委員長の報告は原案可決です。本案を委員長報告のとおり原案可決する

ことに賛成の方は起立願います。 

（全員起立） 

○議長（不老光幸議員） 全員起立です。 

 したがって、議案第45号は原案のとおり可決されました。 

              〈原案可決 賛成19名、反対０名 午前10時12分〉 

○議長（不老光幸議員） 次に、議案第46号「教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条

例の一部を改正する条例について」討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（不老光幸議員） これで討論を終わります。 
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 採決を行います。 

 議案第46号に対する委員長の報告は原案可決です。本案を委員長報告のとおり原案可決する

ことに賛成の方は起立願います。 

（全員起立） 

○議長（不老光幸議員） 全員起立です。 

 したがって、議案第46号は原案のとおり可決されました。 

              〈原案可決 賛成19名、反対０名 午前10時12分〉 

○議長（不老光幸議員） 次に、議案第47号「太宰府市附属機関設置に関する条例の一部を改正す

る条例について」討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（不老光幸議員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 議案第47号に対する委員長の報告は原案可決です。本案を委員長報告のとおり原案可決する

ことに賛成の方は起立願います。 

（全員起立） 

○議長（不老光幸議員） 全員起立です。 

 したがって、議案第47号は原案のとおり可決されました。 

              〈原案可決 賛成19名、反対０名 午前10時13分〉 

○議長（不老光幸議員） 次に、議案第48号「太宰府市行政財産使用料条例の一部を改正する条例

について」討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（不老光幸議員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 議案第48号に対する委員長の報告は原案可決です。本案を委員長報告のとおり原案可決する

ことに賛成の方は起立願います。 

（全員起立） 

○議長（不老光幸議員） 全員起立です。 

 したがって、議案第48号は原案のとおり可決されました。 

              〈原案可決 賛成19名、反対０名 午前10時14分〉 

○議長（不老光幸議員） 次に、議案第49号「太宰府市社会教育委員に関する条例の一部を改正す

る条例について」討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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○議長（不老光幸議員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 議案第49号に対する委員長の報告は原案可決です。本案を委員長報告のとおり原案可決する

ことに賛成の方は起立願います。 

（全員起立） 

○議長（不老光幸議員） 全員起立です。 

 したがって、議案第49号は原案のとおり可決されました。 

              〈原案可決 賛成19名、反対０名 午前10時14分〉 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第７から日程第１１まで一括上程 

○議長（不老光幸議員） お諮りします。 

 日程第７、議案第50号「太宰府市立運動公園条例の一部を改正する条例について」から日程

第11、議案第54号「太宰府市文化ふれあい館条例の一部を改正する条例について」までを一括

議題にしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（不老光幸議員） 異議なしと認めます。 

 したがって、日程第７から日程第11までを一括議題とします。 

 日程第７から日程第11までは総務文教常任委員会に付託しておりましたので、委員長の報告

を求めます。 

 総務文教常任委員長 清水章一議員。 

              〔13番 清水章一議員 登壇〕 

○１３番（清水章一議員） 総務文教常任委員会に審査付託をされました議案第50号から議案第

54号までについて、その審査内容と結果を一括して報告をさせていただきます。 

 まず、議案第50号から議案第54号までについて、市長提案理由と同じく、国民の祝日に関す

る法律の一部を改正する法律の施行に伴い、条例の一部を改正するものとの補足説明を受け、

それに対する質疑を行いました。 

 議案第52号における質疑では、太宰府史跡水辺公園において指定管理者が休園せずに営業し

たいと言えば認めるのか、公共施設であるが、民間として振りかえをなくしたいとしたときに

はどうするのかとの質疑に対し、休園日については申し出によって変更することができるとの

説明がありました。その他、関連した質疑が行われました。 

 討論として、委員からは議案第52号について質疑の内容を委員長報告に加えることを希望し

ての賛成討論がありました。 

 採決の結果、議案第50号から議案第54号までについては全議案委員全員一致で原案のとおり

可決すべきものと決定しました。 

 以上で報告を終わります。 
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○議長（不老光幸議員） 報告は終わりました。 

 質疑を行います。 

 議案第50号の委員長報告に対し質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（不老光幸議員） 次に、議案第51号の委員長報告に対し質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（不老光幸議員） 次に、議案第52号の委員長報告に対し質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（不老光幸議員） 次に、議案第53号の委員長報告に対し質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（不老光幸議員） 次に、議案第54号の委員長報告に対し質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（不老光幸議員） これで質疑を終わります。 

 これから討論、採決を行います。 

 議案第50号「太宰府市立運動公園条例の一部を改正する条例について」討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（不老光幸議員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 議案第50号に対する委員長の報告は原案可決です。本案を委員長報告のとおり原案可決する

ことに賛成の方は起立願います。 

（全員起立） 

○議長（不老光幸議員） 全員起立です。 

 したがって、議案第50号は原案のとおり可決されました。 

              〈原案可決 賛成19名、反対０名 午前10時18分〉 

○議長（不老光幸議員） 次に、議案第51号「太宰府市体育センター条例の一部を改正する条例に

ついて」討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（不老光幸議員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 議案第51号に対する委員長の報告は原案可決です。本案を委員長報告のとおり原案可決する

ことに賛成の方は起立願います。 

（全員起立） 

○議長（不老光幸議員） 全員起立です。 
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 したがって、議案第51号は原案のとおり可決されました。 

              〈原案可決 賛成19名、反対０名 午前10時19分〉 

○議長（不老光幸議員） 次に、議案第52号「太宰府市立太宰府史跡水辺公園条例の一部を改正す

条例について」討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（不老光幸議員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 議案第52号に対する委員長の報告は原案可決です。本案を委員長報告のとおり原案可決する

ことに賛成の方は起立願います。 

（全員起立） 

○議長（不老光幸議員） 全員起立です。 

 したがって、議案第52号は原案のとおり可決されました。 

              〈原案可決 賛成19名、反対０名 午前10時20分〉 

○議長（不老光幸議員） 次に、議案第53号「太宰府市立大宰府跡遺構保存覆屋条例の一部を改正

する条例について」討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（不老光幸議員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 議案第53号に対する委員長の報告は原案可決です。本案を委員長報告のとおり原案可決する

ことに賛成の方は起立願います。 

（全員起立） 

○議長（不老光幸議員） 全員起立です。 

 したがって、議案第53号は原案のとおり可決されました。 

              〈原案可決 賛成19名、反対０名 午前10時20分〉 

○議長（不老光幸議員） 次に、議案第54号「太宰府市文化ふれあい館条例の一部を改正する条例

について」討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（不老光幸議員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 議案第54号に対する委員長の報告は原案可決です。本案を委員長報告のとおり原案可決する

ことに賛成の方は起立願います。 

（全員起立） 
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○議長（不老光幸議員） 全員起立です。 

 したがって、議案第54号は原案のとおり可決されました。 

              〈原案可決 賛成19名、反対０名 午前10時21分〉 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第１２から日程第１４まで一括上程 

○議長（不老光幸議員） お諮りします。 

 日程第12、議案第55号「太宰府市公園条例の一部を改正する条例について」から日程第14、

議案第57号「太宰府市自動車駐車場条例の一部を改正する条例について」までを一括議題にし

たいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（不老光幸議員） 異議なしと認めます。 

 したがって、日程第12から日程第14までを一括議題とします。 

 日程第12から日程第14までは建設経済常任委員会に付託しておりましたので、委員長の報告

を求めます。 

 建設経済常任委員長 田川武茂議員。 

              〔17番 田川武茂議員 登壇〕 

○１７番（田川武茂議員） 建設経済常任委員会に審査付託されました議案第55号、議案第56号、

議案第57号についての審査における主な内容と結果を一括して報告いたします。 

 まず、議案第55号についての報告をします。 

 本議案については、市長提案理由と同じく、国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律

の施行に伴い、条例の一部を改正すると執行部からの補足説明がありました。 

 本議案に対する質疑、討論はなく、採決の結果、議案第55号については委員全員一致で原案

のとおり可決すべきものと決定しました。 

 次に、議案第56号についての報告をします。 

 本議案については、本条例の適用区域として国分川原地区を追加すること及び適用区域の用

途地域が第１種住居地域に指定されたことに伴い、別表第２に示す建築物の用途制限の一部が

建築基準法の規制と重複することから、その部分を削除するための改正であるとの補足説明を

受けました。 

 委員からの質疑で、この適用区域である通古賀、吉松、国分川原地区は将来宅地化が見込ま

れること、すべて住居系で計画されていること、計画人口が1,500人で世帯数としては500世帯

前後であることを確認いたしました。 

 質疑を終え、討論はなく、採決の結果、議案第56号については委員全員一致で原案のとおり

可決すべきものと決定しました。 

 最後に、議案第57号についての報告をします。 

 本議案については、駐車の許可期間の改正、駐車制限の追加、利用料金の改正の３点が主な
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改正内容です。 

 委員から、駐車料金または市税の滞納がある場合の駐車制限について、何カ月滞納するとそ

の対象になるかとの質疑があり、これに対して今回の改正で駐車の許可期間を１年単位とする

ことから、許可の時点で前年の滞納状況を調査するとの回答でした。また、近隣の駐車料金の

状況に関する質疑に対しては、近隣の貸し駐車場料金は5,000円から8,000円で、5,000円から

6,000円のところは満杯状態であるとの報告がありました。また、関連した質疑としては、今

の駐車場は満杯状態のため、洗出交差点から都府楼前駅までの高架橋の下と看護学校跡地をこ

の駐車場として利用する考えはないかとの質疑があり、これに対する回答では、洗出交差点か

ら都府楼前駅までの高架橋の下の部分は橋脚が２本あることと、車路の幅が足りないことか

ら、駐車場としての使用はできないこと、また看護学校跡地については年末年始と国博開館時

に臨時駐車場として３年間開放したが、ほとんど利用者がいなかったことの説明をされ、駐車

場としての利用については今後再検討するとのことでした。 

 質疑を終え、討論はなく、採決の結果、議案第57号については委員全員一致で原案のとおり

可決すべきのと決定しました。 

 以上で報告を終わります。 

○議長（不老光幸議員） 報告は終わりました。 

 質疑を行います。 

 議案第55号の委員長報告に対し質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（不老光幸議員） 次に、議案第56号の委員長報告に対し質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（不老光幸議員） 次に、議案第57号の委員長報告に対し質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（不老光幸議員） これで質疑を終わります。 

 これから討論、採決を行います。 

 議案第55号「太宰府市公園条例の一部を改正する条例について」討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（不老光幸議員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 議案第55号に対する委員長の報告は原案可決です。本案を委員長報告のとおり原案可決する

ことに賛成の方は起立願います。 

（全員起立） 

○議長（不老光幸議員） 全員起立です。 

 したがって、議案第55号は原案のとおり可決されました。 
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              〈原案可決 賛成19名、反対０名 午前10時28分〉 

○議長（不老光幸議員） 次に、議案第56号「太宰府都市計画太宰府市地区計画の区域内における

建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例について」討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（不老光幸議員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 議案第56号に対する委員長の報告は原案可決です。本案を委員長報告のとおり原案可決する

ことに賛成の方は起立願います。 

（全員起立） 

○議長（不老光幸議員） 全員起立です。 

 したがって、議案第56号は原案のとおり可決されました。 

              〈原案可決 賛成19名、反対０名 午前10時29分〉 

○議長（不老光幸議員） 次に、議案第57号「太宰府市自動車駐車場条例の一部を改正する条例に

ついて」討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（不老光幸議員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 議案第57号に対する委員長の報告は原案可決です。本案を委員長報告のとおり原案可決する

ことに賛成の方は起立願います。 

（全員起立） 

○議長（不老光幸議員） 全員起立です。 

 したがって、議案第57号は原案のとおり可決されました。 

              〈原案可決 賛成19名、反対０名 午前10時30分〉 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第１５と日程第１６を一括上程 

○議長（不老光幸議員） お諮りします。 

 日程第15、議案第58号「太宰府市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例

について」及び日程第16、議案第59号「太宰府市女性センタールミナス条例の一部を改正する

条例について」を一括議題にしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（不老光幸議員） 異議なしと認めます。 

 したがって、日程第15及び日程第16を一括議題とします。 

 日程第15及び日程第16は環境厚生常任委員会に付託しておりましたので、委員長の報告を求
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めます。 

 環境厚生常任委員長 中林宗樹議員。 

              〔８番 中林宗樹議員 登壇〕 

○８番（中林宗樹議員） 環境厚生常任委員会に審査付託されました議案第58号及び議案第59号の

審査における主な内容と結果を一括して報告します。 

 まず、議案第58号について報告します。 

 本案は、近隣市町との料金の均衡、事業系一般廃棄物の減量促進を目的に、事業用の指定ご

み袋１枚当たりの単価の値上げ、不燃ごみの少量排出家庭に対する公平な負担を確保するため

に、小サイズの家庭用不燃物ごみ袋の作成、また家電リサイクル法が一般に普及してきたこと

に伴い、特定家庭用機器廃棄物指定シールの廃止、その他各条項の文言の整理のための改正で

す。 

 委員会では、指定ごみ袋について最近の石油製品の高騰による袋単価の値上がりに対処する

ことや、可燃ごみの約30ｔ削減が見込まれることを理由に規則を改正し、袋の厚さを７月引き

渡し分から家庭用、事業所用ともに可燃専用袋を0.04㎜から0.03㎜に、不燃専用袋を0.05㎜か

ら0.04㎜に、ペットボトル、白色トレイ専用袋を0.03㎜から0.025㎜にしたとの補足説明を受

けました。 

 補足説明後の委員からの質疑において、今回の改正によって事業系ごみ袋を値上げした具体

的な理由について尋ねたところ、事業系ごみ減量促進を目的に近隣市では新たな指定ごみ袋の

金額設定を家庭ごみ１、事業系２の割合で進めており、本市においても同様の理由で家庭系、

事業系の指定ごみ袋の価格の差を設けることが値上げの大きな理由であるとの回答がありまし

た。 

 質疑を終わり、討論はなく、採決の結果、議案第58号については委員大多数で原案のとおり

可決すべきものと決定しました。 

 次に、議案第59号について報告します。 

 本案は、議案第50号から議案第55号までと同様、国民の祝日に関する法律の一部が改正され

たことに伴うもので、委員会では条例改正新旧対照表及び2008年５月のカレンダーをもとに、

５月５日のこどもの日の翌日の６日水曜日が今回の法律の改正によって振替休日となることを

例に、条例改正後の女性センタールミナスの休館日について詳細に執行部から補足説明を受け

ました。 

 本案に対する質疑、討論はなく、採決の結果、議案第59号については委員全員一致で原案の

とおり可決すべきものと決定しました。 

 以上で報告を終わります。 

○議長（不老光幸議員） 報告は終わりました。 

 質疑を行います。 

 議案第58号の委員長報告に対し質疑はありませんか。 
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 19番武藤哲志議員。 

○１９番（武藤哲志議員） 環境厚生常任委員会で審議をいただいたということですが、まずこの

事業系が、事業用可燃専用袋が一挙に45円値上げをするということで、可燃、不燃、それから

ペットボトル、それからこういう状況になりましたが、まずやはりこの事業系の関係では現在

の部分についてどのくらいの使用枚数で、しかも現在の収入から歳入とのかかわりがあります

が、これを値上げした結果、45円、歳入のかかわりについて当然議会に報告を求めなきゃなり

ませんが、委員長として提起をした後、当然担当課長や部長からも説明があったと思うんです

が、使用枚数や、こういう値上げによってどれくらいの収入があるのかという問題と、それか

らやはり以前もありましたが、市長の施政方針にもありましたように、こういう袋に広告を入

れる、こういう状況になってくると、広告収入も入ってくる。こういう状況の中で家庭用の袋

が１枚当たりそのまま据え置かれて40円、可燃も不燃も40円ですが、一方では不燃の部分につ

いて小は１枚当たり25円、そうすると可燃も小さい袋については25円で、家庭用の可燃、不燃

については10円ほど下げて30円ぐらいにすると多くの市民が大変喜ばれるわけですが、事業用

だけは45円も関係するもの全部上げた。ところが、家庭用の可燃、不燃については、そのまま

据え置いているという形で、こういう当然委員長としての審議内容をやはりしていく以上、そ

ういう提起がなされなかったのかどうかお聞きしたいと思います。 

○議長（不老光幸議員） 環境厚生常任委員長 中林宗樹議員。 

○８番（中林宗樹議員） お答えします。 

 使用枚数については、トータルで平成18年度の分で78万4,800枚ですか、これが出ていると

いうことでございます。それから、値上げの効果につきましては、これは次の補正予算の部分

でまた出てきますけども、それなりの効果があるということで出されております。これについ

ては、次の補正予算の部分でご説明したいと思います。それから、広告については別段意見は

ございませんでしたので、これについては審議いたしておりません。それから、家庭用ごみの

据え置きについても別段質疑はありませんでした。それから、事業用の値上げにつきまして

は、これは本来事業用は事業主が自己で処理するのが原則であるということで、家庭ごみと事

業用のごみとは１対２ぐらいの比率ですべきということで、今回の提案がなされたということ

でございます。 

○議長（不老光幸議員） ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（不老光幸議員） 次に、議案第59号の委員長報告に対し質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（不老光幸議員） これで質疑を終わります。 

 これから討論、採決を行います。 

 議案第58号「太宰府市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例について」

討論を行います。 
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 討論はありませんか。 

 19番武藤哲志議員。 

○１９番（武藤哲志議員） この部分については、私どもの会派として委員会では採決に同意をい

たしておりません。先ほど所管の委員長に質疑をしましたが、本来倍ということであれば、事

業用のごみについては一般家庭ごみの80円になるのが一挙に135円、45円も値上げをしている

ということと、これにつきまして事業系のごみの値上げについては補正予算の関係が出ており

ますが、大まかに889万4,000円であります。こういう当初可燃ごみでも不燃ごみでもそうです

が、設定をするときに大変高い金額が設定をされた経過があります。こういう状況の中で事業

系のごみの袋料金を値上げするならば、家庭用の日常的市民が使うごみについては少なくとも

10円ぐらいの値下げをし、また小さい袋については少なくとも可燃袋については25円ぐらいに

すべきだと。一般家庭の多くの皆さんがお使いになる袋の料金はそのままにしておいて、事業

用だけを値上げをする。ただし、この問題については10月１日から実施ということですが、今

委員長報告がありましたが、袋の厚さも薄くしたりしますし、またその広告収入まで入れて経

費の削減を図ろうとするならば、それは当然市民に還元すべきであり、そういう内容が含まれ

ておりませんし、大まかに委員会で審議をされております。こういう状況の中で議案第58号に

ついては賛成できないことを表明しておきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（不老光幸議員） ほかに討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（不老光幸議員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 議案第58号に対する委員長の報告は原案可決です。本案を委員長報告のとおり原案可決する

ことに賛成の方は起立願います。 

（大多数起立） 

○議長（不老光幸議員） 大多数起立です。 

 したがって、議案第58号は原案のとおり可決されました。 

              〈原案可決 賛成17名、反対２名 午前10時42分〉 

○議長（不老光幸議員） 次に、議案第59号「太宰府市女性センタールミナス条例の一部を改正す

る条例について」討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（不老光幸議員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 議案第59号に対する委員長の報告は原案可決です。本案を委員長報告のとおり原案可決する

ことに賛成の方は起立願います。 
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（全員起立） 

○議長（不老光幸議員） 全員起立です。 

 したがって、議案第59号は原案のとおり可決されました。 

              〈原案可決 賛成19名、反対０名 午前10時43分〉 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第１７ 議案第６０号 平成１９年度太宰府市一般会計補正予算（第１号）について 

○議長（不老光幸議員） 日程第17、議案第60号「平成19年度太宰府市一般会計補正予算（第１

号）について」を議題とします。 

 本案は各所管委員会に分割付託しておりましたので、各常任委員長の報告を求めます。 

 まず、総務文教常任委員会の報告を求めます。 

 総務文教常任委員長 清水章一議員。 

              〔13番 清水章一議員 登壇〕 

○１３番（清水章一議員） 本会議において所管の委員会に分割付託されました議案第60号の当委

員会所管分について、その主な審査内容と結果を報告いたします。 

 まず、今回の補正予算につきましては、平成19年度の当初予算が骨格予算となっていること

から、政策的経費の追加がその主なものになっております。 

 歳出の主なものといたしましては、２款１項１目の職員給与費で381万5,000円の減額、これ

は議案第45号と関連して、市長、副市長の給与減額によるものです。 

 同じく、２款３項２目の賦課関係費の歴史と文化の環境税関連施設整備等補助金として

510万円の増額補正。これは歴史と文化の環境税の特別徴収義務者に指定されている観光駐車

場協会へ補助金420万円と新規指定の際等の機械関係の整備が生じた場合の費用として１件当

たり30万円の３件、計90万円との合計を計上したものであるとのことです。 

 質疑において、この補助金は今後補正もあるのか、駐車場事業者は金額的に理解されている

のか等あり、今後補助金の増額について駐車場協会の中でも補助金は不要との声もある。駐車

場協会とも話をしながら、もてなしのまちづくりの観点で協会で思いつく施策をお願いしたい

と考えている。金額の根拠は、税収入の７％であるとの説明がありました。 

 また、10款４項６目文化財整備活用関係費の13節委託料、15節工事請負費の水城跡展望広場

整備工事の2,983万4,000円については、太宰府市文化財保存活用計画に基づいた水城跡東門周

辺整備事業の一つの取り組みで、今回調査及び整備を行うものであるとのことでした。 

 委員から、どんな事業を行うのかとの質疑に対して、水城跡を損傷から守るための修理補

修、来訪者のための回遊拠点のための整備、多くの方に親しんでもらえるような史跡地の公園

を目指すという大きな３つの柱のもとで整備を行うもので、事業内容について具体的な説明を

受けました。 

 続きまして、歳入の主なものにつきましては、１款２項１目現年課税分の固定資産税の最終

的な追加金額として3億6,060万5,000円、18款１項１目基金繰入金において固定資産税分、
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国、県の支出金等を総合的に調整した結果、財政調整資金繰入金として1,529万1,000円。20款

５項１目の雑入、教育費雑入において文化財整備活用関係費に充てる環境対策事業助成金とし

て2,353万4,000円等が計上されています。債務負担行為についても説明を受けております。 

 審査を終え、討論では同和対策について国の制度がなくなっており、全国各地で運動団体へ

の補助金等の終結宣言が出されている。本会議において同和対策に対する負担金について反対

するので、採決に当たって本議案に反対するとの討論がありました。 

 採決の結果、議案第60号の当委員会所管分については、委員大多数で原案のとおり可決すべ

きものと決定しました。 

 以上で報告を終わります。 

○議長（不老光幸議員） 報告は終わりました。 

 ただいまの委員長報告に対し質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（不老光幸議員） これで総務文教常任委員長に対する質疑を終わります。 

 次に、建設経済常任委員会の報告を求めます。 

 建設経済常任委員長 田川武茂議員。 

              〔17番 田川武茂議員 登壇〕 

○１７番（田川武茂議員） 続きまして、建設経済常任委員会の所管分について、その主な審査内

容と結果を報告いたします。 

 当委員会の所管分につきましても、当初予算が骨格予算編成となっていたことから、政策的

経費や不足分が追加されたことが主な理由となっております。 

 まず、歳出の主な補正についてであります。 

 ２款の総合交通計画策定委託料500万円は、市内の主要交差点における交通量、渋滞状況調

査、計画書作成などの費用です。委員から、西鉄の駅、ＪＲの駅を含め、すべてを網羅した計

画書をつくるべきとの意見が出されました。 

 同じく、２款のコミュニティバス関係費365万5,000円については、秋の運行ダイヤ改正、路

線の見直しに伴いホームページの更新、バス停に設置している時刻表、路線図の張りかえ、バ

ス停の設置費用として補正するとのことであります。 

 ７款の史跡地周辺ライトアップ事業委託料200万円は、年末から年始にかけて毎年行ってい

る戒檀院、観世音寺をライトアップする費用として計上されております。ここでは委員から、

水城の堤防全部がつながっていることがわかるような飾りつけを考えてはどうかとの要望が出

されました。 

 ８款の都市計画区域変更関係費300万円は、福岡県が11月に都市計画区域外をすべて準都市

計画区域として指定を予定しており、太宰府市では内山区と北谷区になりますが、ここの土地

利用、産業分布などの調査費用として計上されております。 

 同じく、８款の景観形成関係費453万6,000円は、太宰府の景観と市民遺産を守り育てる条例
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制定に向けて各種区域図、資料などの作成費用として計上されております。 

 続いて、歳入の補正について報告します。 

 歳入の多くは歳出に伴う財源としての補助金や基金からの繰入金、あるいは条例改正などに

伴う歳入増で、特に問題はありませんでした。 

 次に、債務負担行為補正についてです。 

 ここでは通古賀地区都市再生整備事業の公用車賃借料２台の２年分追加と、地域再生基盤強

化事業の公用車賃借料３台の２年分を４年分に変更する補正が計上されております。 

 委員から、公用車をリースしたときのメリットとデメリットについてのお尋ねがありまし

た。補助事業の期間中に減価償却してしまわない車両についての購入費は認められていないの

で、今回は事務費の中で認められている賃借料で計上し、平成23年度の満期時期に市が残存価

格でレンタル会社から購入する予定との説明がありました。 

 質疑を終わり、討論はなく、採決の結果、議案第60号の建設経済常任委員会所管分について

は委員全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

 以上で報告を終わります。 

○議長（不老光幸議員） 報告は終わりました。 

 ただいまの委員長報告に対し質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（不老光幸議員） これで建設経済常任委員長に対する質疑を終わります。 

 次に、環境厚生常任委員会の報告を求めます。 

 環境厚生常任委員長 中林宗樹議員。 

              〔８番 中林宗樹議員 登壇〕 

○８番（中林宗樹議員） 続きまして、環境厚生常任委員会の所管分について、その主な審査内容

と結果を報告いたします。 

 当委員会所管分につきましても、平成19年度の当初予算が骨格予算となっていたことから、

政策的経費や不足分が追加されたことが主な理由になっております。 

 歳出では、３款民生費で2億604万1,000円、４款衛生費で5,434万円、10款教育費の幼稚園費

で6,984万3,000円がそれぞれ増額となっております。 

 なお、今回の補正で３款１項４目の障害者自立支援費の特別障害者手当等関係費に重度障害

者福祉手当や、３款２項３目の保育所費のその他の諸費に認可外保育施設職員健康診断費補助

金が市単独の新規事業として新たに計上されております。 

 歳入はそのほとんどが歳出に伴う補正となっていますが、13款２項２目衛生手数料、１節保

健衛生手数料のごみ処理手数料は、議案第58号の事業所用ごみ袋料金の改定による増収分であ

り、平成19年度年間ベースで3,557万6,000円、その効果を４分の１と見込んで889万4,000円が

計上されています。 

 審査は各款各項ごとに執行部に補足説明を求め、その都度質疑を行い、予算計上の根拠等不

－290－ 



明な点について確認いたしました。 

 質疑を終わり、討論では福祉に関して手厚い補正となっており、一定の評価はできるが、法

律が失効している同和対策として人権・同和政策費の給付費関係が追加計上されているため、

今回の補正予算については賛成できないとの反対討論がありました。 

 討論を終わり、採決の結果、委員大多数で議案第60号の当委員会所管分については原案のと

おり可決すべきものと決定しました。 

 以上で報告を終わります。 

○議長（不老光幸議員） 報告は終わりました。 

 ただいまの委員長報告に対し質疑はありませんか。 

 19番武藤哲志議員。 

○１９番（武藤哲志議員） 所管の委員会で熱心に審査をいただいたと思いますので、お聞きをい

たします。 

 補正予算書の22ページ、23ページにありますこういうこの給付関係費については、執行部か

ら説明のみを受けたのかどうか。特に、一般質問をしておりましたが、先ほども委員長報告に

ありましたように、法が失効した後にこういう形での負担金、補助及び交付金1,216万1,000円

は説明だけだったのかが１点です。 

 次に、26ページ、27ページ、この美化センター関係費で負担金、補助及び交付金として

430万円計上されております。これについてですが、高雄の水利組合には２年間なのか３年間

かわかりませんが、330万円。この水利組合に出したお金については、一般質問もあっており

ましたが、水路改修の場合については当然負担があると思うんですが、そういう負担にどのよ

うに支出をするのか。委員から質疑がなくても、当然ほかの委員から質疑があれば、委員長が

質疑が終わった後に執行部に説明を求める責任がありますが、まずこの水利組合の支出の内容

と、またこういう支出を受けた団体、水利組合がどういう形でするのかという問題です。 

 それから、環境美化センター設置をして今日まで２回の更新をしました。毎年100万円を

20年間行政区に交付をするわけですが、この行政区に交付された100万円が行政区の区費の中

に入る。そうすると、この高雄区の行政区としてはこの100万円が毎年20年近く交付を受ける

わけだが、この100万円の支出はどういうふうな状況で対応されているのかというのは、執行

部に説明を求めたのかどうか。この辺を、ほかの部分もありますが、この２点について委員長

から説明を求めます。 

○８番（中林宗樹議員） お答えします。 

 まず、10目の分については委員会において質問があっております。 

 10目の給付費関係費の扶助費のところで、５歳未満児の医療費について保障がされるという

ことで、これについての質問があっております。これについて執行部より、４歳から５歳まで

この分については一般行政施策で支給されませんので、この分について初診料、往診料、そう

いったものについての行政の同和事業費で支給するという形になっていますという答えがあっ
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ております。10目については、質疑はこれのみでございます。 

 次に、環境美化センターの問題につきましては、430万円のこの支出につきましては、これ

は平成18年３月の議会最終日に議会全員協議会において高雄地区との環境美化センターの設置

に関する協定書の締結について説明があっており、その中で高雄区については毎年100万円ず

つ、それから水利組合、農事組合については330万円ずつを３年間支払うということで協定

書、覚書が締結されているということで、これは平成18年３月27日に議会全員協議会で説明が

なされております。それから、その後の水利組合及び区へ支出した後の使途についてはどうか

ということでありましたけども、これについては委員よりの質疑はなく、特段審議いたしてお

りません。 

 以上でございます。 

（19番武藤哲志議員「はい」と呼ぶ） 

○議長（不老光幸議員） ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（不老光幸議員） これで環境厚生常任委員長に対する質疑を終わります。 

 これより討論を行います。 

 通告があっていますので、これを許可します。 

 19番武藤哲志議員。 

○１９番（武藤哲志議員） 平成19年度一般会計補正予算（第１号）については、各委員会で熱心

に審査をいただき、骨格予算ですからその補正については当然必要なものもありますし、今後

の市民生活、行政執行上に必要なものとして認めますが、一部ですが、一般質問も行いました

ように、３款１項10目についてです。説明もあっておりますが、こういう法的根拠がなくなっ

た中で特別な給付や社会運動団体に対する補助金を支出し続けることについては、やはり早急

に廃止、終結をすべきだというふうに思います。 

 それから、４款２項の３目の部分で今委員長から説明がありましたが、長い期間にわたって

そういう最終処分場の補助金、地元協力金という形で出される部分については、その支出内容

については今後具体的にどのようになるのかというのは、やはり公金です。市民の税金やごみ

処分手数料のうちからこういう形で20年出すということになれば、2,000万円近くの金額、そ

して３年間にわたって1,000万円近くの金額が支出されるわけですから、支出の使用目的につ

いてもやはり今後議会として説明を求めていかなければならないと思っております。 

 また、10款１項３目について私の一般質問の中での一部訂正を行っておきたいと思います。

この中で人権まつりの問題を質疑いたしておりましたが、使用料については担当部から使用負

担は会場使用料の負担を行っておるということで、このことについては修正をお願いいたしま

す。ただし、市同和教育研究協議会の内容につきまして、行政は行政で独自に同和研修を行っ

ておりますし、企業も行っている、議会も行っている。ところが、この研究協議会につきまし

ては教職員と主に市の職員の３分の１の方々に対して373万2,000円、こういう金額については
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出されておりますし、指摘をしておりましたように、狭山差別裁判糾弾、東京で行われる部分

に支出をするなど、私はこういう市民の税金がそういうものに使われることについては正しく

ないというふうに思っております。よって、私は平成19年度太宰府市一般会計補正予算（第１

号）については賛成できないということで反対討論といたします。 

○議長（不老光幸議員） ほかに討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（不老光幸議員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 ただいまの各常任委員長の報告は原案可決です。本案を各委員長の報告のとおり原案可決す

ることに賛成の方は起立願います。 

（大多数起立） 

○議長（不老光幸議員） 大多数起立です。 

 したがって、議案第60号は原案のとおり可決されました。 

              〈原案可決 賛成17名、反対２名 午前11時07分〉 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第１８ 議案第６１号 専決処分の承認を求めることについて（平成１９年度太宰府市国 

               民健康保険事業特別会計補正予算：専決第１号） 

○議長（不老光幸議員） 日程第18、議案第61号「専決処分の承認を求めることについて（平成

19年度太宰府市国民健康保険事業特別会計補正予算：専決第１号）」を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 市長。 

              〔市長 井上保廣 登壇〕 

○市長（井上保廣） 改めまして皆さんおはようございます。 

 21日、22日に開催されました本会議での会派代表質問及び一般質問でそれぞれ各議員の皆様

方から貴重なご意見を賜りありがとうございました。今後の行政運営に生かしてまいりたい

と、このように考えております。６月定例議会本会議最終日を迎えました。本日ご提案申し上

げます案件は、専決処分の承認を求めるもの１件のご審議をお願い申し上げる次第でございま

す。 

 それでは、早速提案理由の説明を申し上げます。 

 議案第61号「専決処分の承認を求めることについて（平成19年度太宰府市国民健康保険事業

特別会計補正予算：専決第１号）」についてご説明を申し上げます。 

 今回の補正は、平成18年度太宰府市国民健康保険事業特別会計の歳入不足1,277万7,145円の

繰上充用のため、歳入及び歳出予算にそれぞれ1,277万8,000円を追加し、予算総額を63億

8,022万6,000円とする専決処分を平成19年５月31日付でさせていただいたものでございます。

要因といたしましては、国民健康保険税の中で徴収しております介護保険料に歳入不足を生じ
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たものでございます。よろしくご承認賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（不老光幸議員） 説明は終わりました。 

 お諮りします。 

 本案は委員会付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（不老光幸議員） 異議なしと認めます。 

 したがって、委員会付託を省略します。 

 直ちに質疑、討論、採決を行います。 

 質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（不老光幸議員） これで質疑を終わります。 

 討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（不老光幸議員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 議案第61号を承認することに賛成の方は起立願います。 

（全員起立） 

○議長（不老光幸議員） 全員起立です。 

 したがって、議案第61号は承認されました。 

              〈承認 賛成19名、反対０名 午前11時10分〉 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第１９ 意見書第３号 異常気象による災害対策や地球温暖化対策の強化・拡充を求める 

               意見書 

○議長（不老光幸議員） 日程第19、意見書第３号「異常気象による災害対策や地球温暖化対策の

強化・拡充を求める意見書」を議題とします。 

 本案は環境厚生常任委員会に付託しておりましたので、委員長の報告を求めます。 

 環境厚生常任委員長 中林宗樹議員。 

              〔８番 中林宗樹議員 登壇〕 

○８番（中林宗樹議員） 環境厚生常任委員会に審査付託されました意見書第３号の審査における

内容と結果を報告いたします。 

 異常気象による災害対策や地球温暖化を防止するため、抜本的な施策を国に求めるために提

出された本意見書につきましては、委員から京都議定書の削減目標を明確にした方がより一層

地球温暖化防止対策の強化が求められ、政府に明確な目標を持たせることができるのではない
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か。また、原子力発電所の安全性についても明確にするためにも、一部を修正してはどうかと

の動議が出されました。この動議につきまして委員会で慎重に協議した結果、本文６行目文書

中に「京都議定書の完全実施と中長期の削減目標を明らかにし、」という文言を加えることで

協議が調いましたので、別紙修正案のとおり修正することで討論、採決を行い、続いて修正部

分を除いた原案について討論、採決を行いました。その結果、ともに討論はなく、委員全員一

致で意見書第３号については修正可決すべきものと決定いたしました。 

 以上で報告を終わります。 

○議長（不老光幸議員） 報告は終わりました。 

 ただいまの委員長報告に対し質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（不老光幸議員） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（不老光幸議員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 意見書第３号に対する委員長の報告は修正可決です。本案を委員長報告のとおり修正可決す

ることに賛成の方は起立願います。 

（全員起立） 

○議長（不老光幸議員） 全員起立です。 

 したがって、意見書第３号は修正可決されました。 

              〈修正可決 賛成19名、反対０名 午前11時13分〉 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第２０ 議員の派遣について 

○議長（不老光幸議員） 日程第20、「議員の派遣について」を議題とします。 

 地方自治法第100条第12項及び太宰府市議会会議規則第161条に基づき、別紙のとおり議員の

派遣が生じましたので、これを承認し、変更があったときは議長に一任することにご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（不老光幸議員） 異議なしと認めます。 

 したがって、本件は承認されました。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第２１ 閉会中の継続調査申し出について 

○議長（不老光幸議員） 日程第21、「閉会中の継続調査申し出について」を議題とします。 

 別紙のとおり議会運営委員会、各常任委員会から申し出があっております。別紙のとおり承
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認することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（不老光幸議員） 異議なしと認めます。 

 したがって、本件は承認されました。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

○議長（不老光幸議員） お諮りします。 

 本定例会において議決されました案件について、各条項、字句、その他の整理を要するもの

につきましては、会議規則第42条の規定によって、その整理を議長に委任願いたいと思いま

す。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（不老光幸議員） 異議なしと認めます。 

 したがって、本定例会において議決されました案件整理について、これを議長に委任するこ

とに決定しました。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

○議長（不老光幸議員） 以上で本定例会に付議されました案件の審議はすべて終了しました。 

 これをもちまして平成19年太宰府市議会第２回定例会を閉会したいと思いますが、これにご

異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（不老光幸議員） 異議なしと認めます。 

 したがって、平成19年太宰府市議会第２回定例会を閉会します。 

              閉会 午前11時14分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 
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